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特集＝トランプ 2.0 半年間の中間決算
●

第二次トランプ政権の西半球政策 ―中嶋啓雄

●

ウクライナ「仲介外交」の破綻 ―名越健郎

●

第二次トランプ政権とガザ情勢 ―江﨑智絵

●

第二期トランプ政権と短期就労ビザ ―中島醸

●

トランプ政権の中米カリブ政策 ―岸川毅

●

トランプ関税 2.0 のインド・東南アジア諸国への影響 ―椎野幸平

●

トランプ 2.0 時代のウクライナ政局 ―岡部芳彦
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●

尹錫悦大統領の罷免と第二一代大統領選挙 ―梅田皓士
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●
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海外事情研究所

海外事情研究所は、本学の建学の精神に則り、広く内外の関係と呼応して、海外

事情及び国際問題を調査研究しもって学術の進歩と日本の国益、地域の共栄並び

に世界の平和と発展に寄与することを目的とし、次の事業を行っています。

１．海外事情と国際問題の調査研究

２．『海外事情』の発行

３．調査研究に基づく提言、報告及び文献等の発表ないし刊行

４．内外関係機関との交流、協力及び共同研究の受・委託

５．海外事情及び国際問題に関し、主として拓殖大学、拓殖大学北海道短期 

大学の学生に対する教育指導

６．研究会、講演会、講習会、シンポジウム及び公開講座等の開催

７．その他、研究所の目的を達成するために必要な事業

『海外事情』を隔月発行し、公開講座「国際講座」を開講するなど積極的に 

社会に広く還元する活動をしています。
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半
導
体
と
レ
ア
ア
ー
ス
（
希
土
類
）
を
交
換
す
る
協
議

。

こ
ん
な
皮
肉
な
声
ま
で
さ
さ
や
か
れ
た
米
中
経
済
貿
易
協
議
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
初
会
合
（
六
月
九
日
、
一
〇
日
）
が
イ
ギ
リ
ス
の
首
都

ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
、
関
税
戦
争
の
一
時
休
戦
状
態
が
再
び
延
長

さ
れ
、
世
界
の
市
場
関
係
者
は
束
の
間
、
ほ
っ
と
胸
を
な
で
お
ろ

し
た
。

な
ん
と
も
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
私

の
筆
力
の
せ
い
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
ま
だ
「
玉
虫
色
」

な
の
だ
。

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
一
一
日
、
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

「
ト
ゥ
ル
ー
ス
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
で
「
中
国
と
の
取
引
は
完
了
し

た
」
と
大
文
字
で
書
き
込
ん
だ
。
し
か
し
、
第
二
次
政
権
（
二
・

〇
）
の
ス
タ
ー
ト
と
同
時
に
振
り
上
げ
た
拳
は
、
依
然
収
め
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。

迎
え
撃
つ
中
国
も
い
ま
だ
臨
戦
態
勢
だ
。

ス
コ
ッ
ト
・
ベ
ッ
セ
ン
ト
財
務
長
官
の
協
議
終
了
直
後
の
言
葉

は
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
の

先
端
半
導
体
の
中
国
に
対
す
る
輸
出
規
制
を
一
部
緩
和
す
る
、
と

し
な
が
ら
も
「
極
め
て
高
性
能
な
エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア
の
製
品
に
つ
い

て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
の
だ
。

一
方
の
中
国
も
、
ア
メ
リ
カ
が
求
め
て
い
た
レ
ア
ア
ー
ス
の
輸

出
再
開
は
「
許
可
し
た
」
も
の
の
、
そ
こ
に
は
六
か
月
の
期
限
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
出
方
次
第
で
は
、
ま
た
い
つ
で
も
規
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制
を
再
開
し
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
ら
れ
る
態
勢
を
維
持
し
て

い
る
の
だ
。

米
中
が
「
協
議
を
評
価
す
る
」
と
す
る
一
方
で
未
だ
に
ら
み
合

い
を
続
け
て
い
る
の
は
、
両
国
が
互
い
に
不
信
感
を
拭
え
な
い
か

ら
だ
。

ロ
ン
ド
ン
で
の
協
議
の
前
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

「
中
国
は
関
税
の
合
意
に
違
反
し
て
い
る
」
と
発
信
。
ス
イ
ス
で

の
米
中
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
経
済
貿
易
会
談
で
の
合
意
を
履
行
し
て
い
な

い
と
け
ん
制
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ケ
ビ
ン
・
ハ
セ
ッ
ト
国
家
経
済
会
議
（
Ｎ

Ｅ
Ｃ
）
委
員
長
も
、
「
中
国
の
レ
ア
ア
ー
ス
の
輸
出
規
制
の
緩
和

は
、
以
前
よ
り
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
輸
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
イ
ス
で

合
意
し
た
水
準
に
は
達
し
て
い
な
い
」
と
米
Ｃ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
述
べ
て
い
る
。

西
側
社
会
で
は
お
約
束
の
対
中
批
判
だ
が
、
こ
れ
は
多
分
に
交

渉
前
の
ブ
ラ
フ
と
考
え
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
合
意
を
実
行
に
移

さ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
ス
ト
レ
ス
を
膨
ら
ま
せ
て
き
た
の
は
、

む
し
ろ
習
近
平
政
権
の
方
だ
っ
た
か
ら
だ
。

中
国
政
府
や
高
官
ら
の
発
言
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
伝
わ
っ

て
く
る
。

例
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
協
議
を
受
け
て
中
国
商
務
部
の
何
亜

東
報
道
官
が
発
し
た
コ
メ
ン
ト
だ
。
何
は
、
「
双
方
は
両
国
首
脳

の
六
月
五
日
の
電
話
会
談
に
お
け
る
重
要
な
共
通
認
識
の
実
行
と

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
経
済
貿
易
会
談
に
お
け
る
成
果
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の

に
す
る
た
め
の
措
置
の
枠
組
み
に
つ
い
て
原
則
的
に
一
致
し
、
双

方
の
経
済
・
貿
易
面
の
懸
念
事
項
の
解
決
に
向
け
て
新
た
な
進
展

が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
首
脳
会
談
で
の
共
通
認
識
と

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
成
果
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
重
要
」

と
強
調
し
た
真
意
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
合
意
後

も
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
か
ら
米
中
首
脳
の
電
話
会
談
を
経
て
ロ

ン
ド
ン
へ
と
つ
な
が
っ
た
交
渉
は
、
ホ
ッ
プ
・
ス
テ
ッ
プ
・
ジ
ャ

ン
プ
と
進
展
を
積
み
重
ね
て
き
た
の
で
は
な
く
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で

の
合
意
を
き
ち
ん
と
履
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
修
正
す
る
た
め

の
合
意
を
再
度
結
び
直
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

何
や
ら
禅
問
答
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
問
題
は
い
た
っ

て
シ
ン
プ
ル
だ
。
米
中
の
ど
ち
ら
か
が
約
束
を
履
行
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。

ト
ラ
ン
プ
に
約
束
保
守
れ
と
迫
っ
た
習
近
平

で
は
、
合
意
を
守
っ
て
い
な
い
の
は
米
中
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
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う
か
。

西
側
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
慣
ら
さ
れ
た
日
本
の
読
者
で
あ
れ
ば
、

約
束
を
反
故
に
す
る
の
は
た
い
て
い
中
国
と
相
場
は
決
ま
っ
て
い

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
も
「
中
国
は
関
税
の
合

意
に
違
反
し
て
い
る
」
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
て
い
る
。

だ
が
、
中
国
を
研
究
し
て
い
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
認
識

は
真
逆
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
交
渉

で
「
約
束
違
反
」
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
は
ア
メ
リ
カ
側
で
、
中

国
は
会
談
の
度
に
、
非
難
の
言
葉
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

例
え
ば
、
長
期
的
に
は
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
米
中
共
同
声
明
）

に
違
反
し
て
い
る
」
と
い
う
常
套
句
で
あ
り
、
短
期
的
に
は
ジ
ョ

セ
フ
・
バ
イ
デ
ン
大
統
領
時
代
に
多
用
さ
れ
た
「
言
行
不
一
致
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
米
中
の
構
図
は
、
実
は
今
回
の
交
渉
の
な
か
に
も
引
き
継

が
れ
て
い
る
。
英
Ｂ
Ｂ
Ｃ
テ
レ
ビ
は
六
月
三
日
に
配
信
し
た
記
事

で
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「
中
国
、
貿
易
『
休

戦
』
合
意
に
ア
メ
リ
カ
が
『
重
大
な
違
反
』
と
ト
ラ
ン
プ
氏
か

ら
非
難
さ
れ
」
だ
。

Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
記
事
の
な
か
で
、
中
国
商
務
省
が
、
「
ア
メ
リ
カ
と

の
貿
易
協
議
で
合
意
し
た
『
休
戦
』
に
、
米
政
府
が
『
重
大
な
違

反
』
を
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
」
こ
と
を
紹
介
。
そ
の
上
で
、

具
体
的
に
何
が
違
反
な
の
か
に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
が
半
導
体
設
計
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
中
国
企
業
へ
の

販
売
を
停
止
し
た
こ
と
や
、
中
国
ハ
イ
テ
ク
大
手
の
華
為
技
術

（
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
）
製
半
導
体
の
使
用
に
つ
い
て
警
告
を
発
し
た
こ

と
、
中
国
人
留
学
生
の
ビ
ザ
を
取
り
消
し
た
こ
と
な
ど
が
、
合
意

違
反
に
当
た
る
」

中
国
側
が
募
ら
せ
る
苛
立
ち
は
、
米
中
首
脳
の
電
話
会
談
の
場

で
も
率
直
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

習
近
平
国
家
主
席
の
言
葉
は
容
赦
な
い
。
以
下
に
抜
粋
し
よ
う
。

「
中
国
人
は
一
貫
し
て
『
一
度
言
っ
た
こ
と
は
必
ず
実
行
し
、

実
行
す
る
以
上
は
必
ず
や
り
遂
げ
る
』
こ
と
を
重
ん
じ
て
い
る
。

合
意
に
達
し
た
以
上
、
双
方
は
そ
れ
を
順
守
す
べ
き
だ
。
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
会
談
の
後
、
中
国
側
は
合
意
を
厳
粛
か
つ
真
剣
に
履
行
し
て
い

る
。
米
国
側
は
達
成
さ
れ
た
進
展
を
客
観
的
に
評
価
し
、
中
国
に

対
す
る
否
定
的
な
措
置
を
撤
回
す
べ
き
だ
」

つ
ま
り
要
約
す
れ
ば
、
中
国
人
は
約
束
を
守
っ
て
い
る
か
ら
ア

メ
リ
カ
側
も
守
れ
、
と
要
求
し
た
の
だ
。

で
は
、
ト
ラ
ン
プ
サ
イ
ド
の
反
応
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
中
国

メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
て
い
る
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
以
下
の
よ

う
な
発
言
だ
。

「
米
国
は
中
国

経
済
が

強
い

成
長
を

維
持
し

続
け
る
こ
と
を

歓
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迎
す
る
。
米
中
協
力
に
よ
り
、
よ
り
多
く
の
優
れ
た
成
果
が
得
ら

れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
米
国
は
今
後
も
『
一
つ
の
中
国
』
政
策
を

堅
持
し
て
い
く
。
米
中
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
経
済
貿
易
会
談
は
非
常
に
成

功
し
、
良
好
な
合
意
に
至
っ
た
。
米
国
は
中
国
側
と
共
に
合
意
の

履
行
に
努
め
て
い
く
意
思
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
人
留
学
生
の
米

国
で
の
学
習
を
歓
迎
す
る
」
（
『
人
民
日
報

日
本
語
版
』
二
〇
二
五
年

六
月
六
日
）

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
「
一
つ
の
中
国
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
さ

ら
に
「
中
国
人
留
学
生
の
米
国
で
の
学
習
を
歓
迎
す
る
」
と
わ
ざ

わ
ざ
述
べ
た
の
は
、
中
国
側
が
そ
れ
を
求
め
た
か
ら
だ
。

中
国
人
留
学
生
の
問
題
は
マ
ル
コ
・
ル
ビ
オ
国
務
長
官
が
「
中

国
共
産
党
と
つ
な
が
り
の
あ
る
中
国
人
留
学
生
の
ビ
ザ
を
取
り
消

す
」
と
ぶ
ち
あ
げ
た
政
策
だ
が
、
首
脳
会
談
の
後
に
大
統
領
が
中

国
人
留
学
生
に
理
解
を
示
し
た
こ
と
で
ト
ー
ン
を
落
と
し
た
。

ル
ビ
オ
氏
は
中
国
が
個
人
に
対
し
制
裁
を
課
す
ほ
ど
警
戒
す
る

対
中
強
硬
派
の
政
治
家
だ
。
今
回
、
そ
の
ル
ビ
オ
氏
の
鼻
を
明
か

す
よ
う
に
「
中
国
人
留
学
生
排
除
」
の
政
策
が
撤
回
さ
れ
た
の
は
、

中
国
側
に
と
っ
て
留
飲
の
下
が
る
出
来
事
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
対
米
外
交
で
の
成
果
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
は
ほ
ん
の

小
さ
な
勝
利
で
し
か
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
中
国
の
ラ
イ
バ
ル
か
パ
ー
ト
ナ
ー
か

米
中
の
関
税
戦
争
は
、
少
な
か
ら
ず
ア
メ
リ
カ
経
済
に
「
混
乱
」

を
つ
く
り
だ
し
た
。
関
税
発
動
に
対
す
る
市
場
の
反
応
や
米
国
内

の
経
営
者
た
ち
の
狼
狽
ぶ
り
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
当
初
予
測
し

た
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
超
え
て
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
が
慌
て
て
中
国
と
の
話
し
合
い
に
舵
を
切
っ
た

の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
米
中
に
一
定
の
合
意
が
結
ば
れ
る
と
市

場
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
。

だ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
側
か
ら
は
、
そ
の
後
も
対
中
強
硬
策
が

次
々
と
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
。

前
述
し
た
先
端
半
導
体
の
輸
出
規
制
や
中
国
人
留
学
生
の
排
除

が
そ
う
で
あ
る
。

習
近
平
政
権
か
ら
す
れ
ば
、
米
中
関
係
を
安
定
軌
道
に
乗
せ
る

た
め
に
話
し
合
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
そ
の
後
も
弾
を
撃
ち
続

け
る
の
か
。
不
信
感
は
募
る
ば
か
り
だ
。

ア
メ
リ
カ
外
交
が
備
え
る
こ
う
し
た
二
面
性
は
、
重
要
な
政
策

を
共
産
党
中
央
が
統
括
し
、
長
期
目
標
を
一
つ
一
つ
達
成
し
て
ゆ

く
中
国
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
す
れ
ば
理
解
し
難
い
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
歴
代
政
権
と
の
交
渉
で
中
国
側
が
積
み
上
げ
て
き

トランプ政権の関税政策はベトナム戦争の再現か5



た
ス
ト
レ
ス
が
、
最
も
端
的
に
表
現
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
五
日
、
訪
米
し
た
習
近
平
国
家
主
席
が
発

し
た
以
下
の
言
葉
だ
。

「
ま
ず
答
え
を
出
す
べ
き
は
、
中
国
と
米
国
は
一
体
ラ
イ
バ
ル

な
の
か
、
そ
れ
と
も
パ
ー
ト
ナ
ー
な
の
か
と
い
う
問
題
だ
」

換
言
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
中
国
と
「
戦
い
た
い
の
か
、
そ
れ

と
も
共
存
し
た
い
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
だ
。

バ
イ
デ
ン
大
統
領
の
時
代
、
首
脳
会
談
を
行
え
ば
笑
顔
で
握
手

が
交
わ
さ
れ
、
親
し
い
空
気
が
醸
成
さ
れ
た
。
中
国
側
が
聞
き
た

い
言
葉
も
並
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
会
談
後
は
再
び
対
中
強
硬
策

が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
ん
な
繰
り
返
し
だ
っ
た
。

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
や
り
方
を
中
国
は
「
言
行
不
一
致
」
だ
と
批

判
し
て
き
た
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
に
対
し
中
国
は
ま
だ
明
確
に
「
言
行
不
一
致
」

と
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
も
ま
た

バ
イ
デ
ン
政
権
と
同
じ
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
中
国
が
警
戒
し
始

め
た
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
六
月
五
日
の
ト
ラ
ン
プ
・
習
近
平

会
談
で
、
習
氏
が
わ
ざ
わ
ざ
「
合
意
に
達
し
た
以
上
、
双
方
は
そ

れ
を
順
守
す
べ
き
だ
」
と
釘
を
刺
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る

の
だ
。

つ
ま
り
交
渉
は
、
半
信
半
疑
の
状
態
の
な
か
で
続
い
て
い
る
の

だ
。と
い
う
こ
と
は
当
然
、
中
国
は
交
渉
の
決
裂
も
視
野
に
入
れ
て

い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
覚
悟
は
ど
の
程
度
固
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
世
界
の
市
場
関
係
者
は
注
目
し
て
い
る
は
ず
だ
。

中
国
外
交
部
の
林
剣
報
道
官
は
四
月
八
日
の
記
者
会
見
で
「
貿

易
戦
争
や
関
税
戦
争
に
勝
者
は
な
く
、
保
護
主
義
に
未
来
は
な
い
。

中
国
は
自
ら
争
い
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
が
、
争
い
を
恐
れ
な
い
。

（
中
略
）
中
国
は
最
後
ま
で
受
け
て
立
つ
」
と
語
っ
て
い
る
。
同
様

の
発
言
は
王
毅
外
相
以
下
、
何
人
も
の
高
官
が
繰
り
返
し
て
き
て

い
る
。

中
国
が
想
定
す
る
最
悪
の
事
態
と
は
米
中
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
を

指
す
が
、
習
政
権
は
す
で
に
ト
ラ
ン
プ
一
・
〇
の
こ
ろ
か
ら
「
最

悪
」
を
視
野
に
備
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
多
く
の
中
国
の
専

門
家
ら
の
発
言
や
相
互
関
税
後
の
中
国
国
内
の
動
き
な
ど
か
ら
も

明
ら
か
だ
。

林
剣
報
道
官
の
「
中
国
は
最
後
ま
で
受
け
て
立
つ
」
は
単
な
る

ブ
ラ
フ
で
は
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
中
国
と
て
ア
メ
リ
カ
と
徹
底
し
た
対
立
を
望
ん
で
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
貿
易
戦
争
を
仕
掛

け
、
自
ら
も
血
を
流
す
覚
悟
で
こ
れ
に
臨
む
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

無
意
味
な
関
税
戦
争
が
も
た
ら
す
デ
メ
リ
ッ
ト
を
徹
底
し
て
可
視
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化
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

米
中
貿
易
の
負
の
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
ア
メ
リ
カ

中
国
が
関
税
戦
争
に
自
信
を
持
っ
て
臨
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と

に
は
理
由
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
社
会
の
深
い
中
国
依
存
だ
。

ア
メ
リ
カ
公
共
放
送
Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
『

N
E
W

S
-

H
O
U
R
』
で
ト
ラ
ン
プ
関
税
に
つ
い
て
解
説
し
た
経
済
ア
ナ
リ

ス
ト
の
ロ
ー
ベ
ン
・
フ
ァ
ル
ザ
氏
は
、
現
在
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
の

面
々
と
、
か
つ
て
の
共
和
党
員
と
の
違
い
を
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

「
か
つ
て
の
共
和
党
員
は
（
安
価
な
労
働
力
で
あ
る
）
移
民
に
静
か

に
感
謝
し
、
ま
た
中
国
の
お
陰
で
Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
た
っ
た
二

〇
ド
ル
で
買
え
る
こ
と
を
喜
び
、
そ
の
余
剰
金
を
生
活
の
質
の
向

上
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
も
静
か
に
感
謝
し
て
い
た
」

ト
ラ
ン
プ
関
税
は
、
ア
メ
リ
カ
が
積
み
上
げ
て
き
た
貿
易
赤
字

を
「
被
害
」
と
と
ら
え
、
そ
の
不
公
平
を
是
正
す
る
と
し
て
打
ち

出
さ
れ
た
政
策
だ
。

た
だ
、
こ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
主
張
に
は
い
く
つ
も
視
点
が

欠
け
て
い
る
。

例
え
ば
、
フ
ァ
ル
ザ
氏
も
指
摘
し
た
安
い
輸
入
品
が
も
た
ら
す

メ
リ
ッ
ト
だ
。

安
価
な
中
国
製
品
が
ア
メ
リ
カ
の
消
費
者
の
旺
盛
な
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
景
気
を
盛
り
上
げ
、
経
済
成
長
に

貢
献
し
て
き
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
だ
。

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
チ
ャ
イ
ナ
が
ア
メ
リ
カ
市
場
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
個
々
の
企
業
や
消
費
者
が
そ
れ
を
選
択
し

た
か
ら
で
あ
り
、
政
策
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

も
し
、
そ
の
合
理
性
を
関
税
で
排
除
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ア
メ

リ
カ
社
会
の
消
費
環
境
は
破
壊
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
輸
入
品
の
価
格
が
押
し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
消
費

は
湿
り
、
イ
ン
フ
レ
は
加
速
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
が
個
人

消
費
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
七
〇
％
以
上
を
占
め
る
ア
メ
リ
カ
経
済
に
ど
ん

な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
問
題
だ
。

と
く
に
住
宅
建
設
コ
ス
ト
が
上
が
れ
ば
住
宅
の
買
い
控
え
が
起

き
、
消
費
は
大
き
く
停
滞
す
る
。
経
済
再
生
を
掲
げ
て
大
統
領
選

に
勝
利
し
た
ト
ラ
ン
プ
氏
は
こ
の
状
況
を
許
容
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。四
月
二
一
日
に
は
全
米
巨
大
小
売
り
チ
ェ
ー
ン
の
ウ
ォ
ル
マ
ー

ト
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
デ
ポ
の
ト
ッ
プ
が
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

を
訪

ね
、
「
（
中
国
と
の
貿
易
戦
争
が

続
け
ば
）
数

週
間
で

店
の

棚
か
ら

商
品
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
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そ
も
そ
も
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
チ
ャ
イ
ナ
に
関
税
を
課
す
と
い
っ

て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
ん
だ
現
在
に
お
い
て
、
そ
れ
は
簡
単

な
こ
と
で
は
な
い
。

例
え
ば
ア
ッ
プ
ル
の

iP
h
o
n
e
だ
。

iP
h
o
n
e
は
中
国
か
ら
ア

メ
リ
カ
に
完
成
品
が
多
く
輸
出
さ
れ
て
き
た
が
、
輸
出
す
る
の
も

輸
入
す
る
の
も
ア
メ
リ
カ
の
企
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
部
品
の
多
く

は
日
本
製
や
韓
国
製
で
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
チ
ャ
イ
ナ
と
い
っ
て
も

中
国
で
付
け
ら
れ
る
付
加
価
値
は
一
〇
％
以
下
と
い
う
の
が
実
態

だ
。ト
ラ
ン
プ
政
権
は
製
造
拠
点
の
国
内
回
帰
を
目
論
ん
で
い
る
が
、

ア
メ
リ
カ
現
地
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
試
算
に
よ
る
と
、
「
も
し
ア

メ
リ
カ
国
内
で

iP
h
o
n
e
を
製
造
す
る
と
、
一
台
三
〇
〇
〇
ド
ル

を
超
え
る
」
た
め
、
結
局
、
関
税
を
支
払
っ
て
も
海
外
で
生
産
し

た
方
が
安
い
と
の
結
論
も
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
現
実
の
壁
は
思
っ

た
以
上
に
高
い
の
で
あ
る
。

日
用
品
の
製
造
を
ア
メ
リ
カ
国
内
に
戻
す
こ
と
は
可
能
だ
と
し

て
も
数
年
は
か
か
る
と
す
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
任
期
内
に
成

果
を
求
め
て
も
難
し
い
の
で
あ
る
。

一
方
の
中
国
は
、
今
回
の
関
税
・
貿
易
で
あ
ま
り
慌
て
て
は
い

な
い
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
品
の
多
く
が
、
半
導
体
や

自
動
車
、
薬
品
、
大
豆
、
石
炭
、
綿
花
、
牛
肉
な
ど
で
あ
り
、
一

部
の
先
端
半
導
体
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
代
替
可
能
な
品
物
ば

か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
大
豆
は
ア
メ
リ
カ
産
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
産
に
、
牛
肉
は
ア

メ
リ
カ
産
か
ら
オ
ー
ジ
ー
ビ
ー
フ
に
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
短
期

間
の
う
ち
に
切
り
替
え
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
か
り
に
今
後
、

米
中
が
従
来
の
関
係
を
取
り
戻
し
た
と
し
て
も
、
中
国
の
消
費
者

が
ア
メ
リ
カ
産
に
戻
っ
て
く
る
と
も
考
え
に
く
い
状
況
に
な
っ
て

い
る
の
だ
。

中
国
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
最
初
の
関
税
を
発
動
し
た
二
〇

一
八
年
か
ら
、
貿
易
・
関
税
戦
争
の
再
来
に
備
え
て
き
た
。
こ
の

間
、
中
国
の
対
外
貿
易
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
が
占
め
る
割
合
を
、

一
九
・
二
％
か
ら
一
四
・
七
％
（
二
〇
二
四
年
）
に
ま
で
低
下
さ
せ

て
き
た
。
し
か
も
、
全
体
の
貿
易
額
は
拡
大
す
る
な
か
で
対
米
依

存
だ
け
を
減
ら
し
て
き
た
の
だ
。

こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
東
南
ア
ジ
ア
や
ロ
シ
ア
、
そ
し
て

「
一
帯
一
路
」
沿
線
国
と
の
貿
易
の
拡
大
だ
。

こ
の
点
か
ら
も
中
国
が
い
か
に
戦
略
的
に
こ
の
八
年
間
を
過
ご

し
て
き
た
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
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ト
ラ
ン
プ
政
権
に
必
要
な
の
は
「
名
誉
あ
る
撤
退
」

相
互
関
税
の
発
表
、
対
中
関
税
戦
争
の
発
動
へ
と
続
い
た
強
気

な
政
策
の
裏
側
で
、
い
ま
ア
メ
リ
カ
経
済
の
景
気
後
退
へ
の
懸
念

が
高
ま
っ
て
い
る
。

株
価
が
急
落
し
慌
て
た
市
場
関
係
者
を
「
パ
ニ
カ
ン
」
と
造
語

で
か
ら
か
い
、
「
何
か
を
解
決
す
る
た
め
に
は
薬
を
飲
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
未
来
の
た
め
の
辛
抱
を
国
民
に
求
め
て
い
た

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
も
、
い
ま
で
は
中
国
と
の
交
渉
を
重
視
す
る
姿

勢
に
転
じ
市
場
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
躍
起
だ
。

解
せ
な
い
の
は
、
想
定
外
だ
っ
た
米
国
債
の
乱
高
下
は
ま
だ
し

も
、
常
軌
を
逸
し
た
高
関
税
が
引
き
起
こ
す
後
遺
症
は
、
そ
の
多

く
が
事
前
に
予
想
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
だ
。

実
際
、
中
国
は
ト
ラ
ン
プ
一
・
〇
の
関
税
戦
争
の
経
験
か
ら
、

追
加
関
税
は
「
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
の
消
費
者
が
支
払
う
こ
と
に

な
る
の
で
持
続
不
可
能
」
と
見
切
っ
て
い
た
。

そ
の
政
策
が
規
模
を
拡
大
し
て
実
行
さ
れ
る
と
、
ノ
ー
ベ
ル
賞

経
済
学
者
の
ポ
ー
ル
・
ク
ル
ー
グ
マ
ン
氏
は
「
完
全
に
狂
っ
て
い

る
」
と
呆
れ
、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
イ
エ
レ
ン
前
財
務
長
官
が
「
自
分

の
見
た
な
か
で
『
最
も
深
刻
な
自
傷
行
為
』」
と
批
判
し
た
。

少
な
く
と
も
今
、
ト
ラ
ン
プ
氏
自
身
も
、
関
税
の
発
動
に
動
揺

し
た
各
国
が
、
投
資
の
資
金
と
貿
易
赤
字
解
決
案
を
持
っ
て
ア
メ

リ
カ
の
前
に
行
列
を
つ
く
り
、
ア
メ
リ
カ
企
業
が
こ
ぞ
っ
て
工
場

を
ア
メ
リ
カ
に
回
帰
さ
せ
る
な
ど
と
、
暢
気
な
夢
は
見
て
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
は
ず
だ
。

い
っ
た
い
誰
が
ト
ラ
ン
プ
氏
の
背
中
を
押
し
、
関
税
砲
を
発
射

さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
説
に
は
通
商
・
製
造
業
担
当
の
大
統
領
上
級
顧
問
の
ピ
ー
タ
ー
・

ナ
バ
ロ
が
そ
の
「
黒
幕
」
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
ナ
バ
ロ
氏
は
ト

ラ
ン
プ
一
・
〇
の
と
き
か
ら
関
税
政
策
の
推
進
派
だ
っ
た
。

だ
が
、
問
題
は
彼
一
人
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
サ

マ
ー
ズ
元
米
財
務
長
官
の
言
葉
だ
。
サ
マ
ー
ズ
氏
は
米
ブ
ル
ー
ム

バ
ー
グ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
ア
メ
リ
カ
の
現
状

を
「
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
紛
争
に

似
て
い
る
」
と

喝
破
。
そ
の
上
で
、
「

ミ
ス
を

犯
し
て
も

撤
退
し

よ
う
と
せ
ず
、
実
現
不
可
能
な
取
り
組
み
に
固
執
し
て
し
ま
う
」

こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
サ
マ
ー
ズ
氏
の
指
摘
か
ら
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ル
バ
ー
ス
タ
ム
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
に
至
っ
た
ア
メ
リ

カ
政

治
の

失
敗
を

描
い
た

名
著
、
「
ベ
ス
ト

＆
ブ
ラ
イ

テ
ス
ト
」

トランプ政権の関税政策はベトナム戦争の再現か9



だ
。ベ
ト
ナ
ム
の
轍
を
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
踏
む
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ

リ
カ
政
治
の
抱
え
る
宿
痾
は
今
も
昔
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。

思
え
ば
、
泥
沼
に
陥
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
か
ら
「
名
誉
あ
る
撤

退
」
を
果
た
す
た
め
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
向
か
っ
た
の
は
、
北
京

で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
皮
肉
な
話
だ
。

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 10

『
海
外
事
情
』
五
・
六
月
号
の
紹
介

刮
目
レ
ポ
ー
ト
多
国
間
主
義
の
欧
州
と
日
米
同
盟
「
神
話
」
の
行
方
渡
邊
啓
貴

第
一
特
集
＝
電
力
争
奪
戦
へ
と
向
か
う
世
界

エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
と
安
全
保
障

佐
藤
丙
午

激
動
の
内
外
エ
ネ
ル
ギ
ー
情
勢
と
重
要
性
を
増
す
電
力
安
定
供
給
の
課
題
小
山
堅

転
換
期
を
む
か
え
た
原
子
力
開
発

小
伊
藤
優
子

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
経
済
安
全
保
障

遠
藤
典
子

排
他
的
経
済
水
域
で
の
洋
上
風
力
発
電

兼
原
敦
子

第
二
特
集
＝
世
界
の
中
の
ア
フ
リ
カ

気
候
変
動
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
遊
牧
民
紛
争

湖
中
真
哉

ア
フ
リ
カ
に
関
与
す
る
国
際
社
会

遠
藤
貢

「
下
か
ら
の
平
和
構
築
」
に
関
す
る
一
考
察

吉
田
真
衣

＊
私
の
一
枚
砂
漠
の
暮
ら
し

野
村
明
史

＊
台
湾
研
究
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
／
台
湾
に
お
け
る「
中
国
」の
呼
び
方
は
さ
ま
ざ
ま

門
間
理
良

＊
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
／
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
読
み
解
く
３

髙
橋
博
史

半
島（
コ
リ
ア
）の
日
々
／
韓
国
へ
の
関
心
の
今
昔

梅
田
皓
士

＊
書
評
／
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
『
暴
走
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
』

名
越
健
郎

＊
※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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�『海外事情』バックナンバー特集企画の紹介 �

2025年5・6月号
第一特集＝電力争奪戦へと向かう世界
第二特集＝世界の中のアフリカ

2025年3・4月号
特集＝新冷戦下の中国の選択

2025年1・2月号
特集＝選挙後のアメリカはどこに向かうのか

2024年11・12月号
特集＝観光依存という落とし穴

2024年9・10月号
第一特集＝保護主義へと逆流する世界
第二特集＝水資源と世界

2024年7・8月号
第一特集＝大国間で始まった月の陣取り合戦
第二特集＝難民の破壊力に怯える世界

『
海
外
事
情
』
三
・
四
月
号
の
紹
介

刮
目
レ
ポ
ー
ト
戒
厳
令
で
混
乱
に
陥
っ
た
韓
国

梅
田
皓
士

特
集
＝
新
冷
戦
下
の
中
国
の
選
択

「
新
冷
戦
」
へ
の
経
済
対
応

田
中
修

ト
ラ
ン
プ
政
権
始
動
後
の
中
台
関
係

門
間
理
良

高
齢
社
会
に
お
け
る
ス
マ
ー
ト
介
護

海
老
澤
圭
視

中
国
進
出
企
業
が
気
に
掛
け
る
定
年
延
長
と
反
ス
パ
イ
法

熊
琳

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
も
た
ら
し
た
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
革
命
と
中
国
の

�

イ
マ

�

松
尾
淳
一
郎

台
湾
に
お
け
る
総
統
選
挙
の
統
計
学
的
分
析
試
論

早
田
健
文
・
森
田
康
彦

ト
ラ
ン
プ
２
・
０
で
中
国
が
狙
う
相
対
化

富
坂
聰

＊
ク
リ
ミ
ア
併
合
は
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
」
だ
っ
た
の
か
？

遠
藤
哲
也

＊
私
の
一
枚
不
思
議
な
戒
厳
令

荒
木
和
博

＊
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
所
だ
よ
り
／
タ
イ
ハ
ラ
ー
ル
総
会
二
〇
二
四
出
席
柏
原
良
英

＊
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
／

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
読
み
解
く
２

髙
橋
博
史

Do☆
危
機
管
理
／
「
守
る
べ
き
Ｑ
Ｏ
Ｌ
」
を
考
え
よ
う

遠
藤
哲
也

＊
書
評
／

A
d
ria

n
K
a
ra
tn

y
ck

y
・B

a
ttleg

ro
u
n
d
U
k
ra
in
e

―
F
ro
m

In
d
ep

en
d
en

ce
T
o
T
h
e
W

a
r
W

ith
R
u
ssia・
名
越
健
郎

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



こ
う
し
た
背
景
を
も
と
に
「
一
九
世
紀
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
の
帝
国

主
義
に
対
抗
す
る
た
め
の
最
も
強
力
な
力
と
な
っ

て
い
っ
た
。
宗
教
的
な
利
益
団
体
や
指
導
者
は
、

外
国
の
侵
略
に
対
抗
す
る
闘
い
に
お
い
て
目
覚

ま
し
く
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
す
べ
て
の
政
治

に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る （
１
）」

つ
ま
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー

ム
は
こ
の
地
域
に
居
住
す
る
人
々
を
繋
ぎ
、
連

携
さ
せ
る
大
き
な
要
素
で
あ
り
、
原
動
力
に
な
っ

た
と
い
え
る
。
欧
米
に
お
い
て
成
立
し
た
国
民

国
家
形
成
に
は
国
を
一
体
化
さ
せ
る
要
素
と
し

て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
多
種
多
様
な
民
族

を
一
つ
に
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
の
が
イ
ス
ラ
ー

ム
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
特
に
ウ
ン
マ
（
共

同
体
）
の
概
念
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
、
私
は
国
連
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
外
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。

同
年
、
日
本
か
ら
小
泉
純
一
郎
首
相
か
ら
命
を

受
け
た
専
門
家
で
構
成
さ
れ
た
総
理
ミ
ッ
シ
ョ

ン
な
る
も
の
が
カ
ー
ブ
ル
を
訪
問
し
た
。
私
は

ラ
フ
ダ
ル
・
ブ
ラ
ヒ
ミ
国
連
特
使
か
ら
同
席
を

命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
中
の
一
人
が
ブ
ラ
ヒ
ミ
特

使
に
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
領
土
は
大
き
く
、

さ
ら
に
多
く
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
（
民
族
）・
グ
ル
ー

プ
が
住
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
を
機
会
に
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
を
分
割
し
て
幾
つ
か
の
国
に
し
て

み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
」
と
提
案
し
た
の
で
あ

る
。
特
使
は
即
座
に
「
こ
の
国
の
ど
の
よ
う
な

場
所
で
も
、
そ
こ
に
い
る
老
人
、
子
供
た
ち
に
、

あ
な
た
は
ど
こ
の
国
の
人
で
す
か
と
聞
く
と
、

異
口
同
音
に
ア
フ
ガ
ン
人
で
す
と
い
う
答
え
が

返
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
国
の
人
々
は
自
分
自
身

を
ア
フ
ガ
ン
人
と
認
識
し
て
い
る
の
で
す
。
彼

ら
に
エ
ス
ニ
カ
ル
（
民
族
的
）
な
区
別
は
あ
り

ま
せ
ん
。
国
を
分
割
す
る
こ
と
が
こ
の
国
に
必

要
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
」
と
一
蹴
し
た
。
こ

の
専
門
家
は
た
だ
単
に
多
く
の
民
族
が
居
住
し

て
い
る
だ
け
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
は
国
民

と
し
て
の
自
己
認
識
や
帰
属
意
識
は
な
く
、
ま

た
、
共
通
の
価
値
観
も
生
活
様
式
も
な
い
。
異

な
っ
た
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
考
え
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー （
２
）が
存
在

す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
正
確

に
は
欧
米
生
ま
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ィ
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史



ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
は
異
な
る
帰
属
意
識
と
い
っ

た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼

ら
の
間
に
エ
ス
ニ
カ
ル
な
違
い
は
存
在
す
る
。

し
か
し
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
は
エ
ス
ニ
カ
ル
な

違
い
を
超
え
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
ワ
タ
ン

（
祖
国
、
母
国
）
と
認
識
す
る
人
々
が
住
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、

主
権
は
神
の
み
に
属
し
て
い
る
。
国
家
の
概
念

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
な
る
法
で
あ
る
シ
ャ
リ

ア
ー
に
基
づ
い
て
お
り
、
シ
ャ
リ
ア
ー
は
、
礼

拝
の
方
法
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
の
規
範
、

国
家
の
原
則
、
国
家
と
共
同
体
の
相
互
作
用
、

個
人
間
の
関
係
も
決
定
し
て
い
る （
３
）」。
イ
ス
ラ
ー

ム
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
い
て
エ
ス
ニ
カ
ル

な
境
界
を
超
え
て
共
同
体
意
識
を
目
覚
め
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
統
治

者
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
セ
ン
ゼ
ル
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
、
理
論
的
に
は
、

国
民
は
忠
誠
の
誓
い
を
も
っ
て
支
配
者
の
権
威

を
認
め
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
支
配
者
の

王
位
継
承
権
は
「
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
奪

い
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

政
権
の
存
続
は
、
部
族
長
（
ハ
ー
ン
）
と
宗
教

指
導
者
と
い
う
比
較
的
独
立
し
た
二
つ
の
勢
力

の
忠
誠
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
。
部
族
長
と

の
同
盟
は
、
通
常
、
重
要
な
権
限
を
委
譲
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
。
支
配
者
は
、
彼

ら
に
利
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
集

団
の
支
持
や
少
な
く
と
も
了
解
を
得
る
よ
う
に

交
渉
し
た
。
政
治
指
導
者
が
こ
の
よ
う
な
取
り

決
め
に
違
反
し
た
場
合
、
宗
教
指
導
者
は
宗
教

的
原
則
を
呼
び
起
こ
し
て
そ
の
権
力
に
対
抗
し

た （
４
）」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
指
導
者
に
と
っ

て
宗
教
指
導
者
の
有
す
る
影
響
力
を
無
視
す
る

こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
当
然
で
は
あ
る
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

の
歴
史
の
中
で
宗
教
指
導
者
の
影
響
力
を
完
全

に
封
じ
込
む
こ
と
が
で
き
た
政
治
指
導
者
が
い

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の

場
合
、
宗
教
指
導
者
に
よ
っ
て
政
治
指
導
者
が

排
除
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
。

最
近
の
例
で
い
え
ば
、
二
〇
二
一
年
八
月
に

欧
米
諸
国
が
支
援
し
て
い
た
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ガ

ニ
ー
政
権
が
、
宗
教
勢
力
で
あ
る
タ
ー
リ
バ
ー

ン
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
第
二
期
目
の
タ
ー
リ

バ
ー
ン
政
権
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
出
現
し
た

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
タ
ー
リ
バ
ー
ン
政

権
の
出
現
は
ア
ミ
ー
ル
・
ア
ル

�ム
ウ
ミ
ニ
ー

ン
（
信

徒
の
長
）
の

称
号
を
有
す
る
タ
ー
リ
バ
ー

ン
の
最
高
指
導
者
ハ
イ
バ
ト
ゥ
ラ
ー
・
オ
フ
ン

ゾ
ー
ダ
ー
師
に
よ
る
神
権
政
治
が
出
現
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
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今
号
か
ら
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
中
国
や
台
湾
に
関
す
る
ト
ピ
ッ

ク
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
く
こ
と
を
心

掛
け
ま
す
。
今
回
は
習
近
平
政
権
下
の
中
国
で

度
々
話
題
に
な
る
汚
職
と
反
腐
敗
闘
争
に
つ
い

て
解
説
し
ま
す
。

中
国
で
は
し
ば
し
ば
中
国
共
産
党
（
以
下
、

共
産
党
）
幹
部
、
中
央
政
府
・
地
方
政
府
幹
部
、

中
国
人
民
解
放
軍
（
以
下
、
軍
）
幹
部
の
重
大
な

規
律
違
反
が
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
政
府
と
軍
の
幹
部
が
共
産
党
員
で
あ

る
確
率
は
、
地
位
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
高

い
。
軍
で
は
、
共
産
党
員
で
な
け
れ
ば
中
佐
以

上
に
昇
進
で
き
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

習
近
平
政
権
下
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
中
央

政
治
局
常
務
委
員
（
経
験
者
）
は
逮
捕
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
」
と
い
う
不
文
律
が
破
ら
れ
て
、

胡
錦
濤
政
権
期
に
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
で

ナ
ン
バ
ー
９
だ
っ
た
周
永
康
が
逮
捕
さ
れ
、
無

期
懲
役
の
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
や
は
り

胡
錦
濤
時
代
に
中
央
軍
事
委
員
会
副
主
席
（
軍

制
服
組
最
高
位
）
に
い
た
、
徐
才
厚
、
郭
伯
雄
が

相
次
い
で
収
賄
罪
で
逮
捕
さ
れ
、
党
籍
や
軍
籍

の
剥
奪
な
ど
の
上
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
習
近
平
政
権
の
反
腐
敗
闘
争
は

「
虎
も
蠅
も
叩
く
（
大
物
で
も
小
物
で
も
摘
発
す
る
）」

と
称
さ
れ
た
が
、
江
沢
民
系
列
（
上
海
閥
）、
次

い
で
胡
錦
濤
系
列
（
中
国
共
産
主
義
青
年
団
閥
）
と

い
っ
た
、
自
ら
の
権
力
強
化
に
と
っ
て
邪
魔
な

人
物
の
排
除
の
色
彩
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
反
腐
敗
闘
争
と
い
う
形
は
と
ら

な
か
っ
た
が
、
習
近
平
は
自
分
よ
り
も
二
歳
若

い
李
克
強
総
理
を
引
退
に
追
い
や
り
、
胡
錦
濤

の
秘
蔵
っ
子
で
李
克
強
の
後
継
者
、
次
世
代
の

ホ
ー
プ
と
見
ら
れ
て
い
た
胡
春
華
を
中
央
政
治

局
委
員
か
ら
中
央
委
員
に
格
下
げ
し
、
中
国
人

民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
副
主
席
と
い
う

閑
職
に
回
し
た
。
周
囲
の
政
治
局
（
常
務
委
員
会
）

メ
ン
バ
ー
を
自
分
に
年
齢
の
近
い
部
下
た
ち
で

固
め
て
、
政
敵
の
排
除
と
短
期
内
に
お
け
る
次

世
代
へ
の
委
譲
を
拒
否
す
る
体
制
も
完
成
し
た
。

そ
れ
で
も
習
近
平
に
反
腐
敗
闘
争
の
手
を
緩

め
る
気
配
は
な
い
の
は
、
共
産
党
政
権
支
配
の

正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
反
腐
敗
闘
争
を
終
わ
ら
せ
る
と
、
こ
れ
ま

で
の
そ
れ
は
単
な
る
政
敵
排
除
の
口
実
だ
っ
た

と
国
民
に
見
抜
か
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
国
民
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か
ら
共
産
党
が
汚
職
に
ま
み
れ
、
自
浄
能
力
も

な
い
政
権
だ
と
見
限
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐

れ
て
も
い
る
。

習
近
平
政
権
下
の
一
連
の
軍
組
織
改
革
で
、

四
総
部
（
総
参
謀
部
、
総
政
治
部
、
総
後
勤
部
、
総
装

備
部
）
の
解
体
と
中
央
軍
事
委
員
会
直
轄
の
一

五
部
門
へ
の
再
編
を
反
腐
敗
闘
争
の
観
点
に
照

ら
し
て
考
察
し
て
み
れ
ば
、
総
政
治
部
隷
下
に

あ
っ
た
軍
の
規
律
検
査
部
門
が
独
立
し
た
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
総
政
治
部

主
任
が
規
律
検
査
部
門
の
上
に
立
っ
て
い
た
た

め
、
同
部
門
の
機
能
は
上
部
組
織
の
総
政
治
部

に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
徐
才
厚
は
総
政
治
部
主

任
を
経
て
中
央
軍
事
委
員
会
副
主
席
に
な
っ
て

い
た
の
だ
か
ら
、
規
律
検
査
の
最
高
責
任
者
が

汚
職
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
中
央
軍

事
委
員
会
に
は
、
委
員
と
し
て
規
律
検
査
委
員

会
書
記
（
張
昇
民
上
将
）
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
、

習
近
平
が
軍
内
で
も
反
腐
敗
闘
争
に
力
を
入
れ

て
い
る
こ
と
の
証
明
に
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
中
央
軍
事
委
員
会
委
員
の
李
尚
福
国

防
部
長
や
苗
華
政
治
工
作
部
主
任
が
失
脚
し
た

の
に
加
え
て
、
本
年
三
月
半
ば
以
降
、
何
衛
東

副
主
席
の
動
静
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
習
近

平
主
席
を
ト
ッ
プ
と
す
る
合
計
七
人
の
メ
ン
バ
ー

の
う
ち
制
服
組
の
半
数
に
当
た
る
三
人
が
汚
職

絡
み
で
失
脚
し
た
り
、
現
状
で
は
理
由
不
明
な

が
ら
も
動
静
不
明
だ
っ
た
り
と
い
う
事
態
は
、

民
主
国
家
で
は
あ
り
え
な
い
異
常
さ
と
言
え
る
。

民
主
国
家
で
も
汚
職
は
た
び
た
び
発
生
し
て

い
る
。
し
か
し
、
露
見
す
れ
ば
警
察
が
捜
査
し

て
逮
捕
し
、
容
疑
が
固
ま
れ
ば
検
察
が
起
訴
す

る
。
裁
判
は
公
開
さ
れ
容
疑
者
は
弁
護
士
を
つ

け
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
終
的
に
裁
判
官

が
法
律
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
が
、
誤
審
を

防
ぐ
セ
ー
フ
テ
ィ
機
能
と
し
て
、
多
く
の
国
で

は
三
審
制
が
敷
か
れ
て
も
い
る
。
政
治
家
で
あ

れ
ば
、
有
罪
が
確
定
し
刑
に
服
し
た
後
で
も
、

選
挙
で
落
選
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
も
あ
る
。

な
に
に
も
増
し
て
重
要
な
の
は
行
政
、
立
法
、

司
法
各
機
関
の
権
力
が
突
出
し
な
い
よ
う
に
、

相
互
に
牽
制
す
る
三
権
分
立
が
民
主
国
家
の
基

本
と
し
て
確
立
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
強
大
な
権
力
を
握
る
共
産

党
は
行
政
機
関
、
立
法
機
関
、
司
法
機
関
を
含

め
た
す
べ
て
の
組
織
を
超
越
し
て
存
在
し
て
い

る
た
め
、
共
産
党
の
誤
り
を
正
す
機
関
が
な
い
。

汚
職
を
し
て
も
事
態
が
表
面
化
し
な
い
ケ
ー
ス

の
方
が
、
法
の
下
で
裁
か
れ
る
ケ
ー
ス
よ
り
圧

倒
的
に
多
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
軍
が
政
府
に
で
は
な
く
共
産
党
に
忠

誠
を
誓
う
党
軍
で
あ
る
こ
と
も
大
き
な
問
題
で

あ
る
。
国
民
の
抗
議
を
武
力
で
阻
止
し
た
天
安

門
事
件
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

反
腐
敗
闘
争
が
続
い
て
も
効
果
が
上
が
ら
な

い
理
由
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
共
産
党
が
軍
を
支

配
下
に
置
き
な
が
ら
一
党
独
裁
体
制
を
堅
持
す

る
状
況
は
簡
単
に
は
変
化
せ
ず
、
そ
れ
を
利
用

し
て
汚
職
を
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
富
裕
化
、

保
身
、
権
力
の
確
立
に
利
す
る
と
考
え
て
い
る

共
産
党
幹
部
が
多
数
に
上
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
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韓
国
政
治
を
説
明
す
る
際
、
必
ず
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
触
れ
る
の
が
、
退
任
後
の
大
統
領
に

つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
も
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
韓
国
の
大
統
領
は
退

任
後
、
死
ぬ
か
逮
捕
さ
れ
る
か
な
ど
と
言
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
正
確
に
は
、
亡
命
す

る
か
、
ク
ー
デ
タ
ー
で
下
野
す
る
か
、
暗
殺
さ

れ
る
か
、
本
人
ま
た
は
親
族
が
逮
捕
さ
れ
る
か
、

自
殺
す
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
歴
代
の
大
統
領

と
当
て
は
め
る
と
、
李
承
晩
は
ハ
ワ
イ
へ
亡
命
、

張
勉
は
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
下
野
、
朴
正
煕
は

暗
殺
、
全
斗
煥
と
盧
泰
愚
は
逮
捕
、
金
泳
三
と

金
大
中
は
親
族
が
逮
捕
、
盧
武
鉉
は
自
殺
、
李

明
博
、
朴
槿
恵
は
逮
捕
で
あ
る
。

韓
国
は
制
度
面
に
お
い
て
大
統
領
に
権
限
が

集
中
し
、
ま
た
、
在
外
公
館
長
や
政
府
傘
下
の

財
団
、
公
社
な
ど
の
ト
ッ
プ
人
事
が
政
治
任
用

で
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
を
狙
う

人
々
が
大
統
領
や
政
権
関
係
者
に
近
づ
こ
う
と

す
る
。
ま
た
、
そ
の
権
限
の
強
さ
か
ら
特
定
の

分
野
で
の
規
制
緩
和
な
ど
を
働
き
か
け
る
こ
と

も
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
ま
で
た
ど
り
着
け
な
い

人
々
が
次
に
狙
う
の
が
大
統
領
の
親
族
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
大
統
領
本
人
だ
け
で
は
な
く
親
族

に
も
賄
賂
な
ど
が
贈
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
最

終
的
に
検
挙
の
対
象
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
も
こ
れ
ま
で
文

在
寅
元
大
統
領
に
つ
い
て
「
い
つ
逮
捕
さ
れ
る

の
か
」
な
ど
の
質
問
を
多
く
受
け
た
。
文
在
寅

元
大
統
領
に
つ
い
て
は
、
在
任
中
、
日
韓
関
係

が
非
常
に
悪
か
っ
た
こ
と
や
北
朝
鮮
と
の
交
渉

に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
で

の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
良
く
な
い
。
そ
の
た
め
、

先
の
よ
う
な
質
問
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
筆

者
は
こ
の
質
問
に
対
し
て
、
「
当
面
、
そ
の
可

能
性
は
な
い
」
と
回
答
し
て
い
た
。
と
言
う
の

も
、
文
在
寅
元
大
統
領
は
、
日
本
で
は
イ
メ
ー

ジ
が
良
く
な
い
も
の
の
、
大
統
領
を
退
任
し
た

際
の
支
持
率
も
こ
れ
ま
で
の
大
統
領
と
比
べ
て

高
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
権
力
型
不
正
に
関
し

て
、
そ
こ
ま
で
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
文
在
寅
元
大
統
領
の
後
任
に
は
、
尹

錫
悦
前
大
統
領
が
就
任
し
た
。
周
知
の
通
り
、

尹
錫
悦
前
大
統
領
は
、
文
在
寅
元
大
統
領
に
検

事
総
長
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
も
、
文
在
寅
元
大

統
領
が
進
め
た
検
察
の
権
限
分
散
を
中
心
と
し

た
「
検
察
改
革
」
に
反
発
し
て
文
在
寅
元
大
統

領
と
対
立
し
た
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
検
事
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総
長
を
辞
任
し
、
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
し
て

当
選
、
大
統
領
に
就
任
し
た
。
そ
の
た
め
、
文

在
寅
元
大
統
領
と
の
関
係
は
悪
く
、
政
策
も
文

在
寅
政
権
の
逆
の
政
策
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
尹
錫
悦
前

大
統
領
は
前
政
権
で
あ
る
文
在
寅
政
権
の
問
題

に
つ
い
て
様
々
な
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
一
環

と
し
て
、
西
海
に
お
い
て
韓
国
の
公
務
員
が
北

朝
鮮
に
射
殺
さ
れ
、
そ
の
遺
体
を
北
朝
鮮
が
焼

却
し
た
事
件
に
関
連
し
て
、
当
時
の

�義
溶
国

家
安
全
保
障
室
長
、
徐
薫
国
家
情
報
院
長
、
盧

英
敏
大
統
領
秘
書
室
長
、
金
錬
鉄
統
一
部
長
官

な
ど
を
立
件
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
在
寅

元
大
統
領
が
立
件
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

時
に
「
検
察
政
権
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
尹
錫
悦
政
権
が
政
権
の
敵
で
あ
る
文
在
寅
元

大
統
領
に
関
連
す
る
事
件
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者

も
既
述
の
よ
う
な
回
答
を
し
て
い
た
。

さ
ら
に
文
在
寅
元
大
統
領
の
後
任
で
あ
る
尹

錫
悦
前
大
統
領
が
非
常
戒
厳
令
の
発
出
に
伴
い
、

大
統
領
職
を
罷
免
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
、
内
乱

や
職
権
乱
用
な
ど
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
他
、
金

建
希
前
大
統
領
の
「
疑
惑
」
を
捜
査
す
る
た
め

の
特
別
検
察
官
の
任
命
法
案
も
可
決
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
文
在
寅
元
大
統
領
で
は
な
く
、
尹

錫
悦
前
大
統
領
の
方
が
よ
り
訴
追
の
対
象
と
し

て
見
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
状
況
が
動
い
た
の
が
、

文
在
寅
元
大
統
領
の
娘
が
道
路
交
通
法
、
公
衆

衛
生
管
理
法
違
反
で
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
期
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事

件
は
、
前
者
は
飲
酒
運
転
、
後
者
は
無
許
可
で

宿
泊
業
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
文
在
寅
元
大

統
領
と
は
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
文
在
寅
元
大
統
領
が
収
賄
で
在
宅
起

訴
さ
れ
た
。
文
在
寅
元
大
統
領
が
起
訴
さ
れ
た

の
は
、
文
在
寅
元
大
統
領
が
大
統
領
在
任
中
に

娘
の
元
夫
が
格
安
航
空
会
社
の
常
務
に
就
任
し
、

そ
の
格
安
航
空
会
社
の
社
長
が
韓
国
政
府
の
出

資
す
る
公
団
の
理
事
長
に
就
任
し
た
の
が
、
格

安
航
空
会
社
か
ら
文
在
寅
元
大
統
領
へ
の
賄
賂

に
当
た
る
と
検
察
が
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
格
安
航
空
会
社
の
社
長
が
文
在
寅
元

大
統
領
の
娘
の
元
夫
を
常
務
と
す
る
代
わ
り
に

文
在
寅
元
大
統
領
が
格
安
航
空
会
社
の
社
長
を

政
府
出
資
の
公
団
の
理
事
長
に
し
た
と
の
筋
書

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
娘
の
元
夫
が
格
安
航
空

会
社
か
ら
受
け
取
っ
た
給
与
や
移
住
費
な
ど
の

二
億
二
三
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
は
、
格
安
航
空
会
社

か
ら
文
在
寅
元
大
統
領
へ
の
賄
賂
に
あ
た
る
と

し
た
。

検
察
が
文
在
寅
元
大
統
領
を
在
宅
起
訴
し
た

と
発
表
し
た
の
は
二
〇
二
五
年
四
月
二
四
日
で

あ
る
。
こ
の
時
期
は
既
に
尹
錫
悦
前
大
統
領
が

大
統
領
を
罷
免
さ
れ
、
次
期
大
統
領
と
し
て
李

在
明
が
有
力
視
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

検
察
か
ら
す
る
と
、
李
在
明
政
権
が
誕
生
し
、

検
察
内
で
親
李
在
明
派
が
力
を
持
つ
と
革
新
系

の
文
在
寅
元
大
統
領
へ
の
捜
査
を
し
づ
ら
く
な

る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
在
宅

起
訴
の
時
期
も
検
察
に
と
っ
て
は
最
後
の
機
会

で
あ
っ
た
と
も
理
解
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

文
在
寅
元
大
統
領
が
名
誉
を
守
り
、
最
後
ま
で

幸
せ
な
退
任
後
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
裁
判
の
結
果
を
み
ま
も
る
し
か
な
い
。
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は
じ
め
に

再
び
大
統
領
に
就
任
し
た
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
は
、
そ
の
就

任
演
説
で
以
前
か
ら
関
心
を
抱
い
て
き
た
パ
ナ
マ
運
河
の
再
獲
得

を
主
張
し
た
。
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
も
第
一
次
政
権
の
末

期
か
ら
そ
の
領
有
を
主
張
し
て
き
た
。
就
任
後
、
カ
ナ
ダ
は
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
五
一
番
目
の
州
に
な
る
べ
き
だ
と
の
主
張
を
展
開

し
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
ア
メ
リ

カ
第
一
主
義
」
に
も
反
映
さ
れ
た
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
「
西
半

球
」
政
策
の
歴
史
的
背
景
を
再
考
し
、
そ
こ
に
お
け
る
第
二
次
ト

ラ
ン
プ
政
権
の
意
図
を
探
り
、
現
時
点
で
の
そ
の
評
価
を
考
え
て

み
た
い
。
「
ア
メ
リ
カ
第
一
主
義
」
は
建
国
以
来
の
孤
立
主
義
の

系
譜
に
属
す
る
が
、
元
来
、
孤
立
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 18

特
集
＝
ト
ラ
ン
プ
２
・
０
半
年
間
の
中
間
決
算

中
嶋
啓
雄

（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
教
授
）

第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
西
半
球
政
策

パ
ナ
マ
運
河
再
獲
得
、
カ
ナ
ダ
併
合
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
領
有
を
め
ぐ
っ
て

モ
ン
ロ
ー
大
統
領
以
来
、
こ
の
半
球
と
私
た
ち
自
身
の
諸
問
題
へ
の
諸
外
国
の
干
渉
を
拒
絶
す
る
の
が
、
我
が
国
の
公

式
の
政
策
で
し
た
。

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
（
第
七
三
回
国
連
総
会
で
の
演
説
、
二
〇
一

八
年
九
月
二
五
日 （１
））



も
の
で
、
西
半
球
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
が
、
今
日
、

逆
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
主
張
の
背
後
に
は
一
九
世
紀
初
め
以
来
、
ア

メ
リ
カ
が
唱
道
し
て
き
た
「
西
半
球
」
概
念
が
存
在
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
馴
染
み
の
薄
い
概
念
だ
が
、
西
半
球

と
は
一
般
に
南
北
ア
メ
リ
カ
、
す
な
わ
ち
北
ア
メ
リ
カ
、
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
カ
リ
ブ
地
域
の
総
称

国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ

Ｍ
Ｆ
）
等
の
統
計
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る

で
、
厳
密
に
言
え

ば
イ
ギ
リ
ス
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
天
文
台
を
通
過
す
る
経
度
〇
度
線
と

太
平
洋
の
ほ
ぼ
真
ん
中
を
通
過
す
る
西
経
一
八
〇
度
線
（
日
付
変

更
線
に
ほ
ぼ
一
致
）
に
挟
ま
れ
た
半
球
を
指
す
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ

ス
諸
島
の
大
部
分
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
全
土
お
よ
び
西
ア
フ
リ
カ
の
ふ
く
ら
ん
だ
部
分
が
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
る （
２
）。
因
み
に
一
八
八
四
年
、
国
際
子
午
線
会
議
で
グ
リ

ニ
ッ
ジ
天
文
台
を
通
過
す
る
経
線
を
基
準
子
午
線
と
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
の
政
治
学
者
・
公
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
『
大
地
の
ノ
モ
ス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
と
い
う
国
際

法
に
お
け
る
』
（
一
九
五
〇
年
）
に
お
い
て
、
そ
の
後
も
第
二
次
世

界
大
戦
ま
で
は
西
経
二
〇
度
で
東
西
の
半
球
を
分
か
つ
の
が
通
例

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る （
３
）。
さ
ら
に
言
え
ば
、
西
半
球
は
従
来
、

「
旧
世
界
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
新
世
界
」、

す
な
わ
ち
カ
リ
ブ
地
域
を
含
む
南
北
ア
メ
リ
カ
の
同
義
語
と
し
て
、

地
理
的
と
い
う
よ
り
も
理
念
的
な
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、

英
米
関
係
の
リ
ン
チ
ピ
ン
（
調
整
役
）
と
考
え
ら
れ
て
き
た
カ
ナ

ダ
が
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
Ｄ
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
発
言

等
を
通
じ
て
、
よ
う
や
く
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
適
用
範
囲

に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦

勃
発
の
前
年
の
一
九
三
八
年
の
こ
と
で
あ
る （
４
）。
そ
の
後
、
第
二
次

大
戦
期
に
は
安
全
保
障
上
の
理
由
か
ら
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
（
デ
ン

マ
ー
ク
領
）
も
西
半
球
に
含
ま
れ
る
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り （
５
）、

米
州
機
構
（
O
rg

a
n
iza

tio
n

o
f
A
m
erica

n
S
ta
tes
。
略
称
Ｏ

Ａ
Ｓ
）

（
一
九
五
一
年
発

足
）
の

集
団
的
安
全
保
障
を

規
定
す
る
米
州

相
互

援
助

条
約
（
通
称
、
リ

オ
条

約
）
（
一
九
四

七
年
調

印
、

翌
四
八
年
発

効
）

の
第
四
条
に
お
い
て
も
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を
含
む
北
極
圏
の
一

部
が
条
約
の
適
用
地
域
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
実
際

に
は
西
半
球
は
「
半
球
」
と
い
う
程
、
大
仰
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
概
念
が
ア
メ
リ
カ
で
用
い
ら
れ
続

け
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が

腐
敗
し
た
「
旧
世
界
」
に
対

峙
す
る

「
新
世
界
」、
よ
り
具
体
的
に
は
旧
来
の
近
代
文
明
の
中
心
地
と
し

て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
峙
す
る
新
興
国
ア
メ
リ
カ
と
い
う
、
き
わ

め
て
強
力
な
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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既
に
一
八
一
二
年
戦
争
（
第
二
次
米
英
戦
争
）（
一
八
一
二
～
一
五
年
）

勃
発
直
後
、
独
立
宣
言
の
起
草
者
で
も
あ
っ
た
前
大
統
領
ト
マ
ス
・

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
カ
ナ
ダ
占
領
を
「
単
な
る
進
軍
の
問
題
（
a

m
ere

m
a
tter

o
f
m
a
rch

in
g
）」
だ
と
豪
語
し
て
い
た
が
、
戦
争
後
、

ア
メ
リ
カ
に
続
い
て
中
南
米
諸
国
が
独
立
し
始
め
る
な
か
で
、
西

半
球
と
い
う
用
語
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た （
６
）。
モ
ン

ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
宣
言
（
一
八
二
三
年
）
は
、
そ
の
西
半
球
の

理
念
を
高
ら
か
に
謳
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
、
一
九
世

紀
後
半
、
ア
メ
リ
カ
は
中
米
地
峡
に
運
河
を
建
設
予
定
で
あ
っ
た

こ
と
や
、
経
済
関
係
の
緊
密
化
か
ら
中
南
米
へ
の
関
心
（
そ
れ
は

時
に
軍
艦
の
沿
岸
へ
の
派
遣
や
米
兵
の
上
陸
と
い
っ
た
軍
事
力
の
誇
示
、
行

使
を
伴
っ
た
）
を
強
め
て
い
っ
た
。
事
実
、
イ
ギ
リ
ス
が
ニ
カ
ラ

グ
ア
に
運
河
を
建
設
す
る
計
画
が
浮
上
す
る
と
、
そ
れ
を
阻
止
す

べ
く
一
八
五
〇
年
、
米
英
両
国
が
単
独
で
運
河
を
建
設
・
防
備
し

な
い
こ
と
を
定
め
た
ク
レ
イ
ト
ン

�ブ
ル
ワ
ー
条
約
が
調
印
さ
れ

て
い
た
。
さ
ら
に
時
代
を
下
る
と
国
務
長
官
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ブ
レ

イ
ン
が
、
汎
米
会
議
を
提
唱
し
、
一
八
八
九
年
か
ら
翌
九
〇
年
に

か
け
て
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
で
第
一
回
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
そ

し
て
英
領
ギ
ア
ナ

�ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
国
境
紛
争
（
一
八
九
四
～
九
六

年
）
に
際
し
て
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
政
権
の
国
務
長
官
リ
チ
ャ
ー

ド
・
オ
ル
ニ
ー
が
一
八
九
五
年
七
月
、
駐
英
公
使
を
通
じ
て
、
イ

ギ
リ
ス
首
相
兼
外
相
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー

�に
「
今
日
、
合
衆
国
は

事
実
上
、
こ
の
大
陸
〔
＝
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
〕
に
お
け
る
主
権

者
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
決
定
は
対
象
と
な
る
諸
国
民
の
法
で

あ
る
」
（
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
オ
ル
ニ
ー
系
論
（
コ
ロ
ラ
リ
ー
）
）
と

通
告
し
た （
７
）。

そ
の
後
、
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
国
務
長
官
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
一

九
〇
一
年
、
ク
レ
イ
ト
ン
＝
ブ
ル
ワ
ー
条
約
に
代
わ
る
ヘ
イ
＝
ポ
ー

ン
ス
フ
ッ
ト
条
約
に
調
印
し
、
遂
に
ア
メ
リ
カ
は
中
米
地
峡
に
単

独
で
運
河
を
建
設
し
、
防
衛
す
る
権
利
を
獲
得
し
た
。
ヘ
イ
は
一

九
〇
三
年
一
月
に
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
の
間
で
パ
ナ
マ
運
河
地
帯

を
租
借
す
る
ヘ
イ

�エ
ラ
ン
条
約
の
調
印
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
議
会
上
院
は
一
九
〇
三
年
八
月
、
全
会

一
致
で
こ
の
条
約
案
を
否
決
し
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
軍

艦
が
パ
ナ
マ
地
峡
の
大
西
洋
岸
に
入
港
し
た
翌
日
の
一
一
月
四
日
、

パ
ナ
マ
に
「
革
命
」
が
起
こ
り
、
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

政
権
は
即
座
に
パ
ナ
マ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
独
立
を
承
認
し
た
。

も
っ
と
も
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
が
パ
ナ
マ
革
命
を
引
き
起
こ
し

た
と
い
う
解
釈
は
、
必
ず
し
も
的
確
で
は
な
い
。
パ
ナ
マ
に
は
コ

ロ
ン
ビ
ア
政
府
か
ら
の
独
立
を
目
指
す
革
命
派
の
一
群
が
既
に
存

在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る （
８
）。
と
ま
れ
一
一
月
一
八
日
に
は
、
ヘ
イ

が
フ
ラ
ン
ス
人
投
機
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ブ
ノ
ー

�ヴ
ァ
リ
ラ
を
介

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 20



し
て
、
パ
ナ
マ
と
の
間
で
ヘ
イ

�ブ
ノ
ー

�ヴ
ァ
リ
ラ
条
約
に
調

印
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
運
河
を
建
設
し
、
防
衛
・
管
理
す
る
た
め

に
運
河
地
帯
の
永
久
租
借
が
約
束
さ
れ
た （
９
）。

西
半
球
と
の
関
連
で
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
で
初
め
て
海
洋
帝
国
論
を
唱
道
し
た
主
要
な
政
治
家
で

あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
シ
ュ
ワ
ー
ド
国
務
長
官
は
、
一
八
六
七

年
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
ア
ラ
ス
カ
購
入
（
七
二
〇
万
ド
ル
）
を
主
導
し

た
が
、
そ
の
際
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
領
有
す
る
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
や

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
獲
得
も
模
索
し
て
い
た
。
付
言
す
れ
ば
、
彼
は

一
八
六
七
年
、
デ
ン
マ
ー
ク
領
西
イ
ン
ド
諸
島
（
現
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ン

諸
島
）
を
併
合
す
る
条
約
に
も
調
印
し
て
い
た
が
、
政
局
か
ら
合

衆
国
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
連
邦
上
院
に
お
け
る
批
准
へ
の
同
意
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
八
九
六
年
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン

リ
ー
が
大
統
領
に
当
選
す
る
が
、
そ
の
際
の
共
和
党
綱
領
に
も
デ

ン
マ
ー
ク
領
西
イ
ン
ド
諸
島
の
獲
得
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
因
み

に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
史
上
最
高
の
税
率
四
九
・
五
％
の
マ
ッ
キ

ン
リ
ー
関
税
（
一
八
九
〇
年
）
を
成
立
さ
せ
、
自
ら
の
大
統
領
の
任

期
中
に
も
史
上
最
高
の
税
率
五
七
％
の
デ
ィ
ン
グ
リ
ー
関
税
（
一

八
九
七
年
）
が
連
邦
議
会
を
通
過
し
た
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
を
敬
愛
し

て
お
り
、
ア
ラ
ス
カ
州
に
位
置
す
る
北
米
最
高
峰
デ
ナ
リ
（
六
一

九
四
メ
ー
ト
ル
）

先
住
民
の
言
葉
で
「
偉
大
な
も
の
」
、
「
高
い

も
の
」
の
意
。
冒
険
家
・
植
村
直
己
が
二
度
目
の
単
独
登
頂
後
、

消
息
を
絶
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る

の
名
称
を
マ
ッ
キ
ン
リ
ー

山
に
戻
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
領
西

イ
ン
ド
諸
島
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
一
七
年
、
ド
イ
ツ
に

よ
る
獲
得
を
排
除
す
る
た
め
に
二
五
〇
〇
万
ド
ル
を
支
払
い
、
ヴ
ァ
ー

ジ
ン
諸
島
と
し
て
遂
に
ア
メ
リ
カ
が
領
有
す
る
に
至
っ
た （

�）。

加
え
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
も
西
半
球
に
含
ま
れ
る
と
い
う
主
張

が
、
第
二
次
大
戦
中
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
Ｄ
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
一
九
四

一
年
七
月
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

ド
イ
ツ
に
対
抗
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
対

象
と
し
た

武
器

貸
与
法
（
同

年
三
月
成
立
）
を

履
行
す
る
た
め
に
、
戦
後
、
北
大
西
洋
条
約

機

構
（

Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
）
（
一
九
四
九
年

発
足
）
の
現
加

盟
国
と
も
な
る
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
に
米
軍
を
派
遣
し
て
い
た （

�）。

以
上
が
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
西
半
球
政
策
に
関
わ
る
歴
史

的
背
景
の
概
要
で
あ
る
。

パ
ナ
マ
運
河
と
ア
メ
リ
カ

ヘ
イ

�ポ
ー
ン
ス
フ
ッ
ト
条
約
調
印
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
当

初
、
太
平
洋
に
近
い
ニ
カ
ラ
グ
ア
湖
を
水
源
と
し
て
、
大
西
洋
に
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注
ぐ
サ
ン
フ
ァ
ン
川
を
利
用
で
き
る
ニ
カ
ラ
グ
ア
を
運
河
建
設
の

予
定
地
と
し
て
選
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
パ
ナ
マ
運
河
会

社
か
ら
安
価
で
パ
ナ
マ
地
峡
に
お
け
る
運
河
建
設
権
を
買
い
取
る

目
処
が
立
っ
た
た
め
、
パ
ナ
マ
に
運
河
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ス
エ
ズ
運
河
（
一
八
六
九
年
開
通
）
を
開
削
し
た
フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
レ
セ
ッ
プ
ス
を
中
心
に
運
河
建
設
を
試
み
た

パ
ナ
マ
運
河
会
社
は
破
産
し
て
い
た
が
、
同
社
に
勤
務
し
て
い
た

前
述
の
ブ
ノ
ー

�ヴ
ァ
リ
ラ
は
新
パ
ナ
マ
運
河
会
社
の
設
立
に
も

関
わ
っ
て
い
た
。

ヘ
イ

�ブ
ノ
ー

�ヴ
ァ
リ
ラ
条
約
が
調
印
さ
れ
た
翌
年
の
一
九

〇
四
年
中
頃
よ
り
運
河
の
建
設
が
始
ま
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃

発
直
後
の
一
九
一
四
年
八
月
、
遂
に
開
通
し
た
。
運
河
が
ア
メ
リ

カ
に
よ
っ
て
防
衛
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
あ
た
か
も
同
国
が
主
権
者

で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
（
同
条
約
第
三
条
）
振
る
舞
う
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
三
月
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は

「
私
が
運
河
地
帯
を
獲
得
し
た
」
と
豪
語
し
た
と
報
じ
ら
れ
た
。

実
際
に
は
「
私
は
パ
ナ
マ
地
峡
に
出
か
け
て
、
運
河
の
建
設
を
始

め
た
」
と
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
強
引
な
手
法
は
、
南

北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
の
確
立
を
内
外
に
強
く

印
象
づ
け
た
の
で
あ
る （

�）。

パ
ナ
マ
に
お
い
て
は
、
二
〇
世
紀
初
め
よ
り
ア
メ
リ
カ
が
租
借

し
て
き
た
運
河
地
帯
が
同
国
の
中
心
部
を
分
断
し
て
き
た
。
パ
ナ

マ
人
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
運
河
地
帯
永
久
租
借
は
屈
辱
的
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
時
折
、
反
米
感
情
が
高
ま
っ
て
い
た

が
、
一
九
六
四
年
、
運
河
地
帯
で
学
生
が
パ
ナ
マ
国
旗
を
掲
げ
よ

う
と
し
て
、
双
方
合
わ
せ
て
約
三
〇
名
が
死
亡
し
た
反
米
暴
動
が

発
生
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
重
い
腰
を
上
げ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ

ン
政
権
は
、
パ
ナ
マ
運
河
返
還
に
向
け
て
交
渉
を
始
め
た
の
で
あ

る
。
だ
が
、
交
渉
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
引

き
継
が
れ
た
が
、
保
守
派
の
強
い
反
対
か
ら
パ
ナ
マ
運
河
返
還
は

一
向
に
実
現
し
な
か
っ
た
。

一
九
七
七
年
、
カ
ー
タ
ー
政
権
は
パ
ナ
マ
と
の
間
で
パ
ナ
マ
運

河
返
還
に
関
す
る
二
つ
の
条
約
に
調
印
し
た
。
一
つ
目
の
条
約
で

は
運
河
地
帯
返
還
後
の
運
河
の
中
立
が
定
め
ら
れ
た
。
二
つ
目
の

条
約
で
は
ア
メ
リ
カ
が
パ
ナ
マ
運
河
地
帯
の
永
久
租
借
を
放
棄
し

て
、
一
九
九
九
年
末
に
運
河
地
帯
を
パ
ナ
マ
に
返
還
す
る
こ
と
が

約
束
さ
れ
た
。
二
つ
の
条
約
案
は
翌
七
八
年
、
連
邦
上
院
に
送
ら

れ
た
が
、
議
会
の
内
外
で
保
守
派
か
ら
の
反
発
が
沸
き
起
こ
っ
た
。

前
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
で
共
和
党
の
次
期
大
統
領
候
補
に
名

乗
り
を
上
げ
て
い
た
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
ら
は
、
パ
ナ
マ
運
河

の
返
還
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
は
ロ
ー
マ
帝
国
同
様
、
衰
退
の
道
を
歩

む
と
両
条
約
を
非
難
し
て
、
上
院
議
員
た
ち
に
そ
の
批
准
に
反
対

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 22



す
る
よ
う
働
き
か
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ー
タ
ー
政
権
や
国
務

省
は
、
パ
ナ
マ
運
河
条
約
批
准
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開

し
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
国
家
安
全
保
障
担
当
大
統
領
補
佐
官
と
し

て
、
パ
ナ
マ
運
河
返
還
交
渉
に
も
携
わ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
シ

ン
ジ
ャ
ー
ら
一
部
の
保
守
派
の
協
力
も
得
て
条
約
の
批
准
に
向
け

て
尽
力
し
た
。

結
局
、
運
河
地
帯
返
還
後
の
運
河
の
中
立
を
規
定
し
た
一
つ
目

の
条
約
案
は
六
八
対
三
二
、
つ
ま
り
、
条
約
批
准
へ
の
同
意
に
必

要
な
三
分
の
二
の
賛
成
を
ぎ
り
ぎ
り
で
得
て
、
上
院
を
通
過
し
た
。

但
し
、
パ
ナ
マ
運
河
が
閉
鎖
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
「
再
び
開
く

た
め
に
パ
ナ
マ
に
お
け
る
軍
事
力
の
行
使
を
含
む
」
単
独
行
動
を

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
条
件
（
co

n
d
itio

n
）
が
付
さ
れ
て

い
た
。
運
河
の
返
還
を
規
定
し
た
二
つ
目
の
条
約
に
つ
い
て
は
、

今
度
は
ア
メ
リ
カ
が
介
入
す
る
権
利
を
否
定
し
、
パ
ナ
マ
の
「
政

治
的
独
立
あ
る
い
は
主
権
の
保
全
と
抵
触
」
し
な
い
こ
と
を
条
件

に
、
や
は
り
、
ぎ
り
ぎ
り
三
分
の
二
の
賛
成
を
上
院
で
得
た
。
既

に
当
時
、
石
油
を
積
載
す
る
超
大
型
タ
ン
カ
ー
、
大
型
貨
物
船
や

航
空
母
艦
は
運
河
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
原
子
力
潜
水
艦

も
通
過
中
は
浮
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
パ
ナ
マ
運
河
の
重
要
性

は
低
下
し
て
い
た
。
事
実
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
海
上
貿
易
に
お

い
て
、
パ
ナ
マ
運
河
を
通
過
す
る
割
合
は
一
〇
～
一
七
％
で
、
そ

の
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
に
占
め
る
割
合
は
一
％
に
も
満
た
な

か
っ
た （

�）。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
敗
北
を
経
験
し

た
ば
か
り
の
ア
メ
リ
カ
国
民
に
パ
ナ
マ
運
河
返
還
条
約
が
与
え
た

衝
撃
は
大
き
く
、
同
年
秋
の
中
間
選
挙
で
は
、
条
約
に
賛
成
し
た

再
選
を
目
指
す
上
院
議
員
二
〇
名
の
う
ち
一
三
名
が
落
選
し
た
。

一
九
九
九
年
一
二
月
三
一
日
、
正
式
に
パ
ナ
マ
運
河
は
ア
メ
リ

カ
か
ら
パ
ナ
マ
に
返
還
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
先
立

ち
一
二
月
中
旬
に
開
催
さ
れ
た
パ
ナ
マ
運
河
返
還
式
典
に
は
、
現

地
で
出
席
が
強
く
期
待
さ
れ
た
現
職
の
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
大
統

領
の
姿
は
な
か
っ
た
。
マ
デ
リ
ー
ン
・
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
国
務
長
官

の
出
席
は
直
前
に
な
っ
て
中
東
和
平
交
渉
を
理
由
に
キ
ャ
ン
セ
ル

さ
れ
、
翌
年
に
大
統
領
選
挙
を
控
え
る
ア
ル
・
ゴ
ア
副
大
統
領
に

い
た
っ
て
は
、
出
席
の
可
能
性
さ
え
取
り
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
。

国
内
で
不
人
気
な
パ
ナ
マ
運
河
返
還
の
式
典
に
参
列
し
た
ア
メ
リ

カ
の
大
物
政
治
家
は
、
結
局
、
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
元
大
統
領
た

だ
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
カ
ー
タ
ー
は
「
そ
れ
〔
運
河
〕
は

あ
な
た

方
の
も
の
で
す
（
It・s

y
o
u
rs）」

と
発

言
し
た
が
、

ゴ
ア

副
大
統
領
と
大
統
領
選
挙
を
戦
う
こ
と
に
な
る
テ
キ
サ
ス
州
知
事

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
翌
二
〇
〇
〇
年
初
頭
、
一
九
九

七
年
に
中
国
に
返
還
さ
れ
た
香
港
の
企
業
が
運
河
地
帯
に
進
出
し

て
い
る
こ
と
を

念
頭
に
、
「
中
国
の

影
響
力
が
強

制
さ
れ
る
の
を
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阻
止
す
る
た
め
に
、
米
軍
派
遣
も
含
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
用

意
が
あ
る
の
か
」
と
問
わ
れ
る
と
、
「
必
要
な
ら
運
河
を
開
放
す

る
」
と
答
え
て
い
た （

�）。
二
〇
〇
七
年
九
月
に
は
、
や
は
り
、
カ
ー

タ
ー
元
大
統
領
が
出
席
し
た
運
河
の
通
航
量
を
倍
増
さ
せ
る
拡
張

工
事
の
起
工
式
が
催
さ
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
性
は
今
日
で

も
パ
ナ
マ
運
河
に
対
す
る
一
部
の
ア
メ
リ
カ
の
国
民
の
ま
な
ざ
し

に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う （

�）。

パ
ナ
マ
運
河
返
還
に
関
す
る
二
つ
の
条
約
に
は
相
矛
盾
す
る
解

釈
が
可
能
な
条
件
が
付
さ
れ
て
い
た
た
め
、
有
事
の
際
、
ア
メ
リ

カ
単
独
の
判
断
で
軍
事
介
入
す
る
権
限
を
留
保
す
る
ア
メ
リ
カ
政

府
と
、
そ
れ
を
認
め
な
い
パ
ナ
マ
政
府
と
の
間
の
溝
は
埋
ま
ら
な

か
っ
た
が
、
パ
ナ
マ
運
河
の
返
還
は
中
米
・
カ
リ
ブ
海
域
に
対
す

る
「
ヤ
ン
キ
ー
帝
国
主
義
」
を
否
定
し
た
と
い
う
意
味
で
、
カ
ー

タ
ー
外
交
の
一
つ
の
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
他
方
、
パ
ナ
マ
運

河
地
帯
か
ら
の
米
軍
全
面
撤
退
後
、
台
湾
と
の
国
交
を
維
持
し
て

き
た
国
が
多
い
中
米
・
カ
リ
ブ
地
域
で
も
中
国
の
影
響
が
次
第
に

強
ま
っ
て
い
っ
た
。
二
〇
世
紀
末
の
香
港
返
還
と
パ
ナ
マ
運
河
返

還
は
、
米
英
の
帝
国
主
義
の
終
焉
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
は
あ
っ

た
が
、
パ
ナ
マ
を
含
め
、
当
時
、
次
々
と
誕
生
し
て
い
た
中
南
米

諸
国
の
左
派
政
権
の
反
米
主
義
を
逆
な
で
し
な
い
か
た
ち
で
、
そ

の
こ
と
か
ら
生
じ
た
「
力
の
真
空
」
へ
の
中
国
の
浸
透
に
ど
の
よ

う
に
対
応
す
る
の
か
、
と
い
う
新
た
な
課
題
に
ア
メ
リ
カ
は
直
面

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
パ
ナ
マ
運
河
へ
の
関
心
自
体
は

必
ず
し
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
結
局
、
頓
挫
し
た

と
は
言
え
、
近
年
ま
で
香
港
企
業
が
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
も
う
一
つ
の

運
河
を
建
設
し
て
い
た
な
か
で
、
中
米
・
カ
リ
ブ
地
域
に
お
い
て

経
済
的
帝
国
主
義
、
い
わ
ゆ
る
ド
ル
外
交
を
展
開
し
た
タ
フ
ト
政

権
の
国
務
長
官
フ
ィ
ラ
ン
ダ
ー
・
Ｃ
・
ノ
ッ
ク
ス

先
月
、
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
が
新
日
鉄
に
よ
る
買
収
を
承
認
し
た
Ｕ
Ｓ
ス
チ
ー

ル
の
元
顧
問
弁
護
士

の
初
外
遊
（
一
九
一
二
年
）
以
来
初
め
て
、

キ
ュ
ー
バ
系
の
マ
ー
ク
・
ル
ビ
オ
国
務
長
官
が
初
め
て
の
外
遊
先

と
し
て
同
地
域
を
選
ん
だ
の
も
故
無
し
と
は
言
え
な
い
。
と
は
い

え
、
現
在
、
運
河
の
両
端
の
主
要
二
港
の
事
業
を
請
け
お
っ
て
い

る
香
港
企
業
Ｃ

Ｋ
ハ

チ
ソ
ン
・

ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
（
長

江
和

記

実
業
）
か
ら
ア
メ
リ
カ
の

投
資

家
連

合
へ
の

売
却
が

取
り

沙
汰
さ

れ
て
い
る
が
、
民
間
の
取
引
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
中
両

国
政
府
が
事
実
上
関
与
し
て
い
る （

�）。
振
り
返
れ
ば
、
運
河
開
通
時

に
確
立
さ
れ
た
パ
ナ
マ
に
お
け
る
寡
頭
制
と
そ
れ
と
結
託
し
た
ア

メ
リ
カ
の
（

非
公
式
の
）
植
民
地
主
義
に
対
す
る
新
中

産
階

級
の

反
発
が
、
二
〇
世
紀
前
半
に
胚
胎
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
力
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
第
二
次
大
戦
期
を
経
て
、
そ
の
寡
頭
制
が

崩
壊
し
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た
後
、
一
九
六
四
年
以
降
、
パ
ナ
マ
返
還
条
約
の
締
結
ま
で
は
顕

在
化
し
て
い
た （

�）。
そ
の
後
、
パ
ナ
マ
の
大
統
領
と
な
っ
た
マ
ニ
ュ

エ
ル
・
ノ
リ
エ
ガ
将
軍
は
一
時
期
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
と
親
密
な
関

係
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
や
が
て
は
悪
化
し
た
。
そ
し
て
、
冷
戦

の
終
焉
が
語
ら
れ
た
マ
ル
タ
会
談
（
一
九
八
九
年
一
二
月
）
の
直
後
、

国
際
世
論
が
多
幸
症
的
空
気
に
包
ま
れ
る
な
か
で
、
ブ
ッ
シ
ュ

（
父
）
政
権
は
パ
ナ
マ
に
単
独
軍
事
介
入
し
、
麻
薬
密
輸
の
嫌
疑

で
同
将
軍
を
捕
捉
し
た
。
そ
の
過
程
で
は
五
〇
〇
名
を
超
え
る
パ

ナ
マ
の
民
間
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
Ｏ
Ａ
Ｓ
は
非
難
決
議
を
採
択

し
、
国
際
連
合
の
安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
決
議
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
は
最
終
的
に
拒
否
権
を
発
動
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た （

�）。

こ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
る
と
、
現
時
点
で
は
パ
ナ
マ
政
府
は

ト
ラ
ン
プ
政
権
に
寄
り
添
う
姿
勢
も
見
せ
て
い
る
が
、
パ
ナ
マ
運

河
再
獲
得
の
主
張
は
、
パ
ナ
マ
を
初
め
と
す
る
中
南
米
諸
国
を
自

ら
に
引
き
寄
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
離
反
さ
せ
て
し
ま
う
公
算
が

大
き
い
。
た
と
え
ア
メ
リ
カ
側
の
法
解
釈
に
拠
っ
た
と
し
て
も
、

二
つ
の
パ
ナ
マ
運
河
返
還
条
約
に
基
づ
き
実
行
で
き
る
の
は
、
パ

ナ
マ
の
「
政
治
的
独
立
あ
る
い
は
主
権
の
保
全
と
抵
触
」
し
な
い

こ
と
を
条
件
と
し
た
「
軍
事
介
入
」
ま
で
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年

に
民
進
党
が
政
権
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
パ
ナ
マ
、
ド
ミ

ニ
カ
共
和
国
、
エ
ル
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ホ
ン
ジ
ュ

ラ
ス
が
相
次
い
で
台
湾
と
断
交
し
、
中
国
と
国
交
を
樹
立
し
て
い

る
（
「
断
交
ド
ミ
ノ
」
）。
そ
れ
だ
け
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
は
慎
重
な

対
応
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
侵

攻
と
の
関
係
で
台
湾
有
事
が
さ
さ
や
か
れ
る
な
か
で
、
パ
ナ
マ
運

河
再
獲
得
の
よ
う
な
極
端
な
主
張
で
い
た
ず
ら
に
中
米
・
カ
リ
ブ

地
域
の
反
米
感
情
を
刺
激
し
な
い
よ
う
、
日
本
政
府
と
し
て
も
積

極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
台
湾
と
国
交

を
持
つ
一
二
カ
国
中
、
七
カ
国
が
中
南
米
に
位
置
す
る
。
中
国
を

必
要
以
上
に
敵
視
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
が
、
そ
の
意
味
で
四

月
に
開
幕
し
た
大
阪
・
関
西
万
博
の
た
め
に
両
国
大
統
領
が
訪
日

し
た
機
会
を
捉
え
て
、
石
破
政
権
が
台
湾
と
公
式
の
外
交
関
係
を

維
持
す
る
パ
ラ
グ
ア
イ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
と
の
関
係
を
戦
略
的
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
格
上
げ
し
た
の
は
時
宜
に
適
っ
て
い
た
と
言
え

よ
う
。

カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ
併
合
論
は
建
国
期
以
来
、
一
九
世
紀
後
半
ま
で
存
続
し

て
い
た
が
、
従
来
、
北
極
圏
は
お
ろ
か
カ
ナ
ダ
も
西
半
球
に
含
ま

れ
て
い
る
と
は
見
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
第
二
次
大
戦

期
ま
で
に
は
「

汎
米

体
制
（
P
a
n
-A

m
erica

n
sy

stem
）」
が
お
お
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む
ね
構
築
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
第
二
次
大
戦
後
、
カ
ナ
ダ
人
の

イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
忠
誠
心
は
大
き
く
減
退
し
た
。
も
っ
と
も
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
主
化
が
進
展
す
る
な
か
で
、
カ
ナ
ダ
が

Ｏ
Ａ
Ｓ
に
加
盟
す
る
の
は
、
冷
戦
終
焉
期
の
一
九
九
〇
年
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る （

�）。
と
ま
れ
ピ
エ
ー
ル
・

Ｅ
・
ト
ル
ド
ー
首
相
（
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ト
ル
ド
ー
前
首
相
の
父
）
の

独
自
路
線
を
捨
て
た
カ
ナ
ダ
政
府
の
提
案
で
締
結
さ
れ
た
米
加
自

由
貿
易
協
定
（
一
九
八
九
年
調
印
）
が
拡
大
さ
れ
、
民
主
党
の
ビ
ル
・

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
民
主
党
や
そ
の
支
持
母
体
で
あ
る
労
働
組

合
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
を
含
む
北
米
自
由
貿
易
協

定
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
も
一
九
九
四
年
に
発
効
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語
と
す
る
者
が
八
割
を
超

え
る
ケ
ベ
ッ
ク
州
を
擁
し
て
、
英
仏
両
語
を
公
用
語
と
し
、
古
く

は
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
（
一
七
七
五
～
八
三
年
）
中
、
い
わ
ゆ
る
一

三
植
民
地
に
居
住
し
な
が
ら
も
イ
ギ
リ
ス
国
王
側
に
つ
い
た
数
万

人
の
忠
誠
派

ロ
イ
ヤ
リ
ス
ツを
戦
争
後
に
受
入
れ
、
ま
た
、
時
代
は
下
っ
て
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
中
、
大
義
の
曖
昧
な
こ
の
戦
争
に
反
対
す
る
立
場
か
ら

徴
兵
を
逃
れ
、
カ
ナ
ダ
に
移
住
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
若
者
が
い
た

こ
と
な
ど
に
も
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
右
派
、
左
派
を
問
わ
ず
、

ア
メ
リ
カ
政
治
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
か
っ
た
人
々
に
、
カ
ナ
ダ

は
避
難
先
を
提
供
し
て
き
た
。
近
年
で
も
イ
ラ
ク
戦
争
に
は
派
兵

し
て
い
な
い
。
カ
ナ
ダ
は
民
族
・
文
化
的
に
ア
メ
リ
カ
に
近
い
こ

と
は
事
実
だ
が
、
初
等
・
中
等
教
育
の
現
場
で
国
歌
「
オ
ー
・
カ

ナ
ダ
」
が
し
ば
し
ば
流
れ
る
そ
こ
に
は
異
な
る
国
民
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
発
言
を
受

け
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
も
務
め
た
マ
ー
ク
・
カ
ー
ニ
ー

が
首
相
に
選
ば
れ
、
現
在
も
カ
ナ
ダ
の
国
家
元
首
で
あ
る
イ
ギ
リ

ス
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
国
王
が
半
世
紀
ぶ
り
に
カ
ナ
ダ
連
邦
議
会
で
施

策
方
針
演
説
を
行
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
一
つ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
カ
ナ
ダ
は
五
一
番
目
の

州
に
な
る
べ
き
だ
と
の
主
張
は
、
パ
ナ
マ
運
河
再
獲
得
の
主
張
同

様
、
経
済
的
に
、
あ
る
い
は
安
全
保
障
上
、
一
見
合
理
的
に
見
え

な
く
も
な
い
が
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
対
す
る
洞
察
が

こ
と
ご
と
く
欠
如
し
て
い
る
。
来
年
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
超
え

る
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
と
も
言
わ
れ
る
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
の
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
に
よ
る
初
の
三
カ
国
共
催

も
控
え
て
お
り
、
カ
ナ
ダ
、
そ
し
て
メ
キ
シ
コ
と
の
文
化
的
関
係

を
円
滑
に
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
を
軽
ん
ず
る
べ
き
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
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グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
ア
メ
リ
カ

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
第
二
次

大
戦
期
に
は
ア
メ
リ
カ
が
防
衛
す
べ
き
西
半
球
に
含
ま
れ
る
と
解

釈
さ
れ
、
戦
後
ま
も
な
く
リ
オ
条
約
の
適
用
地
域
と
さ
れ
た
。
因

み
に
日
常
、
目
に
す
る
日
本
を
中
心
に
置
い
た
世
界
地
図
で
は
認

識
し
に
く
い
が
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
は
現
在
も
地
理
的
な
区
分
で

は
北
米
に
含
ま
れ
、
米
ソ
冷
戦
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
大
戦
直
後

の
一
九
四
六
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
に
対

し
て
、
一
億
ド
ル
で
買
収
を
提
案
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
安
全
保
障
上
、
二
〇
世
紀
後
半
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
無
関
心

で
あ
っ
た
地
域
で
は
な
い
。
冷
戦
期
に
は
ア
メ
リ
カ
を
射
程
に
収

め
る
ソ
連
の
大
陸
間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
）
を
検
知
す
る

レ
ー
ダ
ー
が
北
西
部
チ
ュ
ー
レ
の
空
軍
基
地
に
設
置
さ
れ
、
冷
戦

後
の
ミ
サ
イ
ル
防
衛
（
Ｍ
Ｄ
）
で
も
引
き
続
き
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
懸
念
し
た
の
は
、

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
へ
の
中
国
の
進
出
で
あ
る
。
近
年
、
温
暖
化
が

進
行
し
て
万
年
氷
が
溶
け
始
め
、
資
源
開
発
が
し
や
す
く
な
っ
た

北
極
圏
の
戦
略
的
重
要
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、
中
国
は
ロ
シ
ア
か

ら
も
牽
制
を
受
け
つ
つ
北
極
海
航
路
の
開
発
を
見
据
え
て
調
査
を

進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
中
国
政
府
は
二
〇
一
八
年
、
広
域
経
済
圏

構
想
「
一
帯
一
路
」
を
補
完
す
る
北
極
圏
航
路
、
す
な
わ
ち
「
氷

上
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
構
想
」
を
唱
え
て
、
自
国
を
「
北
極
近
傍
国

家
」
と
位
置
づ
け
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
の
提

携
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
そ
の
前
年
に
は
グ

リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
中
心
都
市
ヌ
ー
ク
の
空
港
拡
張
工
事
へ
の
融
資

を
渋
る
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
を
横
目
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
自
治
政
府

の
首
相
が
北
京
を
訪
問
し
、
中
国
輸
出
入
銀
行
な
ど
に
協
力
を
求

め
て
い
た
。
最
終
的
に
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
翻
意
し
、
拡
張
工
事

に
融
資
し
た
が
、
レ
ア
ア
ー
ス
鉱
山
へ
の
中
国
へ
の
投
資
は
同
島

の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
（
域

内
総

生
産
）
の
一
割
を

超
え
て
い
た
。
二
〇
一
九
年

五
月
の
国
防

総
省
（

ペ
ン

タ
ゴ
ン
）
の

報
告

書
は
、
中
国
政
府
が
衛

星
通
信
施
設
や
空
港
拡
張
工
事
を
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
自
治
政
府
に

提
案
し
、
軍
事
転
用
を
企
図
し
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
同

月
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
テ
ィ
ス
国
防
長
官
も
「
中
国
に
北
極
圏
で

の
軍
事
力
を
広
げ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
訪
米
し
た
デ
ン
マ
ー

ク
国
防
相
に
告
げ
て
い
た （

�）。

こ
う
し
た
な
か
で
二
〇
一
九
年
八
月
一
五
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
の
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
買
収
に
対
す
る
意
欲
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

元
不

動
産

王
の

彼
は
そ
れ
を
「
大
き
な

不
動

産
取
引
（
a

la
rg

e
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rea
l
esta

te
d
ea

l）」
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
あ
る （

�）。
ト
ラ
ン
プ
政
権
、

そ
し
て
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
自
身
が
広
く
西
半
球
に
お
け
る
安
全
保

障
問
題
に
つ
い
て
、
独
特
の
嗅
覚
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
す
ぐ
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
の
売
買
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
ば
か
げ
た
も
の
と
見
な
し
、
同
島

は
売
り
物
で
は
な
い
と
強
く
反
論
し
た
が
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
選

出
の
共
和
党
上
院
議
員
ト
ム
・
コ
ッ
ト
ン
や
昨
年
、
民
主
党
を
離

党
し
た
ウ
エ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
選
出
の
上
院
議
員
ジ
ョ
ー
・

マ
ン
チ
ン
（
昨
年
の
選
挙
に
は
立
候
補
せ
ず
政
界
を
引
退
）
と
い
っ
た
一

部
の
有
力
な
連
邦
議
会
議
員
な
ど
か
ら
も
支
持
の
声
が
上
が
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
興
国
に
よ
る
そ
の
膨
張
主
義
的
政
策
の
正
当

化
に
際
し
て
、
既
存
の
大
国
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
を
理
論

化
し
た
国
際
政
治
学
者
ス
テ
ー
シ
ー
・
Ｅ
・
ゴ
ッ
ダ
ー
ド

（
S
ta
cie

E
.
G
o
d
d
a
rd
）
は
、
次
の
と
お
り
指
摘
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
ア
メ
リ
カ
が
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
一
五
〇
〇
万
ド

ル
支
払
っ
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
購
入
（
一
八
〇
三
年
）、
メ
キ
シ
コ
戦
争

（
一
八
四
六
～
四
八
年
）
の
結
果
と
し
て
、
同
じ
く
一
五
〇
〇
万
ド
ル

支
払
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
両
地
方
の
併
合
、

ア
ラ
ス
カ
購
入
と
い
っ
た
一
連
の
領
土
買
収
を
行
っ
た
一
九
世
紀
、

さ
ら
に
言
え
ば
二
〇
世
紀
前
半
と
、
第
二
次
大
戦
後
の
脱
植
民
地

化
の
進
展
を
経
て
、
国
民
・
民
族
と
領
土
と
の
不
可
分
性
が
規
範

と
な
っ
た
二
一
世
紀
は
時
代
が
大
き
く
異
な
る （

�）。
加
え
て
グ
リ
ー

ン
ラ
ン
ド
の
人
口
約
五
万
六
千
人
の
内
、
九
割
は
先
住
民
で
あ
り
、

一
九
七
九
年
に
自
治
権
を
獲
得
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
は

ツ
ー
レ
基
地
の
拡
張
の
た
め
に
半
世
紀
前
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ

た
集
団
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
を
相
手
取
り
、
元
の
居
住
地
へ
の

帰
還
や
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
だ
が
、
裁
判
所
は
少
額

の
補
償
し
か
命
ぜ
ず
、
二
〇
〇
四
年
に
は
帰
還
の
権
利
を
デ
ン
マ
ー

ク
政
府
が

認
め
る
こ
と
を

求
め
て
、
ス
ト
ラ
ス

ブ
ー
ル
（
フ
ラ
ン

ス
）
の

欧
州
人
権

裁
判

所
に

訴
え
を

起
こ
し
た
。
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
と
言
え
ば
、
冒
険
家
・
植
村
直
己
が
初
め
て
縦
断
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
が
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た

一
九
七
二
年
、
同
島
に
渡
っ
て
現
地
で
家
庭
を
持
ち
、
今
日
ま
で

犬
ぞ
り
漁
師
と
し
て
生
活
し
て
き
た
大
島
育
雄
が
い
み
じ
く
も
述

べ
て
い
る
と
お
り
、「『
こ
の
島
は
、
ア
メ
リ
カ
の
も
の
で
も
デ
ン

マ
ー
ク
の
も
の
で
も
な
い
』
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
」
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か （

�）。
そ
の
意
味
で
は
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
は
デ
ン
マ
ー

ク
の
も
の
で
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
国
デ
ン
マ
ー
ク
が
加
盟
す

る
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
か
ら
も
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
自
治
領
は
一
九

八
五
年
に
離
脱
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
現
在

ま
で
の
手
法
は
、
今
日
、
政
治
的
・
外
交
的
に
通
用
し
な
い
だ
け

で
な
く
、
下
手
を
す
れ
ば
中
国
や
ロ
シ
ア
を
利
す
る
可
能
性
さ
え
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あ
る
こ
と
を
、
日
本
を
含
む
同
盟
諸
国
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
粘
り

強
く
訴
え
続
け
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
方
、
砕
氷
船

の
建
造
等
、
日
本
が
技
術
的
優
位
を
持
っ
て
い
る
分
野
で
は
、
ア

メ
リ
カ
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

最
後
に
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
報
告
書
」
に
お
い
て
、
一
六

年
連
続
で
男
女
平
等
の
達
成
率
首
位
を
維
持
し
て
い
る
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
も
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド

同
様
、
第
二
次
大
戦
期
以
来
、
ア
メ
リ
カ
と
の
連
携
に
よ
っ
て
安

全
保
障
を
確
保
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
支

配
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
空
の

架
け
橋
に
す
べ
く
前
年
に
上
陸
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
に
代
わ
り
、
一

九
四
一
年
に
は
米
空
軍
が
同
国
の
防
衛
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
九
年
に
発
足
し
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
た
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
と
三
年
後
の
一
九
五
一
年
に
は
防
衛
協
定
を
締
結
し
、

独
自
の
軍
事
力
を
保
持
し
な
い
同
国
を
守
り
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。
だ
が
、
米
ソ
冷
戦
が
終
焉
す
る
と
ア
メ
リ
カ
は
米
軍
の
撤
退

を
図
り
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
の
一
九
九
四
年
に
は
空
軍
の
駐
留

機
を
一
二
機
か
ら
四
機
に
減
ら
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ブ
ッ
シ
ュ

（
子
）
政
権
は
世
界
的
な
戦
略
見
直
し
が
進
む
な
か
で
、
二
〇
〇

三
年
、
空
軍
を
全
面
撤
退
さ
せ
る
と
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
政
府
に
通
告

し
た
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
人
口
約
三
〇
万
人
の
小
国
で
日
本
同
様
、

平
和
主
義
の
伝
統
が
根
強
く
、
国
民
は
米
軍
基
地
に
対
し
て
相
矛

盾
す
る
感
情
を
抱
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
半
世
紀
に
及
ぶ
防

衛
協
定
に
反
す
る
と
し
て
、
当
時
の
同
国
政
府
は
強
く
反
発
し
一

時
は
撤
退
が
撤
回
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
、
二
〇
〇
六

年
に
は
海
軍
を
含
む
全
て
の
米
軍
が
撤
退
し
、
ケ
フ
ラ
ビ
ー
ク
基

地
も
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
い
な
い
ア
イ
ス

ラ
ン
ド
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
経
済
的
影
響
力
が
高
ま
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
オ
バ
マ
政
権
下
の
二
〇
一
六
年
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

で
米
軍
が
駐
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
活
発
化
す
る
ロ
シ
ア
の
潜

水
艦
の
活
動
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
軍
事
侵
攻
後
は
、
両
国
の
防
衛
協
力
は
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。

広
く
西
半
球
の
中
小
国
・
地
域
の
安
全
保
障
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ

の
関
与
の
度
合
い
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
同
国
の
都

合
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う （

�）。

結
び
に
代
え
て

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
ロ
シ

ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
侵
攻
に
対
す
る
姿
勢
か
ら
も
明
ら
か

な
と
お
り
、
戦
後
、
一
貫
し
て
続
い
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全

保
障
に
対
す
る
関
与
を
弱
め
る
一
方
、
西
半
球
で
は
時
代
錯
誤
的
、
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先
祖
返
り
的
な
帝
国
主
義
と
も
言
え
る
政
策
を
遂
行
し
よ
う
と
し

て
い
る
か
に
見
え
る （

�）。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
・
地
域
の
歴
史
や

国
民
的
・
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
理
解
を
欠
い
た
政
策

が
行
き
詰
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で

あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
西
半
球
に
お
け
る
安
全
保
障
上
の
懸
念

は
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
国
の
政
治
的
、
経
済
的

浸
透
に
代
表
さ
れ
る
そ
う
し
た
懸
念
の
解
消
を
目
指
す
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
・
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
対
す
る
深
い
洞
察

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
同
政
権
が
理
解
す
る

よ
う
忠
告
す
る
こ
と
も
長
年
の
同
盟
国
と
し
て
の
日
本
の
大
き
な

役
割
の
一
つ
の
は
ず
で
あ
る
。
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s
a
n
d
th
e
C
on
stru
ction

of
th
e
P
a
n
a
m
a
C
a
n
a
l（
M
a
d
i-

so
n
,
W
isc.:

U
n
iv
ersity

o
f
W
isco
n
sin
P
ress,

2008）,
p
.197
.

（

16）『
読
売
新
聞
』
二
〇
二
四
年
五
月
一
一
日
、
二
〇
二
五
年
二
月
四
日
。

（

17）L
a
F
eb
er,
P
a
n
a
m
a
C
a
n
a
l,
ch
a
p
s
3

�6.
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（
18）P

a
terso

n
e
t
a
l.,
A
m
erica

n
F
oreig

n
R
ela
tion
s,
p
p
.483

�484.

（
19）A

rth
u
r
P
.
W
h
ita
k
er,
T
h
e
W
estern

H
em
isp
h
ere
Id
ea
:
Its

R
ise
a
n
d
D
eclin

e（
Ith
a
ca
,N
.Y
.:C
o
rn
ell
U
n
iv
ersity

P
ress,1954）,

150

�152
�中

嶋
啓
雄
、「
西
半
球
」、
松
田
武
編
、『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
外
交

歴
史
的
展
開
と
地
域
と
の
諸
関
係
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五

年
所
収
。

（

20）『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
九
年
八
月
一
七
日
（
夕
刊
）

�『
朝
日
新

聞
』
二
〇
一
九
年
八
月
二
六
日
、
九
月
二
二
日
。

（

21）W
a
sh
in
g
ton
P
ost,

17
a
n
d

18
A
u
g
u
st

2019;
N
ew
Y
ork

T
im
es,

18
A
u
g
u
st

2025.

（

22）W
a
sh
in
g
ton
P
ost,

17
A
u
g
u
st

2019.
S
ta
cie
E
.
G
o
d
d
a
rd
,

W
h
en
R
ig
h
t
M
a
k
es
M
ig
h
t:
R
isin
g
P
ow
ers
a
n
d
W
orld

O
rd
er

（
Ith
a
ca
,
N
.Y
.:
C
o
rn
ell
U
n
iv
ersity

P
ress,

2018）
も
参
照
。

（

23）『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
五
年
四
月
一
二
日
。

（

24）『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
八
月
二
三
日
、
二
〇
〇
六
年
九
月
三
〇

日
（
夕
刊
）、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
五
日

�W
a
sh
in
g
ton
P
ost,

21
Ju
ly

2003,
16
M
a
rch

2006,
a
n
d
14
O
cto
b
er

2024;
N
ew
Y
ork
T
im
es,

20

D
ecem

b
er

2004
a
n
d
17
M
a
y
2006.

（

25）拙
稿
、「
ア
メ
リ
カ
孤
立
主
義
の
系
譜
と
ト
ラ
ン
プ
共
和
党
の
論
理
」、

『
外
交
』
八
五
巻
、
二
〇
二
四
年
五
・
六
月
、
三
〇
～
三
五
頁
も
参
照
。

第二次トランプ政権の西半球政策31

『
海
外
事
情
』
一
・
二
月
号
の
紹
介

小
日
向
春
秋
／
嵐
は
来
る
の
か
？

佐
藤
丙
午

刮
目
レ
ポ
ー
ト
北
朝
鮮
の
統
一
放
棄
で
揺
れ
る
朝
鮮
半
島

梅
田
皓
士

特
集
＝
選
挙
後
の
ア
メ
リ
カ
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か

二
〇
二
四
年
米
国
大
統
領
選
挙
と
米
国
政
治

佐
藤
丙
午

政
権
交
代
と
米
国
気
候
変
動
対
策

峰
尾
洋
一

D
o
b
b
s
判
決
と
そ
の
後
の
展
開

小
竹
聡

第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
移
民
政
策

西
山
隆
行

米
国
大
統
領
選
挙
で
の
ト
ラ
ン
プ
勝
利
と
宗
教
票
の
検
証

松
本
佐
保

ウ
ク
ラ
イ
ナ
「
ト
ラ
ン
プ
停
戦
」
の
行
方

名
越
健
郎

ト
ラ
ン
プ
政
権
と
イ
ン
ド
太
平
洋
戦
略

梶
原
み
ず
ほ

＊
私
の
一
枚
「
西
国
の
鎮
衛
」
た
る
最
前
線
基
地

�福
山
城

遠
藤
哲
也

＊

台
湾
研
究
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
／
ト
ラ
ン
プ
新
政
権
と
台
湾

佐
藤
丙
午

＊

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
／

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
読
み
解
く
１

髙
橋
博
史

Do☆
危
機
管
理
／
「
陰
謀
論
ラ
ベ
リ
ン
グ
」
と
い
う
言
論
封
殺
遠
藤
哲
也

政
治
家
ム
ハ
ン
マ
ド

�／
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
完
成

野
村
明
史

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
早
期
停
戦
を
公
約
し
て
い
た
ト
ラ
ン
プ
米

大
統
領
の
仲
介
工
作
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
、
混
迷
を
深
め
て
い
る
。

米
露
交
渉
は
終
始
ロ
シ
ア
・
ペ
ー
ス
で
進
み
、
進
展
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
直
接
交
渉
で
、
南
東
部
四
州

の
完
全
併
合
や
中
立
化
、
軍
備
縮
小
な
ど
強
硬
な
要
求
を
崩
さ
ず
、

早
期
停
戦
を
拒
否
し
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
、
プ
ー
チ
ン
両
首
脳
は
六
月
一
四
日
ま
で
に
計
五
回

電
話
協
議
を
行
っ
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
説
得
も
効
果
は
な
か
っ

た
。
ロ
シ
ア
の
外
交
専
門
家
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ガ
ブ
エ
フ
米

カ
ー
ネ
ギ
ー
国
際
平
和
財
団
部
長
は
「
ク
レ
ム
リ
ン
は
ト
ラ
ン
プ

氏
を
よ
く
研
究
し
、
弱
点
を
把
握
し
、
自
尊
心
を
く
す
ぐ
る
術
を

知
っ
て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
ロ
シ
ア
が
優
勢
だ
」
と
コ
メ
ン
ト

し
た （
１
）。
米
紙
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
」
（
三
月
一
八
日
）
も

「
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
最
終
目
標
を
あ
き
ら
め
て
お

ら
ず
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
譲
歩
し
て
い
な
い
」
と
し
、
譲
歩
し
た
の

は
ト
ラ
ン
プ
氏
だ
と
書
い
た （
２
）。
ト
ラ
ン
プ
外
交
は
ロ
シ
ア
に
時
間

と
余
裕
を
与
え
た
だ
け
だ
っ
た
か
に
み
え
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
「
プ
ー
チ
ン
の
戦
争
」
で
も
あ
り
、
プ
ー

チ
ン
氏
は
戦
争
と
交
渉
を
同
時
並
行
で
長
期
化
さ
せ
、
戦
力
の
優

位
を
背
景
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
疲
弊
や
占
領
地
拡
大
、
欧
米
の
関
与

低
下
を
図
る
構
え
だ
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
今
後
仲
介
を
続
け
て
も
、

ロ
シ
ア
の
譲
歩
を
引
き
出
す
の
は
困
難
だ
ろ
う
。
米
議
会
が
ウ
ク

ラ
イ
ナ
支
援
に
乗
り
出
す
動
き
も
あ
る
が
、
現
状
で
は
ト
ラ
ン
プ

氏
の
位
負
け
外
交
が
目
立
ち
、
対
露
政
策
の
転
換
が
必
要
に
な
る
。
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名
越
健
郎

（
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
客
員
教
授
）

ウ
ク
ラ
イ
ナ
「
仲
介
外
交
」
の
破
綻

特
集
＝
ト
ラ
ン
プ
２
・
０
半
年
間
の
中
間
決
算



本
稿
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
仲
介
外
交
の
挫
折
を
分
析
す
る
。

▽
五
度
の
電
話
会
談
も
成
果
な
し

ト
ラ
ン
プ
氏
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
親
露
外
交
に
舵
を
切
っ
た

の
は
、
二
月
一
二
日
の
プ
ー
チ
ン
氏
と
の
最
初
の
電
話
会
談
が
契

機
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
双
方
に
自
制
と
妥
協
を
求
め
、
ロ
シ
ア

が
停
戦
に
応
じ
な
い
場
合
、
強
硬
手
段
を
取
る
と
警
告
し
て
い
た
。

だ
が
、
初
回
の
電
話
会
談
で
ト
ラ
ン
プ
氏
は
、
ロ
シ
ア
寄
り
の
発

言
に

�変
し
た
。
双
方
は
米
露
直
接
協
議
の
開
始
で
合
意
し
、
外

交
活
動
の
正
常
化
や
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
の
交
流
試
合
で
も
一
致
し

た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
会
談
後
、
プ
ー
チ
ン
氏
と
の
直
接
会
談
に
意

欲
を
見
せ
、
対
露
制
裁
の
緩
和
に
も
言
及
。
ロ
シ
ア
を
Ｇ
７
（
主

要
七
カ
国
）
に
復
帰
さ
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
こ
の
電
話
会
談

を
受
け
て
、
両
国
外
相
を
代
表
と
す
る
高
官
協
議
が
二
月
一
八
日

に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
開
か
れ
た
。
米
露
関
係
は
国
際
舞
台
で
急

激
に
改
善
さ
れ
、
国
連
安
保
理
で
の
投
票
行
動
が
一
致
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
米
国
は
Ｇ
７
の
会
議
で
、
「
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
略
」
と
い
う
表
現
の
使
用
に
反
対
し
た
。
米
国
防
総
省
は
ロ
シ

ア
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
作
戦
を
停
止
。
冷
戦
期
か
ら
米
国
が

行
っ
て
い
る
旧
ソ
連
諸
国
向
け
の
宣
伝
放
送
へ
の
資
金
提
供
も
中

止
し
た
。
政
権
交
代
で
米
国
の
対
露
外
交
が
こ
れ
ほ
ど
一
変
し
た

例
は
な
く
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
他
の
Ｇ
７
諸
国
は
唖
然
と
す
る
だ
け

だ
っ
た
。

二
月
二
八
日
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
・
ウ
ク

ラ
イ
ナ
大
統
領
と
の
公
開
会
談
も
衝
撃
的
だ
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏

は
「
あ
な
た
は
数
百
万
人
の
命
を
使
っ
て

�け
を
し
て
い
る
」

「
第
三
次
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
」「
あ
な
た
に
は
カ
ー

ド
が
な
い
」
な
ど
と
非
難
し
、
メ
デ
ィ
ア
を
前
に
異
例
の
口
論
が

四
十
分
続
い
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
氏
を
「
独
裁
者
」

呼
ば
わ
り
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
向
け
の
軍
事
援
助
や
衛
星
情
報
提
供

を
一
時
中
止
し
た
。
そ
の
後
、
五
月
の
バ
チ
カ
ン
で
の
顔
合
わ
せ

や
懸
案
の
資
源
開
発
協
定
締
結
を
経
て
、
両
国
関
係
は
多
少
修
復

さ
れ
た
も
の
の
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
冷
淡
で
、
軍

事
援

助
再
開
要

請
に
応
じ
て
い
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
政
権

幹
部
は

「
ア
メ
と

ム
チ
を
使
い
分
け
る
」
と

説
明
す
る
が
、
ロ
シ
ア
に
ア

メ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
ム
チ
を
使
う
傾
向
が
顕
著
だ
。

二
度
目
の
米
露
首
脳
電
話
会
談
は
三
月
一
八
日
に
二
時
間
行
わ

れ
、
双
方
は
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
イ
ン
フ

ラ
施
設
へ
の
攻
撃
を
即
時
停
止
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
プ
ー
チ

ン
氏
は
米
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
提
案
し
た
三
十
日
間
の
即
時
停
戦
に

つ
い
て
、
「
相
手

側
に
戦

闘
準

備
の

時
間
を

与
え
る
」
と
し
て

拒

ウクライナ「仲介外交」の破綻33



否
し
、
「
危
機
の
根
本
原
因
排
除
と
、
ロ
シ
ア
の
正
当
な
安
全
保

障
上
の
利
益
が
必
要
だ
」
と
従
来
の
立
場
を
貫
い
た
。
ト
ラ
ン
プ

氏
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
、
「
会
談
は
非
常
に
良
好
で
生
産
的
だ
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
完
全
停
戦
と
終
戦
に
向
け
て
迅
速
に
取
り
組
む
」
と
楽

観
的
な
発
信
を
し
た
が
、
や
が
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
へ
の
攻
撃
が

再
開
さ
れ
た
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
四
月
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
個
別
協

議
を
基
に
、
①
現
在
の
前
線
を
基
礎
に
無
条
件
停
戦
に
入
る
②
米

国
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
ク
リ
ミ
ア
半
島
を
「
ロ
シ
ア
領
」
と
し
て
承

認
す
る
③
現
在
の
前
線
を
非
武
装
地
帯
と
し
、
ロ
シ
ア
が
占
領
し

た
地
域
の
実
効
支
配
を
認
め
る
④
欧
州
に
よ
る
平
和
維
持
部
隊
を

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
派
遣
す
る
⑤
米
国
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
支
援

を
継
続
す
る

と
の
和
平
案
を
作
成
し
、
「
最
終
提
案
」
と
し

て
両
国
や
欧
州
諸
国
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
欧

州
は
ロ
シ
ア
の
ク
リ
ミ
ア
占
領
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
拒
否
。

ト
ラ
ン
プ
氏
は
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
氏
を
「
扇
動
的
」
と
非
難
し
た
。

ロ
シ
ア
も
こ
の
提
案
に
難
色
を
示
し
、
米
国
の
仲
介
案
は
宙
に
浮

い
た
ま
ま
だ
。

三
度
目
の
電
話
会
談
は
五
月
一
九
日
に
二
時
間
行
わ
れ
た
が
、

プ
ー
チ
ン
氏
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
の
根
本
的
解
決
」
を
要
求
し

て
譲
ら
な
か
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
で
、
「
非

常
に
う
ま
く
い
っ
た
。
会
話
の
ト
ー
ン
と
精
神
は
す
ば
ら
し
か
っ

た
」
と
例
に
よ
っ
て
自
画
自
賛
し
な
が
ら
、
「
停
戦
条
件
の
詳
細

は
当
事
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
」「
あ
く
ま
で
直
接
交
渉
が
重
要
」

と
述
べ
た
。
会
談
前
に
は
「
こ
の
戦
争
は
私
と
プ
ー
チ
ン
氏
で
し

か
解
決
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
会
談
後
は
仲
介
か
ら
手

を
引
く
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
ロ
シ
ア
へ
の
新
た
な
制
裁
に
つ
い

て
も
、「
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
否
定
し
た
。

六
月
四
日
の
四
度
目
の
電
話
会
談
も
進
展
は
な
く
、
ト
ラ
ン
プ

氏
は
会
談
後
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
子
供
同
士
の
け
ん

か
に
例

え
、
「
し
ば
ら
く
続
け
さ
せ
て
か
ら
引
き

離
し
た

方
が
い

い
」
と
距
離
を
置
く
構
え
を
見
せ
た
。
六
月
一
日
に
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
よ
る
ロ
シ
ア
空
軍
基
地
四
カ
所
へ
の
ド
ロ
ー
ン
攻
撃
が
あ
り
、

プ
ー
チ
ン
氏
は
電
話
で
報
復
攻
撃
を
表
明
。
ト
ラ
ン
プ
氏
が
「
そ

ん
な
こ
と
は
や
め
ろ
」
と
制
止
す
る
一
幕
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ト

ラ
ン
プ
氏
は
「
双
方
の
憎
し
み
は
あ
ま
り
に
深
い
」
と
仲
介
の
難

航
を
認
め
た
。
六
月
一
四
日
の
五
度
目
の
電
話
会
談
で
、
プ
ー
チ

ン
氏
は
ト
ラ
ン
プ
氏
の
誕
生
日
を
祝
福
し
た
が
、
中
心
議
題
は
イ

ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
交
戦
に
移
っ
た
。
プ
ー
チ
ン
氏
が
両
国
の

紛
争
仲
介
の
用
意
を
表
明
す
る
と
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は
「
ま
ず
自
分

の
戦
争
を
終
わ
り
に
す
べ
き
だ
」
と
指
摘
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
両
者
の
電
話
協
議
は
回
を
重
ね
て
も
進
展
は
な
く
、
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米
国
の
仲
介
は
不
調
に
終
わ
っ
た
。
両
首
脳
は
当
初
、
直
接
会
談

に
も
意
欲
的
だ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
側
報
道
で
は
、
実
現
し
て
も
秋

以
降
と
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
ウ
シ
ャ
コ
フ
大
統
領
補
佐
官
は
三
回

目
の
電
話
会
談
後
、
両
者
は
「
ド
ナ
ル
ド
」
「
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
」

と
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
で
呼
び
合
い
、
互
い
に
電
話
を
切
ろ
う
と

し
な
か
っ
た
と
述
べ
、
親
密
な
関
係
を
強
調
し
た
。
過
去
五
回
の

電
話
会
談
は
、
プ
ー
チ
ン
氏
が
ト
ラ
ン
プ
氏
を
お
だ
て
な
が
ら
う

ま
く
懐
柔
し
、
ロ
シ
ア
側
に
引
き
寄
せ
た
形
だ
。
議
題
は
二
国
間

関
係
や
経
済
・
投
資
協
力
、
中
東
問
題
に
も
及
び
、
ロ
シ
ア
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
問
題
よ
り
「
大
国
間
取
引
」
を
優
先
す
る
意
向
を
示
し

た
。一
方
で
、
ロ
シ
ア
軍
は
六
月
以
降
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
住
宅
な
ど

に
ミ
サ
イ
ル
や
ド
ロ
ー
ン
で
無
差
別
攻
撃
を
拡
大
。
優
勢
に
立
つ

東
部
で
夏
季
攻
勢
に
出
る
と
の
見
方
も
あ
り
、
戦
況
は
む
し
ろ
悪

化
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
二
度
行
わ
れ
た
ロ

シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
直
接
協
議
も
捕
虜
交
換
以
外
に
進
展
は
な

く
、
ロ
シ
ア
は
六
月
二
日
の
協
議
で
新
た
に
、
欧
米
諸
国
の
援
助

停
止
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
選
挙
実
施
を
要
求
し
た
。
外
交
交
渉
で

の
決
着
は
事
実
上
不
可
能
で
、
戦
闘
は
越
年
し
、
五
年
目
に
入
る

可
能
性
が
出
て
き
た
。

▽
支
離
滅
裂
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信

ト
ラ
ン
プ
政
権
二
期
目
の
対
露
外
交
が
、
一
期
目
よ
り
大
胆
で

活
発
化
し
て
い
る
の
は
事
実
だ
。
一
期
目
は
二
〇
一
六
年
米
大
統

領
選
へ
の
ロ
シ
ア
の
サ
イ
バ
ー
干
渉
が
米
議
会
で
大
問
題
に
な
り
、

議
会
は
超
党
派
で
ト
ラ
ン
プ
氏
の
対
露
外
交
権
限
を
奪
い
、
次
々

に
対
露
制
裁
法
案
を
採
択
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
そ
れ
に
署
名
す
る
だ

け
だ
っ
た
。
プ
ー
チ
ン
氏
と
の
首
脳
会
談
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ヘ

ル
シ
ン
キ
、
大
阪
で
行
わ
れ
た
が
、
進
展
は
な
く
、
成
果
文
書
な

ど
も
な
か
っ
た
。
一
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
人
事
で
混
乱
し
、

外
交
の
統
率
が
取
れ
な
か
っ
た
。
米
側
は
一
九
年
、
核
戦
力
増
強

の
た
め
米
ソ
中

距
離
核
戦
力

（
Ｉ

Ｎ
Ｆ

）
全

廃
条

約
か
ら
一
方
的

に
離
脱
し
、
ロ
シ
ア
側
の
不
信
感
を
高
め
た
。
当
初
、
ト
ラ
ン
プ

氏
当
選
を
大
歓
迎
し
た
ロ
シ
ア
側
も
次
第
に
醒
め
、
ラ
ブ
ロ
フ
外

相
は
「
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
オ
バ
マ
時
代
以
上
に
厳
し
い
対
露
制
裁

を
発
動
し
、
関
係
は
む
し
ろ
悪
化
し
た
」
と
総
括
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
二
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
氏
は
一
期
目
の
反
省
か
ら
、

周
囲
を
イ
エ
ス
マ
ン
で
固
め
、
高
官
に
忠
誠
心
を
義
務
付
け
て
ワ

ン
マ
ン
支
配
を
敷
い
た
。
も
と
よ
り
ト
ラ
ン
プ
氏
の
内
外
政
策
は

個
人
的
感
情
や
利
害
に
左
右
さ
れ
る
が
、
二
期
目
は
持
論
の
親
露

ウクライナ「仲介外交」の破綻35



外
交
を
前
面
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
上
院
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援

法
案
反
対
の
急
先
鋒
だ
っ
た
バ
ン
ス
副
大
統
領
の
存
在
も
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
軽
視
に
つ
な
が
っ
た
。
当
初
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
担
当
特
使
は

ケ
ロ
ッ
グ
退
役
陸
軍
中
将
だ
っ
た
が
、
対
露
交
渉
権
限
は
ト
ラ
ン

プ
氏
の
不
動
産
仲
間
、
ウ
ィ
ト
コ
フ
中
東
特
使
に
移
っ
た
。
ケ
ロ
ッ

グ
氏
は
ロ
シ
ア
に
批
判
的
な
発
言
が
目
立
ち
、
娘
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ

支
援
組
織
の
幹
部
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
が
特
使
の

交
代
を
求
め
、
米
側
も
応
じ
た
模
様
だ
。
他
国
が
米
政
府
の
人
事

に
介
入
し
、
米
側
が
そ
れ
に
応
じ
る
の
も
前
代
未
聞
だ
。

政
権
発
足
か
ら
百
日
の
「
ハ
ネ
ム
ー
ン
期
間
」
が
過
ぎ
る
と
、

政
権
内
部
の
混
乱
が
拡
大
し
た
。
五
月
に
は
イ
エ
メ
ン
で
の
軍
事

作
戦
情
報
を
民
間
メ
ッ
セ
ー
ジ
ア
プ
リ
に
流
出
さ
せ
た
ウ
ォ
ル
ツ

大
統
領
補
佐
官
（
国
家
安
全
保
障
担
当
）
が
国
連
大
使
に
異
動
し
た
。

ル
ビ
オ
国
務
長
官
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
発
足
後
千
五
百
人

以
上
の
国
務
省
職
員
が
退
職
し
た
と
い
う
。
ト
ラ
ン
プ
外
交
へ
の

反
発
か
ら
退
職
し
た
外
交
官
が
多
い
と
み
ら
れ
、
外
交
活
動
の
停

滞
に
つ
な
が
り
そ
う
だ
。
対
外
援
助
を
管
轄
す
る
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ

（
米
国
際
開
発
庁
）
も
閉
鎖
さ
れ
、
途
上
国
外
交
に
支
障
が
出
そ
う

だ
。
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
を
通
じ
た
財
政
支
援
は
、
海
外
に
逃
れ
た
ロ
シ

ア
の
独
立
系
メ
デ
ィ
ア
や
人
権
団
体
に
も
渡
っ
て
お
り
、
プ
ー
チ

ン
政
権
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
展
開
と
な
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
人
事
に
は
ロ
シ
ア
も
注
目
し
て
お
り
、
国
営

テ
レ
ビ
の
政
治
討
論
番
組
「
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
」
（
四
月
二
五
日
）

で
話
題
に
な
っ
た
。
司
会
者
は
、
ル
ビ
オ
長
官
と
ケ
ロ
ッ
グ
特
使

が
対
露
強
硬
派
で
あ
り
、
共
和
党
の
伝
統
派
閥
に
擁
立
さ
れ
た
と

指
摘
。
対
露
柔
軟
派
が
ウ
ィ
ト
コ
フ
特
使
で
、
ト
ラ
ン
プ
氏
と
は

数
十
年
来
の
親
交
が
あ
る
と
伝
え
た
。
ロ
シ
ア
が
ウ
ィ
ト
コ
フ
氏

ら
の
台
頭
を
期
待
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

ト
ラ
ン
プ
氏
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
も
頻
繁
に
発
信

し
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
、
「
（

サ
ウ
ジ
で
の
米
露

協
議
に
つ
い
て
）
ど

ん
な
未

熟
な
交
渉
者
で
も
和

平
合

意
は

容
易
に

達
成
で

き
る
」

（
二
月

一
八
日
）、
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は

三
十
日
間
の

即
時
停
戦
を

受
け

入
れ
た
。
米
国
は
ロ
シ
ア
を
説
得
で
き
る
と
思
う
」
（
三
月
一
一
日
）、

「
私
は
プ
ー
チ
ン
氏
を
よ

く
知
っ
て
お
り
、

彼
も
停
戦
に

同
意
す

る
と

思
う
」
（

三
月
十

六
日
）、
「
（
イ
ン
フ
ラ

攻
撃
中

止
合

意
に
つ
い
て
）

完
全
な
停
戦
に

導
く
大

き
な

勝
利
だ
」
（

三
月

一
八
日
）、
「

両
国
が

今
週
中
に

合
意
に

達
す
る
と

確
信
し
て
い
る
」
（
四
月
二

〇
日
）、

「
こ
れ
は
バ
イ
デ
ン
（
前
大
統
領
）
の
戦

争
で
あ
り
、

私
の
戦

争
で

は
な
い
。

私
が
大
統
領
だ
っ
た
ら
、

絶
対
に

起
き
な
か
っ
た
」

（
四
月
二

六
日
）、
「
（
ロ
シ
ア
の

無
人

機
攻

撃
で
多
数
の

死
傷
者
が
出
た
こ
と

に
つ
い
て
）
プ
ー
チ
ン
は
全

く
狂
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
体
、

彼
に

何
が
あ
っ
た

ん
だ
」
（
五
月
二

六
日
）
な

ど
と
二

転
三

転
し
た
。
支
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離
滅
裂
で
、
理
解
不
能
な
内
容
が
多
く
、
米
紙
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・

ポ
ス
ト
」
は
「
根
拠
の
な
い
楽
観
や
欺
瞞
、
言
い
訳
に
あ
ふ
れ
て

い
る
」
と
し
、
醜
悪
で
貪
欲
、
偽
善
に
満
ち
た
「
逆
ピ
ノ
キ
オ
賞
」

に
値
す
る
と
皮
肉
っ
た （
３
）。

▽
親
ロ
シ
ア
傾
斜
の
理
由

外
交
・
安
全
保
障
は
原
則
的
に
超
党
派
で
行
う
米
国
で
、
政
権

交
代
に
よ
っ
て
こ
れ
ほ
ど
政
策
が
変
化
し
た
こ
と
は
戦
後
例
が
な

い
。
バ
イ
デ
ン
前
政
権
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
全
面
支
援
し
、
膨
大
な

経
済
・
軍
事
援
助
を
提
供
し
て
西
側
諸
国
に
よ
る
対
露
包
囲
網
を

築
い
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
前
政
権
の
政
策
を
逆
転
さ
せ
て
し

ま
っ
た
。

ト
ラ
ン
プ
氏
が
親
露
志
向
を
強
め
る
背
景
に
は
、
プ
ー
チ
ン
氏

と
の
思
考
や
政
策
、
世
界
観
の
親
和
性
が
あ
る
。
二
人
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
Ｑ
運
動
や
中
絶
に
反
対
す
る
宗
教
保
守
派
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

を
敵
視
す
る
。
自
国
至
上
主
義
を
貫
き
、
大
国
志
向
が
強
い
。
プ
ー

チ
ン
氏
が
二
〇
〇
〇
年
に
就
任
し
た
頃
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
「
ロ

シ
ア
を
再
び
偉
大
に
す
る
」
で
、
英
語
で
は
「

M
a
k
e
R
u
ssia

G
rea

t
A
g
a
in
」
だ
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
一
期
目
の
就
任
前
か

ら
、
「
プ
ー
チ
ン
は
オ
バ
マ
と
比
べ
て
も
、
少
な
く
と
も
世
界
の

リ
ー
ダ
ー
だ
」
と
一
目
置
い
て
い
た
。

二
人
の
経
歴
は
全
く
異
な
る
が
、
権
威
主
義
志
向
や
ワ
ン
マ
ン

支
配
な
ど
似
た
点
も
多
い
。
著
名
な
ロ
シ
ア
系
米
国
人
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
マ
ー
シ
ャ
・
ガ
ッ
セ
ン
氏
は
二
〇
一
七
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
、
「
二
人
に
は
興
味
深
い
共
通
項
が
あ
る
。
教
養
、
文
化
の
素

養
が
な
く
、
計
画
性
が
な
い
。
し
か
し
、
本
能
や
直
感
は
強
烈
だ
。

二
人
は
狭
量
で
大
志
を
抱
か
な
い
。
大
志
と
野
望
を
混
同
し
て
は

な
ら
な
い
。
両
者
は
よ
り
強
力
な
権
力
を
握
り
、
さ
ら
に
富
裕
に

な
り
た
が
っ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
は
プ
ー
チ
ン
の
指
導
力
に
敬
意

を
表
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ト
ラ
ン
プ
が
夢
見
る
大
統
領
像
が
あ

る
。
ト
ラ
ン
プ
は
プ
ー
チ
ン
の
手
法
を
真
似
て
お
り
、
と
も
に
自

ら
を

非
難
す
る
反
対
派
に
は
強
烈
に
反

発
す
る
」
「
こ
の
二
人
は

む
ろ
ん
経
歴
や
物
腰
は
大
き
く
異
な
る
。
ト
ラ
ン
プ
は
政
府
で
働

い
た
経
験
が
な
く
、
生
涯
を
自
己
宣
伝
に
費
や
し
て
き
た
。
プ
ー

チ
ン
は
情
報
機
関
の
秘
密
工
作
員
を
務
め
、
身
を
隠
し
て
き
た
。

少
年
時
代
、
一
方
は
甘
や
か
さ
れ
た
特
権
生
活
を
送
り
、
他
方
は

貧
し
く
、
喧
嘩
腰
の
生
活
を
送
っ
た
。
二
人
は
と
も
に
怒
り
っ
ぽ

く
、
自
ら
へ
の
批
判
に
は
過
剰
に
反
発
す
る
。
機
転
が
利
か
ず
、

反
対
意
見
に
耳
を
傾
け
な
い
。
世
界
の
大
き
な
危
機
に
対
処
し
よ

う
と
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
で
も
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
が
世
界

の
リ
ス
ク
要
因
だ
」
と
酷
評
し
て
い
た （
４
）。
自
ら
を
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
と
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告
白
し
た
ガ
ッ
セ
ン
氏
は
、
二
人
が
大
嫌
い
で
、
発
言
は
割
り
引

い
て
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
両
者
の
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー
を
知

る
上
で
興
味
深
い
分
析
だ
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
一
期
目
に
二
人
は
計
五
回
直
接
会
談
を
行
い
、

九
回
の
電
話
協
議
を
実
施
し
た
と
さ
れ
る
が
、
奇
妙
な
の
は
、
ト

ラ
ン
プ
氏
が
会
談
内
容
の
公
表
に
神
経
質
だ
っ
た
こ
と
だ
。
「
ワ

シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
」
（
二
〇
一
九
年
一
月
一
三
日
）
に
よ
れ
ば
、
一

回
目
の
二
〇
一
七
年
七
月
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
の
会
談
後
、
ト
ラ
ン

プ
氏
は
通
訳
か
ら
ノ
ー
ト
を
取
り
上
げ
、
内
容
を
誰
に
も
口
外
し

て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
た
と
い
う （
５
）。
首
脳
会
談
は
毎
回
、
二
人
だ

け
の
さ
し
の
会
談
で
、
他
の
高
官
は
同
席
し
な
か
っ
た
。
五
回
の

会
談
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
五
回
の

会
談
に
し
て
も
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
、
大
阪
を
除
き
、

他
の
二
回
の
会
談
は
そ
の
時
点
で
は
公
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

一
八
年
七
月
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
の
会
談
で
は
、
ロ
シ
ア
側
通
訳
だ

け
が
同
席
し
た
と
の
報
道
も
あ
っ
た
。「
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
」

の
ボ
ブ
・
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
記
者
の
著
書
『
戦
争
（
W

a
r）』
に
よ
れ

ば
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
二
〇
年
の
大
統
領
選
に
落
選
し
た
後
も
、
二

人
は
電
話
で
七
回
会
話
を
交
わ
し
た （
６
）。
そ
の
際
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は

側
近
に
部
屋
か
ら
出
て
い
く
よ
う
命
じ
た
と
い
う
。
外
部
に
知
ら

れ
て
は
困
る
、
プ
ー
チ
ン
氏
と
の
秘
密
の
関
係
が
疑
わ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
。

ト
ラ
ン
プ
氏
の
親
露
志
向
の
背
景
と
し
て
、
ロ
シ
ア
に
弱
み
を

握
ら
れ
て
い
る
と
の
憶
測
も
消
え
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
氏
に
は
「
大

成
功
し
た
不
動
産
王
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
九
〇
、

九
一
年
、
自
ら
経
営
す
る
カ
ジ
ノ
ホ
テ
ル
な
ど
四
つ
の
ホ
テ
ル
が

倒
産
し
、
銀
行
が
取
引
を
中
止
し
て
破
産
寸
前
に
陥
っ
た
。
そ
の

窮
状
を
救
っ
た
の
が
、

�の
ユ
ダ
ヤ
系
ロ
シ
ア
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、

フ
ェ
リ
ク
ス
・
セ
イ
タ
ー
氏
だ
っ
た （
７
）。
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
ロ
シ

ア
の
オ
リ
ガ
ル
ヒ
（
新
興
財
閥
）
と
も
関
係
を
持
つ
セ
イ
タ
ー
氏

は
そ
の
頃
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ト
ラ
ン
プ
タ
ワ
ー
に
事
務
所
を
開

設
し
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
っ
た
。
そ
の

後
、
ロ
シ
ア
の
オ
リ
ガ
ル
ヒ
が
次
々
に
ト
ラ
ン
プ
氏
所
有
の
不
動

産
を
高
値
で
購
入
し
、
窮
地
を
救
っ
た
と
い
う
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は

二
〇
一
三
年
に
モ
ス
ク
ワ
で
の
ミ
ス
ユ
ニ
バ
ー
ス
世
界
大
会
を
主

催
。
プ
ー
チ
ン
氏
に
は
会
え
な
か
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
で
人
脈
を
広

げ
た
。

ト
ラ
ン
プ
氏
が
ロ
シ
ア
マ
ネ
ー
の
お
か
げ
で
復
活
す
る
経
緯
は

一
期
目
に
「
ロ
シ
ア
ゲ
ー
ト
疑
惑
」
と
し
て
報
道
さ
れ
た
が
、
今

年
に
入
っ
て
新
た
な
疑
惑
が
浮
上
し
た
。
一
九
八
七
年
、
ト
ラ
ン

プ
氏
が
ソ
連
の
首
都
に
ホ
テ
ル
を
建
設
す
る
可
能
性
を
探
る
た
め
、

モ
ス
ク
ワ
を

初
め
て

訪
問
し
た
際
、

Ｋ
Ｇ

Ｂ
（

ソ
連

国
家

保
安

委
員
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会
）
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
な
り
、
「
ク
ラ
ス
ノ

フ
」
の
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
を
与
え
ら
れ
た

と
い
う
情
報
で
、
Ｋ

Ｇ
Ｂ
第
六
局
の
要
員
だ
っ
た
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
人
の
ア
ル
ヌ
ー
ル
・

ム
サ
エ
フ
氏
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
し
た （
８
）。
当
時
、
第
六
局
は
資
本
主

義
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
採
用
を
任
務
と
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
不

動
産
開
発
業
者
だ
っ
た
四
十
歳
の
ト
ラ
ン
プ
氏
を
協
力
者
に
リ
ク

ル
ー
ト
し
た
と
い
う
。
「
ク
ラ
ス
ノ
フ
」
の
フ
ァ
イ
ル
は
Ｋ
Ｇ
Ｂ

の
後
継
機
関
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
連
邦
保
安
庁
）
か
ら
削
除
さ
れ
、
プ
ー
チ

ン
氏
の
側
近
の
一
人
が
管
理
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
、
ト

ラ
ン
プ
氏
が
一
三
年
に
訪
露
し
た
際
、
未
成
年
の
少
女
と
性
交
渉

を
持
ち
、
ロ
シ
ア
側
に
証
拠
写
真
が
あ
る
と
の
疑
惑
も
ロ
シ
ア
の

独
立
系
メ
デ
ィ
ア
で
新
た
に
伝
え
ら
れ
た （
９
）。
だ
が
、
ロ
シ
ア
と
ト

ラ
ン
プ
陣
営
の
共
謀
疑
惑
を
め
ぐ
る
一
期
目
の
米
議
会
調
査
は
不

発
に
終
わ
っ
て
お
り
、
新
た
な
真
相
究
明
は
困
難
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
も
、
ト
ラ
ン
プ
氏
と
ロ
シ
ア
の
闇
の
関
係
を
示
す
状
況
証
拠
は

多
く
、

�が
残
る
。

▽
二
人
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
親
露
に
転
換
し
た
背
景
に
、
ロ
シ
ア

に
よ
る
周
到
な
懐
柔
工
作
が
指
摘
で
き
る
。
ロ
イ
タ
ー
通
信
に
よ

れ
ば
、
昨
年
一
一
月
の
大
統
領
選
後
、
ト
ラ
ン
プ
陣
営
と
プ
ー
チ

ン
政
権
の
幹
部
ら
が
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
非
公
式
接
触
を
重

ね
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
や
米
露
関
係
に
つ
い
て
協
議
し
た （

�）。
「
ト

ラ
ッ
ク
２
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
協
議
で
、
米
露
は
ト
ラ
ン
プ
政
権

発
足
後
の
本
格
対
話
に
向
け
て
準
備
を
進
め
た
と
い
う
。
事
前
接

触
に
水
面
下
で
動
い
た
の
が
、
プ
ー
チ
ン
氏
側
近
の
投
資
家
、
キ

リ
ル
・
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
直
接
投
資
基
金
（

Ｒ
Ｄ

Ｉ
Ｆ
）
総

裁
と
い

わ
れ
る
。
米
国
の
大
学
で
学
び
、
ト
ラ
ン
プ
一
族
と
パ
イ
プ
を
持

つ
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
だ （

�）。

ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
は
ソ
連
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

に
属
し
た
生
物
学
者
を
父
に
、
一
九
七
五
年
キ
ー
ウ
で
生
ま
れ
た
。

冷
戦
末
期
、
米
ソ
の
若
者
の
留
学
生
交
換
に
選
ば
れ
て
米
国
に
留

学
。
西
海
岸
の
名
門
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
を
首
席
で
卒
業
し
、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
取
得
。
米
投
資
会
社

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
な
ど
に
勤
務
し
た
後
帰
国
。
二
〇
一

一
年
、
ロ
シ
ア
に
新
設
さ
れ
た
政
府
系
フ
ァ
ン
ド
の
総
裁
に
起
用

さ
れ
た
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
湾
岸
諸
国
と
の
投
資
協
力
を
通

じ
て
中
東
に
強
力
な
人
脈
を
築
い
た
。
そ
の
過
程
で
ト
ラ
ン
プ
氏

の
女
婿
、
ジ
ャ
レ
ッ
ド
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
氏
や
大
統
領
の
不
動
産
仲

間
、
ウ
ィ
ト
コ
フ
中
東
特
使
ら
と
親
交
を
深
め
た
。
ロ
シ
ア
の
独

立
系
メ
デ
ィ
ア
は
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
を
「
影
の
外
相
」
と
称
し
て
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お
り
、
将
来
副
首
相
へ
の
起
用
が

�さ
れ
て
い
る
。

米
露
関
係
の
改
善
プ
ロ
セ
ス
が
表
面
化
し
た
の
は
二
月
一
二
日

の
最
初
の
電
話
会
談
だ
っ
た
が
、
そ
の
直
前
ウ
ィ
ト
コ
フ
特
使
が

訪
露
し
、
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
と
二
人
で
米
露
の
受
刑
囚
交
換
を
実

現
さ
せ
た
。
二
人
は
二
月
に
サ
ウ
ジ
で
行
わ
れ
た
米
露
高
官
協
議

に
も
出
席
。
ロ
シ
ア
側
は
北
極
圏
の
資
源
探
査
や
ウ
ラ
ル
地
方
の

レ
ア
メ
タ
ル
開
発
な
ど
、
大
型
投
資
協
力
計
画
を
米
側
に
提
示
し

た
。ロ
シ
ア
担
当
と
な
っ
た
ウ
ィ
ト
コ
フ
氏
は
二
月
か
ら
五
月
ま
で

毎
月
訪
露
し
た
が
、
こ
の
間
プ
ー
チ
ン
氏
と
四
度
会
談
し
、
ド
ミ

ト
リ
エ
フ
氏
が
同
席
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
ウ
ィ
ト
コ
フ
氏
は
、
父

方
の
祖
父
母
が
ロ
シ
ア
出
身
で
、
ロ
シ
ア
革
命
の
こ
ろ
サ
ン
ク
ト

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
か
ら
米
国
に
移
住
し
た
。
ロ
シ
ア
側
は
四
月
一
一

日
の
会
談
を
ル
ー
ツ
で
あ
る
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
設
定
。
祖
父
母
ゆ

か
り
の
場
所
に
案
内
し
、
プ
ー
チ
ン
氏
と
の
会
談
は
五
時
間
に
及

ん
だ
と
い
う
。
も
と
も
と
外
交
・
安
保
は
素
人
の
ウ
ィ
ト
コ
フ
氏

は
す
っ
か
り
洗
脳
さ
れ
、
帰
国
後
に
同
氏
が
中
心
に
な
っ
て
作
成

し
た
仲
裁
案
は
、
米
国
が
ク
リ
ミ
ア
の
ロ
シ
ア
領
有
を
認
め
る
な

ど
、
ロ
シ
ア
寄
り
だ
っ
た
。
Ｋ
Ｇ
Ｂ
出
身
の
プ
ー
チ
ン
氏
は
、
相

手
の
弱
み
に
付
け
込
む
人
た
ら
し
だ
。

ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
は
四
月
初
め
に
訪
米
し
、
ル
ビ
オ
国
務
長
官

や
ウ
ィ
ト
コ
フ
特
使
ら
と
会
談
。
米
側
は
そ
の
際
、
前
政
権
が
発

動
し
た
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
へ
の
制
裁
措
置
を
解
除
し
た
。
訪
米
時

に
は
テ
レ
ビ
出
演
し
、
「
米
国
は
対
露
制
裁
に
よ
っ
て
数
千
億
ド

ル
の
投
資
機
会
を
喪
失
し
た
」
「
今
回
、
北
極
圏
開
発
や
ロ
シ
ア

の
レ
ア
ア
ー
ス
探
査
で
共
同
投
資
計
画
を
提
案
し
た
」
な
ど
と
流

ち
ょ
う
な
英
語
で
語
っ
た （

�）。
共
同
計
画
に
は
、
北
極
海
の
Ｌ
Ｎ
Ｇ

（
液
化
天
然
ガ
ス
）
開
発
、
ウ
ラ
ル
地
方
や
ロ
シ
ア
が
併
合
し
た
ウ

ク
ラ
イ
ナ
領
ド
ン
バ
ス
地
方
の
資
源
共
同
開
発
が
含
ま
れ
る
。
ロ

シ
ア
側
は
ま
た
、
欧
州
へ
の
ロ
シ
ア
産
石
油
輸
出
の
独
占
販
売
権

を
米
企
業
に
付
与
す
る
優
遇
措
置
を
提
示
し
た
と
い
う
。「
投
資
」

「
デ
ィ
ー
ル
」
と
い
っ
た

言
葉
を

聞
く
と
ス
イ

ッ
チ
が

入
る
ト
ラ

ン
プ
氏
の
性
格
を
熟
知
し
た
外
交
術
だ
。

ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
の
強
み
は
、
プ
ー
チ
ン
氏
と
の
緊
密
な
関
係

に
あ
る
。
モ
デ
ル
や
テ
レ
ビ
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
た
夫
人
の
ナ
タ

リ
ア
・
ポ
ポ
ワ
氏
は
プ
ー
チ
ン
氏
の
次
女
、
カ
テ
リ
ー
ナ
・
チ
ー

ホ
ノ
ワ
氏
の
学
生
時
代
の
親
友
で
、
夫
妻
は
「
プ
ー
チ
ン
家
の
家

族
の
一
員
」
と
さ
れ
る
。
大
統
領
の
次
女
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
経

済
を
促
進
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
組
織
「
イ
ノ
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
」
の
会
長
、

ナ
タ
リ
ア
夫
人
が
副
会
長
を
務
め
、
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
も
理
事
の

一
人
だ
。
ロ
シ
ア
の
政
治
学
者
ア
ナ
ト
リ
ー
・
ス
ピ
リ
ン
氏
は
、

「
ロ
シ
ア
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
は

珍
し

く
、
外
国
で
高

等
教

育
を
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受
け
、
海
外
に
友
人
が
多
い
。
外
国
の
勲
章
を
何
度
も
受
け
た
。

今
後
、
副
首
相
就
任
が
予
想
さ
れ
、
将
来
的
に
プ
ー
チ
ン
の
後
継

候
補
に
な
り
得
る
人
物
だ
」
と
指
摘
し
た （

�）。

だ
が
、
キ
ー
ウ
出
身
、
米
大
学
卒
業
な
ど
の
経
歴
が
不
信
を
買

い
、
ロ
シ
ア
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
を
「
ト
ラ
ン
プ
の

代
理
人
」
「
大
富
豪
に
な
っ
た
祖
国
の
裏
切
者
」
と
い
っ
た
批
判

も
目
に
付
く
。
「
モ
ス
ク
ワ
・
タ
イ
ム
ズ
」
紙
（
四
月
七
日
）
に
よ

れ
ば
、
ラ
ブ
ロ
フ
外
相
は
二
月
の
サ
ウ
ジ
で
の
高
官
協
議
で
、
三

つ
目
の
椅
子
が
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
こ
と
を

知
る
と
、
「
彼
が
参
加
し
た
い
な
ら
、
大
統
領
か
ら
私
に
直
接
言

う
よ
う
に
し
て
く
れ
」
と
述
べ
、
椅
子
を
撤
去
さ
せ
た
と
い
う （

�）。

同
紙
に
よ
れ
ば
、
長
年
交
流
の
あ
る
情
報
筋
や
元
部
下
は
ド
ミ

ト
リ
エ
フ
氏
に
つ
い
て
、
「
野
心
家
で
、
大
統
領
一
家
と
の
近
さ

を
鼻
に
か
け
る
」
「
何
か
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
、
計
画
通

り
進
ま
な
い
と
感
情
的
に
な
り
、
足
を
踏
み
鳴
ら
し
た
り
、
大
声

を
上
げ
る
」
と
語
っ
た
。
外
務
省
出
身
の
ウ
シ
ャ
コ
フ
大
統
領
補

佐
官
と
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
が
外
交
権
限
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
口
論

を
行
っ
た
と
の
情
報
も
報
じ
ら
れ
た
。
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
が
四
月

に
米
テ
レ
ビ
で
、
「
ロ
シ
ア
は
米
国
の
調
停
案
を
受
け
入
れ
る
と

思
う
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
リ
ャ
ブ
コ
フ
外
務
次
官
が
「
米
国

提
案
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
否
定
す
る
奇
妙
な
動
き
も
あ
っ

た
。
外
務
省
は
ド
ミ
ト
リ
エ
フ
氏
が
「
影
の
外
相
」
と
し
て
振
る

舞
う
こ
と
に
不
満
な
よ
う
だ
。
「
モ
ス
ク
ワ
・
タ
イ
ム
ズ
」
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
は
プ
ー
チ
ン
氏
自
身
が
停
戦
か
継
戦
か
の
判
断
を
決

め
か
ね
、
二
つ
の
路
線
に
よ
る
交
渉
を
並
行
さ
せ
て
明
確
な
指
示

を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
と
い
う （

�）。

一
方
で
、
仲
介
外
交
の
不
調
か
ら
、
親
露
派
の
ウ
ィ
ト
コ
フ
氏

も
ト
ラ
ン
プ
政
権
内
で
冷
遇
さ
れ
始
め
た
と
の
憶
測
が
あ
る
。
米

露
関
係
改
善
の
立
役
者
だ
っ
た
二
人
の
政
治
的
立
場
も
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
戦
争
の
行
方
に
影
響
し
そ
う
だ
。

▽
プ
ー
チ
ン
は
徹
底
抗
戦

「
二
四

時
間
で
戦

争
を

終
結
さ
せ
る
」
と
豪
語
し
て
い
た
ト
ラ

ン
プ
氏
に
対
し
て
、
就
任
前
は
一
定
の
期
待
感
が
あ
っ
た
こ
と
も

事
実
だ
。
ト
ラ
ン
プ
氏
に

厳
し
い
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・

ポ
ス
ト
」

（
二

〇
二
四
年
一
一
月
二
三
日
）
は

社
説
で
、
「
彼
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
戦

争
で
取
引
を
成
立
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
悪
い
取
引
で
も
何

も
し
な
い
よ
り
ま
し
だ
」
と
書
い
て
い
た （

�）。
バ
イ
デ
ン
前
大
統
領

が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
援
し
な
が
ら
、
停
戦
へ
の
調
停
は
一
切
せ
ず
、

軍
事
援
助
も
遅
れ
た
だ
け
に
、
シ
ョ
ッ
ク
療
法
に
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
た
。

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
も

当
初
、
「
ト
ラ
ン
プ
氏
の
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力
に
よ
る
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
戦
争
終
結
に
つ
な
が
り
得
る
」

と
評
価
し
て
い
た
。
だ
が
、
政
権
発
足
か
ら
五
カ
月
を
経
て
、
専

門
家
の
間
で
は
、
ロ
シ
ア
に
甘
く
、
一
貫
性
の
な
い
仲
介
外
交
へ

の
批
判
が
支
配
的
だ
。

バ
イ
デ
ン
時
代
に
駐
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
に
起
用
さ
れ
、
今
年
三

月
に
退
職
し
た
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
ブ
リ
ン
ク
氏
は
米
Ｃ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ

で
、
「
私
が
外
務
省
を
退
職
し
た
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
加
害

者
の
ロ
シ
ア
で
は
な
く
、
被
害
者
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
圧
力
を
か
け

続
け
た
た
め
だ
。
停
戦
の
必
要
に
は
同
意
す
る
が
、
代
償
を
払
う

停
戦
は
平
和
で
は
な
く
、
宥
和
政
策
だ
。
宥
和
外
交
が
よ
り
大
き

な
災
禍
を
招
く
こ
と
は
、
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。」「
キ
ー
ウ
で

の
三
年
間
、
私
は
ロ
シ
ア
が
多
数
の
ミ
サ
イ
ル
と
ド
ロ
ー
ン
を
発

射
し
、
人
々
を
殺
害
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
網
を
破
壊
し
、
電
力
や
暖

房
を
遮
断
し
た
現
場
に
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
来
、
類
を
見

な
い
規
模
の
戦
争
犯
罪
と
残
虐
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
た
」
「
ト
ラ

ン
プ
政
権
が
民
主
主
義
の
パ
ー
ト
ナ
ー
や
同
盟
国
と
距
離
を
置
き
、

侵
略
に
立
ち
向
か
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
絶
望
し
た
」
と
述
べ
た （

�）。

二
八
年
間
外
交
官
生
活
を
送
っ
た
女
性
の
ブ
リ
ン
ク
氏
は
来
年
の

中
間
選
挙
で
、
郷
里
の
ミ
シ
ガ
ン
州
か
ら
民
主
党
下
院
議
員
候
補

と
し
て
出
馬
す
る
予
定
だ
。
当
選
す
れ
ば
、
議
会
で
の
ト
ラ
ン
プ

外
交
批
判
の
急
先
鋒
に
な
り
そ
う
だ
。

米
ブ
ル
ー
ン
バ
ー
グ
通
信
（
五
月
二
三
日
）
も
論
評
で
、
「
ト
ラ

ン
プ
は
彼
が
容
易
だ
と
思
っ
て
い
た
和
平
交
渉
の
仲
介
が
実
は
非

常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
う
や
く
気
づ
い
た
。
ロ
シ
ア
と
の
無

意
味
な
交
渉
を
経
て
、
ロ
シ
ア
の
強
硬
な
立
場
を
再
確
認
し
た
だ

け
だ
。
こ
れ
に
対
し
プ
ー
チ
ン
は
、
真
剣
な
交
渉
は
拒
否
し
な
が

ら
、
協
議
の
余
地
を
残
し
て
ト
ラ
ン
プ
を
操
り
続
け
る
。
合
意
を

目
指
す
と
い
う
意
味
の
な
い
合
意
に
よ
っ
て
プ
ー
チ
ン
は
米
国
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
を
阻
止
し
、
ト
ラ
ン
プ
の
非
難
を
回
避
で
き
る
」

と
指
摘
。
プ
ー
チ
ン
氏
の
計
画
を
阻
む
た
め
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

へ
の
武
器
援
助
を
継
続
し
、
ロ
シ
ア
領
攻
撃
能
力
を
強
化
し
て
ロ

シ
ア
の
イ
ン
フ
ラ
を
破
壊
し
、
プ
ー
チ
ン
氏
に
国
内
で
恥
を
か
か

せ
る
こ
と
だ
と
提
案
し
た （

�）。

米
紙
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
」
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
、
デ
ー
ビ
ッ

ド
・
イ
グ
ナ
テ

ィ
ウ

ス
氏
は
同

紙
（
五
月
二

〇
日
）
で
、
ト
ラ
ン
プ

氏
が
、
①
プ
ー
チ
ン
氏
は
和
平
を
望
ん
で
い
る
②
ロ
シ
ア
は
米
国

に
と
っ
て
経
済
的
利
益
が
大
き
い
③
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
降
伏
を
強
制

で
き
る

と
い
う
三
つ
の
誤
っ
た
幻
想
に
基
づ
い
て
仲
介
を
行
っ

て
い
る
と
批
判
。
「
プ
ー
チ
ン
が
停
戦
す
る
な
ら
、

膨
大
な

損
害

な
ど
大
失
策
の
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
り
、
彼
に
は
停
戦
の
意
思

は
な
い
」
と

指
摘
。
ロ
シ
ア
と
の
経

済
関

係
に
つ
い
て
は
、
「
ロ

シ
ア
は
依
然
と
し
て
腐
敗
し
、
管
理
困
難
な
経
済
で
あ
り
、
資
源
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に
依
存
す
る
。
ロ
シ
ア
は
衰
退
す
る
国
で
あ
り
、
成
長
国
家
で
は

な
い
」
と
し
て
い
る （

�）。
ま
た
、
「
ト
ラ
ン
プ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
は

カ
ー
ド
が
な
い
と
い
う
が
、
欧
州
の
支
援
と
い
う
強
力
な
カ
ー
ド

が
あ
る
。
欧
州
諸
国
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ロ
シ
ア
に
支
配
さ
れ
る
な

ら
、
欧
州
大
陸
全
体
の
安
保
バ
ラ
ン
ス
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
認
識
し
て
お
り
、
全
力
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
え
る
。
ト
ラ
ン
プ

が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
不
利
な
合
意
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
書
い
た
。

ロ
シ
ア
の
独
立
系
政
治
専
門
家
、
タ
チ
ア
ナ
・
ス
タ
ノ
バ
ヤ
氏

は
カ
ー
ネ
ギ
ー
国
際
平
和
財
団
へ
の
寄
稿
で
、
「
プ
ー
チ
ン
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
対
立
が
米
露
関
係
正
常
化
を
妨
げ
な
い
よ
う
、

ト
ラ
ン
プ
に
架
空
の
譲
歩
や
地
味
な
贈
り
物
を
提
供
し
て
懐
柔
し

て
い
る
」
「
イ
ラ
ン
核
問
題
で
の
協
力
、
国
連
で
の
投
票
行
動
一

致
、
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
で
の
接
近
、
大
使
館
活
動
の
正

常
化
、
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
試
合
な
ど
は
す
べ
て
ク
レ
ム
リ
ン
に
と
っ

て
大
き
な
成
果
と
言
え
る
。
ク
レ
ム
リ
ン
の
見
せ
か
け
の
譲
歩
は

ト
ラ
ン
プ
に
と
っ
て
都
合
が
よ
く
、
そ
の
結
果
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情

勢
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
く
」
と
分
析
し
た （

�）。
同
氏
の
論
考
の

タ
イ
ト
ル
は
、
「

M
a
k
e
T
ru

m
p

F
rien

d
A
g
a
in
」
（
ト
ラ
ン
プ

を
再
び
友
人
に
す
る
）
だ
っ
た
。

同
氏
は
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
「
プ
ー
チ
ン
は
死
に
至
る
ま

で
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
倒
す
た
め
に
戦
う
だ
ろ
う
。

彼
は
こ
の
戦
争
に
強
烈
に
執
着
し
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
望
む

も
の
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
自
国
の
破
滅
が
迫
る
と
信
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
望
む
も
の
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
と
確
信
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
た （

�）。
プ
ー
チ
ン
氏
に
と
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
「
永
久
戦

争
」
で
あ
り
、
政
権
を
去
る
時
ま
で
続
く
と
の
見
立
て
だ
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
も
、
ト
ラ
ン
プ
外
交
へ
の
失
望
感
が
支
配
的
に

な
っ
て
き
た
。
ポ
ド
リ
ャ
ク
大
統
領
顧
問
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
、
「
米
露

首
脳
の
数
回
の
電
話
協
議
を
経
て
も
、
現
状
は
何
も
変
わ
っ
て
い

な
い
。
ト
ラ
ン
プ
氏
の
誤
り
は
、
ロ
シ
ア
が
戦
略
的
ま
た
は
ビ
ジ

ネ
ス
上
の
利
益
の
た
め
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
意
思
が
あ
る
と
推

測
し
て
い
る
こ
と
だ
。
だ
が
、
ロ
シ
ア
の
意
思
は
変
わ
ら
ず
、
そ

の
方
針
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
属
国
化
す
る
こ
と
に
尽
き
る
」
と
書
い

た
。
と
は
い
え
、
戦
争
を
継
続
す
る
上
で
米
国
の
軍
事
援
助
が
不

可
欠
な
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
機
嫌
を
取
り
な
が
ら
関

係
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紙
「
キ
ー
ウ
・
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
」
（
六
月
一

九
日
）
の
オ
レ
グ
・
ス
ホ
フ
記
者
も
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
発
足
か
ら

五
カ
月
を
経
て
、
戦
争
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
中
東
で
終
結
す
る
ど
こ

ろ
か
激
化
し
て
い
る
と
指
摘
。
「
ト
ラ
ン
プ
の
仲
介
外
交
の
失
敗

は
、
多
く
の
専
門
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
の
混
乱
し
、
一
貫

ウクライナ「仲介外交」の破綻43



性
の
な
い
無
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結
果
だ
。
ト
ラ
ン
プ
は
中
立
的

な
仲
介
者
で
は
な
く
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
圧
力
を
か
け
、
中
東
で
は

イ
ス
ラ
エ
ル
を
積
極
的
に
支
援
す
る
。
戦
略
や
長
期
計
画
が
な
く
、

外
交
チ
ー
ム
は
専
門
知
識
に
欠
け
る
。
長
期
戦
略
も
欠
如
し
、
外

部
の
専
門
家
の
意
見
を
聞
こ
う
と
し
な
い
。
結
局
、
ト
ラ
ン
プ
の

関
心
は
個
人
的
な
名
声
と
利
益
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
酷
評

し
た （

�）。

こ
う
し
て
、
多
く
の
識
者
が
憂
慮
す
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
氏

の
思
い
付
き
の
軽
薄
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
外
交
が
、
世
界
の
危
機

を
高
め
て
い
る
。
六
月
二
二
日
の
米
軍
の
イ
ラ
ン
核
施
設
空
爆
も
、

法
的
根
拠
の
怪
し
い
武
力
行
使
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
略
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。
他
の
国
が
脅
威
を
口
実
に
し
て
武

力
行
使
に
踏
み
切
る
前
例
と
な
り
か
ね
ず
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
も

影
を
投
じ
そ
う
だ
。
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『
海
外
事
情
』
一
一
・
一
二
月
号
の
紹
介

刮
目
レ
ポ
ー
ト
米
国
か
ら
見
る
、
い
ま
日
本
に
求
め
ら
れ
る
政
策
馬
渕
磨
理
子

特
集
＝
観
光
依
存
と
い
う
落
と
し
穴

オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
発
生
要
因
と
展
望

内
藤
嘉
昭

都
市
課
題
と
し
て
の
欧
州
の
ツ
ー
リ
ス
ト
問
題

高
松
平
藏

社
会
問
題
化
さ
れ
る
観
光

中
井
治
郎

台
湾
海
峡
両
岸
の
政
治
状
況
に
揺
れ
る

台
湾
で
の
大
陸
観
光
客
の
受
け
入
れ

本
田
善
彦
・
早
田
健
文

タ
イ
の
観
光
産
業
の
発
展

吉
野
文
雄

韓
国
の
観
光
政
策
と
外
交

対
外
関
係
の
観
光
へ
の
影
響

梅
田
皓
士

＊
イ
ス
ラ
エ
ル
の
戦
線
拡
大
の
背
景

野
村
明
史

＊
私
の
一
枚
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
の

�

名
越
健
郎

＊
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
所
だ
よ
り
／
ハ
ラ
ー
ル
・
フ
ァ
ト
ワ
国
際
会
議
出
席

森
伸
生

＊
国
連
に
対
す
る
幻
想
／
パ
キ
ス
タ
ン
で
の
出
来
事
２

髙
橋
博
史

Do☆
危
機
管
理
／
確
率
論
的
に
考
え
る

シ
ャ
ピ
ー
ロ
の
「
適
度
性
原
則
」

遠
藤
哲
也

政
治
家
ム
ハ
ン
マ
ド

�／
ム
ハ
ン
マ
ド
が
目
指
し
た
も
の
野
村
明
史

＊
書
評
／
嶌
信
彦
『
私
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
人
生
』
富
坂

聰
＊

『
海
外
事
情
』
第
七
二
巻
（
二
〇
二
四
年
一
・
二
月
号
～
一
一
・
一
二
月
号
）総
目
次

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



は
じ
め
に

ガ
ザ
戦
争
に
終
結
の
兆
し
は
見
え
な
い
。
第
二
次
ト
ラ
ン
プ

（
D
o
n
a
ld

J.
T
ru

m
p
）
政
権
の
発
足
よ
り
一
日
早
く
発
効
し
た
イ

ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
と
の
停
戦
合
意
は
、
三
月
半
ば
を
過
ぎ
て

破
綻
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
軍
事
作
戦
が
再
開
さ
れ
、
ガ
ザ

の
住
民
は
飢
餓
に

�し
て
い
る （
１
）。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
（
B
en

ja
m
in

N
eta

n
y
a
h
u
）
首
相
に
ガ
ザ
戦
争
の
終
結
を
求
め
、
ガ
ザ
地
区
の
戦

後
構
想
さ
え
提
案
し
た
。
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
は
そ
れ
を
称
賛
し
た

が
、
二
国
家
構
想
を
支
持
す
る
ア
ラ
ブ
諸
国
は
、
猛
反
発
し
て
い
る
。

二
国
家
構
想
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
後
押
し
す
べ
く
、
仏
国
お

よ
び
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
共
同
議
長
国
と
す
る
国
連
の
会
議
が
六

月
一
七
日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
仏
国
は
、
そ
の
機
会
に
、
英
国
や
欧
州
諸
国
に
対
し
て
パ
レ

ス
チ
ナ
国
家
の
承
認
を
働
き
か
け
て
も
い
た （
２
）。
し
か
し
、
こ
の
会

議
は
、
六
月
半
ば
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ラ
ン
の
核
施
設
な
ど
を
攻

撃
し
、
イ
ラ
ン
に
よ
る
報
復
も
生
じ
た
こ
と
か
ら
延
期
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た （
３
）。

こ
う
し
た
展
開
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
ガ
ザ
戦
争
の
終

結
を
含
む
戦
後
構
想
に
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
政
治
主
体
性
へ
の
対

応
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
点
を
含
み
、
ガ
ザ
情
勢
に
関
す
る
第
二
次
ト
ラ
ン

プ
政
権
の
取
組
み
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
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特
集
＝
ト
ラ
ン
プ
２
・
０
半
年
間
の
中
間
決
算

江
﨑
智
絵

（
防
衛
大
学
校
人
文
社
会
科
学
群
国
際
関
係
学
科
准
教
授
）

第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
ガ
ザ
情
勢

―
「
史
上
最
も
イ
ス
ラ
エ
ル
寄
り
」
な
姿
勢
に
み
る
濃
淡



で
は
、
ル
ビ
オ
（
M
a
rco

R
u
b
io
）
国
務
長
官
の
発
言
を
借
り
れ
ば
、

「
史
上
最
も
イ
ス
ラ
エ
ル
寄
り
の
政
権
」
で
あ
る
実
態
を
、
そ
の

ガ
ザ
政
策
に
着
目
し
て
示
し
て
み
た
い （
４
）。

１

�停
戦
合
意
の
発
効
に
至
る
経
緯

ま
ず
は
、
中
東
に
関
す
る
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
最
初
の
外

交
的
成
果
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
と
の
停
戦
合
意
に

つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
立

場
を
確
認
し
て
み
た
い
。
こ
の
停
戦
合
意
の
内
容
は
、
バ
イ
デ
ン

（
Jo

e
B
id
en
）
大
統
領
に
よ
っ
て
、
二
〇
二
三
年
五
月
末
に
自
身

が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
主
張
に
基
づ
い
て
発
表
し
た
停
戦
案
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る （
５
）。
そ
の
停
戦
案
は
三
段
階
か
ら
な

る
も
の
で
、
戦
争
の
完
全
な
停
止
へ
と
至
る
た
め
に
は
、
人
質
の

解
放
や
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
部
分
的
撤
退
を
中
心
と
す
る
第
一

段
階
を
経
て
、
第
二
段
階
へ
移
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

第
三
段
階
は
、
ガ
ザ
地
区
の
復
興
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

そ
の
発
効
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
二
〇
二
五
年
一
月
一
九
日
と
い
う

大
統
領
就
任
式
前
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
政
権
の
発
足
以
前
か
ら

ト
ラ
ン
プ
氏
が
自
ら
、
あ
る
い
は
関
係
者
を
通
じ
て
、
当
事
者
に

働
き
か
け
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
氏

は
二
四
年
七
月
末
、
米
国
議
会
で
の
演
説
の
た
め
に
訪
米
し
て
い

た
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
の
要
請
で
実
施
さ
れ
た
会
談
に
お
い
て
、
自

身
が
大
統
領
選
挙
に
勝
利
し
た
場
合
、
政
権
が
始
動
す
る
ま
で
に

ハ
マ
ー
ス
と
の
戦
争
を
終
え
る
よ
う
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
に
求
め
た

と
い
う （
６
）。
ま
た
、
二
五
年
一
月
初
旬
に
は
、
自
身
の
大
統
領
就
任

ま
で
に
ハ
マ
ー
ス
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
人
質
が
解
放
さ
れ
な
け
れ

ば
中
東
で
大
混
乱
が
起
き
る
、
と
の
「
脅
し
」
と
も
捉
え
ら
れ
る

発
言
が
な
さ
れ
て
い
た （
７
）。

無
論
、
こ
の
合
意
は
、
ト
ラ
ン
プ
陣
営
が
単
独
で
実
現
し
た
も

の
で
は
な
い
。
合
意
の
成
立
は
、
二
〇
二
五
年
一
月
一
五
日
に
仲

介
国
の
カ
タ
ー
ル
、
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
米
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

発
表
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
米
国
に
関
し
て
は
、
バ
イ
デ
ン

前
政
権
の
マ
ク
ガ
ー
ク
（
B
rett

M
cG

u
rk
）
交
渉
官
と
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
ウ
ィ
ト
コ
フ
（
S
tev

e
W

itk
o
ff）
中
東
特
使
ら
の
協
働
で

実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
大
統

領
就
任
前
か
ら
自
身
の
政
権
始
動
ま
で
に
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
よ

う
当
事
者
に
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
バ
イ
デ
ン
政
権
に
と
っ
て
も

交
渉
を
妥
結
さ
せ
る
動
機
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る （
８
）。

二
〇
二
四
年
一
一
月
に
米
大
統
領
選
挙
結
果
が
判
明
し
て
以
降
、

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
に
と
っ
て
も
来
る
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政

権
へ
の
対
応
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。

第二次トランプ政権とガザ情勢47



ゆ
え
に
、
二
四
年
五
月
末
、
バ
イ
デ
ン
前
大
統
領
が
停
戦
合
意
案

を
発
表
し
た
も
の
の
長
ら
く
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
仲
介
者
を
通
じ

た
両
者
の
交
渉
は
、
二
四
年
一
二
月
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
乗
り

気
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
お
い
て
で

す
ら
、
ハ
マ
ー
ス
と
の
合
意
の
締
結
に
向
け
た
楽
観
論
が
聞
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た （
９
）。

し
か
し
、
そ
れ
も
束
の
間
、
交
渉
に
は
一
定
の
進
展
が
あ
っ
た

と
さ
れ
て
も
尚
、
合
意
へ
の
到
達
を
阻
む
隔
た
り
が
双
方
に
存
在

す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た （

�）。
そ
れ
で
も
、
第
二
次
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
発
足
が
明
ら
か
と
な
っ
て
以
降
、
交
渉
に
前
進
と
い
う
動

き
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
お
よ
び

ハ
マ
ー
ス
と
も
に
、
「
圧
力
」
と
も
評
さ
れ
る
米
国
の
存
在
を
意

識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
カ
タ
ー
ル
で
実
施
さ
れ

て
い
た
交
渉
は
、
合
意
成
立
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
の
最
後
の
七
二

時
間
に
、
ガ
ザ
か
ら
の
人
質
の
解
放
と
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
撤
退
に

つ
い
て
の
手
順
な
ど
が
協
議
さ
れ
、
カ
タ
ー
ル
首
相
に
よ
る
記
者

会
見
が
始
ま
る
一
〇
分
前
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
い
う （

�）。

２

�米
国
の
限
定
的
な
圧
力

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
が
仲
介
国
を
介
し
て
停
戦
協
議
を
続

け
て
い
る
最
中
の
二
〇
二
五
年
一
月
半
ば
、
ウ
ィ
ト
コ
フ
特
使
が

イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
問
し
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
と
会
談
し
た
。
そ
の

際
、
ウ
ィ
ト
コ
フ
が
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
に
対
し
て
ト
ラ
ン
プ
か
ら
の
圧

力
を
か
け
、
交
渉
の
進
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
た （

�）。

し
か
し
、
結
果
的
に
こ
う
し
た
米
国
の
圧
力
は
、
停
戦
の
破
綻
を

回
避
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
米
国
か
ら
、
合
意
の
完

全
な
履
行
に
つ
い
て
圧
力
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
の
見

解
が
存
在
す
る （

�）。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
二
〇
二
五
年
三
月
に
ガ
ザ
地

区
へ
の
攻
撃
を
再
開
し
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
そ
れ
が
停
戦

合
意
の
破
綻
を
意
味
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
行

為
を
支
持
し
た （

�）。
こ
こ
に
は
、
停
戦
合
意
が
発
効
す
る
一
方
、
イ

ス
ラ
エ
ル
と
米
国
と
の
間
に
は
戦
闘
の
再
開
が
既
定
路
線
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ

の
形
跡
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
関
係
者
の
言
動
が
あ
る
。

米
国
側
で
は
、
ウ
ォ
ル
ツ
（
M
ik
e
W

a
ltz）
国
家
安
全
保
障
補

佐
官
（
当
時
）
が
ハ
マ
ー
ス
に
つ
い
て
、
組
織
的
な
復
活
が
で
き

な
い
程
に
破
壊
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
見
解
を
表
明
し
、
国
防
長
官

に
指
名
さ
れ
て
い
た
ヘ
グ
セ
ス
（
P
ete

H
eg

seth
）
も
、
イ
ス
ラ
エ

ル
が
ハ
マ
ー
ス
の
全
メ
ン
バ
ー
を
殺
害
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
と

発
言
し
て
い
た
と
い
う （

�）。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
自
身
は
、
政
権
の
発
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足
直
後
に
、
ガ
ザ
戦
争
を
「『
我
々
』
の
戦
争
で
は
な
く
『
彼
ら
』

の
戦
争
で
あ
る
」
と
形
容
し
、
停
戦
が
続
く
か
否
か
は
定
か
で
は

な
い
と
述
べ
て
い
た （

�）。
つ
ま
り
、
停
戦
の
継
続
を
決
め
る
の
は
イ

ス
ラ
エ
ル
で
あ
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

�み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
撤
退
や
支
援
物
資
の

搬
入
な
ど
、
ガ
ザ
戦
争
の
終
結
に
係
わ
る
諸
事
項
は
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
決
定
に
左
右
さ
れ
る
側
面
が
多
分
に
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
停
戦
合
意
を
妥
結
さ
せ
る
う
え
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

同
意
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
政
権
内
に

は
戦
争
継
続
を
支
持
す
る
閣
僚
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ハ

マ
ー
ス
に
身
内
を
人
質
と
し
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
家
族
ら
が
そ
の

解
放
を
優
先
す
る
よ
う
政
府
へ
の
圧
力
を
強
め
る
中
で
も
、
戦
争

の
継
続
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
閣
議
で
ハ
マ
ー
ス
と
の

停
戦
合
意
が
了
承
さ
れ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
説
得
材
料
が
必

要
で
あ
っ
た
。

ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
は
、
ハ
マ
ー
ス
と
の
停
戦
合
意
を
閣
議
に
諮

る
際
、
閣
僚
に
対
し
、
大
統
領
就
任
前
の
ト
ラ
ン
プ
氏
か
ら
ハ
マ
ー

ス
が
合
意
を
順
守
し
な
い
場
合
に
は
戦
闘
を
再
開
す
る
こ
と
の
保

証
を
得
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
と
い
う （

�）。
ま
た
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
は
、

停
戦
合
意
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
バ
イ
デ
ン
政
権
下

で
科
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
弾
薬
供
給
に
関
す
る
制
約
を

す
べ
て
解
除
す
る
こ
と
を
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
決
定
し
た
と
も
主
張

し
た
と
さ
れ
て
い
る （

�）。

第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
発
足
前
日
に
発
効
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル

と
ハ
マ
ー
ス
と
の
停
戦
合
意
に
は
、
第
一
段
階
の
終
了
後
に
戦
闘

を
再
開
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
含
ま
れ
て
い
た （

�）。
合
意
の
履
行
に

つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
選
好
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
え

る
。
そ
の
た
め
、
米
国
の
圧
力
は
、
あ
く
ま
で
、
選
挙
期
間
中
の

公
約
通
り
、
自
身
の
大
統
領
就
任
ま
で
に
ガ
ザ
の
停
戦
を
実
現
さ

せ
る
と
い
う
点
に
の
み
焦
点
が
据
え
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

３

�ハ
マ
ー
ス
を
め
ぐ
る
齟
齬

こ
の
停
戦
合
意
は
、
ハ
マ
ー
ス
に
と
っ
て
「
痛
み
を
伴
う
譲
歩

（
p
a
in
fu
l
co

n
cessio

n
s）」
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う （

�）。
そ
れ
は
、

ハ
マ
ー
ス
が
そ
れ
ま
で
の
交
渉
で
固
執
し
て
き
た
「
第
一
段
階
で

の
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
完
全
撤
退
」
と
「
完
全
な

停
戦
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
正
式
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
と
い

う
二
つ
の
要
望
を
緩
和
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
交
渉
は
、
そ
の
う

え
で
、
ハ
マ
ー
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
の
刑
務
所
に
拘
束
さ
れ
て

い
る
一
一
〇
名
の
終
身
刑
を
科
さ
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
釈
放
を
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要
求
し
た
こ
と
が
合
意
成
立
に
向
け
た
道
を
拓
い
た
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
と
の
間
に
は
二
〇
二
三
年
一
一
月

末
に
わ
ず
か
一
週
間
と
は
い
え
休
戦
が
実
現
さ
れ
、
人
質
と
パ
レ

ス
チ
ナ
人
囚
人
が
交
換
さ
れ
る
な
ど
、
互
い
が
合
意
で
き
る
「
方

程
式
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た （

�）。

今
次
合
意
の
立
役
者
の
ひ
と
り
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ハ
マ
ー
ス
の
古
参
で
あ
る
ア
ワ
ダ
ッ
ラ
ー
（
N
iza

r
A
w
a
d
a
lla

h
）

と
い
う
人
物
で
あ
る （

�）。
彼
は
、
仲
介
者
と
の
交
渉
で
ハ
マ
ー
ス
側

が
戦
略
的
な
過
ち
を
犯
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
操
作
の
余
地
を
残
さ

な
い
よ
う
に
ハ
マ
ー
ス
の
内
部
協
議
に
頻
繁
に
参
加
し
て
い
た
と

さ
れ
る （

�）。
ま
た
、
彼
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
合
意
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
を
確
か
な
も
の
に
す
べ
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
受
け
入
れ

ざ
る
を
得
な
い
厳
格
な
条
件
を
提
示
し
た
と
も
さ
れ
て
い
る （

�）。
ハ

マ
ー
ス
に
し
て
も
、
自
分
達
に
資
す
る
合
意
内
容
を
確
保
し
よ
う

と
し
て
い
た
。
ガ
ザ
の
住
民
が
ハ
マ
ー
ス
へ
の
怒
り
を
抑
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
の
状
況
に
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る （

�）。
ゆ
え
に
、
ハ
マ
ー
ス
に
と
っ
て
は
、

第
二
段
階
へ
の
移
行
は
何
と
し
て
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ

た
。第
二
段
階
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
合
意
に
基
づ
く
第
一

段
階
の
期
間
が
三
週
間
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
月
九
日
以
降
に

開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ハ
マ
ー
ス
は
、
真
剣
に
そ
の

た
め
の
交
渉
開
始
を
働
き
か
け
た
と
さ
れ
て
い
る （

�）。
し
か
し
、
二

月
に
入
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
と
の
間
に
は
互
い
に
相
手

が
合
意
に
違
反
し
て
い
る
と
の
非
難
合
戦
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
過
程
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
合
意
違
反
を
訴
え
た
ハ

マ
ー
ス
は
、
人
質
の
解
放
を
延
期
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
み
な
ら
ず
米
国
か
ら
も
ハ
マ
ー
ス

へ
の
批
判
が
噴
出
し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
合

意
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
ら
発
言
し
た （

�）。
最
終
的
に
ハ
マ
ー

ス
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
人
質
を
解
放
し
た
が
、
第
二
段
階
に
向

け
た
交
渉
に
は
何
ら
進
展
が
な
か
っ
た
。

二
〇
二
五
年
三
月
初
旬
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
は
、
停
戦
を
五
〇

日
間
延
期
す
る
と
い
う
ウ
ィ
ト
コ
フ
特
使
の
提
案
を
受
け
入
れ
る

と
述
べ
る
一
方
、
ハ
マ
ー
ス
が
反
対
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
は
、
ハ
マ
ー
ス
が
支
援
物
資
を
強
奪

し
、
テ
ロ
の
財
源
と
し
て
い
る
と
し
て
、
ガ
ザ
地
区
へ
の
支
援
物

資
の
搬
入
を
停
止
す
る
と
し
た （

	）。
そ
の
直
後
、
人
質
問
題
を
所
掌

す
る
米
国
の
ボ
ー
ラ
ー
（
A
d
a
m

B
o
eh

ler）
特
使
が
ハ
マ
ー
ス
と

直
接
交
渉
し
、
生
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
人
質
の
米
国
人
男
性
一

名
の
解
放
お
よ
び
四
名
の
遺
体
の
返
還
に
つ
い
て
協
議
し
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た （


）。
米
国
は
、
二
月
初
旬
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
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し
て
ハ
マ
ー
ス
と
の
直
接
交
渉
の
実
施
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
を

伝
え
て
い
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
実
施
し
な
い
よ
う
求
め
た
と
い

う （

�）。し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
人
質
の
解
放
と
と
も
に
ガ
ザ
戦

争
の
終
結
に
向
け
た
仲
介
に
積
極
的
な
姿
勢
を
有
す
る
な
か
、
米

国
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
事
前
に
通
告
す
る
こ
と
な
く
ハ
マ
ー
ス
と

の
直
接
交
渉
を
実
施
し
た
。
し
か
も
、
協
議
の
焦
点
は
、
イ
ス
ラ

エ
ル
と
の
二
重
国
籍
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
兵
役
中
に
ハ
マ
ー

ス
に
拘
束
さ
れ
た
米
国
人
男
性
の
釈
放
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
は
、
米
国
が
人
質
と
な
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル

人
で
は
な
く
米
国
人
の
み
の
解
放
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
に
と
っ
て
は
打
撃
と
な
る
と
の
懸
念
が
表

明
さ
れ
た （

�）。

こ
の
事
例
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
イ
ス
ラ
エ
ル
寄
り
の
立
場
を

有
す
る
一
方
、
そ
れ
が
常
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
言
動
を
規
定
す
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
に
は
、
優
先
す
べ
き
自
ら
の
利
益
も
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
反
対
を
受
け
、
ボ
ー
ラ
ー
は
特
使
と
し
て
イ
ス

ラ
エ
ル
人
の
人
質
解
放
に
関
与
す
る
役
割
か
ら
降
ろ
さ
れ
た （

�）。
交

渉
自
体
も
停
止
さ
れ
た
。
最
終
的
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー
ス
と

の
停
戦
協
議
は
、
第
一
段
階
と
し
て
合
意
し
た
以
上
の
人
質
の
解

放
を
要
求
さ
れ
た
ハ
マ
ー
ス
が
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
で
、

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ハ
マ
ー
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
攻
撃
を
検
討
し

て
い
る
と
主
張
し
、
停
戦
合
意
は
破
綻
し
た （

�）。

４

�ガ
ザ
の
戦
後
構
想
に
み
る
ト
ラ
ン
プ
節

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
停
戦
合
意
の
履
行
が
進
め
ら
れ
て
い
た

二
〇
二
五
年
一
月
末
、
ガ
ザ
地
区
が
「
解
体
現
場
（
d
em

o
litio

n

site）」
で
あ
る
と
の
認
識
を
表
明
し
、
ヨ
ル
ダ
ン
お
よ
び
エ
ジ
プ

ト
に
よ
る
ガ
ザ
住
民
の
受
入
れ
を
要
請
し
た （

�）。
ト
ラ
ン
プ
は
そ
の

後
、
二
月
初
旬
に
、
自
身
就
任
後
初
の
外
国
要
人
と
し
て
訪
米
し

た
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
と
の
会
談
後
の
共
同
記
者
会
見
で
、
米
国
が

長
期
に
わ
た
り
ガ
ザ
地
区
を
所
有
し
、
住
民
を
他
国
に
永
続
的
に

移
住
さ
せ
る
と
と
も
に
、
米
国
の
管
理
下
で
ガ
ザ
を
開
発
す
る
こ

と
を
提
案
し
た （

�）。
ト
ラ
ン
プ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
「
リ
ビ
エ
ラ
」
の
よ
う
に
開
発
さ
れ
る
ガ
ザ
地
区
、
で
あ
っ
た
。

米
国
は
そ
れ
を
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
ガ
ザ
か
ら
追
放
し
て
実
現
す

る
意
向
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
米
国
内
か
ら
も
、
米

国
と
い
う
民
主
主
義
国
家
の
指
導
者
が
そ
の
よ
う
な
強
制
移
住
を

主
導
し
た
と
な
れ
ば
、
独
裁
者
に
よ
る
少
数
民
族
に
対
す
る
大
規

模
な
民
族
浄
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
口
実
を
与
え
る
こ
と
に
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な
る
と
し
て
、
懸
念
が
表
明
さ
れ
た （

�）。

パ
レ
ス
チ
ナ
に
と
っ
て
ガ
ザ
地
区
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
の
一

部
を
な
す
領
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
提
示

し
た
ガ
ザ
の
戦
後
構
想
は
、
米
国
が
最
早
二
国
家
構
想
を
支
持
し

て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ハ
マ
ー
ス
は
、
リ
ビ
エ
ラ
化
構
想

に
反
発
し
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
（
M
a
h
m
o
u
d
A
b
b
a
s）

大
統
領
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
ホ
ス
ト
国
と
し
て
名
指
し
さ
れ
た
エ

ジ
プ
ト
や
ヨ
ル
ダ
ン
の
み
な
ら
ず
、
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
も
同
様
の

姿
勢
を
示
し
た
。

二
〇
二
五
年
三
月
初
旬
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
の
ア
ラ
ブ
首
脳
会

談
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
が
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
ガ
ザ
戦
後
構
想
の
代

替
案
と
し
て
提
示
し
た
ガ
ザ
地
区
の
再
建
構
想
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
た
。
エ
ジ
プ
ト
案
は
、
暫
定
措
置
、
再
建
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
三
段
階
か
ら
な
る
。
期
間
は
最
長
五
年
で
、
費
用
総
額
は
五
三

〇
億
ド
ル
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
暫
定
措
置
で
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ

自
治
政
府
の
管
理
の
下
で
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
か
ら
な
る
委
員
会
が

設
立
さ
れ
、
再
建
に
向
け
た
が
れ
き
の
撤
去
な
ど
を
担
う
。
ま
た
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
ヨ
ル
ダ
ン
が
パ
レ
ス
チ

ナ
警
察
に
対
す
る
訓
練
を
実
施
し
ガ
ザ
に
配
置
す
る
こ
と
や
、
国

連
安
保
理
に
対
し
て
ガ
ザ
へ
の
国
際
平
和
維
持
部
隊
の
派
遣
を
要

請
す
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た （

�）。

米
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ア
ラ
ブ
諸
国
に
よ
る
ガ
ザ
再
建
構
想

に
反
対
し
た （

�）。
五
月
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
訪
問
先
の
カ
タ
ー

ル
で
、
米
国
が
ガ
ザ
を
取
得
し
、
そ
こ
を
「
自
由
区
（
freed

o
m

zo
n
e）」
と
す
る
と
発
言
し
た （

�）。

ガ
ザ
地
区
の
戦
後
構
想
に
は
、
統
治
主
体
の
問
題
も
絡
む
た
め
、

二
国
家
構
想
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
解
決

策
と
連
動
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
二
〇
二
五
年

六
月
に
な
さ
れ
た
ハ
ッ
カ
ビ
ー
（
M
ik
e
H
u
ck

a
b
ee）
駐
イ
ス
ラ
エ

ル
米
国
大
使
の
発
言
内
容
が
懸
念
さ
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
ハ
ッ

カ
ビ
ー
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
述
べ
た
、
パ
レ

ス
チ
ナ
国
家
は
、
世
界
が
一
般
的
に
パ
レ
ス
チ
ナ
と
認
識
し
て
い

る
領
域
に
樹
立
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
て
い
る
領
域
の
六
四
四
倍
も
の
土
地
を
有
す
る
ム
ス
リ
ム
国

家
に
よ
る
べ
き
と
の
発
言
で
あ
る （

�）。
ま
た
、
ハ
ッ
カ
ビ
ー
は
、
ブ

ル
ー
ム
バ
ー
グ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
際
、
カ
メ
ラ
が
回
っ

て
い
な
い
場
面
で
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
米
国
の
政
策
と
し
て
二
国

家
構
想
を
支
持
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
れ
た
際
、
支
持
し
て
い

な
い
と
の
見
方
を
表
明
し
た
と
さ
れ
て
い
る （

�）。

パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
政
治
主
体
性
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ

ナ
と
の
和
平
交
渉
の
重
要
な
議
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
パ
レ
ス

チ
ナ
は
独
立
国
家
の
樹
立
を
最
終
的
な
帰
着
点
と
し
て
き
た
が
、
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イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
合
意
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
二
国
家
構
想
の
実

現
可
能
性
を

�ん
で
き
た
。
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
政
権
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
川

西
岸
地
区
お
よ
び
ガ
ザ
地
区
で
の
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
の
樹
立
に
真
っ

向
か
ら
反
対
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
リ
ヴ
ィ
ッ
ト

（
K
a
ro
lin

e
L
ea

v
itt）
報
道
官
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
も
は
や
二
国

家
構
想
を
支
持
し
て
い
な
い
の
か
否
か
と
い
う
質
問
へ
の
明
確
な

回
答
は
避
け
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
最
重
要
事
項
が
ガ
ザ
戦
争
を

終
結
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
に
留
め
た （

�）。

５

�浮
か
び
上
が
る
差
異

五
月
半
ば
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
カ
タ
ー

ル
お
よ
び
Ｕ
Ａ
Ｅ
を
訪
問
し
た
。
そ
の
機
会
に
合
わ
せ
、
ハ
マ
ー

ス
は
、
三
月
に
米
国
と
の
直
接
交
渉
で
協
議
し
た
経
緯
の
あ
っ
た

米
国
人
の
人
質
一
名
を
解
放
し
た
。
三
月
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
停

戦
合
意
が
破
綻
し
て
以
降
、
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た （

�）。
ト
ラ
ン

プ
は
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
停
戦
を
実
現
す
る
た

め
の
外
交
的
な
取
組
み
を
加
速
さ
せ
た
い
意
向
を
示
し
た （

�）。
そ
れ

に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
カ
タ
ー
ル
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー

ス
と
の
停
戦
交
渉
が
再
開
さ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
た （

�）。

一
方
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
三
月
に
ハ
マ
ー
ス
と
の
停
戦
を
破
棄

し
て
以
降
、
軍
事
作
戦
を
強
化
し
て
き
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
防
軍

の
参
謀
長
お
よ
び
国
防
相
人
事
が
刷
新
さ
れ
た
こ
と
で
、
イ
ス
ラ

エ
ル
は
、
ガ
ザ
地
区
に
対
す
る
占
領
を
含
む
よ
り
攻
撃
的
な
軍
事

作
戦
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る （

�）。
停
戦
交
渉
は
、
一

新
さ
れ
た
軍
事
作
戦
が
続
く
最
中
に
再
開
さ
れ
た
。

停
戦
交
渉
の
再
開
と
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に

は
、
カ
タ
ー
ル
で
の
停
戦
交
渉
の
失
敗
に
備
え
、
「
第
三
段
階

�

ガ
ザ
の
完
全
な
占
領
」
と
名
付
け
ら
れ
た
計
画
が
存
在
す
る
と
英

国
の
『
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
紙
』
が
報
じ
た （

	）。
そ
の
計
画
に
よ

れ
ば
、
ガ
ザ
地
区
は
、
北
部
、
中
部
お
よ
び
南
部
に
分
割
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
部
隊
が
封
鎖
し
、
人
の
移
動
や
物
資
の

搬
入
な
ど
が
全
て
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る （


）。

ガ
ザ
地
区
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
作
戦
が
激
化
し
て
い

る
こ
と
を
受
け
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
も
、
事
態
を
早
急
に
収
束
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
確
認
す
る
意
向
を
表
明
し
た
。
ト
ラ
ン
プ
の

こ
の
発
言
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
国
際
的
な
孤
立
を
深
め
て
い
る
証

左
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
れ
た （

�）。

ま
た
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
の
間
に
は
、
ガ

ザ
政
策
を
め
ぐ
る
溝
が
生
じ
た
と
指
摘
さ
れ
た （

�）。
ト
ラ
ン
プ
は
、

ハ
マ
ー
ス
に
支
援
物
資
が
渡
ら
な
い
よ
う
な
配
布
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

実
施
を
支
持
し
、
ガ
ザ
住
民
に
よ
る
人
道
支
援
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
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推
進
す
べ
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
軍
事
作
戦
が
状
況
を
悪
化
さ

せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
求
め
た
。
人
道
支
援
物
資
の
配
布
に
つ
い

て
は
、
国
連
主
導
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
承
認
し
た
米
国
の

団
体
で
あ
る
「
ガ
ザ
人
道
財
団
（
Ｇ
Ｈ
Ｆ
）」
が
実
施
す
る
と
さ
れ

た （

�）。
Ｇ
Ｈ
Ｆ
は
、
食
糧
の
み
を
配
布
し
て
お
り
、
国
連
な
ど
は
、

食
糧
が
武
器
化
さ
れ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る （

�）。
一
方
ネ
タ
ニ
ヤ

フ
は
、
米
国
と
共
同
で
実
施
す
る
新
た
な
支
援
シ
ス
テ
ム
に
は
支

持
を
表
明
す
る
も
の
の
、
ガ
ザ
住
民
の
犠
牲
が
拡
大
す
る
な
か
に

あ
っ
て
も
、
ハ
マ
ー
ス
に
対
す
る
一
切
の
譲
歩
を
否
定
し
、
軍
事

作
戦
を
続
行
す
る
構
え
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
の
間
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
好
ま
し
い
と
す
る
ガ
ザ
政
策
に
差
異
が
生
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
両
者
の
間
の
溝
は
、
米
国
が
イ
ラ
ン
と
の

核
合
意
を
め
ぐ
る
交
渉
を
実
施
す
る
こ
と
に
加
え
、
ガ
ザ
戦
争
以

降
、
イ
エ
メ
ン
を
拠
点
に
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
攻
撃
を
続
け
る
フ
ー

シ
ー
派
と
停
戦
を
締
結
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
深
ま
っ
た
と

さ
れ
る （

�）。

お
わ
り
に

ガ
ザ
戦
争
へ
の
対
応
を
中
心
と
す
る
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の

動
向
に
は
、
確
か
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
寄
り
」
と
い
え
る
側
面
が
確

認
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
月
に
発
効
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ー

ス
と
の
停
戦
合
意
に
つ
い
て
、
戦
闘
再
開
を
視
野
に
入
れ
て
お
く

こ
と
へ
の
了
解
や
二
国
家
構
想
を
葬
り
去
る
か
の
よ
う
な
ガ
ザ
の

戦
後
構
想
の
提
示
な
ど
に
顕
著
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
の
間
に
は
、
徐
々

に
対
立
的
な
側
面
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
米
国
が
一
九
九
七
年
に
テ
ロ
組
織
に
指
定
し
た

ハ
マ
ー
ス
と
の
直
接
交
渉
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
顕

在
化
し
た
。

と
は
い
え
、
両
国
の
間
に
は
、
ハ
マ
ー
ス
を
壊
滅
さ
せ
る
必
要

性
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
が
軍
事
作
戦
を
実

施
す
る
根
拠
と
し
て
正
当
な
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
節
が
あ

る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
軍
事
作
戦
の
可
及

的
速
や
か
な
終
結
を
主
張
し
続
け
て
い
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
公

然
と
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
圧
力
と
も
な
ら

な
い
。

六
月
半
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ラ
ン
の
核
施
設
な
ど
を
狙
っ
た

攻
撃
を
行
っ
た
が
、
そ
の
直
前
に
実
施
さ
れ
た
両
者
の
電
話
会
談

で
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
に
ガ
ザ
戦
争
を
停

止
す
る
よ
う
求
め
る
一
方
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
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領
に
イ
ラ
ン
と
の
核
交
渉
を
止
め
る
よ
う
求
め
た
と
い
う （

�）。
恐
ら

く
両
者
の
対
立
も
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
寄
り
」
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
と

い
う
大
前
提
を
崩
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
米
国
と

イ
ス
ラ
エ
ル
が
一
定
の
共
通
認
識
の
上
に
立
つ
か
ら
こ
そ
、
ガ
ザ

地
区
を
め
ぐ
っ
て
は
、
細
か
な
優
先
事
項
の
差
が
「
イ
ス
ラ
エ
ル

寄
り
」
の
程
度
の
濃
淡
と
し
て
際
立
っ
て
し
ま
う
と
い
う
構
図
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
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は
じ
め
に

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
二
回
目
の
大
統
領
に
就
任
す
る
直
前

の
二
〇
二
四
年
一
二
月
末
に
、
ト
ラ
ン
プ
を
支
え
る
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
運

動
に
か
か
わ
る
人
物
た
ち
の
中
で
、
一
つ
の
論
争
が
巻
き
起
こ
っ

た
。
そ
れ
は
、
高
技
能
移
民
労
働
者
に
対
す
る
短
期
就
労
ビ
ザ
、

Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
極
右
活
動
家
の
ロ
ー

ラ
・
ル
ー
マ
ー
が
一
二
月
二
四
日
に
Ｘ
上
で
、
ト
ラ
ン
プ
が
人
工

知
能
（
Ａ
Ｉ
）
政
策
顧
問
と
し
て
任
命
し
た
イ
ン
ド
系
の
投
資
家

の
ス
リ
ラ
ム
・
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
を
非
難
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
っ

た
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
は
、
二
三
年
一
一
月
に
Ｘ
に
グ
リ
ー
ン
カ
ー

ド
の
制
限
緩
和
を
し
て
熟
練
移
民
を
解
き
放
つ
べ
き
と
投
稿
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ル
ー
マ
ー
は
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
の
よ
う
な
左
翼
を

政
権
の
一
員
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
り
、

ト
ラ
ン
プ
の
ア
メ
リ
カ
第
一
主
義
（
A
m
erica

F
irst）

に
背
く
も

の
で
あ
る
と
断
じ
た （
１
）。

こ
こ
か
ら
ト
ラ
ン
プ
を
支
え
る
陣
営
の
中
で
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
を

め
ぐ
る
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
ル
ー
マ
ー
の
批
判
に
反
論
し
た

の
が
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
ア
メ
リ
カ
へ
の
移

民
で
あ
り
、
か
つ
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
の
下
で
働
い
た
経
験
が
あ
り
、

彼
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
務
め
る
テ
ス
ラ
は
多
く
の
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
を
雇

用
し
て
い
た
。
マ
ス
ク
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
「
非
常

に
優
秀
で
や
る
気
の
あ
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
大
変
不
足
し
て
い
る
」
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状
況
を
埋
め
合
わ
せ
る
の
に
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

理
解
で
き
な
い
者
た
ち
と
は
「
戦
う
つ
も
り
で
あ
る
」
と
述
べ
た （
２
）。

こ
の
論
争
に
は
、
イ
ン
ド
系
ア
メ
リ
カ
人
２
世
の
実
業
家
で
、
当

初
は
マ
ス
ク
と
共
同
で
政
府
効
率
化
省
の
議
長
と
な
る
予
定
で
あ
っ

た
ビ
ベ
ッ
ク
・
ラ
マ
ス
ワ
ミ
も
参
加
し
た
。
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
は
、

数
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
優
勝
者
よ
り
プ
ロ
ム
・
ク
イ
ー
ン
を
た
た

え
る
よ
う
な
、
優
秀
さ
よ
り
平
凡
さ
を
あ
が
め
る
文
化
が
あ
り
、

そ
れ
が
原
因
で
優
れ
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
と
Ｈ
―
１
Ｂ
の
必
要
性
を
論
じ
た （
３
）。

こ
う
し
た
Ｈ
―
１
Ｂ
擁
護
論
者
の
議
論
に
反
論
し
た
の
が
、
第

一
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
成
立
当
初
に
首
席
戦
略
官
を
つ
と
め
た
ス
テ
ィ
ー

ブ
ン
・
バ
ノ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

い
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
企
業
が
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
を
犠
牲
に
し

て
外
国
か
ら
安
価
な
労
働
者
を
連
れ
て
く
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

も
の
で
あ
り
、
「
完
全
な
詐
欺
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
移
民
の
強

制
送
還
計
画
の
一
環
と
し
て
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
の
保
有
者
も
強
制
送

還
す
べ
き
と
訴
え
た
。
ま
た
マ
ス
ク
個
人
に
対
し
て
も
、
「
地
球

規
模
の
テ
ク
ノ
封
建
主
義
」
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
と
非
難
し
た （
４
）。

ト
ラ
ン
プ
自
身
は
、
こ
の
論
争
に
関
し
て
、
一
二
月
二
八
日
に

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ポ
ス
ト
』
紙
の
取
材
に
、
Ｈ
―
１
Ｂ
は
素
晴
ら

し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
、
自
分
は
信
じ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る （
５
）。
こ

の
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
は
事
前
の
予
想
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た （
６
）。

ト
ラ
ン
プ
は
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
時
に
は
Ｈ
―
１
Ｂ
を
厳
し

く
批
判
し
、
そ
の
後
、
実
際
に
第
一
期
政
権
は
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
の

発
給
に
対
し
て
制
限
的
な
施
策
を
行
っ
て
き
た （
７
）。
た
だ
、
二
〇
二

四
年
の
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
を
受
け
て
、
第
二
期
政
権
で
は
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
企
業
の
経
営
者
た
ち
の
影
響
力
か
ら
親
Ｈ
―
１
Ｂ
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
変
化
を
予
想
（
期
待
）
す
る
声
も
あ
が
っ

た （
８
）。
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
、
移
民
労
働
者
政
策
、
短
期
就
労

ビ
ザ
政
策
は
、
ど
ち
ら
を
向
く
の
か
。
反
移
民
政
策
の
流
れ
の
中

で
第
一
期
と
同
様
に
制
限
的
な
方
向
に
進
む
の
か
。
そ
れ
と
も
、

ハ
イ
テ
ク
産
業
や
移
民
労
働
力
を
必
要
と
す
る
業
界
の
意
向
を
踏

ま
え
、
Ｈ
―
１
Ｂ
の
役
割
を
認
め
、
拡
充
へ
と
向
か
う
の
か
。

ま
た
短
期
就
労
ビ
ザ
に
関
し
て
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
動

向
が
影
響
す
る
の
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
詳
し
く

は
後
述
す
る
が
、
短
期
就
労
ビ
ザ
に
は
他
に
も
い
く
つ
か
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
非
農
業
部
門
に
お
い
て
Ｈ
―
１

Ｂ
と
と
も
に
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
で
多
く
の
枠
を
持
つ
の

が
、
Ｈ
―
２
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
と

は
異
な
り
、
高
度
な
技
能
・
知
識
を
必
要
と
し
な
い
職
種
の
仕
事

に
対
し
て
外
国
か
ら
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
際
に
発
給
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
を
雇
う
こ
と
が
で
き
ず
、
季
節
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的
な
ど
需
要
の
変
動
が
激
し
い
職
種
で
主
に
用
い
ら
れ
る （
９
）。
Ｈ
―

２
Ｂ
ビ
ザ
の
発
給
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
制
限
が
か
け
ら
れ
る
の

か
否
か
は
大
き
な
論
点
と
な
る
。
現
在
、
大
規
模
な
移
民
取
り
締

ま
り
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
予
想
さ

れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
短
期
就
労
ビ
ザ
制
度
に
着
目

し
、
そ
の
特
徴
を
概
観
し
た
後
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
就
任

後
の
展
開
を
見
る
こ
と
で
、
こ
の
分
野
で
の
政
権
の
性
格
を
検
討

し
て
み
た
い
。

１

�短
期
就
労
ビ
ザ
制
度
と
ア
メ
リ
カ
経
済

�

移
民
労
働
力
と
短
期
就
労
ビ
ザ

現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
の
受
け
入
れ
数
は
、
ア
メ
リ
カ
史
上

最
も
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る （

�）。
移
民
の
増
加
は
、
移
民
法
が
改

正
さ
れ
た
一
九
六
五
年
以
降
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
現
在
ま
で
、

中
南
米
系
、
ア
ジ
ア
系
を
中
心
に
続
い
て
き
た
。
こ
の
傾
向
は
、

経
済
面
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
移
民
労
働
力
に
依
拠
す
る
割

合
は
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
労
働
力
人
口
に
対
す
る
外
国
生
ま

れ
労
働
者
の
比
率
は
、
七
〇
年
時
点
で
四
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、

二
〇
二
三
年
で
は
一
八
・
六
％
と
な
っ
た
。
こ
の
比
率
は
分
野
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
二
三
年
時
点
の
各
産
業
の
就
業

者
数
の
中
で
の
外
国
生
ま
れ
就
業
者
の
比
率
に
関
し
て
、
最
も
高

い
の
が
建
設
業
で
二
八
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
以
下
、
専
門
・

ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
業
で
二
二
・
九
％
、
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
が

二
一
・
九
％
、
運
輸
・
公
益
事
業
が
二
一
・
四
％
、
レ
ジ
ャ
ー
・

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
二
一
・
〇
％
、
製
造
業
で
二
〇
・
二
％
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
分
野
に
よ
っ
て
は
、
就
業
者
の
二
割
か
ら

三
割
近
く
を
移
民
労
働
力
に
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
る （

�）。

移
民
労
働
者
の
増
大
の
背
後
に
は
移
民
労
働
力
へ
の
需
要
の
増

大
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
就
労
ビ
ザ
が
整
備
さ
れ
て
き
た
。

現
在
の
非
農
業
部
門
で
移
民
労
働
者
向
け
の
短
期
就
労
ビ
ザ
と
し

て
重
要
な
の
は
、
高
技
能
職
向
け
の
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
と
、
高
技
能

以
外
の
季
節
的
短
期
労
働
者
向
け
の
Ｈ
―
２
Ｂ
ビ
ザ
で
あ
る （

�）。

ま
ず
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
は
、
ア
メ
リ
カ
経
済
の
国
際
競
争
力
を
高

め
る
た
め
の
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
高
度
な
技

能
・
職
能
を
有
す
る
高
技
能
労
働
者
に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ビ
ザ
は
高
度
な
知
識
や
技
能
を
必
要
と
す
る
職
種
向
け
の
も

の
で
あ
る
。
最
も
多
く
発
給
さ
れ
た
の
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の

仕
事
で
あ
り
二
〇
二
四
会
計
年
度
で
六
三
・
九
％
と
圧
倒
的
で
あ

る
（
第
二
位
の
建
築
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
測
量
が
一
〇
・
二
％
と
な
っ

て
い
る （

�））。
ビ
ザ
の
申
請
は
雇
用
主
（
企
業
）
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 60



て
行
わ
れ
る
が
、
発
給
数
で
上
位
を
占
め
る
の
は
ビ
ッ
グ
・
テ
ッ

ク
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
Ｉ
Ｔ
系
の
大
企
業
で
あ
る
。
二
五
会
計
年

度
で
最
も
多
く
の
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
の
承
認
を
受
け
た
の
が
ア
マ
ゾ

ン
で
九
二
六
五
件
で
あ
っ
た
。
二
位
に
イ
ン
ド
系
Ｉ
Ｔ
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
会
社
の
コ
グ
ニ
ザ
ン
ト
（
六
三
二
一
件
）
で
あ
り
、
続
い
て
、

グ
ー
グ
ル
、
メ
タ
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
、
ア
ッ
プ
ル
が
続
く （

�）。

Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
で
特
徴
的
な
の
が
そ
の
出
身
国
の
偏
り
で
あ

る
。
Ｈ
―
１
Ｂ
保
有
者
の
七
一
％
が
イ
ン
ド
出
身
者
で
あ
る
（
二

〇
二
四
会
計
年
度
）。
二
番
目
の
中
国
出
身
者
が
一
一
・
七
％
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
国
は
一
％
台
以
下
と
な
っ
て
い
る （

�）。
Ｈ
―
１
Ｂ

ビ
ザ
に
応
募
す
る
に
は
大
学
卒
業
以
上
の
学
位
が
必
要
と
な
り
、

ビ
ザ
の
有
効
期
限
は
三
年
間
（
更
新
一
回
可
能
）
で
あ
る
。
各
会
計

年
度
（
一
〇
月
一
日
～
九
月
三
〇
日
）
で
の
新
規
発
給
数
の
上
限
は
六

万
五
〇
〇
〇
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
六
年
以
降
は
ア
メ
リ

カ
の
大
学
院
出
身
者
向
け
に
二
万
件
の
追
加
枠
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
大
学
や
非
営
利
団
体
な
ど
で
の
研
究
職
は
上
限
に
は

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
実
質
的
に
は
新
規
発
給
枠
上
限

の
八
万
五
〇
〇
〇
件
を
大
幅
に
上
回
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
二

四
会
計
年
度
の
新
規
承
認
数
は
一
四
万
一
二
〇
五
件
で
あ
っ
た
。

Ｈ
―
１
Ｂ
は
高
技
能
を
有
す
る
人
材
を
対
象
と
す
る
た
め
、
ア

メ
リ
カ
企
業
の
国
際
的
な
競
争
力
・
技
術
力
の
高
さ
の
維
持
・
発

展
に
つ
な
が
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
を
雇
用

す
る
こ
と
で
の
企
業
業
績
の
向
上
や
雇
用
の
拡
大
、
彼
ら
自
身
が

起
業
す
る
こ
と
で
の
積
極
的
な
効
果
が
指
摘
さ
れ
る
。
グ
ー
グ
ル

や
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
ビ
ッ
グ
・
テ
ッ
ク
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
も
移
民

が
多
く
、
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
を
取
得
す
る
外
国
人
に
は
ア
メ
リ
カ
の

大
学
や
大
学
院
出
身
者
も
多
い
。
優
秀
な
学
生
・
院
生
・
研
究
者

を
世
界
か
ら
受
け
入
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
高
等
教
育
機
関
（
大

学
）
の
世
界
的
な
競
争
力
、
研
究
・
教
育
水
準
の
高
さ
と
も
つ
な

が
っ
て
お
り
、
留
学
生
受
け
入
れ
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る （

�）。

Ｈ
―
２
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
が
カ
バ
ー
す
る
高
技
能

職
以
外
を
対
象
と
し
た
短
期
就
労
ビ
ザ
制
度
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
観
光
業
、
造
園
業
、
建
設
業
、

林
業
、
魚
・
肉
加
工
業
な
ど
で
主
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二

四
会
計
年
度
の
Ｈ
―
２
Ｂ
ビ
ザ
保
有
者
の
産
業
別
の
割
合
を
見
る

と
、
造
園
業
が
三
一
・
三
％
と
最
も
多
く
、
ホ
テ
ル
・
モ
ー
テ
ル

業
で
八
・
四
％
、
建
物
・
住
居
サ
ー
ビ
ス
業
が
七
・
〇
％
と
続
く （

�）。

ビ
ザ
保
有
者
の
出
身
国
に
つ
い
て
は
、
メ
キ
シ
コ
出
身
者
が
圧

倒
的
に
多
く
（
六
四
・
八
％
）、

ジ
ャ
マ
イ
カ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、

エ

ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
と
続
く
が
ど
こ
も
一
桁
台
で
あ
っ

た （

�）。
ビ
ザ
の
有
効
期
限
は
一
年
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
最
大
で
三

年
間
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
。
各
年
度
の
発
給
上
限
は
六
万
六
〇
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〇
〇
件
で
あ
る
が
、
半
年
ご
と
に
半
分
に
分
け
て
募
集
し
て
い
る
。

ま
た
現
在
は
、
一
定
の
条
件
が
あ
る
も
の
の
追
加
で
六
万
四
七
一

六
件
の
発
給
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
基
本
枠
の
ほ
ぼ

倍
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
度
で
一
三
万
九
五
四
一
件
が
新

規
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。

�

短
期
就
労
ビ
ザ
を
め
ぐ
る
争
点

移
民
政
策
は
、
二
〇
世
紀
末
ま
で
は
党
派
間
で
利
害
が
錯
綜
し
、

共
和
党
・
民
主
党
と
い
う
政
党
別
の
対
立
構
図
で
は
な
い
呉
越
同

舟
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
近
年
は
、
移
民
に
対
し
て
肯
定

的
な
民
主
党
・
リ
ベ
ラ
ル
派
と
、
移
民
に
対
し
て
否
定
的
な
共
和

党
・
保
守
派
と
い
う
党
派
的
な
対
立
・
分
断
の
構
図
が
固
ま
っ
て

い
る
。
移
民
政
策
に
お
い
て
両
者
の
間
で
は
妥
協
の
余
地
が
ほ
ぼ

な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
一
世
紀
に
入
り
、
何
度
と
な

く
連
邦
議
会
で
移
民
制
度
に
関
す
る
包
括
的
な
改
革
法
案
が
提
案

さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
法
案
成
立
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た （

�）。

た
だ
、
短
期
就
労
ビ
ザ
に
関
す
る
議
論
は
、
依
然
と
し
て
微
妙

な
位
置
に
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
Ｈ
―
１
Ｂ
に
対

し
て
、
反
移
民
の
立
場
か
ら
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
は
海
外
か
ら
安
価
な

労
働
力
を
持
ち
込
み
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
の
雇
用
を
阻
害
し
て
い

る
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る （

�）。
実
は
、
こ
う
し
た
Ｈ
―
１

Ｂ
に
対
す
る
批
判
は
、
右
派
だ
け
が
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

左
派
政
治
家
の
バ
ー
ニ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
や
、
左
派
シ
ン
ク
タ
ン

ク
の
経
済
政
策
研
究
所
（
Ｅ
Ｐ
Ｉ
）
の
議
論
で
も
み
ら
れ
る （

�）。
サ

ン
ダ
ー
ス
は
Ｘ
上
で
ト
ラ
ン
プ
陣
営
の
中
で
行
わ
れ
た
論
争
に
直

接
言
及
し
、
Ｈ
―
１
Ｂ
は
上
記
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
お
り

「
マ
ス
ク
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
断
じ
た （

�）。
こ
の
よ
う
に
、
Ｈ
―

１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
性
を
訴
え
る
関
連
企
業
の
経
営
者
た
ち

と
、
そ
の
問
題
点
を
強
調
す
る
左
右
の
政
治
勢
力
と
い
う
構
図
が

み
ら
れ
る
。

そ
し
て
類
似
の
構
図
は
、
も
う
一
つ
の
短
期
就
労
ビ
ザ
で
あ
る

Ｈ
―
２
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
議
論
に
も
見
ら
れ
る
。
Ｈ
―
２

Ｂ
を
利
用
す
る
企
業
の
経
営
者
た
ち
は
、
ビ
ザ
の
発
給
水
準
は
現

状
の
需
要
を
満
た
す
に
は
低
す
ぎ
る
た
め
、
そ
の
拡
充
を
要
求
し

て
き
た
。
他
方
で
、
移
民
権
利
擁
護
団
体
や
労
働
組
合
は
Ｈ
―
２

Ｂ
労
働
者
の
労
働
条
件
の
劣
悪
さ
を
指
摘
し
、
か
れ
ら
の

権
利
を

擁
護
し
、
労
働
条
件
の
改
善
を
訴
え
、
現
状
で
は
Ｈ
―
２
Ｂ
の
発

給
枠
を
増
や
す
べ
き
で
は
な
い
と
論
じ
た （

�）。
こ
の
点
で
、
バ
イ
デ

ン
政
権
の
動
き
は
興
味
深
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
利
害
を
鑑
み
て
Ｈ
―

２
Ｂ
ビ
ザ
の
発
給
枠
を
増
や
し
つ
つ
、
Ｈ
―
２
Ｂ
労
働
者
の
労
働

条
件
の
改
善
に
も
手
を
付
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
両
方
の
要
求
に

対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
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２
�ト

ラ
ン
プ
政
権
の
短
期
就
労
ビ
ザ
政
策

�

第
一
期
ト
ラ
ン
プ
政
権

こ
こ
で
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
短
期
就
労
ビ
ザ
政
策
の
特
徴
を
考

察
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
第
一
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
の
短
期
就

労
ビ
ザ
に
関
す
る
政
策
を
ま
と
め
る
。
第
一
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
で

目
立
っ
た
の
は
Ｈ
―
１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
制
限
的
な
姿
勢
で
あ
っ

た
。
Ｈ
―
２
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
六
月
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
を
理
由
に
（
Ｈ
―
１
Ｂ
も
含
め
て
）

入
国
制
限
を
行
っ
た
以
外
で
は
、
む
し
ろ
一
七
年
以
降
現
在
ま
で

続
く
発
給
上
限
の
追
加
が
行
わ
れ
、
発
給
数
は
増
加
し
て
い
っ
た （

�）。

Ｈ
―
１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
は
、
ビ
ザ
申
請
時
の
審
査
が

強
化
さ
れ
、
制
限
的
な
動
き
が
み
ら
れ
た
。
ト
ラ
ン
プ
は
二
〇
一

六
年
選
挙
時
、
Ｈ
―
１
Ｂ
は
海
外
か
ら
安
価
な
技
術
者
を
連
れ
て

く
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
人
の
高
技
能
労
働
者
を
置
き
換
え
る
も
の

と
し
て
悪
用
さ
れ
て
お
り
、
不
公
平
な
も
の
で
あ
り
廃
止
す
べ
き

と
発
言
し
て
い
た （

�）。
Ｈ
―
１
Ｂ
の
制
度
改
革
や
発
給
上
限
の
削
減

と
い
っ
た
こ
と
に
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
が
、
一
七
年
に
は
ビ
ザ

の
申
請
に
対
し
て
審
査
を
強
化
す
る
措
置
を
盛
り
込
ん
だ
大
統
領

令
「
米
国
製
品
を
購
入
し
、
米
国
人
を
雇
用
せ
よ
（
B
u
y

A
m
erica

n
,
H
ire

A
m
erica

n
）」
を
発
し
た （

�）。

実
際
に
第
一
期
政
権
下
で
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
の
申
請
に
お
い
て
、

追
加
書
類
の
提
出
（
Ｒ
Ｆ
Ｅ
）
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
発
し
、

申
請
の
却
下
率
も
増
加
し
た
。
却
下
率
は
、
オ
バ
マ
政
権
時
の
二

〇
一
五
年
に
六
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
七
年
一
三
％
、
一
八
年

二
四
％
、
一
九
年
二
一
％
と
ト
ラ
ン
プ
政
権
時
に
急
増
し
た
（
バ

イ
デ
ン
政
権
に
な
る
と
二
一
年
四
％
、
二
二
年
二
・
二
％
と
急
減
し
て
い
る （

�））。

こ
の
内
訳
を
み
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
分
か
る
。
イ
ン
ド
系
経
済

紙
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
申
請
の
拒
否
率
に
つ
い
て
、
一
五
年
か
ら
一
九

年
（
の
第
４
四
半
期
）
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
Ｉ
Ｔ
企

業
の
拒
否
率
は
一
％
か
ら
五
％
前
後
へ
の
上
昇
で
と
ど
ま
っ
た
の

に
対
し
て
、
イ
ン
ド
系
Ｉ
Ｔ
企
業
の
拒
否
率
は
、
五
％
前
後
か
ら

三
〇
％
台
か
ら
五
〇
％
台
に
ま
で
急
増
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る （

�）。
ま
た
承
認
数
で
見
て
も
、
い
わ
ゆ
る
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
の
Ｈ
―
１
Ｂ

申
請
の
承
認
件
数
は
、
一
七
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
二
八
％
増

加
し
て
い
る
。
大
幅
に
減
ら
し
た
の
は
、
イ
ン
ド
系
Ｉ
Ｔ
企
業
三

社
（
C
o
g
n
iza

n
t,

In
fo
sy

s,
T
a
ta

C
o
n
su

lta
n
cy

S
erv

ices）
で
あ
っ

た
。
こ
の
三
社
の
承
認
件
数
は
同
時
期
、
五
九
％
減
少
し
た （

�）。

こ
う
し
た
変
化
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
が
圧
倒
的
に
イ
ン
ド
出

身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
系
Ｉ
Ｔ
企
業
を
標

的
に
し
た
と
も
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
両
者
の
違
い
と

第二期トランプ政権と短期就労ビザ63



し
て
重
要
で
あ
っ
た
の
が
、
申
請
す
る
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
の
賃
金

水
準
で
あ
っ
た
。
後
者
の
イ
ン
ド
系
Ｉ
Ｔ
企
業
の
Ｈ
―
１
Ｂ
取
得

者
に
対
す
る
給
与
中
央
値
は
約
八
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
が
提
示
し
た
給
与
の
中
央
値
は
一
二
万
ド
ル
か

ら
一
五
万
ド
ル
と
高
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
政
権

は
、
そ
の
後
、
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
の
最
低
賃
金
を
引
き
上
げ
る
提

案
も
お
こ
な
っ
て
い
る （

�）。
Ｈ
―
１
Ｂ
へ
の
批
判
的
な
議
論
で
は
、

Ｈ
―
１
Ｂ
は
海
外
か
ら
の
安
価
な
労
働
者
を
連
れ
て
き
て
ア
メ
リ

カ
人
労
働
者
の
雇
用
機
会
を
奪
う
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
た
め
、

Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
の
賃
金
水
準
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
こ

の
制
度
の
改
革
の
論
点
と
し
て
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

�

第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権

第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
お
い
て
、
短
期
就
労
ビ
ザ
制
度
の
本

格
的
な
改
革
の
方
向
性
は
見
え
て
き
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
移

民
制
度
や
ビ
ザ
制
度
の
改
革
は
基
本
的
に
立
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
議
会
の
分
断
状
況
を
鑑
み
る

と
こ
の
改
革
を
行
う
た
め
の
法
案
を
制
定
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。

ビ
ザ
制
度
も
含
ん
だ
移
民
制
度
改
革
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
一
世
紀

に
入
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
時
か
ら
何
度
と
な
く

試
み
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
本
格
的
な
制
度
改
革
は
実
現
さ
れ
て

い
な
い
。
二
〇
一
二
年
、
オ
バ
マ
政
権
は
大
統
領
令
で
「
子
供
時

代
に
入
国
し
た
者
に
対
す
る
（
国
外
追
放
）
措
置
の
延
期
（
Ｄ
Ａ
Ｃ

Ａ
）」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
現
さ
せ
た
。
Ｄ
Ａ
Ｃ
Ａ
は
、
オ
バ
マ
政

権
終
了
後
も
、
延
期
や
廃
止
を
め
ぐ
っ
て
移
民
政
策
の
一
つ
の
大

き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
同
じ
よ
う
な
内
容
で
の

立
法
化
が
断
念
さ
れ
た
後
、
大
統
領
令
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た （

�）。た
だ
、
法
改
正
の
現
実
的
可
能
性
が
低
く
て
も
、
移
民
制
度
を

ど
の
よ
う
に
改
革
す
る
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
現
時

点
で
短
期
就
労
ビ
ザ
制
度
に
関
し
て
、
政
策
的
方
向
性
を
明
示
す

る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
政
権
が
行
っ
て
き
た
行
政

的
対
応
を
考
察
し
て
い
く
。
こ
の
間
の
動
向
を
見
る
と
、
基
本
的

に
は
合
法
移
民
に
対
し
て
厳
格
な
対
応
を
行
う
方
向
を
向
い
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る （

�）。

第
二
期
政
権
で
短
期
就
労
ビ
ザ
制
度
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の

が
、
市
民
権
・
移
民
局
（
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
の
申
請
へ
の
審
査
の
強
化
、

厳
格
な
調
査
の
実
施
で
あ
る （

�）。
第
二
期
政
権
の
初
日
に
発
令
さ
れ

た
「
外
国
テ
ロ
リ
ス
ト
、
お
よ
び
そ
の
他
の
国
家
安
全
保
障
と
公

共
の
安
全
へ
の
脅
威
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
守
る
」
と
い
う
大
統
領
令

に
よ
っ
て
、
国
務
省
や
他
の
国
家
機
関
は
、
安
全
保
障
や
国
益
に
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脅
威
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
外
国
人
の
入
国
を
防
ぐ
た
め
、
全
て

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ビ
ザ
申
請
に
対
す
る
審
査
を
最
大
限
、
入
念
に

し
、
ビ
ザ
発
給
を
厳
格
化
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た （

�）。

こ
う
し
た
大
統
領
令
の
も
と
で
ビ
ザ
の
申
請
に
対
し
て
制
限
的

な
対
応
が
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｈ
―
２
Ｂ
ビ
ザ
に
関
し
て
は
、

手
続
き
面
で
対
応
が
迅
速
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
現
状
で
は
、
Ｈ
―
２
Ｂ
発
給
枠
に
対
し
て
申
請
数
が
上
限
に

達
す
る
と
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
が
そ
の
上
限
に
到
達
し
た
こ
と
を
公
表

す
る
。
現
在
は
、
基
本
の
上
限
に
加
え
て
追
加
枠
が
あ
る
が
、
追

加
枠
へ
の
申
請
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
の
は
こ
の
公
表
後
に
な

る （

�）。
通
常
、
こ
の
発
表
は
上
限
到
達
後
一
週
間
程
度
で
行
わ
れ
る
。

し
か
し
、
今
年
度
は
、
三
月
五
日
に
到
達
し
た
と
予
測
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
三
月
二
六
日
ま
で
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
申
請
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
四
月
一
日
か
ら
労
働

開
始
が
可
能
と
な
る
ビ
ザ
で
あ
っ
た
た
め
、
三
月
は
事
業
者
に
と
っ

て
四
月
か
ら
の
事
業
に
お
け
る
労
働
者
確
保
に
と
っ
て
時
間
が
迫
っ

て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
月
五
日
以
前
に
申
請
し
た
事

業
主
に
お
い
て
も
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
上
限
到
達
の
発
表
が
三

月
末
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
三
月
五
日
以
前
に
申
請
し

た
ビ
ザ
の
発
給
手
続
き
が
遅
れ
て
お
り
、
四
月
に
な
っ
て
も
Ｈ
―

２
Ｂ
労
働
者
の
確
保
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
事
業
に
必

要
な
労
働
者
が
足
り
ず
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
急
遽
探
す
も
人
員
の

確
保
が
で
き
ず
、
顧
客
を
失
う
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
た （

�）。
こ

の
よ
う
に
、
Ｈ
―
２
Ｂ
ビ
ザ
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
政

策
構
想
は
二
〇
二
五
年
五
月
時
点
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

が
、
ビ
ザ
の
発
給
を
迅
速
に
行
い
、
労
働
力
需
要
に
対
応
し
よ
う

と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
な
対
応
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。

第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
下
で
、
ビ
ザ
の
発
給
の
抑
制
、
監
視
の

強
化
の
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
が
Ｈ
―
１
Ｂ
へ
の
対
応
で
あ

る
。
ビ
ザ
の
申
請
に
お
い
て
は
、
移
民
法
を
専
門
と
す
る
移
民
弁

護
士
（
事
務
所
）
に
依
頼
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
移
民

法
専
門
の
弁
護
士
事
務
所
や
弁
護
士
が
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
今

年
度
の
政
府
の
対
応
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
か
れ

ら
は
、
申
請
後
の
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
対
応
か
ら
、
審
査
プ
ロ
セ
ス
が

全
体
と
し
て
敵
対
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
や
、
追
加
で
証
拠
提

出
要
求
（
Ｒ
Ｆ
Ｅ
）
の
件
数
と
頻
度
が
増
え
て
い
る
こ
と
、
す
で

に
提
出
し
て
い
る
情
報
を
再
度
請
求
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
証
拠
提
出
要
求
の
中
で
も
、
指
紋
な
ど
の
生
体
認

証
デ
ー
タ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
通

常
Ｈ
―
１
Ｂ
の
申
請
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
が
、

今
年
は
増
え
て
い
る
と
さ
れ
る （

�）。

第
一
期
政
権
の
時
に
、
審
査
の
厳
格
化
の
象
徴
と
し
て
取
り
上
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げ
た
拒
否
率
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
明
ら
か
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
現
時
点
で
厳
格
化
の
数
字
上
の
証
拠
が
あ

る
訳
で
は
な
い
が
、
前
述
の
大
統
領
令
に
お
け
る
審
査
の
強
化
の

指
示
と
前
述
の
移
民
弁
護
士
の
対
応
か
ら
、
実
際
に
審
査
過
程
で

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

第
二
期
政
権
の
開
始
数
カ
月
の
時
点
で
は
、
短
期
就
労
ビ
ザ
に

関
し
て
、
包
括
的
な
政
策
指
針
が
明
確
に
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。

た
だ
、
こ
う
し
た
制
限
的
な
対
応
が
続
く
と
、
企
業
は
ア
メ
リ
カ

国
内
の
労
働
力
需
要
に
対
応
で
き
な
い
事
態
に
直
面
す
る
。
そ
し

て
、
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
に
か
か
わ
っ
て
は
高
技
能
の
人
材
と
仕
事
が

海
外
に
流
出
し
、
ア
メ
リ
カ
（
企
業
）
の
競
争
力
を
損
な
う
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
る （

�）。

３

�移
民
取
り
締
ま
り
強
化
、
留
学
生
規
制
強
化
の
影
響

移
民
政
策
関
連
で
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
お
い
て
こ
れ
ま
で

注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
短
期
就
労
ビ
ザ
に
関
す
る
も
の
で
は
な

く
、
非
正
規
移
民
の
取
り
締
ま
り
や
留
学
生
に
関
連
す
る
政
策
で

あ
っ
た
ろ
う
。
非
正
規
移
民
取
り
締
ま
り
と
即
時
の
強
制
送
還
、

合
法
的
滞
在
許
可
の
取
り
消
し
と
帰
国
命
令
、
一
部
の
国
か
ら
の

入
国
禁
止
措
置
、
留
学
生
ビ
ザ
の
取
り
消
し
や
ビ
ザ
発
給
へ
の
制

限
的
対
応
、
留
学
生
へ
の
奨
学
金
削
減
と
い
っ
た
政
策
が
進
め
ら

れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
短
期
就
労
ビ
ザ
の
制
度
そ
の
も
の
を
変
更
さ

せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
応
募
す
る
外
国
人
労
働
者
・
技

術
者
・
研
究
者
の
動
向
に
大
き
く
影
響
す
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

非
正
規
移
民
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
、
滞
在
資
格
が
不
備

の
状
態
で
ア
メ
リ
カ
に
い
る
こ
と
で
「
不
法
」
状
態
と
さ
れ
、
ト

ラ
ン
プ
政
権
で
は
拘
留
さ
ら
に
裁
判
の
手
続
き
な
し
の
国
外
退
去

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
史
上
最
大
の
強
制
送

還
を
う
た
い
、
実
際
に
就
任
直
後
か
ら
移
民
・
税
関
捜
査
局
（
Ｉ

Ｃ
Ｅ
）
が
非
正
規
移
民
の
摘
発
強
化
を
進
め
て
い
た
。
こ
う
し
た

動
き
に
か
か
わ
っ
て
、
就
労
ビ
ザ
と
い
う
合
法
的
な
滞
在
資
格
を

有
す
る
Ｈ
―
１
Ｂ
や
Ｈ
―
２
Ｂ
労
働
者
は
対
象
で
は
な
い
が
、
制

度
の
複
雑
さ
か
ら
手
続
き
上
、
滞
在
資
格
違
反
に
な
り
得
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
か
れ
ら
の
不
安
を
高
め
る
可
能
性
は
指
摘
さ
れ
て
い

る （

�）。ま
た
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
下
で
進
め
ら
れ
た
、
難
民
政
策
と
の

関
係
で
の
一
時
的
な
滞
在
資
格
の
付
与
が
取
り
消
さ
れ
る
事
態
が

生
じ
て
い
る
。
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
難
民
申
請
者
た
ち
に
国
土
安

全
保
障
省
の
ア
プ
リ

C
B
P

O
n
e
を
通
じ
て
面
会
予

約
を

行
う
こ

と
で
ア
メ
リ
カ
で
の
一
時
的
な
滞
在
資
格
を
付
与
し
た
。
ま
た
、

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ハ
イ
チ
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
な
ど
の
避
難
者
に
一
時
的
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な
滞
在
資
格
（
一
時
保
護
資
格
、
Ｔ
Ｐ
Ｓ
）
を
付
与
す
る
政
策
も
進

め
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
両
者
と
も
に
廃
止
し
、
滞
在
資
格
を

取
り
消
し
、
自
主
的
に
国
外
退
去
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
ら

の
滞
在
資
格
は
、
就
労
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で

合
法
的
な
外
国
人
労
働
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
滞
在
資
格
の
根
拠

は
Ｈ
―
１
Ｂ
や
Ｈ
―
２
Ｂ
な
ど
に
比
べ
て
脆
弱
で
あ
っ
た
と
は
言

え
、
合
法
的
就
労
許
可
を
有
し
て
い
た
労
働
者
が
「
不
法
」
な
存

在
と
な
る
と
い
う
不
安
定
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、
移
民
労

働
者
た
ち
の
緊
張
状
態
は
高
ま
り
、
合
法
的
ビ
ザ
で
働
い
て
い
て

も
報
復
や
国
外
追
放
な
ど
を
恐
れ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る （

�）。

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
六
月
に
入
り
、
イ
ラ
ン
や
ハ
イ
チ
、
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
一
二
カ
国
か
ら
の
全
面
的
な
入
国
禁
止
、
キ
ュ
ー

バ
な
ど
七
カ
国
に
は
入
国
の
制
限
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
観
光

客
だ
け
で
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
や
留
学
生
の
中
に
も
入
国
が

で
き
な
く
な
る
人
が
数
万
人
規
模
で
出
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

国
々
か
ら
は
一
定
数
の
留
学
生
や
労
働
者
が
お
り
、
か
れ
ら
が
ア

メ
リ
カ
に
入
国
で
き
な
く
な
る
と
、
人
員
不
足
に
陥
る
分
野
も
あ

る
と
指
摘
さ
れ
る （

�）。

さ
ら
に
留
学
生
に
関
連
し
て
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
フ
ル
ブ
ラ
イ

ト
な
ど
国
務
省
か
ら
予
算
が
拠
出
さ
れ
て
い
る
留
学
生
向
け
奨
学

金
へ
の
助
成
を
停
止
し
た
り
、
留
学
生
の
滞
在
資
格
（
Ｆ
―
１
ビ

ザ
）
の
突
然
の
取
り
消
し
を
行
っ
た
り
、
学
生
ビ
ザ
の
面
接
予
約

受
付
を
停
止
す
る
よ
う
各
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
命
ず
る

な
ど
、
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
い
る
留
学
生
や
、
今
後
の
留
学
生

受
け
入
れ
に
関
し
て
大
き
く
影
響
す
る
施
策
を
進
め
て
き
た （

�）。
こ

れ
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
を
目
指
す
者
に
金
銭
面
や
手
続
き

面
で
の
制
約
を
高
め
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
に
い
る
留
学
生
の
お
か

れ
る
環
境
を
（
全
員
で
は
な
い
に
せ
よ
）
不
安
定
に
す
る
よ
う
な
性

格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
留
学
生
は
、
卒
業
後
、
自
国
に
帰
る
者
も

い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
職
に
就
く
こ
と
を
目
指
す
者
も
多
い
。

か
れ
ら
は
卒
業
後
、
卒
業
後
の
一
時
的
な
就
労
資
格
（
Ｏ
Ｐ
Ｔ
）

を
利
用
し
つ
つ
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
の
取
得
を
目
指
す
と
い
う
形
で
キ
ャ

リ
ア
を
始
め
る
の
が
大
半
で
あ
る （

�）。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
ア
メ
リ

カ
へ
の
留
学
生
の
流
れ
を
抑
制
す
る
よ
う
な
施
策
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ

ビ
ザ
応
募
者
の
増
減
に
も
影
響
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、

成
立
後
、
非
正
規
移
民
の
取
り
締
ま
り
・
強
制
送
還
の
強
化
だ
け

で
な
く
、
短
期
就
労
ビ
ザ
に
対
し
て
も
制
限
的
な
方
向
で
の
施
策

を
続
け
て
き
た
。
ま
た
ト
ラ
ン
プ
は
、
移
民
削
減
や
Ｈ
―
１
Ｂ
反
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対
を
主
張
す
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ミ
ラ
ー
を
大
統
領
次
席
補
佐
官

に
任
命
し
、
留
学
生
向
け
の
一
時
就
労
資
格
の
Ｏ
Ｐ
Ｔ
を
廃
止
す

べ
き
と
連
邦
議
会
公
聴
会
で
発
言
し
た
ジ
ョ
セ
フ
・
エ
ド
ロ
ー
を

Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
局
長
に
推
薦
し
て
い
る （

�）。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
期

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
短
期
就
労
ビ
ザ
政
策
に
つ
い
て
、
制
限
的
な

方
向
に
進
む
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
冒
頭
で
触
れ
た
ト
ラ
ン
プ
政
権
内
部
で
の
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ

ザ
を
め
ぐ
る
対
立
は
解
消
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
一
時
、
減
税
法

案
を
め
ぐ
り
ト
ラ
ン
プ
と
マ
ス
ク
と
の
関
係
悪
化
が
伝
え
ら
れ
た

が
、
そ
の
後
の
展
開
を
見
る
と
両
者
の
関
係
が
簡
単
に
断
絶
す
る

と
い
う
状
況
で
は
な
さ
そ
う
で
も
あ
り
、
先
行
き
不
透
明
で
あ
る （

�）。

ま
た
ト
ラ
ン
プ
自
身
が
、
農
業
や
ホ
テ
ル
業
界
で
の
人
員
不
足
を

理
由
に
、
現
在
、
非
正
規
移
民
と
し
て
働
い
て
い
る
労
働
者
が
、

一
定
期
間
内
に
一
旦
帰
国
す
れ
ば
、
改
め
て
合
法
的
に
ア
メ
リ
カ

で
就
労
で
き
る
よ
う
な
ビ
ザ
を
付
与
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
も

話
し
て
い
る （

�）。
こ
の
話
は
、
具
体
的
な
政
策
と
し
て
練
り
上
げ
ら

れ
て
は
お
ら
ず
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
予
測
が
難
し
い
が
、
も

し
具
体
化
さ
れ
る
と
な
る
と
、
政
権
内
部
の
移
民
反
対
派
と
の
軋

轢
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

現
状
で
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
に
と
っ
て
、
Ｈ
―
１
Ｂ
や
Ｈ
―
２

Ｂ
と
い
う
ビ
ザ
制
度
を
通
じ
て
海
外
か
ら
労
働
力
を
確
保
す
る
こ

と
に
関
し
て
不
確
実
性
が
増
大
す
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
い
る

こ
う
し
た
ビ
ザ
を
持
つ
移
民
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
不
安
が
高
ま

る
状
況
と
な
る
。
特
に
高
技
能
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ

以
外
で
の
就
労
も
選
択
肢
に
入
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
Ｈ
―
１

Ｂ
に
関
連
し
た
分
野
で
は
、
単
な
る
労
働
力
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

高
度
な
技
術
水
準
や
研
究
水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
技
術
者
や
研

究
者
の
確
保
と
い
う
面
で
、
他
国
と
の
競
争
で
不
利
な
状
況
と
な

る
こ
と
は
予
想
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
、
留
学
生
の
呼
び
込
み
や
滞

在
資
格
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
政
策
も
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
問
題
は

よ
り
深
刻
化
す
る
。
「
米
国
の
ハ
イ
テ
ク
産
業
、
特
に
か
つ
て
教

育
制
度
を
通
じ
て
米
国
に
入
国
し
、
専
門
職
ビ
ザ
で
米
国
に
留
ま

り
起
業
し
た
若
者
た
ち
に

�萎
縮
効
果

�を
」
も
た
ら
し
か
ね
な

い
。
多
く
の
Ｈ
―
１
Ｂ
の
手
続
き
を
扱
う
移
民
弁
護
士
は
、
現
状

の
ま
ま
進
め
ば
、
「
米
国
は
技
術
面
で

世
界
に
後
れ
を

取
る
リ
ス

ク
が
あ
り
」、「
人
材
は
流
出
し
て
し
ま
う
」
と
危
惧
す
る （

�）。
第
二

期
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
移
民
政
策
や
短
期
就
労
ビ
ザ
を
め
ぐ
っ
て

こ
う
し
た
課
題
に
直
面
し
続
け
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
代
表
者

�中
島
醸
、
研
究
課
題

番
号

22K
12522）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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in
d
u
stries

em
p
lo
y
th
e
m
o
st

im
m
ig
ra
n
t
w
o
rk
ers?・

U
S
A
F
a
cts,
Ja
n
u
a
ry

29,
2025.

（

12）こ
れ
ら
の
ビ
ザ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
可
能
な
期
限
が
決
め
ら
れ
て

お
り
、
移
民
ビ
ザ
と
呼
ば
れ
る
永
住
権
と
区
別
し
て
、
「
非
移
民
ビ
ザ
」
と

呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
移
民
政
策
、
移
民
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
際
は

「
非
移
民
ビ
ザ
」
政
策
も
含
ま
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
移
民
政
策
と
い
う
括

り
の
中
で
議
論
し
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
の
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
ビ
ザ
制

度
の
概
要
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

�口
英
夫
ほ
か
「
諸
外
国
に
お
け
る

外
国
人
労
働
者
受
入
制
度
に
関
す
る
調
査

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド

イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
韓
国
、
Ｅ
Ｕ

」

『
資
料
シ
リ
ー
ズ
』
第
二
四
九
号
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
二

二
年
三
月
）。

（

13）U
.S
.
C
itizen

sh
ip
a
n
d
Im
m
ig
ra
tio
n
S
erv
ices
（
U
S
C
IS
）,

D
ep
a
rtm
en
t
o
f
H
o
m
ela
n
d
S
ecu
rity
,
・C
h
a
ra
cteristics

o
f
H
-1B

S
p
ecia
lty

O
ccu
p
a
tio
n
W
o
rk
ers:

F
isca
l
Y
ea
r

2024
A
n
n
u
a
l
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R
ep
o
rt
to
C
o
n
g
ress,

O
cto
b
er

1,
2023

―
S
ep
tem
b
er

30,
2024,・

A
p
ril

29,
2025.

Ｈ
―
１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
手

塚
沙
織
「
ア
メ
リ
カ
の
高
度
人
材
に
対
す
る
移
民
政
策
の
変
遷
と
現
在
の
動

向
」
五
十
嵐
泰
正
・
明
石
純
一
編
『
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
を
め
ぐ
る
政
策

と
現
実
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
小
井
土
彰
宏
「
高
技
能
移
民
政
策

の
起
源
と
変
貌
」
小
井
土
彰
宏
編
『
移
民
受
入
の
国
際
社
会
学
』
（
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）。

（

14）マ
ス
ク
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
務
め
る
テ
ス
ラ
は
承
認
数
で
一
三
位
で
あ
り
、

近
年
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
の
雇
用
数
を
増
や
し
て
い
る
。
S
u
rb
h
i
G
lo
ria

S
in
g
h
,
・H
-1B
v
isa
d
ea
d
lin
e
to
d
a
y
:F
ro
m
A
m
a
zo
n
to
T
esla
,to
p

firm
s
h
irin
g
im
m
ig
ra
n
ts,・

B
u
sin

ess
S
ta
n
d
a
rd
,
M
a
rch

24,
2025.

（

15）U
S
C
IS
,
・C
h
a
ra
cteristics

o
f
H
-1B
S
p
ecia
lty
O
c
cu
p
a
tio
n

W
o
rk
ers:
F
isca
l
Y
ea
r
2024.・

イ
ン
ド
出
身
者
が
Ｈ
―
１
Ｂ
ビ
ザ
取
得

者
に
多
い
こ
と
背
景
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
下
斗
米
秀
之
「
高
度
人

材
の
育
成
と
グ
ロ
ー
バ
ル
頭
脳
獲
得
競
争
」
大
橋
陽
・
中
本
悟
編
『
現
代
ア

メ
リ
カ
経
済
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
三
年
）。

（

16）A
n
d
rew

K
reig
h
b
a
u
m
,
・T
ru
m
p
・s
S
tu
d
en
t
V
isa
R
ev
o
ca
-

tio
n
s
Jeo
p
a
rd
ize
H
-1B
T
a
len
t
P
ip
elin
e,・

B
loom

b
erg

L
a
w
,
A
p
ril

8,
2025.

（

17）中
島
醸
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
住
労
働
者
の
労
働
条
件
と
Ｈ
―
２

Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
『
拓
殖
大
学
論
集

�政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
』
第
二
五

巻
第
二
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

�A
m
erica

n
Im
m
ig
ra
tio
n
C
o
u
n
cil,

・T
h
e
E
x
p
a
n
d
in
g
R
o
le
o
f
H
-2B

W
o
rk
ers

in
th
e
U
n
ited

S
ta
tes,・

O
cto
b
er

29,
2024.

（

18）U
S
C
IS
,
・C
h
a
ra
cteristics

o
f
H
-2B
N
o
n
a
g
ricu
ltu
ra
l
T
em
-

p
o
ra
ry
A
lien

W
o
rk
ers:
F
isca
l
Y
ea
r
2024

R
ep
o
rt
to
C
o
n
g
ress,

A
n
n
u
a
l
S
u
b
m
issio

n
,・
M
a
rc h

11,
2025.

（

19）西
山
隆
行
「
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
移
民
政
策
」
『
海
外
事
情
』

第
七
三
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
一
・
二
月
）
、
中
島
醸
「
移
民
政
策
」
河

﨑
信
樹
ほ
か
編
『
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
経
済
入
門
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
二
一
年
）。

（

20）S
u
rb
h
i
G
lo
ria
S
in
g
h
・H
-1B

v
isa
ro
w
:
W
h
y
T
ru
m
p
,

M
u
sk
,
a
n
d
M
A
G
A
cla
sh
o
v
er
In
d
ia
・s
fa
v
o
u
rite
v
isa
,・
B
u
sin

ess

S
ta
n
d
a
rd
,
Ja
n
u
a
ry

6,
2025.

（

21）Ju
lia
In
g
ra
m
,
・H
-1B
v
isa
s
p
o
w
er
th
e
tech

in
d
u
stry
.B
u
t

ex
p
erts

sa
y
th
a
t・s
n
o
t
n
ecessa

rily
b
eca
u
se
o
f
a
ta
len
t
g
a
p
,・

C
B
S

N
ew

s,
Ja
n
u
a
ry

13,
2025;

C
a
llu
m
Jo
n
es,
・T
ro
u
b
le
in

T
ru
m
p
w
o
rld
o
v
er
H
-1B
v
isa
s
m
a
k
es
fo
r
stra
n
g
e
b
ed
fello

w
s,・

G
u
a
rd
ia
n
,
10
Ja
n
u
a
ry
,
2025;

A
lec
M
a
cG
illis,

・T
h
e
T
e
ch
R
e-

cru
itm
en
t
R
u
se
T
h
a
t
H
a
s
A
v
o
id
ed
T
ru
m
p
・s
C
ra
ck
d
o
w
n
o
n

Im
m
ig
ra
tio
n
,・
P
roP

u
b
lica

,
Ju
n
e
3,

2025.

（

22）右
派
と
左
派
の
議
論
に
は
、
強
調
点
の
違
い
も
あ
る
。
バ
ノ
ン
ら
は
、

Ｈ
―
１
Ｂ
は
、
反
移
民
や
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
の
理
念
に
反
し
て
い
る

と
い
っ
た
点
を
強
調
す
る
。
対
し
て
、
サ
ン
ダ
ー
ス
ら
は
、
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働

者
の
賃
金
水
準
が
低
い
こ
と
や
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
す
る
企
業
が
国
内
労

働
者
を
解
雇
し
て
賃
金
の
低
い
Ｈ
―
１
Ｂ
労
働
者
に
置
き
換
え
る
こ
と
、
そ

れ
に
よ
っ
て
企
業
が

�け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
中
心
に
Ｈ
―
１
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
批
判
す
る
。
S
tep
h
en
C
o
llin
so
n
,
・W
h
a
t
th
e
v
isa
feu
d
sa
y
s

a
b
o
u
t
th
e
co
m
in
g
T
ru
m
p
a
d
m
in
istra

tio
n
,・
C
N
N
,
D
ecem

b
er

30,

2024;
B
ern
ie
S
a
n
d
ers（

@
S
en
S
a
n
d
ers） ,

・E
lo
n
M
u
sk
is
w
ro
n
g
,・

X
,
Ja
n
u
a
ry

3,
2025;

D
a
n
iel
C
o
sta
a
n
d
R
o
n
H
ira
,
・T
ech

a
n
d

o
u
tso
u
rcin
g
co
m
p
a
n
ies
co
n
tin
u
e
to
e
x
p
lo
it
th
e
H
-1B
v
isa
p
ro
-

g
ra
m
a
t
a
tim
e
o
f
m
a
ss
la
y
o
ff,・

W
ork

in
g
E
con

om
ics

B
log

,
E
co
-

n
o
m
ic
P
o
licy

In
stitu

te,
A
p
ril

11,
2023.

（

23）D
a
n
iel
C
o
sta
,
・C
la
im
s
o
f
la
b
o
r
sh
o
rta
g
es
in
H
-2B
in
d
u
s-

tries
d
o
n
・t
h
o
ld
u
p
to
scru

tin
y
,・

W
ork

in
g

E
con

om
ics

B
log

,
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E
co
n
o
m
ic
P
o
licy

In
stitu

te,
M
a
rch

9,
2021.

Ｈ
―
２
Ｂ
と
こ
の
制

度
を
め
ぐ
る
対
立
構
図
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
中
島
醸
「
ア
メ
リ
カ

移
民
制
度
改
革
と
労
働
組
合
（
上
・
下
）」『
千
葉
商
大
紀
要
』
第
五
三
巻
第

一
・
二
号
（
二
〇
一
五
、
二
〇
一
六
年
）
、
T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se,
・B
id
en
-

H
a
rris

A
d
m
in
istra

tio
n
R
elea
ses
R
ep
o
rt
o
f
th
e
H
-2B
W
o
rk
er

P
ro
tectio

n
T
a
sk
fo
rce,・

O
cto
b
er

19,
2023;

A
n
i,
・N
ew
ru
le
to
im
-

p
ro
v
e
req
u
irem

en
ts
fo
r
H
-1B
,
H
-2
v
isa
s
ta
k
es
effect

to
d
a
y
,・

B
u
sin

ess
S
ta
n
d
a
rd
,
Ja
n
17

2025.

（

24）中
島
「
移
民
政
策
」『
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
経
済
入
門
』。

（

25）R
u
m
a
g
e,
・H
a
v
e
E
lo
n
M
u
sk
a
n
d
B
ig
T
ech
L
ea
d
ers.・

（

26）F
ern
a
n
d
ez,
・T
ru
m
p
,
M
u
sk
,
a
n
d
th
e
F
u
tu
re
o
f
th
e
H
-1B

V
isa
.・

（

27）A
n
d
rew

K
reig
h
b
a
u
m
,
・T
o
u
g
h
er
H
-1B

V
isa
S
cru
tin
y

A
n
ticip

a
ted

a
s
A
n
n
u
a
l
L
o
ttery

O
p
en
s,・

B
loom

b
erg

L
a
w
,

M
a
rch

6,
2025;

・T
ru
m
p
・s
retu
rn
sp
a
rk
s
ren
ew
ed
d
eb
a
te
o
n

H
-1B
v
isa
s,
ta
rg
etin
g
In
d
ia
n
ta
len
t,・

E
con

om
ic

T
im

es,
D
ecem

-

b
er

27,
2024.

（

28）具
体
的
な
数
値
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
系
企
業
で
は
、

A
m
a
zo
n
が
一
％
か
ら
六
％
、
M
icro
so
ftは
一
％
か
ら
八
％
、
In
tel
は

一
％
か
ら
七
％
、
G
o
o
g
le
が
一
％
か
ら
三
％
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
系
企
業

で
は
、
T
ech

M
a
h
in
d
ra
が
四
％
か
ら
四
一
％
、
T
a
ta
C
o
n
su
lta
n
cy

S
erv
ices

が
六
％
か
ら
三
四
％
、
W
ip
ro
が
七
％
か
ら
五
三
％
、
In
fo
sy
s

は
二
％
か
ら
四
五
％
と
な
っ
て
い
た
。
・M
a
ssiv
e
H
-1B
d
en
ia
l
ra
tes

fo
r
In
d
ia
n
IT
co
m
p
a
n
ies
u
n
d
er
T
ru
m
p
A
d
m
in
,
sa
y
s
rep
o
rt,・

E
con

om
ic

T
im

es,
N
o
v
em
b
er

6,
2019.

（

29）K
y
o
K
ita
zu
m
e
a
n
d
A
k
ira
H
a
y
a
k
a
w
a
,
・B
ig
T
ech

w
in
s

U
S
ta
len
t
w
a
r
a
s
T
ru
m
p
v
isa
p
o
licy

h
u
rts
In
d
ia
n
IT
,・
N
ik
k
ei

A
sia

,
S
ep
tem
b
er

29,
2019.

（

30）こ
の
提
案
は
連
邦
裁
判
所
に
よ
っ
て
差
し
止
め
ら
れ
実
現
は
し
な
か
っ

た
。
R
u
m
a
g
e,
・H
a
v
e
E
lo
n
M
u
sk
a
n
d
B
ig
T
ech
L
ea
d
ers.・

（

31）Ｄ
Ａ
Ｃ
Ａ
は
、
一
六
歳
未
満
の
時
に
正
規
の
手
続
き
を
経
ず
に
ア
メ

リ
カ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
（
入
国
し
た
）
非
正
規
移
民
（
二
〇
一
二
年
当
時

で
三
〇
歳
未
満
）
で
、
学
校
や
軍
に
入
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
二
年
間
の

国
外
追
放
の
延
期
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
中
島
醸
「
移
民
政
策
」
河
音
琢
郎
・

藤
木
剛
康
編
『
オ
バ
マ
政
権
の
経
済
政
策
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

六
年
）。

（

32）R
ich
a
rd
T
.H
erm
a
n
,・W
h
a
t
E
m
p
lo
y
ers
S
h
o
u
ld
K
n
o
w
in

2025:
P
o
ten
tia
l
H
-1B
P
rev
a
ilin
g
W
a
g
e
C
h
a
n
g
es,
W
o
rk
site

E
n
-

fo
rcem

en
t,
V
isa
D
ela
y
,
T
ra
v
el
B
a
n
,・
H
erm
a
n
L
eg
a
l
G
ro
u
p
,

M
a
rch

24,
2025

�「
米
、
合
法
移
民
も
規
制
強
化

ビ
ザ
厳
格
化
・
亡
命

希
望
者
も
『
不
法
』」『
日
本
経
済
新
聞
』、
二
〇
二
五
年
二
月
五
日
。

（

33）Ja
n
g
H
y
u
k
Im
「
ト
ラ
ン
プ
政
権

2.0の
移
民
政
策
が
テ
ッ
ク
企
業

に
与
え
る
影
響
」
F
ish
er
P
h
ilip
s、
二
〇
二
五
年
三
月
三
日
。

（

34）T
o
m
o
k
o
A
sh
izu
k
a
,
・T
ru
m
p
v
isa
scru

tin
y
ex
p
a
n
d
s
b
e-

y
o
n
d
stu
d
en
ts
to
tech

a
n
d
b
u
sin
ess
sta
ff,・

N
ik
k
ei

A
sia

,
Ju
n
e

3,
2025.

（

35）A
n
d
rew

K
reig
h
b
a
u
m
,
・S
ta
lled

R
elea
se
o
f
S
ea
so
n
a
l
H
-

2B
V
isa
s
P
u
ts
S
tra
in
o
n
E
m
p
lo
y
ers,・

B
loom

b
erg

L
a
w
,
M
a
rch

27,
2025.

（

36）S
y
d
n
ey
W
a
ld
ro
n
,
・V
isa
d
ela
y
s
lea
v
e
la
w
n
ca
re
b
u
si-

n
esses

scra
m
b
lin
g
fo
r
w
o
rk
ers,・

C
olu

m
b
ia

M
issou

ria
n
,
A
p
ril

22,
2025.

（
37）L

a
u
ren
G
o
o
d
e「
ト
ラ
ン
プ
政
権
下
で
就
労
ビ
ザ
審
査
が
厳
格
化
。

テ
ッ
ク
業
界
に
波
紋
」
『
Ｗ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
』
、
二
〇
二
五
年
五
月
二
二
日
、
A
n
-

d
rew

K
reig
h
b
a
u
m
,
・T
ru
m
p
・s
D
H
S
S
eek
in
g
M
o
re
H
-1B
V
isa

A
p
p
lica
n
ts・
B
io
m
etric

D
a
ta
,・
B
loom

b
erg

L
a
w
,
M
a
y
17,

2025.
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（
38）D

ia
n
a
P
a
ch
eco
,
・T
h
e
H
-1B

V
isa
D
ilem

m
a
:
A
C
lo
ser

L
o
o
k
a
t
th
e
L
eg
a
l
U
n
certa

in
ty
F
a
cin
g
E
m
p
lo
y
ers,・

C
olu

m
b
ia

B
u
sin

ess
L
a
w

R
eview

,
M
a
rch

3,
2025.

（

39）A
n
g
elo
A
.
P
a
p
a
relli,

・U
n
ex
p
ected

h
u
rd
les:
T
h
e
rip
p
le

effects
o
f
P
resid

en
t
T
ru
m
p
・s
E
x
ecu
tiv
e
O
rd
ers

o
n
leg
a
l

im
m
ig
ra
tio
n
,・
N
a
tion

of
Im

m
ig
ra
tors,

M
a
rch

17,
2025.

（

40）B
illa
l
R
a
h
m
a
n
,
・B
u
sin
ess
L
ea
d
ers
C
a
ll
fo
r
M
o
re
W
o
rk

V
isa
s
A
m
id
T
ru
m
p
・s
C
ra
ck
d
o
w
n
,・

N
ew

sw
eek

,
A
p
ril

10,
2025;

A
n
d
rew

K
reig
h
b
a
u
m
「
米
政
権
、
仮
滞
在
資
格
の
移
民

50万
人
に
出

国
命
令

キ
ュ
ー
バ
な
ど
４
カ
国
対
象
」
『
B
lo
o
m
b
erg
』
、
二
〇
二
五

年
六
月
一
三
日
、
「
米
、
バ
イ
デ
ン
政
権
下
の
ア
プ
リ
通
じ
た
移
民
の
居
住

許
可
取
り
消
し
」『
時
事
ド
ッ
ト
コ
ム
ニ
ュ
ー
ス
』、
二
〇
二
五
年
四
月
九
日
。

（

41）ハ
イ
チ
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
出
身
者
は
介
護
や
看
護
の
分
野
で
比
較

的
多
く
働
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
業
種
で
は
人
員
不
足
が
よ
り
深
刻
な
も
の

に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
・W
h
a
t
T
ru
m
p
・s
N
ew
T
ra
v
el
B
a
n
M
ea
n
s

fo
r
U
.S
.
E
m
p
lo
y
ers,・

B
ou

n
d
less,

Ju
n
e

5,
2025;

A
n
d
rew

K
reig
h
b
a
u
m
,
・T
ru
m
p
T
ra
v
el
B
a
n
C
o
m
p
lica
tes

T
ech
,
R
e-

sea
rch
T
a
le
n
t
P
ip
elin
e,・

B
loom

b
erg

L
a
w
,
Ju
n
e
7,

2025.

（

42）「
ト
ラ
ン
プ
政
権
、
留
学
生
向
け
奨
学
金
を
停
止
日
本
人
に
も
直
撃
」

『
日
本
経
済
新
聞
』
、
二
〇
二
五
年
三
月
八
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｗ
Ｅ
Ｂ
「
突
然

�
滞
在
資
格
取
り
消
し

�米
に
い
る
留
学
生
に
も
不
法
移
民
対
策
余
波
」
、
二

〇
二
五
年
五
月
一
〇
日
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
「
米
政
権
、
学
生
ビ
ザ
の
面
接
を
停
止

申
請
者
に
つ
い
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
調
査
を
強
化
へ
」、
二
〇
二
五
年
五
月
二
八
日
。

（

43）K
reig
h
b
a
u
m
,
・T
ru
m
p
・s
S
tu
d
en
t
V
isa
R
ev
o
ca
tio
n
s.・

（

44）A
sh
izu
k
a
,
・T
ru
m
p
v
isa
scru

tin
y
ex
p
a
n
d
s.・

（

45）A
n
d
r� es
R
.
M
a
rt� n
ez
a
n
d
A
d
a
m
S
a
ta
ria
n
o
,
・M
u
sk
E
x
-

p
resses

・R
eg
ret・

O
v
er
H
is
C
riticism

s
o
f
T
ru
m
p
,・

N
ew

Y
ork

T
im

es,
Ju
n
e
11,

2025.

（

46）ト
ラ
ン
プ
は
閣
僚
に
対
し
て
、
Ｈ
―
２
Ｂ
が
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
農

業
や
ホ
テ
ル
な
ど
の
業
界
で
は
多
く
の
非
正
規
滞
在
移
民
が
存
在
す
る
が
、

か
れ
ら
が
一
定
期
間
内
に
一
旦
帰
国
す
れ
ば
、
改
め
て
合
法
的
に
ア
メ
リ
カ
で

就
労
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
取
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
話
し
た
。
た
だ
、
こ
の

話
は
明
確
な
政
策
方
針
と
し
て
練
ら
れ
て
い
る
状
態
で
は
な
い
た
め
、
今
後

の
展
開
に
つ
い
て
は
予
測
し
に
く
い
。
S
u
za
n
n
e
G
a
m
b
o
a
,
・T
ru
m
p

flo
a
ts
p
la
n
fo
r
u
n
d
o
cu
m
en
ted

fa
rm
a
n
d
h
o
tel
w
o
rk
ers
to

w
o
rk
leg
a
lly
in
th
e
U
.S
.,・

N
B
C

N
ew

s,
A
p
ril

11,
2025;

N
a
ch
a

C
a
tta
n
「
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
、
移
民
政
策
の
変
更
を
示
唆

人
手
不

足
巡
る
懸
念
に
対
応
」『
B
lo
o
m
b
erg
』、
二
〇
二
五
年
六
月
一
三
日
。

（

47）G
o
o
d
e「
ト
ラ
ン
プ
政
権
下
で
就
労
ビ
ザ
審
査
が
厳
格
化
」
。
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は
じ
め
に

世
界
の
他
の
地
域
と
同
様
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ （
１
）も
、
「
米
国
第

一
主
義
」
を
掲
げ
過
激
な
言
葉
を
発
し
な
が
ら
次
々
と
施
策
を
繰

り
出
す
二
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
へ
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
移
民
の
制
限
や
中
国
へ
の
警
戒
な
ど
一
期
目
の
流
れ
が

再
開
し
た
部
分
も
あ
る
が
、
今
回
は
関
税
を
武
器
に
各
種
の
要
求

を
突
き
つ
け
て
い
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
の
向
き
合
い
方
に
も

変
化
が
み
ら
れ
、
と
り
わ
け
中
米
カ
リ
ブ
諸
国 （
２
）に
対
す
る
干
渉
が

際
立
っ
て
い
る
。
パ
ナ
マ
運
河
を
め
ぐ
る
発
言
は
二
〇
世
紀
初
頭

の
帝
国
主
義
の
時
代
に
戻
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
小
稿
で
は
、

発
足
後
半
年
の
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
中
米
カ
リ
ブ
諸
国
へ
の

政
策
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
地
政
学
的
認
識
の
変
化
が
み
て
と

れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

ま
ず
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
全
体
へ
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
行

動
と
地
域
諸
国
の
反
応
を
概
観
し
た
の
ち
、
中
米
カ
リ
ブ
諸
国
そ

れ
ぞ
れ
に
対
す
る
米
国
の
政
策
と
行
動
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、

第
二
期
の
政
策
を
象
徴
す
る
パ
ナ
マ
運
河
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り

上
げ
、
そ
の
文
脈
と
意
味
を
考
察
す
る
。

トランプ政権の中米カリブ政策73

岸
川

毅
（
上
智
大
学
教
授
）

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
中
米
カ
リ
ブ
政
策

変
容
す
る
安
全
保
障
認
識

特
集
＝
ト
ラ
ン
プ
２
・
０
半
年
間
の
中
間
決
算



１
�ト

ラ
ン
プ
時
代
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

米
国
覇
権
の
後
退
と
第
一
期
ト
ラ
ン
プ
政
権

一
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
基

本
的
に
無
関
心
で
あ
っ
た
。
確
か
に
最
大
の
移
民
送
り
出
し
国
で

あ
る
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
に
壁
を
建
設
す
る
政
策
は
象
徴
的
で
あ

り
、
中
米
カ
リ
ブ
か
ら
の
移
民
や
出
身
国
に
対
す
る
軽

�的
な
発

言
は
論
議
を
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
一
貫
性
の
あ
る
政
策
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
ひ
と
つ
の
焦

点
は
５
Ｇ
な
ど
情
報
通
信
分
野
で
の
覇
権
争
い
で
あ
り
、
中
国
企

業
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
（
華
為
）
を
締
め
出
す
べ
く
欧
米
諸
国
の
間
で

一
定
の
連
携
が
で
き
た
が
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
不
徹

底
で
あ
っ
た
。
中
国
に
よ
る
海
底
ケ
ー
ブ
ル
設
置
を
め
ぐ
っ
て
チ

リ
に
圧
力
を
か
け
る
な
ど
行
動
に
出
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
全
体
と
し
て
は
各
地
に
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
の
通
信

施
設
が
設
置
さ
れ
、
市
場
に
大
量
の
製
品
が
出
回
っ
た
。
ま
た
、

米
国
の
お
膝
元
の
中
米
カ
リ
ブ
地
域
で
は
中
国
が
台
湾
か
ら
国
交

締
結
国
を
奪
っ
て
い
っ
た
が
、
流
れ
を
止
め
る
よ
う
な
手
は
打
た

れ
な
か
っ
た
。
米
中
対
立
が
世
界
の
耳
目
を
集
め
て
い
る
間
に
も
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
、
中
国
が
順
調
に
友
好
国
を
増
や
し
、
影

響
力
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
の
米
国
の
関
心
の
低
下
は
長

期
的
な
趨
勢
で
あ
る
。
冷
戦
の
終
結
で
共
産
主
義
か
ら
の
防
衛
と

い
う
大
目
標
を
失
っ
た
米
国
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
積
極
的
に

関
与
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
米
州
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
が
民
主
主

義
や
人
権
の
擁
護
に
活
動
の
重
点
を
移
し
た
こ
と
に
表
れ
る
よ
う

に
、
冷
戦
後
し
ば
ら
く
欧
米
的
価
値
観
を
共
有
す
る
米
州
地
域
の

主
導
国
と
し
て
政
治
的
な
役
割
を
担
っ
た
が
、
経
済
的
に
は
新
自

由
主
義
が
浸
透
す
る
な
か
で
各
国
が
市
場
で
競
争
す
る
こ
と
を
求

め
た
た
め
、
米
国
が
大
規
模
な
開
発
援
助
を
供
与
す
る
関
係
は
解

消
し
て
い
っ
た
。
歴
史
を
通
じ
て
圧
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き

た
カ
リ
ブ
海
や
中
米
の
国
々
に
対
し
て
も
、
米
国
の
関
与
は
目
に

見
え
て
低
下
し
、
地
域
諸
国
は
頼
る
相
手
を
探
し
始
め
て
い
た （
３
）。

こ
う
し
た
な
か
で
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
米
国
離
れ
も
起

こ
る
。
二
一
世
紀
に
入
る
と
、
米
国
が
主
導
す
る
新
自
由
主
義
に

批
判
的
な

左
派
政
権
が

次
々
と

誕
生
し
、
「

ピ
ン

ク
タ
イ

ド
」
（

薄

い
赤
の

潮
流
）
と
呼
ば
れ
た
。

傲
慢
に

振
舞
う
ブ

ッ
シ

ュ
Ｊ

ｒ
政

権
（

二
〇

〇
一

～
〇

九
年
）
と
対

峙
す
る
な
か
で
地
域
諸
国
に
連

帯

の
機
運
が
高
ま
り
、
一
一
年
に
は
「
米
国
抜
き
」
の
組
織
で
あ
る

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

・
カ
リ
ブ
共

同
体
（

Ｃ
Ｅ

Ｌ
Ａ

Ｃ
）
が
結

成
さ
れ

た
。
米
国
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
関
係
に
は
共
和
党
政
権
で
対
立
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し
民
主
党
政
権
で
緩
和
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
も
そ
の
流
れ
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
に
は
、
地
域
に
秩
序
を
築
く
積
極
的
な
意
思
は
な
く
、
発

言
の
過
激
さ
の
わ
り
に
実
質
的
な
関
与
は
な
か
っ
た
。

た
だ
そ
れ
で
も
、
大
国
の
行
動
は
周
辺
の
国
々
に
相
応
の
影
響

を
及
ぼ
す
。
と
く
に
第
一
期
政
権
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
メ
キ

シ
コ
の
政
府
に
は
、
大
き
な
負
荷
を
与
え
た
。
ペ
ニ
ャ
・
ニ
エ
ト

大
統
領
（
二
〇
一
二
～
一
八
年
）
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
北
米
自
由
貿
易

協
定
）
に
不
満
を
持
つ
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
要
求
に
応
え
て
、
Ｕ

Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
（
米
国
・
メ
キ
シ
コ
・
カ
ナ
ダ
協
定
）
に
い
た
る
厳
し
い
再

交
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
国
内
で
は
移
民
政
策
へ
の
弱
腰
を

批
判
さ
れ
て
支
持
が
急
落
し
た
。

中
国
の
進
出

一
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
メ
キ
シ
コ
以
外
の
国
へ
は
持
続

的
に
関
与
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
中
国
の
進
出
を
容
易
に

し
た
。
改
革
開
放
を
経
て
経
済
大
国
と
な
っ
た
中
国
は
、
二
一
世

紀
に
な
る
と
鉱
物
資
源
や
食
料
な
ど
一
次
産
品
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
か
ら
大
量
に
輸
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
逆
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

に
は
中
国
製
品
が
流
入
し
た
。
一
次
産
品
の
価
格
高
騰
を
受
け
て

輸
出
は
好
調
で
、
中
国
が
米
国
を
抜
い
て
最
大
の
貿
易
相
手
に
な

る
国
も
出
て
き
た
。
鉱
山
開
発
な
ど
へ
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
も
増
加

し
て
、
中
国
の
存
在
感
は
急
速
に
高
ま
っ
た （
４
）。
ト
ラ
ン
プ
第
一
期

政
権
が
成
立
し
た
二
〇
一
七
年
、
習
近
平
主
席
の
表
明
に
よ
っ
て

正
式
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
「
一
帯
一
路
」
の
「
延
伸
」
と
位
置

付
け
ら
れ
、
参
加
が
呼
び
掛
け
ら
れ
る
と
、
台
湾
（
中
華
民
国
）

か
ら
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）
に
国
交
を
切
り
替
え
た
ば
か
り
の

パ
ナ
マ
が
、
覚
書
を
交
わ
し
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
最
初
の
参
加
国

と
な
っ
た
。

中
国
は
各
国
と
個
別
の
関
係
を
深
め
る
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ

ル
サ
ウ
ス
の
盟
主
と
し
て
、
南
米
の
地
域
大
国
ブ
ラ
ジ
ル
と
と
も

に
、
対
米
国
際
世
論
の
形
成
を
図
っ
た （
５
）。

創
設
時
よ
り
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ａ

Ｃ
を
支
援
し
た
中
国
は
、
中
国
・
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
立

ち
上
げ
て
多
国
間
協
議
の
場
と
し
て
活
用
し
た
。
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｃ
会

合
は
左
派
政
権
の
指
導
者
た
ち
の
対
米
批
判
の
場
と
な
り
、
ま
た

中
国
が
「
一
帯
一
路
」
の
進
展
を
披
露
す
る
場
と
な
っ
た
。
ト
ラ

ン
プ
政
権
へ
の
批
判
が
相
次
い
だ
今
年
四
月
の
首
脳
会
合
で
は
、

ブ
ラ

ジ
ル
の
ル
ー
ラ
大
統
領
（
二
〇
〇

三
～
一
一
年
、
二

三
年
～
）
や

コ
ロ
ン

ビ
ア
の
ペ
ト
ロ
大
統
領
（
二
〇
二
二
年
～
）
が
存
在
感
を

み

せ
た
ほ
か
、
普
段
は
米
国
と
の
対
決
を
避
け
る
メ
キ
シ
コ
の
シ
ェ

イ
ン
バ
ウ

ム
大
統
領
（
二
〇
二

四
年
～
）
も

名
指
し
は
し
な
い

形
で

米
国
の
関
税
政
策
を
批
判
し
た （
６
）。
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第
二
期
政
権
の
始
動

過
激
さ
を
増
し
て
再
登
場
し
た
ト
ラ
ン
プ
は
世
界
的
な
関
税
戦

争
を
開
始
し
、
四
月
二
日
、
輸
入
品
に
一
律
一
〇
％
の
追
加
関
税

を
課
す
と
発
表
し
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
反
応
は
比
較
的

冷
静
で
、
不
満
の
表
明
は
あ
っ
た
も
の
の
、
お
お
む
ね
交
渉
に
よ
っ

て
解
決
を
図
る
と
の
態
度
を
示
し
、
一
〇
％
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と

に
安

�す
る
声
も
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
議
会
が
大
統
領
に
報

復
関
税
を
課
す
権
限
を
与
え
た
が
、
ル
ー
ラ
大
統
領
が
そ
れ
を
行

使
す
る
気
配
は
な
い （
７
）。
エ
ク
ア
ド
ル
の
エ
ビ
産
業
や
コ
ロ
ン
ビ
ア

の
コ
ー
ヒ
ー
産
業
の
よ
う
に
、
よ
り
高
い
関
税
が
ア
ジ
ア
の
競
争

相
手
に
課
さ
れ
た
こ
と
で
逆
に
有
利
に
な
っ
た
例
も
あ
る
。
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
、
メ
キ
シ
コ
を
除
い
て
、
多
額
の
対
米
貿
易

黒
字
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
貿
易
依
存
度
も

高
く
な
い
（
メ
キ
シ
コ
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
七
三
％
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
三
五
％
、
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
は
二
七
％ （８
））。

つ
ま
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
メ
キ
シ
コ
だ
け
が
厳
し
い
交
渉

を
強
い
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
加
盟
国
で
あ
る
た

め
今
回
の
措
置
の
対
象
か
ら
は
外
れ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
す
で

に
鉄
鋼
と
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
二
五
％
の
関
税
が
課
さ
れ
、
四
月
よ

り
自
動
車
と
自
動
車
部
品
に
も
二
五
％
の
関
税
が
課
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
見
直
し
交
渉
は
本
来
二
〇
二
六
年
を
予
定

し
て
い
た
が
、
前
倒
し
で
二
五
年
中
に
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
、
す
ぐ
そ
こ
に
次
の
厳
し
い
交
渉
が
待
っ
て
い
る
。
メ
キ
シ

コ
は
海
外
送
金
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
四
％
ほ
ど
な
の
で
、
移
民
が
送
還
さ

れ
る
と
影
響
が
出
る
点
で
も
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
施
策
に
左
右
さ
れ

る
度
合
い
が
高
い （
９
）。
し
か
し
移
民
労
働
者
に
関
し
て
言
え
ば
、
中

米
カ
リ
ブ
諸
国
の
方
が
深
刻
さ
の
度
合
い
が
さ
ら
に
高
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
次
節
で
検
討
す
る
。

２

�「ト
ラ
ン
プ
の
裏
庭
」
と
化
す
中
米
カ
リ
ブ

カ
リ
ブ
海
政
策
の
再
来

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
米
国
の
勢
力
圏
と
い
う
意
味
で
「
裏
庭
」

と
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
米
国
が
相
手
国
の
主
権
を
尊
重
す
る
こ

と
な
く
意
の
ま
ま
に
介
入
し
て
き
た
点
で
中
米
カ
リ
ブ
こ
そ
「
裏

庭
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
米
国
は
一
九
世
紀
末
に
始
ま
る
帝

国
主

義
政
策
（
カ
リ
ブ
海
政
策
）
に
お
い
て
、

地
域
諸
国

へ
の

軍
事

介
入
を
繰
り
返
し
な
が
ら
支
配
を
確
立
し
た
。
太
平
洋
へ
の
進
出

を
目

指
す
米
国
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら

パ
ナ

マ
を

独
立
（
一
九
〇

三
年
）
さ

せ
る
と
と
も
に
、

条
約
を

締
結
し
て

パ
ナ

マ
運

河
の
利

権
を
獲
得
し
、
一
九
一
四
年
に
完
成
さ
せ
た
。
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
（
一
九
〇
一

～
〇
九
年
）
は
、

西
半

球
へ
の

欧
州
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諸
国
の
干
渉
を
拒
否
す
る
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
拡
大
解
釈
し
て
、
カ

リ
ブ
海
域
が
米
国
の
防
衛
と
経
済
活
動
の
た
め
に
不
可
欠
な
地
域

だ
と
し
、
「
慢
性
的
な
不
正
と
無
能
」
に
対
し
て
は
軍
事
介
入
も

辞
さ
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
た
。
こ
う
し
て
築
か
れ
た
秩
序
は
キ
ュ
ー

バ
革
命
（
一
九
五
九
年
）
に
よ
る
社
会
主
義
国
家
の
成
立
で
揺
ら
い

だ
も
の
の
、
そ
の
後
も
干
渉
と
介
入
は
続
き
、
米
国
の
国
益
に
反

す
る
と
判
断
す
る
勢
力
や
政
権
を
軍
事
的
に
排
除
す
る
行
動
は
、

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
占
領
（
六
五
年
）、
グ
レ
ナ
ダ
侵
攻
（
八
三
年
）、

パ
ナ
マ
侵
攻
（
八
九
年
）
と
二
〇
世
紀
終
盤
ま
で
続
い
た
。

冷
戦
後
は
こ
う
し
た
政
策
は
影
を
潜
め
て
い
た
が
、
二
期
目
の

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
時
代
を
彷
彿

さ
せ
る
発
言
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
根
本
的
な
相
違
は
、

覇
権
が
拡
大
す
る
局
面
で
は
な
く
、
後
退
す
る
過
程
で
の
内
向
き

の
関
心
か
ら
来
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
米

国
を
移
民
や
域
外
の
影
響
か
ら
守
る
と
い
う
目
標
の
も
と
、
脅
威

を
取
り
除
く
目
的
で
反
移
民
、
反
麻
薬
、
反
組
織
犯
罪
、
反
中
国

と
い
っ
た
政
策
指
針
を
設
定
し
、
実
施
が
必
要
な
範
囲
は
中
米
カ

リ
ブ
地
域
ま
で
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
後
み
る

よ
う
に
、
就
任
直
後
か
ら
政
府
高
官
を
各
国
に
送
り
、
具
体
的
な

政
策
対
応
を
求
め
る
様
子
は
、
こ
れ
ま
で
の
場
当
た
り
的
な
行
動

と
は
対
照
的
で
あ
る
。

反
中
国
に
関
し
て
は
、
中
米
カ
リ
ブ
地
域
特
有
の
事
情
も
あ
る
。

こ
の
地
域
は
伝
統
的
に
中
華
民
国
と
の
外
交
関
係
を
維
持
し
き
た

国
が
多
く
、
台
湾
が
高
度
成
長
で
経
済
力
を
増
し
た
こ
と
も
あ
り
、

二
一
世
紀
に
入
っ
て
も
台
湾
の
国
交
締
結
国
が
多
く
残
っ
て
い
た
。

二
〇
〇
七
年
に
コ
ス
タ
リ
カ
が
台
湾
と
断
交
し
中
国
と
国
交
を
樹

立
し
た
こ
と
で
風
穴
が
空
い
た
が
、
そ
の
後
台
湾
で
親
中
派
の
国

民
党
・

馬
英
九
政
権
（
二
〇
〇
八

～
一
六
年
）
が
成
立
し
た
た
め
中

国
は
外
交
攻
勢
を
停
止
し
た
。
し
か
し
独
立
派
と
み
な
す
民
進
党

の
蔡

英
文
政
権
（
二
〇
一
六

～
二

四
年
）
が
成
立
す
る
と
中
国
は
外

交
攻
勢
を
再
開
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
発
足
の
年
に
パ
ナ
マ
が
台
湾

と
断
交
し
て
中
国
と
国
交
を
樹
立
、
以
後
は
一
八
年
ド
ミ
ニ
カ
共

和
国
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
二
一
年
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
二
三
年
ホ
ン

ジ
ュ
ラ
ス
と
台
湾
と
の
断
交
が
相
次
い
だ （

�）。
し
か
し
こ
の
間
ト
ラ

ン
プ
政
権
に
策
は
な
く
、
後
に
な
っ
て
台
湾
と
断
交
し
た
三
か
国

の
大
使
を
召
還
し
て
懸
念
を
示
し
、
台
湾
と
断
交
す
る
国
へ
の
経

済
支

援
の

削
減
な

ど
を
定
め
た
「
台

北
法

案
」
（
二
〇
二
〇
年
）
を

成
立
さ
せ
た
も
の
の
、
断
交
の
流
れ
は
止
ま
ら
な
か
っ
た （

�）。

ル
ビ
オ
国
務
長
官
の
訪
問
と
交
渉
の
進
展

し
か
し
二
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
政
権
発
足
後
す
ぐ
に
、

米
国
初
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
国
務
長
官
で
あ
る
ル
ビ
オ
国
務
長
官
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を
、
中
米
カ
リ
ブ
五
カ
国
（
パ
ナ
マ
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
コ
ス
タ
リ

カ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
）
に
派
遣
し
た
。
国
務
長
官
の

最
初
の
訪
問
先
が
中
米
に
な
る
の
は
一
九
一
二
年
以
来
で
あ
り
、

政
権
が
中
米
カ
リ
ブ
地
域
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
っ
た （

�）。
二
月
一
日
に
始
ま
る
訪
問
で
は
、
移
民
、
組
織
犯
罪
、

対
中
関
係
な
ど
に
つ
い
て
各
国
と
の
具
体
的
な
交
渉
や
意
見
が
交

わ
さ
れ
た
。
以
下
、
会
談
と
そ
の
後
の
展
開
を
み
て
い
き
た
い
。

中
米
カ
リ
ブ
諸
国
で
交
渉
に
あ
た
る
閣
僚
た
ち
は
、
友
好
的
な

態
度
で
各
国
の
首
脳
と
接
し
て
い
る
。
最
初
の
訪
問
地
パ
ナ
マ
で

は
運
河
と
移
民
が
主
要
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
運
河
に
つ
い
て
は

次
節
で
扱
う
。
移
民
の
移
送
に
関
し
て
は
バ
イ
デ
ン
政
権
期
よ
り

協
力
が
始
ま
っ
て
い
た
た
め
、
交
渉
は
順
調
に
進
ん
だ
。
ム
リ
ノ

大
統
領
（
二
〇
二
四
年
～
）
は
ル
ビ
オ
長
官
と
の
会
談
を
「
相
手
を

尊
重
し
、
心
の
こ
も
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
た （

�）。

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
訪
問
で
ル
ビ
オ
長
官
は
、
ブ
ケ
レ
大
統
領

（
二
〇
一
九
年
～
）
が
提
示
し
た
犯
罪
お
よ
び
移
民
に
関
す
る
協
定

を
、
「
ま
っ
た
く
前
例
の
な
い
、
世
界
で
も
桁
外
れ
に
す
ば
ら
し

い
移
民
協
定
」
と
絶
賛
し
た
。
協
定
は
第
三
国
の
移
民
を
有
償
で

受
け
入
れ
る
と
い
う
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
米
国
が
取
り
締
ま
り

を
強
化
し
て
い
た
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
出
身
者
の
犯
罪
集
団
な
ど
エ
ル
サ

ル
バ
ド
ル
国
籍
以
外
の
移
民
も
送
還
で
き
る
と
い
う
内
容
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
実
際
三
月
に
は
、
二
〇
〇
人
を
超
え
る
ベ
ネ
ズ
エ

ラ
人
受
刑
者
が
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ケ
レ
大
統
領
は
米
国
で
服
役
中
の
米
国
市
民
を
エ
ル
サ
ル
バ
ド

ル
の
刑
務
所
に
低
コ
ス
ト
で
受
け
入
れ
る
「
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」

案
ま
で
提
示
し
た （

�）。

近
年
の
ブ
ケ
レ
政
権
は
権
威
主
義
化
が
著
し
い
。
組
織
犯
罪
の

取
り
締
ま
り
に
よ
る
治
安
の
改
善
は
国
民
か
ら
絶
大
な
支
持
を
得

た
が
、
そ
の
勢
い
の
ま
ま
司
法
に
介
入
し
て
本
来
憲
法
が
禁
止
す

る
再
選
を
認
め
さ
せ
、
再
選
さ
れ
た
。
組
織
犯
罪
の
取
り
締
ま
り

を
理
由
に
非
常
事
態
令
は
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
拘
束
や
逮

捕
が
容
易
な
状
況
を
利
用
し
て
、
政
府
に
批
判
的
な
人
物
や
市
民

団
体
の
取
り
締
ま
り
を
進
め
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
閣
僚

を
味
方
に
つ
け
た
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
強
気
に
な
っ
て
い
る （

�）。

コ
ス
タ
リ
カ
で
ル
ビ
オ
長
官
は
犯
罪
と
移
民
に
関
す
る
米
当
局

の
協
力
を
申
し
出
た
が
、
こ
の
問
題
が
他
国
ほ
ど
深
刻
で
な
い
た

め
中
国
の
影
響
力
の
排
除
が
焦
点
と
な
っ
た
。
チ
ャ
ベ
ス
政
権

（
二
〇
二
二
年
～
）
が
二
〇
二
三
年
、
公
的
入
札
に
お
い
て
サ
イ
バ
ー

犯
罪
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
協
約
へ
の
署
名
国
の
企
業
で
あ
る
こ

と
を
条
件
と
す
る
法
律
を
施
行
し
た
こ
と
で
、
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
な

ど
中
国
企
業
の
５
Ｇ
通
信
技
術
の
導
入
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

を
高
く
評
価
し
た
。
ま
た
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
の
停
止
に
つ
い
て
は
調

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 78



査
の
た
め
の
暫
定
的
な
も
の
で
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
や

麻
薬
密
輸
防
止
な
ど
ま
っ
と
う
な
事
業
は
継
続
さ
れ
る
だ
ろ
う
と

説
明
し
た （

�）。
後
述
す
る
よ
う
に
コ
ス
タ
リ
カ
も
ま
た
、
移
民
の
移

送
で
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

グ
ア
テ
マ
ラ
で
は
移
民
と
対
中
（
台
湾
）
関
係
が
会
談
の
主
要

議
題
で
あ
っ
た
が
、
ア
レ
バ
ロ
政
権
（
二
〇
二
四
年
～
）
は
昨
年
す

で
に
米
国
か
ら
不
法
移
民
を
送
還
す
る
フ
ラ
イ
ト
を
四
割
増
便
す

る
こ
と
で
合
意
し
て
お
り
、
ル
ビ
オ
長
官
の
訪
問
に
際
し
て
は
グ

ア
テ
マ
ラ
人
不
法
移
民
を
送
還
す
る
航
空
機
を
視
察
し
て
い
る
。

米
当
局
は
移
民
問
題
に
お
け
る
グ
ア
テ
マ
ラ
政
府
の
協
力
を
高
く

評
価
し
、
ア
レ
バ
ロ
大
統
領
も
移
民
の
帰
還
は
技
術
や
言
語
能
力

を
備
え
た
人
材
の
帰
国
で
あ
り
観
光
業
や
食
品
産
業
な
ど
グ
ア
テ

マ
ラ
の
経
済
発
展
に
寄
与
し
得
る
と
好
意
的
な
発
言
を
し
た （

�）。

グ
ア
テ
マ
ラ
は
、
中
国
と
国
交
を
結
ん
で
い
な
い
数
少
な
い
国

の
一
つ
で
あ
る
。
ア
レ
バ
ロ
大
統
領
は
選
挙
時
に
中
国
と
の
関
係

強
化
を
語
っ
て
い
た
が
、
就
任
後
は
台
湾
と
の
国
交
を
維
持
し
、

「
一
帯
一
路
」
に
対
抗
し
て
Ｅ
Ｕ
が
提
唱
す
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
」
へ
の
参
加
の
意
向
を
示
す
な
ど
、
欧
米
と
の
連

携
を
強
め
て
い
る
。
汚
職
の
撲
滅
を
改
革
の
主
軸
に
据
え
、
透
明

で
良
好
な
投
資
環
境
を
整
え
、
流
通
イ
ン
フ
ラ
の
再
整
備
を
目
指

し
て
い
る （

�）。
中
国
か
ら
は
圧
力
を
受
け
て
お
り
、
昨
年
五
月
に
は

マ
カ
デ
ミ
ア
ナ
ッ
ツ
や
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
輸
出
品
の
通
関
が
中
国
で

拒
否
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
、
ル
ビ
オ
長
官
は
ア
レ

バ
ロ
大
統
領
の
民
主
主
義
の
維
持
発
展
へ
の
努
力
を
称
え
、
同
じ

く
民
主
主
義
国
で
あ
る
台
湾
と
の
関
係
維
持
に
感
謝
し
、
台
湾
か

ら
の
投
資
促
進
な
ど
経
済
面
も
含
め
協
力
す
る
意
思
を
伝
え
た （

�）。

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
は
カ
リ
ブ
海
の
島
国
で
あ
る
が
、
同
じ
ス
ペ

イ
ン
語
圏
の
中
米
諸
国
と
の
関
係
が
緊
密
で
、
今
日
で
は
「
ド
ミ

ニ
カ
共
和
国
・
中
米

自
由

貿
易
協
定
」
（

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ

�Ｄ
Ｒ
、
二
〇

〇
九
年
発
効
）
を
形
成
し
て
経
済
関
係
も
深
め
て
い
る
。
近
年
は

経
済
が
堅
調
で
、
政
情
も
安
定
し
て
い
る
。
ル
ビ
オ
長
官
の
訪
問

で
は
、
政
局
の
混
乱
で
首
都
が
ギ
ャ
ン
グ
集
団
に
制
圧
さ
れ
る
ほ

ど
の
統
治
不
能
状
態
に
陥
っ
て
い
る
隣
国
ハ
イ
チ
の
問
題
に
重
点

が
置
か
れ
た
。
米
国
は
ハ
イ
チ
か
ら
の
避
難
民
の
流
れ
が
自
国
に

向
か
う
こ
と
を
懸

念
し
て
い
る
。
ア
ビ
ナ
デ
ル
大
統
領
（
二
〇
二

〇
年
～
）
は
、

歴
史
的
に
ド
ミ
ニ
カ
国
民
の

間
で

根
強
い

反
ハ
イ

チ
感
情
を
背
景
に
、
ハ
イ
チ
移
民
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
、
昨

年
一
〇
月
に
は
毎
週
一
万
人
の
不
法
移
民
を
送
還
す
る
方

針
を
打

ち
出
し
た
。
今
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
病
院
を
対

象
に
取

り
締
ま
り
を
行
い
、
妊
婦
を
含
む
二
〇
〇
〇
人
以
上
を
拘

束
し
た

こ
と
に
対
し
、
国
際
人
権
団
体
や
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務

総
長
が

懸
念
を
表
明
し
て
い
る
が （

�）、
こ
の
厳
し
い
移
民
政
策
が
ト
ラ
ン
プ
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第
二
期
政
権
と
共
鳴
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
と
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
が
ル
ビ
オ
長
官
の
訪
問
先
に
含

ま
れ
な
か
っ
た
の
は
、
オ
ル
テ
ガ
政
権
（
二
〇
〇
七
年
～
）
が
個
人

独
裁
色
を
強
め
て
反
対
派
を
厳
し
く
弾
圧
し
、
中
国
と
接
近
し
て

い
る
た
め
対
米
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の

カ
ス
ト
ロ
政
権
（
二
〇
二
二
年
～
）
が
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
を
支
持
し
、
中

国
と
の
関
係
を
強
め
、
麻
薬
密
売
組
織
と
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
み
ら
れ
る
。
ル
ビ
オ
長
官
は
、
ニ
カ
ラ

グ
ア
が
民
主
国
家
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ

�Ｄ
Ｒ
か

ら
の
追
放
に
動
く
可
能
性
も
口
に
し
た （

�）。

ニ
カ
ラ
グ
ア
は
二
〇
二
一
年
に
台
湾
と
断
交
し
、
中
国
と
国
交

を
締
結
し
た
。
オ
ル
テ
ガ
政
権
に
よ
る
人
権
侵
害
で
欧
米
か
ら
制

裁
を
受
け
る
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
し
、
中
国
か
ら
援
助
物
資
が
間
断

な
く
届
け
ら
れ
て
お
り
、
昨
年
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
も
発
効
し
た
。
与
党
Ｆ

Ｓ
Ｌ
Ｎ
（
サ
ン
デ
ィ
ニ
ス
タ
国
民
解
放
戦
線
）
が
全
議
席
を
占
め
る
国

会
は
、
先
住
民
組
織
や
環
境
団
体
の
抗
議
に
耳
を
貸
す
こ
と
な
く
、

鉱
山
開
発
や
イ
ン
フ
ラ
建
設
へ
の
中
国
か
ら
の
借
款
を
次
々
と
承

認
し
て
い
る
。
中
国
企
業
に
与
え
ら
れ
た
鉱
業
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン

の
面
積
は
、
国
土
の
二
割
を
超
え
た （

�）。
か
つ
て
香
港
企
業
が
進
め

て
い
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
運
河
計
画
は
挫
折
し
た
が
、
近
年
中
国
が
再

び
運
河
建
設
に
関
心
を
示
し
て
い
る
た
め
、
オ
ル
テ
ガ
政
権
は
別

ル
ー
ト
の
運
河
計
画
を
準
備
し
て
い
る （

�）。
し
か
し
一
方
、
ニ
カ
ラ

グ
ア
は
在
米
移
民
労
働
者
か
ら
の
送
金
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
三
割
近
く
に

も
お
よ
ぶ
。
こ
の
数
値
は
中
米
諸
国
で
最
も
高
く
、
し
か
も
増
加

傾
向
に
あ
る （

�）。
米
国
と
の
こ
の
実
質
的
な
経
済
関
係
は
、
中
国
依

存
に
よ
っ
て
代
替
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
カ
ス
ト
ロ
政
権
は
、
大
統
領
の
身
内
を
含
む

政
権
幹
部
の
麻
薬
密
輸
に
関
わ
る
汚
職
疑
惑
を
め
ぐ
っ
て
バ
イ
デ

ン
政
権
と
対
立
し
た
こ
と
か
ら
、
米
国
と
の
組
織
犯
罪
容
疑
者
引

き
渡
し
条
約
を
昨
年
八
月
に
破
棄
し
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
対
し

て
は
、
不
法
移
民
を
送
還
す
る
の
で
あ
れ
ば
パ
ル
メ
ロ
ラ
の
米
軍

基
地
の
運
用
許
可
を
取
り
下
げ
る
と
発
言
し
た
。
そ
の
一
方
で
カ

ス
ト
ロ
政
権
は
、
台
湾
と
断
交
し
た
二
〇
二
三
年
以
降
、
中
国
か

ら
学
校
建
設
な
ど
へ
の
支
援
を
取
り
付
け
た
ほ
か
、
対
中
輸
出
促

進
に
向
け
て
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
を
精
力
的
に
進
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

今
年
二
月
半
ば
、
カ
ス
ト
ロ
政
権
は
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
翻
し
、

引
き
渡
し
条
約
を
二
七
年
一
月
ま
で
延
長
す
る
と
発
表
し
た
。
米

国
か
ら
の
不
法
移
民
の
送
還
も
パ
ル
メ
ロ
ラ
で
の
米
軍
の
活
動
も

続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
国
関
係
は
今
後
改
善
す
る
可
能
性
も

あ
る （

�）。
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移
民
送
還
レ
ジ
ー
ム
の
構
築

以
上
の
こ
と
か
ら
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政

権
は
、
最
重
要
課
題
と
み
な
す
移
民
の
流
入
防
止
と
送
還
を
、
中

米
カ
リ
ブ
諸
国
の
協
力
を
得
な
が
ら
進
め
て
い
る
。
す
で
に
バ
イ

デ
ン
政
権
期
に
米
国
・
パ
ナ
マ
間
の
協
定
に
基
づ
い
て
コ
ロ
ン
ビ

ア
・
パ
ナ
マ
国
境
地
帯
の
ダ
リ
エ
ン
地
峡
を
渡
る
不
法
移
民
の
取

り
締
ま
り
と
送
還
が
強
化
さ
れ
、
効
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の

数
か
月
で
進
ん
で
い
る
の
は
複
数
の
国
が
関
与
す
る
地
域
的
な
仕

組
み
の
構
築
で
あ
り
、
な
か
で
も
グ
ア
テ
マ
ラ
、
パ
ナ
マ
、
コ
ス

タ
リ
カ
が
積
極
的
に
協
力
に
応
じ
て
い
る
。

今
年
二
月
に
は
パ
ナ
マ
の
ア
ブ
レ
ゴ
治
安
大
臣
と
コ
ス
タ
リ
カ

の
サ
モ
ラ
治
安
大
臣
が
、
送
還
さ
れ
る
非
合
法
移
民
の
経
由
地
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
合
意
に
署
名
し
た
。
す
な
わ
ち
南
へ
と
移

送
さ
れ
る
移
民
は
コ
ス
タ
リ
カ
の
移
民
対
応
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ａ
Ｔ

Ｅ
Ｍ
）
に
収
容
さ
れ
て
経
歴
や
犯
罪
歴
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
後
、

パ
ナ
マ
北
部
国
境
の
プ
ラ
ネ
ス
・
デ
・
グ
ア
ラ
カ
（
チ
リ
キ
県
）

も
し
く
は
パ
ナ
マ
南
部
国
境
の
メ
テ
テ
ィ
（
ダ
リ
エ
ン
県
）
に
送
ら

れ
、
そ
こ
か
ら
出
身
国
に
送
還
さ
れ
る
。
航
空
輸
送
の
費
用
の
一

部
は
米
国
が
負
担
す
る
。
こ
れ
ま
で
大
量
の
移
民
が
、
中
米
を
北

上
し
て
米
国
に
向
か
う
流
れ
を
形
成
し
て
い
た
が
、
逆
方
向
に
人
々

を
移
送
す
る
ル
ー
ト
が
築
か
れ
る
の
は
初
と
言
え
る （

�）。
五
月
に
は

パ
ナ
マ
民
間
航
空
局
が
、
昨
年
七
月
以
来
停
止
し
て
い
た
パ
ナ
マ
・

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
便
を
再
開
す
る
と
発
表
し
た
が
、
こ
れ
は
米
国
か
ら

パ
ナ
マ
に
移
送
さ
れ
た
不
法
移
民
を
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
に
帰
国
さ
せ
る

た
め
で
あ
る （

�）。

さ
ら
に
ル
ビ
オ
長
官
は
三
月
末
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
ガ
イ
ア
ナ
、

ス
リ
ナ
ム
を
訪
問
し
、
カ
リ
ブ
諸
国
の
首
脳
た
ち
に
不
法
移
民
や

国
境
を
越
え
る
組
織
犯
罪
の
防
止
と
、
ハ
イ
チ
の
政
治
と
治
安
問

題
の
解
決
に
向
け
た
地
域
協
力
を
訴
え
た
う
え
で
、
経
済
協
力
を

約
束
し
て
い
る （

�）。
ま
た
国
内
に
向
け
て
は
、
政
治
的
に
敵
対
す
る

国
家
や
統
治
不
能
に
陥
っ
た
国
家
の
出
身
者
を
対
象
に
、
人
の
流

れ
を
阻
止
す
る
強
力
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
三
月
に
米
国
国
土

安
全
保
障
省
は
キ
ュ
ー
バ
人
、
ハ
イ
チ
人
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
人
、
ベ

ネ
ズ
エ
ラ
人
に
対
す
る
人
道
的
ビ
ザ
を
廃
止
す
る
と
発
表
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
約
五
〇
万
人
が
ひ
と
月
以
内
に
国
外
退
去
と
な
る
可

能
性
が
あ
る （

�）。
六
月
に
発
表
さ
れ
た
一
二
カ
国
か
ら
の
渡
航
者
の

入
国
禁
止
措
置
に
は
ハ
イ
チ
が
含
ま
れ
、
キ
ュ
ー
バ
と
ベ
ネ
ズ
エ

ラ
は
部
分
的
入
国
禁
止
の
対
象
と
な
っ
た （

�）。

こ
の
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
は
、
「
移
民
が
米
国
の
安
全
に

と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
」
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
安
全
を

守
る
仕

組
み
を
近
隣
諸
国
を
巻
き
込
ん
で
築
き
つ
つ
あ
り
、
米
国
と
中
米

カ
リ
ブ
地
域
に
は
「
移
民
送
還
レ
ジ
ー
ム
」
と
呼
び
得
る
よ
う
な
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仕
組
み
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

関
税
の
地
域
へ
の
影
響

中
米
カ
リ
ブ
諸
国
に
と
っ
て
も
ト
ラ
ン
プ
関
税
は
不
安
材
料
で

あ
る
。
四
月
二
日
の
表
明
を
受
け
て
、
中
米
諸
国
に
も
一
〇
％
の

関
税
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
み
一
八
％
だ
が
、

当
面
は
適
用
見
合
わ
せ
）。
中
米
諸
国
の
政
府
も
ま
た
、
一
定
の
反
論

は
し
な
が
ら
も
刺
激
し
な
い
よ
う
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

グ
ア
テ
マ
ラ
の
ア
レ
バ
ロ
大
統
領
は
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
が
Ｃ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ

�Ｄ
Ｒ
の
規
定
に
反
す
る
と
批
判
し
た
が
、
報
復
関
税
で
は

な
く
交
渉
に
よ
る
解
決
を
目
指
し
て
い
る
。
コ
ス
タ
リ
カ
の
チ
ャ

ベ
ス
政
権
も
、
米
国
か
ら
よ
り
良
い
条
件
を
引
き
出
す
べ
く
交
渉

を
進
め
る
姿
勢
で
あ
る （

�）。

中
米
カ
リ
ブ
諸
国
に
と
っ
て
は
、
関
税
の
問
題
に
も
、
米
国
に

大
量
の
移
民
を
送
り
出
し
て
い
る
事
実
が
関
わ
っ
て
く
る
。
中
米

諸
国
の
経
済
は
移
民
労
働
者
か
ら
の
送
金
へ
の
依
存
度
が
き
わ
め

て
高
く
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
割
か
ら
三
割
に
達
す
る
が
、
関
税
の
引
き
上

げ
に
よ
っ
て
海
外
送
金
へ
の
依
存
度
が
さ
ら
に
強
ま
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
の
貿
易
政
策
が
ド
ル
安
に
つ
な
が
っ
て
い
る
現

状
か
ら
す
る
と
、
米
国
か
ら
の
送
金
が
目
減
り
し
、
送
金
に
頼
る

低
所
得
者
層
に
と
っ
て
打
撃
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

民
主
主
義
の
価
値

ル
ビ
オ
国
務
長
官
ら
政
府
高
官
が
会
談
で
民
主
主
義
を
問
題
に

す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
が
用

い
ら
れ
る
文
脈
を
み
る
と
、
グ
ア
テ
マ
ラ
と
台
湾
の
友
好
関
係
を

支
持
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
何
よ
り
、
敵
対
す
る
ニ
カ
ラ
グ
ア
や
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
民
主

国
家
で
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
一
方
、
友
好
関
係
に
あ
る
エ
ル
サ

ル
バ
ド
ル
の
人
権
侵
害
や
権
威
主
義
化
を
問
題
に
し
な
い
点
で
矛

盾
が
あ
る
。
現
実
に
は
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
権
威
主
義
を
中
国
が
支
援

し
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
権
威
主
義
を
米
国
が
支
援
す
る
構
図
に

な
っ
て
い
る
。
バ
イ
デ
ン
政
権
は
普
遍
的
価
値
と
し
て
の
人
権
と

民
主
主
義
を
政
策
の
柱
と
し
て
い
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
言
説

に
お
い
て
民
主
主
義
は
ご
都
合
主
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
ル
ビ
オ
長
官
が
訪
問
で
取
り
上
げ
る
も
う
ひ
と
つ
の
重

要
課
題
は
中
国
の
影
響
の
阻
止
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
パ

ナ
マ
運
河
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
次
節
で
検
討
し

た
い
。
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３
�パ

ナ
マ
を
め
ぐ
る
米
中
の
攻
防

「
運
河
を
取
り
戻
す
」

二
期
目
の
就
任
を
ひ
か
え
た
ト
ラ
ン
プ
次
期
大
統
領
は
突
然
、

パ
ナ
マ
運
河
の
問
題
を
提
起
し
た
。
米
国
は
不
当
に
高
い
通
行
料

を
払
っ
て
お
り
、
ま
た
中
国
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
、
米
国

が
取
り
戻
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
軍
の
派
遣
も
辞
さ
な

い
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
軍
事
侵
攻
の
可
能
性
ま
で
口
に
し
た
こ

と
は
、
棍
棒
外
交
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
自
国
の
政
治
秩
序
や
自

国
民
の
移
動
を
統
制
で
き
な
い
国
へ
の
強
引
な
干
渉
を
米
国
の
国

益
と
し
て
正
当
化
し
、
域
外
勢
力
が
自
ら
の
勢
力
圏
に
入
る
こ
と

を
拒
否
す
る
姿
勢
は
ま
さ
に
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
版
の
モ

ン
ロ
ー
主
義
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
パ
ナ
マ
運
河
は
米
国
が
建

設
し
て
一
九
一
四
年
に
開
通
し
、
太
平
洋
へ
の
進
出
拠
点
と
し
て

米
国
が
管
理
運
営
し
て
い
た
が
、
パ
ナ
マ
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
高
ま
り
を
背
景
に
七
七
年
に
締
結
さ
れ
た
ト
リ
ホ
ス
・
カ
ー

タ
ー
条
約
に
基
づ
い
て
九
九
年
に
全
面
返
還
さ
れ
、
以
後
は
パ
ナ

マ
運
河
庁
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）
が
管
理
し
通
行
料
を
徴
収
し
て
い
る
。

確
か
に
パ
ナ
マ
運
河
は
香
港
企
業
Ｃ
Ｋ
ハ
チ
ソ
ン
（
長
江
和
記

実
業
）
の
子
会
社
が
一
九
九
七
年
以
来
、
契
約
に
よ
り
運
河
両
端

に
あ
る
バ
ル
ボ
ア
港
と
ク
リ
ス
ト
バ
ル
港
の
運
営
を
担
っ
て
い
る

が
（
二
〇
二
一
年
の
契
約
更
新
で
四
七
年
ま
で
延
長
）、
香
港
の
大
富
豪
・

李
嘉
誠
氏
の
率
い
る
多
国
籍
企
業
で
中
国
以
外
で
の
事
業
が
主
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し

習
近
平
政
権
が
香
港
か
ら
自
律
性
を
奪
い
民
間
企
業
へ
の
統
制
も

強
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
米
中
の
軍
事
衝
突
の
よ
う
な
局
面
で
米

国
の
軍
艦
や
商
船
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
高
ま
っ
た
。

第
一
期
で
は
特
段
問
題
に
し
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
、
第
二
期
で

の
変
化
と
い
え
る
。

パ
ナ
マ
・
中
国
関
係
の
形
成

パ
ナ
マ
は
二
〇
一
七
年
に
台
湾
と
断
交
し
、
中
国
と
国
交
を
結

ん
だ
。
こ
れ
を
進
め
た
バ
レ
ラ
政
権
（
二
〇
一
四
～
一
九
年
）
は
直

ち
に
「
一
帯
一
路
」
へ
の
参
加
を
決
め
た
。
中
国
は
そ
れ
ま
で
バ

レ
ラ
政
権
へ
の
浸
透
を
着
々
と
進
め
て
い
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権

が
察
知
し
て
手
を
打
っ
た
形
跡
は
な
い
。
当
時
の
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
は
中
米
カ
リ
ブ
の
国
々
の
情
勢
に
は
無
関
心
で
、
中
国
の
進
出

の
も
た
ら
す
安
全
保
障
上
の
脅
威
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
を
示
す

こ
と
は
な
か
っ
た
。

国
交
を
樹
立
す
る
と
、
中
国
は
鉄
道
な
ど
イ
ン
フ
ラ
建
設
へ
の

投
資
計
画
を
次
々
と
発
表
し
、
ま
た
各
界
の
要
人
を
中
国
に
招
い
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て
親
中
人
脈
を
築
い
て
い
っ
た
。
か
つ
て
米
軍
施
設
の
あ
っ
た
パ

ナ
マ
運
河
入
口
の
ア
マ
ド
ー
ル
地
区
に
は
、
中
国
大
使
館
の
建
設

計
画
が
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
国
民
か
ら
反
発
の
声
が
上
が

り
、
米
国
政
府
か
ら
の
圧
力
も
あ
っ
て
中
止
と
な
っ
た
。
以
後
も

中
国
は
通
信
設
備
の
整
備
か
ら
孔
子
学
院
の
設
置
ま
で
多
方
面
に

進
出
し
て
存
在
感
を
高
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
第
一
期
ト

ラ
ン
プ
政
権
期
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

三
つ
巴
の
攻
防

と
こ
ろ
が
二
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
運
河
を
問
題
視
し
は

じ
め
た
こ
と
で
、
ム
リ
ノ
大
統
領
は
難
し
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
返
還
を
（
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
の

分
離
独
立
に
続
く
）「
第
三
の
独
立
」
と
捉
え
る
パ
ナ
マ
国
民
に
と
っ

て
、
運
河
は
民
族
感
情
を
呼
び
起
こ
す
敏
感
な
問
題
で
あ
り
、
国

の
指
導
者
が
譲
歩
す
る
こ
と
は
政
治
的
に
あ
り
え
な
い
。
し
か
も

パ
ナ
マ
は
一
九
八
九
年
に
米
国
か
ら
軍
事
侵
攻
を
受
け
て
い
る
の

で
、
武
力
行
使
は
生
々
し
い
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ム
リ
ノ

大
統
領
は
直
ち
に
、
運
河
は
パ
ナ
マ
の
主
権
の
も
と
に
あ
っ
て
パ

ナ
マ
政
府
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
と
反
論
し
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
、
「
一
帯
一
路
」
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
表

明
し
、
バ
ル
ボ
ア
港
と
ク
リ
ス
ト
バ
ル
港
を
運
営
す
る
Ｃ
Ｋ
ハ
チ

ソ
ン
の
子
会
社
の
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
や
、
米
海
軍
に
運
河
の

優
先
使
用
を
認
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
米
国
に
譲
歩
し
た （

�）。
も
と

も
と
中
国
と
の
関
係
の
薄
い
中
道
右
派
の
ム
リ
ノ
大
統
領
に
は
、

中
国
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
抵
抗
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
フ
ロ
ー
レ

ス
会
計
検
査
院
長
が
、
二
港
の
運
営
会
社
の
契
約
延
長
に
手
続
き

上
・
税
務
上
の
問
題
が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た （

�）。
Ｃ
Ｋ
ハ
チ
ソ

ン
と
の
港
湾
事
業
の
契
約
打
ち
切
り
も
検
討
さ
れ
始
め
る
な
か
、

三
月
に
米
国
の
資
産
運
用
大
手
ブ
ラ
ッ
ク
ロ
ッ
ク
な
ど
の
企
業
連

合
が
二
港
を
買
収
す
る
こ
と
で
Ｃ
Ｋ
ハ
チ
ソ
ン
と
合
意
し
、
中
国

企
業
を
排
除
し
た
い
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
思
惑
が
叶
う
か
に
み
え
た
。

し
か
し
今
度
は
中
国
が
阻
止
に
乗
り
出
し
た
。
香
港
の
共
産
党

機
関
紙
『
大
公
報
』
は
、
売
国
行
為
で
歴
史
に
汚
点
を
残
す
と
し

て
売
却
を
厳
し
く
批
判
す
る
一
連
の
記
事
を
掲
載
し
、
国
務
院
香

港
マ
カ
オ
事
務
弁
公
室
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
転
載
し
て
世
論
を

�っ

た （

�）。
中
国
当
局
は
Ｃ
Ｋ
ハ
チ
ソ
ン
に
対
し
国
営
企
業
と
の
取
引
を

制
限
す
る
な
ど
圧
力
を
か
け
、
独
占
禁
止
法
違
反
の
疑
い
で
調
査

を
開
始
し
て
、
売
却
を
延
期
さ
せ
た
。

一
方
、
四
月
上
旬
に
ヘ
グ
ゼ
ス
国
防
長
官
が
パ
ナ
マ
を
訪
問
し
、

ム
リ
ノ
大
統
領
、
ア
ブ
レ
ゴ
安
全
保
障
大
臣
、
バ
ス
ケ
ス
・
パ
ナ

マ
運
河
庁
長
官
と
会
談
し
、
運
河
を
取
り
戻
す
と
い
う
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
の
発
言
は
「
中
国
の
影
響
か
ら
運
河
を
取
り
戻
す
」
と
い
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う
意
味
だ
と
釈
明
し
た
。
ま
た
、
ム
リ
ノ
大
統
領
の
決
断
に
よ
り

「
一
帯
一
路
」
か
ら
離
脱
す
る
西
半
球
最
初
の
国
と
な
り
、
問
題

の
多
い
中
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
減
じ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た （

�）。

し
か
し
、
こ
の
時
に
交
わ
さ
れ
た
Ｍ
Ｏ
Ｕ
（
基
本
合
意
文
書
）
の
内

容
が
、
基
地
協
定
の
見
直
し
や
米
軍
艦
の
優
先
か
つ
無
料
の
通
航

を
認
め
る
も
の
だ
と
し
て
論
争
と
な
り
、
反
政
府
派
の
労
働
組
合

が
売
国
的
行
為
と
し
て
抗
議
運
動
を
行
い
、
市
民
団
体
が
憲
法
違

反
の
疑
い
で
最
高
裁
に
提
訴
す
る
事
態
に
な
っ
た （

�）。
ム
リ
ノ
政
権

は
国
内
世
論
の
説
得
に
も
苦
慮
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
も
、
パ
ナ
マ
で
の
米
国
の
対
中
攻
勢
は
続
い

て
い
る
。
六
月
、
駐
パ
ナ
マ
米
国
大
使
館
は
、
地
域
へ
の
中
国
の

影
響
を
取
り
除
く
努
力
の
一
環
と
し
て
、
中
国
企
業
フ
ァ
ー
ウ
ェ

イ
が
パ
ナ
マ
に
設
置
し
た
一
三
カ
所
の
通
信
設
備
を
「
安
全
な
米

国
の
技
術
」
に
交
換
し
て
い
く
と
発
表
し
た
。
こ
の
事
業
は
パ
ナ

マ
公
共
安
全
省
と
協
力
の
も
と
米
国
の
資
金
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
七
つ
の
新
た
な
通
信
塔
を
設
置
し
て
、
約
二
年
で
完
成
す

る
。
そ
れ
に
よ
り
米
国
と
パ
ナ
マ
の
安
全
の
共
有
と
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う （

�）。

パ
ナ
マ
運
河
問
題
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

運
河
を
め
ぐ
る
動
き
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
安
全
保
障
認
識
が
見

て
と
れ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
と
っ
て
、
中
国
は
域
外
か
ら
の

脅
威
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
米
カ
リ
ブ
ま
で
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
米

国
の
安
全
を
脅
か
し
て
い
る
。
片
や
中
国
に
と
っ
て
、
習
主
席
の

呼
び
か
け
に
応
じ
て
地
域
初
の
「
一
帯
一
路
」
参
加
国
と
な
っ
た

パ
ナ
マ
が
最
初
の
離
脱
国
と
な
る
こ
と
は
屈
辱
で
あ
り
、
戦
略
的

に
重
要
な
貿
易
拠
点
を
米
国
に
奪
わ
れ
る
の
は
許
し
が
た
い
。
そ

し
て
パ
ナ
マ
に
と
っ
て
は
、
運
河
は
パ
ナ
マ
の
主
権
そ
の
も
の
で

あ
り
、
ど
の
国
で
あ
ろ
う
と
取
得
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
パ
ナ

マ
が
認
め
た
範
囲
内
で
経
済
活
動
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
が
確
保
す
べ
き
と
考
え
る
安
全
な
領
域
が
中
米

カ
リ
ブ
で
あ
る
こ
と
は
、
「
一
帯
一
路
」
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
中
国
の
援
助
で
建
設
さ
れ
た
南
米
ペ
ル
ー
の
チ
ャ
ン
カ
イ

港
と
の
対
比
か
ら
も
み
え
て
く
る
。
チ
ャ
ン
カ
イ
港
は
太
平
洋
間

の
輸
送
日
数
を
大
幅
に
短
縮
し
、
大
型
船
が
入
港
可
能
な
た
め
、

南
米
の
流
通
ハ
ブ
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
エ
ク
ア
ド
ル
や
チ

リ
な
ど
太
平
洋
側
の
国
だ
け
で
な
く
、
大
西
洋
側
の
ブ
ラ
ジ
ル
や

内
陸
国
ボ
リ
ビ
ア
も
関
心
を
寄
せ
る
。
開
港
式
典
に
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ

Ｃ
（

ア
ジ

ア
太

平
洋
経
済
協
力

会
議
）
出
席
の
た
め

ペ
ル
ー
を

訪
問
し

て
い
た
習
主
席
が
参
加
し
た
。
中
国
か
ら
の
対
ペ
ル
ー
直
接
投
資

は
近
年
、
従
来
の
鉱
物
資
源
開
発
だ
け
で
な
く
電
力
な
ど
戦
略
的

分
野
に
も
及
ん
で
い
る
。
慢
性
的
な
政
局
の
混
乱
で
直
接
投
資
が
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伸
び
悩
む
ペ
ル
ー
に
お
い
て
、
中
国
の
存
在
感
は
急
速
に
高
ま
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
遠
洋
海
運
集
団
（
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）

に
よ
る
チ
ャ
ン
カ
イ
港
の
独
占
的
運
用
に
ペ
ル
ー
国
家
港
湾
局
が

反
対
し
、
中
国
南
方
電
網
（
Ｃ
Ｓ
Ｇ
）
に
よ
る
配
電
会
社
の
株
取

得
に
反
ト
ラ
ス
ト
調
査
が
入
る
な
ど
、
国
内
に
は
反
発
や
警
戒
も

あ
る （

�）。

し
か
し
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
チ
ャ
ン
カ
イ
湾
の
件
に
あ
ま
り
関
心

を
示
し
て
い
な
い
。
軍
事
安
全
保
障
の
面
か
ら
中
国
の
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
進
出
に
常
に
目
を
光
ら
せ
て
い
る
の
は
米
国
南
方
軍
で
あ

る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
宇
宙
観
測
基
地
か
ら
中
米
諸
国
の
港
湾
建

設
ま
で
、
中
国
が
軍
事
利
用
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て

き
た
南
方
軍
は
、
チ
ャ
ン
カ
イ
港
も
軍
事
利
用
が
可
能
で
南
米
に

お
け
る
戦
略
上
の
足
場
を
与
え
る
と
警
告
を
発
し
て
い
る （

�）。
し
か

し
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
パ
ナ
マ
運
河
に
対
し
て
示
す
危
機
感
や
中

国
拒
絶
の
姿
勢
は
、
ペ
ル
ー
に
対
し
て
は
み
ら
れ
な
い
。
米
国
の

安
全
を
守
る
範
囲
が
中
米
カ
リ
ブ
ま
で
で
あ
る
こ
と
伺
わ
せ
る
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
パ
ナ
マ
運
河
の
場
合
も
、
本
当
に
軍
事
介
入

を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
気
度
を
示
し
た
う
え
で
、
運

河
運
営
の
主
導
権
を
握
る
交
渉
を
有
利
に
運
び
、
中
国
の
影
響
を

削
ぐ
の
が
目
的
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
の
こ
と
か
ら
、
発
足
か
ら
ま
だ
半
年
が
た
た
な
い
段
階
の

暫
定
的
な
判
断
で
は
あ
る
が
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
中
米
カ

リ
ブ
を
米
国
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
の
重
点
地
域
と
捉
え
、
そ

の
実
現
に
向
け
て
具
体
的
に
動
き
始
め
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

そ
の
場
合
の
安
全
と
は
、
中
米
カ
リ
ブ
に
関
し
て
は
移
民
の
制
限

と
送
還
に
加
え
、
中
国
の
利
権
や
影
響
の
排
除
で
あ
る
。
一
方
、

本
稿
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
か
っ
た
が
隣
国
メ
キ
シ
コ
に
対
し
て
は
、

第
一
期
政
権
か
ら
問
題
に
し
て
き
た
移
民
に
加
え
、
目
下
の
重
点

は
関
税
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
中
国
の
進
出
を
阻
止
す
る
こ
と
が
重

要
な
目
標
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
中
米

カ
リ
ブ
に
い
た
る
地
域
に
対
し
て
、
第
二
期
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
第

一
期
よ
り
も
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
み
始
め
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
衰
退
し
つ
つ
あ
る
大
国
の
安
全
地
帯
構

築
構
想
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
米
国
を
守
る
」
と
い
う
利
己
的
動
機
に

基
づ
く
た
め
、
相
手
国
の
開
発
や
人
権
を
促
進
す
る
と
い
う
、
こ

れ
ま
で
米
国
が
曲
が
り
な
り
に
も
掲
げ
て
き
た
姿
勢
は
ほ
ぼ
み
ら

れ
な
い
。
同
時
に
こ
の
構
想
は
指
導
者
個
人
の
地
政
学
的
認
識
に
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基
づ
い
て
い
る
面
も
強
い
。
し
た
が
っ
て
今
後
の
米
国
の
持
続
的

政
策
指
針
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
ま
だ
始
ま
っ
て
半
年
の
ト

ラ
ン
プ
政
権
が
取
り
組
み
を
継
続
す
れ
ば
、
任
期
中
に
中
米
カ
リ

ブ
が
「
ト
ラ
ン
プ
の
裏
庭
」
と
い
う
べ
き
地
域
に
な
っ
て
い
く
可

能
性
が
あ
る
。

●
注

（

1）こ
こ
で
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
は
ス
ペ
イ
ン
も
し
く
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

植
民
地
で
あ
っ
た
米
州
の
国
々
か
ら
な
る
地
域
を
指
し
、
地
理
的
に
北
米
に

位
置
す
る
メ
キ
シ
コ
、
中
米
カ
リ
ブ
諸
国
（
グ
ア
テ
マ
ラ
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド

ル
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
パ
ナ
マ
、
キ
ュ
ー
バ
、

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
）
、
南
米
諸
国
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
エ
ク
ア

ド
ル
、
ペ
ル
ー
、
ボ
リ
ビ
ア
、
チ
リ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
）
か
ら
な
る
が
、
歴
史
的
な
関
り
の
強
い
旧
仏
領
の

ハ
イ
チ
も
通
常
加
え
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
二
〇
カ
国
と
な
る
。
カ
リ
ブ
地
域

に
は
旧
英
領
や
旧
蘭
領
の
国
々
も
多
く
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
名
称
は
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
カ
リ
ブ
地
域
（
Ｌ
Ａ
Ｃ
）
で
あ
る
が
、
本
稿
が
対
象
と
す

る
の
は
主
に
前
者
で
あ
る
。

（

2）中
米
地
域
は
メ
キ
シ
コ
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
間
の
国
家
群
か
ら
な
り
、

カ
リ
ブ
地
域
は
カ
リ
ブ
海
の
島
嶼
国
お
よ
び
カ
リ
ブ
海
に
面
す
る
国
々
か
ら

な
る
。
両
地
域
概
念
に
は
重
複
が
あ
り
、
ま
た
米
国
の
対
外
政
策
上
も
両
者

の
区
別
は
曖
昧
な
の
で
、
本
稿
で
は
合
わ
せ
て
中
米
カ
リ
ブ
地
域
（
諸
国
）

と
称
す
る
。

（

3）M
a
cD
o
n
a
ld
,S
co
tt
B
.,T
h
e
N
ew
C
old
W
a
r,
C
h
in
a
,
a
n
d
th
e

C
a
rib
b
ea
n
:
E
con
om
ic
S
ta
tecra

ft,
C
h
in
a
a
n
d
S
tra
teg
ic
R
ea
lig
n
-

m
en
t,

P
a
lg
ra
v
e
M
a
cm
ill a
n
,
S
p
rin
g

N
a
tu
re:

C
h
a
m
,

S
w
itzerla

n
d
,
2022.

（

4）岸
川
毅
、
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
中
国

平
和

的
台
頭
か
ら
ワ
ク
チ
ン
外
交
ま
で

」
、
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
年
報
』

第

42号
、
二
〇
二
二
年
。

（

5）岸
川
毅
、
「
中
国
の
対
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
政
策

グ
ロ
ー
バ
ル
サ

ウ
ス
外
交
の
理
念
と
現
実

」
、
『
東
亜
』
、
№
６
７
５
、
二
〇
二
三
年
九

月

�岸
川
毅
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
ル
ー
ラ
外
交
が
目
指
す
多
元
的
国
際
秩
序

�な

ぜ
中
国
と
共
鳴
す
る
の
か
」
n
ip
p
o
n
.co
m
、
二
〇
二
五
年
一
月
一
四
日

�http
s:/
/
w
w
w
.n
ip
p
o
n
.co
m
/
ja
/
in
-d
ep
th
/
d
01094/

�。

（

6）L
a
tin
N
ew
s
D
a
ily,
A
p
ril

10,
2025.

（

7）L
a
tin
N
ew
s
D
a
ily,
A
p
ril

3,
2025.

（

8）L
a
tin
A
m
erica

n
B
u
sin
ess
&
E
con
om
y,
A
p
ril,

2025
.

（

9）L
a
tin
A
m
erica

n
B
u
sin
ess
&
E
con
om
y,
M
a
rch
,
202

5

（

10）岸
川
毅
、
「
中
国
の
台
頭
は
中
米
に
何
を
も
た
ら
す
の
か

コ
ス

タ
リ
カ
の
事
例
か
ら

」、『
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
研
究
』
第

42巻
、
特
集
号
、

二
〇
二
一
年
。

（

11）岸
川
毅
、「
中
米
カ
リ
ブ
諸
国
を
め
ぐ
る
米
中
台
の
攻
防
」、『
修
親
』

令
和
７
年
６
月
号
（
通
巻
７
９
１
号
）、
二
〇
二
五
年
六
月
。

（

12）L
a
tin
A
m
erica

n
W
eek
ly
R
ep
ort,
F
eb
ru
a
ry

6,
2025.

（

13）Ib
id
.

（

14）Ib
id
.

（

15）L
a
tin
N
ew
s
D
a
ily,
M
a
y
25,

2025.

（

16）L
a
tin
A
m
erica

n
W
eek
ly
R
ep
ort,
F
eb
ru
a
ry

6,
2025.

（

17）Ib
id
.

（
18）L

a
tin
A
m
erica

n
W
eek
ly
R
ep
ort,
F
eb
ru
a
ry

22,
2024;

L
a
tin

A
m
erica

n
B
u
sin
ess
&
E
con
om
y,
A
p
ril,

2024.

（

19）L
a
tin
A
m
erica

n
W
eek
ly
R
ep
ort,
F
eb
ru
a
ry

6,
2025.

（

20）L
ist� n

D
ia
rio,

1
d
e
ju
n
io
d
e
2025.
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（
21）L

a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

F
eb

ru
a
ry

6,
2025.

（
22）L

a
tin

A
m
erica

n
B
u
sin

ess
&

E
con

om
y,

M
a
y
,
2024.

（

23）L
a
tin

A
m
erica

n
B
u
sin

ess
&

E
con

om
y,

F
eb

ru
a
ry

,
2025.

（

24）L
a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

F
eb

ru
a
ry

6,
2025.

（

25）L
a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

F
eb

ru
a
ry

20,
2025.

（

26）L
a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

F
eb

ru
a
ry

13,
2025.

（

27）L
a
tin

N
ew

s
D
a
ily,

M
a
y
23,

2025.

（

28）L
a
tin

N
ew

s
D
a
ily,

A
p
ril

7,
2025.

（

29）L
a
tin

N
ew

s
D
a
ily,

M
a
rch

24,
2025.

（

30）L
a
tin

N
ew

s
D
a
ily,

Ju
n
e
16,

2025.

（

31）L
a
tin

A
m
erica

n
E
con

om
y
&

B
u
sin

ess,
M
a
y
,
2025.

（

32）L
a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

F
eb

ru
a
ry

6,
2025.

（

33）L
a
tin

N
ew

s
D
a
ily,

A
p
ril

8,
2025.

（

34）B
B
C

N
ew

s
中
文
「
李
嘉
誠
出
售
巴
拿
馬
港
口
争
議
、
中
美
角
力

下
香
港
企
業
的
政
経
困
局
」
、
風
傳
媒
、
二
〇
二
五
年
三
月
二
二
日

�両
岸

中
心
「
李
嘉
誠
売
巴
拿
馬
港
口

�北
京
再
施
圧
！
彭
博

�中
国
国
企
暫
停
與

長
和
開
展
新
項
目
」、
風
傳
媒
、
二
〇
二
五
年
三
月
二
七
日
。

（

35）L
a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

A
p
ril

10,
2025.

（

36）L
a
tin

A
m
erica

n
S
ecu

rity
&

S
tra

teg
ic

R
ep
ort,

M
a
y
,
2025.

（

37）L
a
tin

N
ew

s
D
a
ily,

Ju
n
e
12,

2025.

（

38）L
a
tin

A
m
erica

n
W

eek
ly

R
ep
ort,

O
cto

b
er

31,
2024;

L
a
tin

A
m
erica

n
B
u
sin

ess
&

E
con

om
y,

D
ecem

b
er,

2024.

（

39）L
a
tin

A
m
erica

n
E
con

om
y
&

B
u
sin

ess,
D
ecem

b
er,

2024.
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『
海
外
事
情
』
九
・
一
〇
月
号
の
紹
介

刮
目
レ
ポ
ー
ト
ペ
ゼ
シ
ュ
キ
ヤ
ー
ン
政
権
の
始
動

野
村
明
史

第
一
特
集
＝
保
護
主
義
へ
と
逆
流
す
る
世
界

国
際
秩
序
の
変
容
と
「
分
散
型
」
多
国
間
主
義

佐
藤
丙
午

ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策

杉
之
原
真
子

技
術
覇
権
の
障
壁

茂
木
創

発
展
を
阻
む
地
政
学
と
い
う
コ
ス
ト

富
坂
聰

第
二
特
集
＝
水
資
源
と
世
界

世
界
的
に

�迫
す
る
水
資
源

橋
本
淳
司

パ
ナ
マ
運
河
の
渇
水
、
供
給
網
混
乱
の
深
刻
度

池
松
由
香

ア
メ
リ
カ
の
農
業
生
産
と
地
下
水
利
用

谷
口
真
人

＊
発
行
人
特
別
企
画
●
提
言
「
世
界
の
中
の
日
本
」

戦
後
八
〇
年
と
拓
殖
大
学

福
田
勝
幸

国
際
人
で
あ
る
前
に
、
ま
ず
日
本
人
で
あ
れ

森
本
敏

＊
私
の
一
枚
海
外
事
情
研
究
所
と
メ
デ
ィ
ア

佐
藤
丙
午

＊
台
湾
研
究
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
／
青
い
ボ
ー
ル
ペ
ン
た
ち
渡
邉
俊
彦

＊
国
連
に
対
す
る
幻
想
／
パ
キ
ス
タ
ン
で
の
出
来
事
髙
橋
博
史

Do☆
危
機
管
理
／
「
安
全
の
為
」
は
国
民
の
行
動
を
規
制
す
る

万
能
の
旗
印
で
は
な
い

遠
藤
哲
也

政
治
家
ム
ハ
ン
マ
ド

�／
零
落
の
マ
ッ
カ

野
村
明
史

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



二
〇
二
五
年
一
月
以
降
、
世
界
の
貿
易
環
境
の
不
確
実
性
が
増

し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
米
国
の
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権

に
よ
る
関
税
政
策
（
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
）
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ

関
税
２
・
０
は
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国 （
１
）に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
の
か
、
ま
た
今
後
、
こ
れ
ら
の
国
で
ど
の
よ
う
な
政

策
対
応
が
採
用
さ
れ
得
る
の
か
、
そ
の
展
望
を
行
う
の
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
第
一
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
お
い
て
導
入
・
検
討
さ

れ
て
い
る
関
税
政
策
の
全
体
像
を
整
理
し
た
上
で
、
イ
ン
ド
・
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
相
互
関
税
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
第
二

に
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
が
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
も

た
ら
し
得
る
影
響
を
、
第
一
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
関
税
政
策
（
ト

ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
）
が
も
た
ら
し
た
効
果
を
確
認
し
た
上
で
、
検

討
す
る
。
第
三
に
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
こ
れ
ま
で
の

対
応
を
確
認
す
る
と
も
に
、
今
後
の
通
商
政
策
を
展
望
す
る
。

ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
の
全
体
像

ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
は
、
逐
次
的
な
導
入
と
修
正
を
繰
り
返

し
て
お
り
、
複
雑
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
現
状
の
同
関
税
政
策

を
整
理
す
る
と
、
産
業
別
と
国
別
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
特
定

産
業
を
対
象
と
し
た
追
加
関
税
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
①
対

中
国
、
②
対
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
、
③
同
三
カ
国
を
除
く
そ
れ
以

外
の
国
に
対
す
る
追
加
関
税
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る （
２
）。

トランプ関税２･０のインド・東南アジア諸国への影響89

特
集
＝
ト
ラ
ン
プ
２
・
０
半
年
間
の
中
間
決
算

椎
野
幸
平

（
拓
殖
大
学
国
際
学
部
教
授
）

ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
の
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
影
響

�

多
元
化
の
中
で
進
む
通
商
政
策
の
展
望



産
業
別
の
追
加
関
税
は
、
一
九
六
二
年
通
商
拡
大
法
二
三
二
条

（
米
国
の
安
全
保
障
を
目
的
と
し
た
措
置
）
に
基
づ
き
、
発
動
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
産
業
別
の
追
加
関
税
が
発
動
さ
れ
た
の
は
、
鉄
鋼
・

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
自
動
車
・
自
動
車
部
品
で
あ
る
。
鉄
鋼
・
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
国
を
対
象
に
三
月
一
二
日 （
３
）か
ら

二
五
％
の
追
加
関
税
を
発
動
、
さ
ら
に
六
月
四
日
か
ら
同
関
税
率

を
二
五
％
か
ら
五
〇
％
に
引
き
上
げ
た （
４
）。
ト
ラ
ン
プ
第
一
次
政
権

期
の
二
〇
一
八
年
三
月
か
ら
、
既
に
鉄
鋼
製
品
に
二
五
％
、
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
製
品
に
一
〇
％
の
追
加
関
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、

同
追
加
関
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
、
広
く
認
め
ら

れ
て
い
た
適
用
除
外
措
置
も
廃
止
さ
れ
た
。

自
動
車
・
自
動
車
部
品
に
つ
い
て
は
四
月
三
日
か
ら
自
動
車

（
乗
用
車
・
小
型
貨
物
自
動
車
）
に
対
し
て
、
五
月
三
日
か
ら
自
動
車

部
品
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
二
五
％
の
追
加
関
税
を
賦
課
し
て
い
る
。

但
し
、
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
で
あ
る
米
国
・
カ
ナ
ダ
・
メ

キ
シ
コ
協
定
（
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
）
に
つ
い
て
は
例
外
が
適
用
さ
れ
、
同

協
定
の
要
件
を
満
た
す
自
動
車
に
つ
い
て
は
非
米
国
製
部
品
に
対

し
て
の
み
課
税
、
自
動
車
部
品
に
つ
い
て
非
米
国
製
に
対
し
て
の

み
課
税
す
る
方
式
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
要
件
を

満
た
す
同
部
品
に
つ
い
て
は
免
除
さ
れ
て
い
る （
５
）。

さ
ら
に
、
五
月
八
日
に
米
英
両
国
の
合
意 （
６
）及
び
六
月
一
六
日
の

大
統
領
令 （
７
）に
基
づ
き
、
英
国
に
対
し
て
は
、
自
動
車
は
輸
入
数
量

枠
一
〇
万
台
に
対
し
て
追
加
関
税
二
五
％
の
代
わ
り
に
七
・
五
％

（
最
恵
国
待
遇
〔
Ｍ
Ｆ
Ｎ
〕
税
率
二
・
五
％
を
加
え
た
計
一
〇
％
）
を
適
用

す
る
こ
と
、
自
動
車
部
品
も
同
様
に
一
定
要
件
の
も
と
計
一
〇
％

と
す
る
こ
と
、
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
対
し
て
は
輸
入
数
量
枠

を
導
入
す
る
こ
と
等
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
各
国
の
対
米

貿
易
交
渉
に
よ
り
、
適
用
除
外
が
追
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
他
、
産
業
別
の
追
加
関
税
に
つ
い
て
は
、
銅
・
関
連
製
品
、

木
材
・
関
連
製
品
、
半
導
体
・
半
導
体
製
造
装
置
・
関
連
製
品
、

医
薬
品
・
関
連
製
品
、
重
要
鉱
物
・
関
連
製
品
、
中
・
大
型
貨
物

自
動
車
・
同
部
品
、
商
用
航
空
機
・
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
・
同
部

品
に
つ
い
て
、
一
九
六
二
年
通
商
拡
大
法
二
三
二
条
に
基
づ
く
、

調
査
を
開
始
し
て
お
り
、
今
後
、
新
た
に
産
業
別
の
追
加
関
税
が

発
動
さ
れ
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。

国
別
の
追
加
関
税
に
つ
い
て
は
、
国
際
緊
急
経
済
権
限
法
（
Ｉ

Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
大
統
領
の
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
る
措
置
）
に
基
づ
い
て
発
動

さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
中
国
に
対
し
て
は
、
第
二
次
政
権
発
足

後
に
、
不
十
分
な
薬
物
流
入
対
策
を
理
由
に
追
加
関
税
二
〇
％

（
二
月
四
日
か
ら
一
〇
％
賦
課
、
三
月
三
日
に
二
〇
％
へ
の
引
き
上
げ
を
発

表 （８
））
を
課
し
た
。
さ
ら
に
、
四
月
二
日
に
、
全
て
の
国
を
対
象
と
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し
た
一
律
一
〇
％
の
相
互
関
税
（
四
月
五
日
発
動
）
を
含
め
、
中
国

に
対
し
て
は
三
四
％
の
国
別
相
互
関
税
率
（
四
月
九
日
発
動
）
を
課

す
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
が
、
中
国
が
報
復
措
置
を
発
表
し
た
こ
と

を
理
由
に
、
最
終
的
に
一
二
五
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
少
な
く
と

も
一
四
五
％
以
上
の
追
加
関
税
率
を
課
し
た （
９
）。
加
え
て
、
第
一
次

ト
ラ
ン
プ
政
権
時
に
課
さ
れ
た
米
国
通
商
法
三
〇
一
条
（
相
手
国

の
不
公
正
な
貿
易
慣
行
へ
の
対
抗
措
置
）
に
基
づ
く
追
加
関
税
や
最
恵

国
待
遇
関
税
率
も
課
さ
れ
る
。
し
か
し
、
五
月
一
二
日
に
は
、
米

中
両
国
が
合
意
し
、
相
互
関
税
率
を
一
二
五
％
か
ら
当
初
の
国
別

相
互
関
税
率
三
四
％
に
引
き
下
げ
る
こ
と
、
さ
ら
に
上
乗
せ
分
の

二
四
％
に
つ
い
て
は
九
〇
日
間
適
用
停
止
し
、
一
律
一
〇
％
の
相

互
関
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た （

�）。

第
二
に
、
対
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
に
つ
い
て
は
三
月
四
日
に
Ｉ

Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
追
加
関
税
を
発
動
し
、
原
則
二
五
％
が
賦
課

さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
両
国
に
対
し
て
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産

地
規
則
を
満
た
す
産
品
は
同
追
加
関
税
の
適
用
除
外
と
す
る
例
外

措
置
が
導
入
さ
れ
て
い
る （

�）。

第
三
に
、
そ
の
他
の
国
に
つ
い
て
は
四
月
五
日
以
降
、
Ｉ
Ｅ
Ｅ

Ｐ
Ａ
に
基
づ
き
、
適
用
除
外
品
目
を
除
き
、
一
律
一
〇
％
の
共
通

相
互
関
税
が
課
さ
れ
て
い
る （

�）。
適
用
除
外
品
目
は
、
公
表
さ
れ
た

品
目
リ
ス
ト
（
附
属
書
Ⅱ （

�））
に
掲
載
さ
れ
た
品
目
と
四
月
一
一
日

に
追
加
的
に
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
半
導
体
関
連
製
品

の
約
一
一
〇
〇
品
目
で
あ
る
。
加
え
て
、
産
業
別
追
加
関
税
が
課

さ
れ
て
い
る
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
自
動
車
・
同
部
品
、
今
後
、

一
九
六
二
年
通
商
拡
大
法
二
三
二
条
に
基
づ
く
産
業
別
追
加
関
税

対
象
品
目
等
は
、
共
通
相
互
関
税
か
ら
適
用
除
外
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
前
述
の
追
加
関
税
二
五
％
が
課
さ
れ
て
い
る
メ
キ
シ
コ
と
カ

ナ
ダ
に
つ
い
て
は
、
共
通
相
互
関
税
は
適
用
さ
れ
な
い
。
但
し
、

Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
メ
キ
シ
コ
、
カ
ナ
ダ
に
対
す
る
二
五
％
の

追
加
関
税
措
置
が
終
了
・
一
時
停
止
さ
れ
た
場
合
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ

Ａ
の
原
産
地
規
則
を
満
た
さ
な
い
品
目
に
対
し
て
は
一
二
％
の
相

互
関
税
を
課
す
と
し
て
い
る
。

米
国
は
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
を
含
め
、
一
四
件
の
Ｆ
Ｔ
Ａ （

�）を
発
効
さ
せ

て
お
り
、
共
通
相
互
関
税
は
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
を
除
く
全
て
の

国 （

�）に
適
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
約
国
が
含
ま
れ
る
。
Ｕ

Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
は
、
前
述
の
通
り
、
同
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
原
産
地
規

則
を
満
た
す
産
品
に
つ
い
て
は
追
加
関
税
二
五
％
が
適
用
除
外
と

な
っ
て
お
り
、
共
通
相
互
関
税
が
賦
課
さ
れ
た
場
合
で
も
適
用
除

外
と
な
る
。
一
方
、
そ
の
他
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
当
該
Ｆ
Ｔ

Ａ
の
原
産
地
規
則
を
満
た
し
て
い
る
産
品
で
あ
っ
て
も
、
共
通
相

互
関
税
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
が
優
遇
さ
れ
て
い
る

点
で
、
異
な
っ
て
い
る
。
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国
別
相
互
関
税
の
特
徴

相
互
関
税
は
、
一
律
の
共
通
相
互
関
税
と
国
別
に
設
定
さ
れ
た

国
別
相
互
関
税
か
ら
成
り
、
後
者
に
つ
い
て
四
月
九
日
に
一
旦
発

動
さ
れ
た
が
、
翌
四
月
一
〇
日
か
ら
同
七
月
九
日
ま
で
発
動
を
延

期
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た （

�）。

国
別
相
互
関
税
率
は
、
当
初
の
想
定
よ
り
も
高
い
関
税
率
が
発

表
さ
れ
、
適
用
対
象
国
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
適
用
対

象
国
は
五
七
カ
国
に
上
り
、
共
通
相
互
関
税
を
含
め
同
関
税
率
は

最
大
五
〇
％
か
ら
最
低
一
一
％
の
幅
で
設
定
さ
れ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
相
互
関
税
に
関
す
る
大
統
領
令
で
は
、
相
互

関
税
を
課
す
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
相
手
国
の
高
関
税
を
挙
げ
て

い
る
が
、
国
別
相
互
関
税
の
適
用
対
象
国
側
の
平
均
実
行
関
税
率

（
Ｍ
Ｆ
Ｎ
ベ
ー
ス
）
と
国
別
相
互
関
税
率
を
比
較
す
る
と
、
相
関
は

み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
米
国
が
相
手
国
の
平
均
実
行
関
税
率
を
大
き

く
上
回
る
関
税
率
を
課
す
こ
と
と
な
る
（
図
１
―
１
）。

国
別
相
互
関
税
率
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
、
米
通
商
代
表
部

（
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
）
が
適
用
対
象
国
（
i）
と
の
輸
出
入
額
と
係
数
を
用
い

た
計
算
式
（
輸
出
額

i－
輸
入
額

i／
輸
入
価
格
弾
力
性
×
パ
ス
ス
ル
ー
弾

力
性
×
輸
入
額

i）
（

�）

を
公
表
し
て
い
る
が
、
輸
入
価
格
弾
力
性
＊
パ

ス
ス
ル
ー
弾
力
性
は
１ （

�）と
な
る
た
め
、
相
手
国
と
の
貿
易
赤
字
額

を
相
手
国
か
ら
の
輸
入
額
で
除
し
た
値
と
な
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
の
発
表
で
は
、
同
方
式
に
よ
る
算
出
値
に
二
分
の
一
を

乗
じ
た
値
を
国
別
相
互
関
税
率
と
し
て
発
表
し
て
い
る （

�）。
実
際
に
、

貿
易
統
計
を
用
い
て
同
方
式
で
算
出
す
る
と
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
。同
方
式
に
よ
る
算
出
方
式
で
は
、
米
国
側
の
輸
出
額
が
小
さ
く

な
り
や
す
い
経
済
規
模
の
小
規
模
な
国
の
関
税
率
が
高
く
な
る
傾

向
が
生
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
、
レ
ソ
ト
（
五
〇
％
）、
カ
ン
ボ
ジ

ア
（
四
九
％
）、
ラ
オ
ス
（
四
八
％
）、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
（
四
七
％
）、

ミ
ャ
ン
マ
ー
（
四
四
％
）、
ス
リ
ラ
ン
カ
（
四
四
％
）、
フ
ォ
ー
ク
ラ

ン
ド
諸
島
（
四
一
％
）
等
の
経
済
規
模
の
小
さ
い
国
が
、
高
関
税

が
設
定
さ
れ
た
国
の
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
は
、
六
月
二
〇
日
現
在

で
、
産
業
別
関
税
と
と
も
に
一
〇
％
の
共
通
相
互
関
税
が
課
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
国
別
相

互
関
税
率
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
除
く
全
て
の
国
に
対
し
て
設
定

さ
れ
て
お
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
他
、
ベ

ト
ナ
ム
（
四
六
％
）、
タ
イ
（
三
六
％
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
三
二
％
）、

イ
ン
ド
（
二
六
％
）、
マ
レ
ー
シ
ア
（
二
四
％
）、
ブ
ル
ネ
イ
（
二
四
％
）、

フ
ィ
リ
ピ
ン
（
一
七
％
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
関
税
率
が
設
定
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さ
れ
て
い
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
米
国
側
が
貿
易
黒
字

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
一
〇
％
の
共
通
相
互
関
税
率
が

課
さ
れ
、
国
別
相
互
関
税
率
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
、
唯
一
、

同
国
は
米
国
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
発
効
さ
せ
て
い
る
が
、
共
通

相
互
関
税
率
は
同
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
お
け
る
米
国
の
譲
許
税
率

を
上
回
る
関
税
率
を
課
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

貿
易
転
換
効
果
で
漁
夫
の
利
を
も
た
ら
し
た

ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０

ト
ラ
ン
プ
関
税
が
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
貿

易
に
与
え
る
効
果
は
大
き
く
二
つ
の
経
路
に
整
理
で
き

る
。
第
一
に
、
米
中
間
の
追
加
関
税
に
つ
い
て
は
、
米

中
双
方
の
相
手
国
へ
の
貿
易
を
縮
小
さ
せ
る
と
も
に
、

両
国
間
の
貿
易
縮
小
は
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

の
両
国
へ
の
輸
出
減
に
つ
な
が
り
得
る
。
第
二
に
、
米

中
双
方
が
相
手
国
製
品
に
対
し
て
相
対
的
に
高
関
税
を

課
す
こ
と
は
、
両
国
に
対
し
て
は
負
の
貿
易
転
換
効
果

を
、
代
替
性
の
あ
る
製
品
の
生
産
力
が
あ
る
国
に
対
し

トランプ関税２･０のインド・東南アジア諸国への影響93

図1�1 米国の国別相互関税率と相手国の平均実行関税率（MFNベース）

〔注１〕 国別相互関税の適用対象57カ国の内、平均実行関税率（MFNベース）が取得可能で、

ITCの米国貿易統計に計上されている47カ国を対象としている。適用対象国の平均実

行関税率はHS6桁ベースの平均値で、2024年を原則とし、同年の統計が取得できない

一部の国は2023～2020年の数値を用いている。

〔注２〕 FTA締約国には●印の代わりに◆を付けており、FTA締約国の対米平均実行関税率

はMFNベースよりも低い。中国は、対米追加関税を発動しているため、実際の対米平

均実行関税率はMFNベースよりも高い。

〔資料〕 TheWhiteHouse,TariffAnalysisOnline（WTO）,・WorldTariffProfile2024・

（WTO,ITC,UNCTAD）,TradeMap（ITC）から作成。



て
、
正
の
貿
易
転
換
効
果
を
も
ら
し
得
る
。

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
で
、

正
の
貿
易
転
換
効
果
に
よ
り
、
総
じ
て
漁
夫
の
利
を
得
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
で
は
、
二
〇
一
八
年
と
一

九
年
に
段
階
的
に
対
中
追
加
関
税
を
賦
課
し
、
対
象
品
目
の
拡
大

や
追
加
関
税
率
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
同
追
加
関
税
は
、
数

多
く
の
品
目
に
七
・
五
～
二
五
％
の
対
中
追
加
関
税
が
課
さ
れ
て

い
る
が
、
二
四
年
に
電
気
自
動
車
に
対
す
る
追
加
関
税
が
一
〇
〇

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
一
部
の
品
目
で
は
二
五
％
を
超
え

る
追
加
関
税
が
課
さ
れ
て
い
る
。

米
国
の
輸
入
に
占
め
る
主
要
国
の
比
率
の
変
化
を
み
る
と
、
中

国
は
二
〇
一
七
年
の
二
一
・
九
％
か
ら
二
四
年
に
は
一
三
・
八
％

ま
で
大
き
く
低
下
し
て
い
る
（

図
２

―
１
）。
一
方
、
東
南
ア
ジ
ア

の
構
成
比
が
一
九
年
以
降
、
中
国
の
構
成
比
低
下
と
連
動
し
、
か

つ
過
去
の
ト
レ
ン
ド
か
ら
乖
離
す
る
形
で
、
米
国
輸
入
に
占
め
る

比
率
を
急
増
さ
せ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
比
率
は
一
九
年
の
七
・

三
％
か
ら
二
四
年
に
は
一
〇
・
九
％
に
上
昇
、
中
で
も
ベ
ト
ナ
ム

が
同
二
・
〇
％
か
ら
四
・
二
％
に
倍
増
し
て
お
り
、
漁
夫
の
利
は

特
に
ベ
ト
ナ
ム
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
（
二
四
年
の
一
七

年
比
〇
・
六
％
増
の
二
・
〇
％
）
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
同
〇
・
五
％
増
の

一
・
三
％
増
）
と
と
も
に
、
イ
ン
ド
（
同
〇
・
六
％
増
の
二
・
七
％
増
）
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も
比
率
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
他
、
メ
キ

シ
コ
（
同
二
・
一
％
増
の
一
五
・
二
％
）
や
台
湾

（
同
一
・
七
％
増
の
三
・
五
％
）
が
比
率
を
上
昇
さ

せ
て
い
る
。

産
業
別
で
、
米
国
輸
入
に
占
め
る
東
南
ア
ジ

ア
の
構
成
比
が
顕
著
に
上
昇
し
た
品
目
は
、
履

物
、
繊
維
・
縫
製
品
、
電
気
機
器
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
、
二
〇
一
九
年
以
降
、
中
国
の
構
成
比

低
下
に
連
動
す
る
形
で
、
顕
著
に
上
昇
し
て
い

る
。
労
働
集
約
的
な
製
品
で
は
、
中
国
の
人
件

費
上
昇
を
背
景
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
シ
フ

ト
す
る
傾
向
が
以
前
か
ら
み
ら
れ
て
き
た
が
、

ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
に
よ
る
正
の
貿
易
転
換

効
果
に
よ
っ
て
、
加
速
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。

い
ず
れ
も
ベ
ト
ナ
ム
が
、
履
物
（
二
四
年
の
一
七

年
比
一
〇
・
六
％
増
の
三
二
・
二
％
）、
繊
維
・
縫

製
品
（
同
三
・
三
％
増
の
一
四
・
〇
％
）、
電
気
機

器
（
同
五
・
七
％
増
の
八
・
八
％
）
で
、
顕
著
に
比

率
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
他
、
タ
イ
は
電

気
機
器
（
二
・
三
％
増
の
四
・
七
％
）、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
は
履
物
（
同
三
・
四
％
増
の
九
・
三
％
）、
カ
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表2�1 米国輸入（産業別）に占める主要国・地域別構成比、変化幅

（単位：％）

2017年（構成比） 2019年（2017年比変化幅） 2024年（2017年比変化幅）

中国 東南ア インド 台湾 メキシコ 中国 東南ア インド 台湾 メキシコ 中国 東南ア インド 台湾 メキシコ

食料品 4.7 8.6 2.8 0.4 19.7－1.5 2.9 0.0－0.0 1.2 －2.2 0.5－0.4 0.0 3.5

化学品 13.1 6.1 3.8 1.5 4.1－2.0 0.3 0.2－0.2 －0.2 －3.3 2.7 0.5－0.3 0.0

繊維・縫製品 35.8 19.4 7.2 0.8 4.8－3.2 1.6 0.2－0.1 －0.5－10.2 4.2 1.9－0.2 －0.3

繊維製品 26.5 4.4 11.5 3.4 5.4－6.3 2.1 0.9－0.1 0.1－11.2 4.5 5.2－0.5 1.6

縫製品 37.2 21.7 6.5 0.4 4.7－2.8 1.5 0.1－0.1 －0.6 －9.9 4.3 1.4－0.1 －0.6

履物 55.8 29.0 1.8 0.2 1.6－6.0 5.6－0.0－0.1 －0.0－19.6 16.5－0.2－0.1 1.0

鉄鋼 19.4 3.7 2.8 5.6 9.3－0.5 1.2－0.1 0.1 2.0 －3.4 1.9 1.1－0.2 3.2

アルミニウム 15.1 2.9 2.1 1.0 4.3－3.9 1.1 0.9 0.6 0.3 －4.3 1.7 0.8－0.2 2.3

機械機器 26.0 7.5 0.5 2.4 19.1－4.7 1.1 0.3 0.8 2.0－10.5 4.7 1.1 3.7 3.3

一般機械 32.2 6.5 0.8 2.4 15.5－7.3 0.0 0.2 1.8 2.0－16.2 5.3 0.6 8.5 4.4

電気機器 42.2 14.7 0.4 4.0 17.3－5.5 3.6 0.2 0.6 0.7－16.0 8.0 2.6 2.7 0.7

輸送機器 5.1 0.7 0.5 0.9 26.0－0.5 0.1 0.4 0.1 3.7 －0.6 0.6 0.2－0.1 6.2

精密機器 14.4 7.8 0.5 1.5 15.4－2.4 1.2 0.0 0.4 0.4 －4.8 2.5 0.1 0.5 1.9

合 計 21.9 7.3 2.1 1.8 13.1－3.5 1.0 0.2 0.4 0.9 －8.1 3.6 0.6 1.7 2.1

〔注１〕 各産業分類のHSコードは以下の通り。食料品：HS1～11，16～22，化学品：28～40，

繊維製品：50～60，縫製品：61～63，履物：64，一般機械：84，電気機器：85，輸送機

器：86～89，精密機器：90～91。鉄鋼はHS72～73，アルミニウムはHS76であるが，

トランプ関税2.0の対象品目とは完全に一致していない。

〔注２〕 東南アはASEANに加盟する東南アジア10カ国を意味する。

〔資料〕 ITCから作成。



ン
ボ
ジ
ア
は
履
物
（
同
二
・
二
％
増
の
三
・
三
％
）、
繊
維
・
縫
製
品

（
同
一
・
五
％
増
の
三
・
五
％
）
で
比
率
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
も
繊
維
・
縫
製
品
（
同
一
・
九
％
増
の

九
・
一
％
）
に
加
え
て
、
電
気
機
器
で
二
〇
二
二
年
の
一
・
三
％

か
ら
二
四
年
に
三
・
〇
％
へ
、
近
年
、
顕
著
に
上
昇
し
て
お
り
、

特
に
米
国
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
Ｈ
Ｓ
８
５
１
７
１
３
）
輸
入
に
占

め
る
イ
ン
ド
の
構
成
比
は
、
二
二
年
の
一
・
八
％
か
ら
二
四
年
に

は
一
三
・
七
％
に
急
増
し
て
い
る （

�）。
イ
ン
ド
で
は
、
一
〇
年
代
後

半
以
降
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
組
立
を
行
う
企
業
進
出
が
相
次
ぎ
、

一
九
年
以
降
は
同
貿
易
収
支
が
黒
字
化
す
る
な
ど
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
産
業
集
積
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０

以
降
で
は
、
米
国
向
け

iP
h
o
n
e
の
生
産
を
中
国
か
ら
イ
ン
ド
に

移
管
す
る
動
き
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
の
同
産
業
の
集
積

に
寄
与
す
る
構
図
に
も
な
り
つ
つ
あ
る
。
同
製
品
は
、
相
互
関
税

の
適
用
除
外
品
目
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
中
国
に
対
し
て
は
、
追

加
関
税
二
〇
％
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。

複
雑
化
す
る
関
税
率
差
の
構
造

ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
が
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
貿
易

面
に
与
え
る
効
果
を
考
え
る
上
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
と

の
共
通
点
・
相
違
点
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
は
主
と
し
て
中
国
の
幅
広
い

品
目
に
対
し
て
追
加
関
税
を
発
動
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
で
は

中
国
以
外
の
国
に
も
幅
広
く
追
加
・
相
互
関
税
を
発
動
し
て
い
る

こ
と
は
相
違
点
で
あ
る
が
、
中
国
に
対
し
て
相
対
的
に
最
も
高
い

関
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
点
は
共
通
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

中
国
以
外
の
国
に
対
す
る
正
の
貿
易
転
換
効
果
が
継
続
す
る
と
見

込
ま
れ
る
。
一
方
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
も
幅

広
く
追
加
・
相
互
関
税
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
対
米
輸
出
を
減

少
さ
せ
る
効
果
も
生
じ
る
。
特
に
、
国
別
相
互
関
税
率
が
発
動
さ

れ
た
場
合
、
後
者
の
効
果
が
前
者
の
効
果
を
上
回
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

第
二
に
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
比
較
し
て
、
メ
キ
シ

コ
が
相
対
的
に
有
利
化
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
・
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
は
、
一
〇
％
の
共
通
相
互
関
税
率
が
適

用
、
メ
キ
シ
コ
に
対
し
て
は
追
加
関
税
二
五
％
が
課
さ
れ
る
も
の

の
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産
地
規
則
を
満
た
す
品
目
に
つ
い
て
は
同

追
加
関
税
が
適
用
除
外
と
な
り
、
か
つ
共
通
相
互
関
税
率
は
課
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
産
業
別
関
税
で
も
、
前
述
の
通
り
、
Ｕ
Ｓ

Ｍ
Ｃ
Ａ
の
要
件
を
満
た
す
自
動
車
は
米
国
製
部
品
に
対
し
て
は
免

税
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
要
件
を
満
た
す
自
動
車
部
品
に
つ
い
て
は
非
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米
国
製
に
対
し
て
の
み
課
税
す
る
方
式
が
確
定
す
る
ま
で
免
除
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
メ
キ
シ
コ
に
対
し
て
、
正
の
貿
易
転
換
効
果

が
よ
り
強
く
働
き
や
す
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

但
し
、
共
通
相
互
関
税
の
適
用
除
外
品
目
に
つ
い
て
は
、
イ
ン

ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
Ｍ
Ｆ
Ｎ
ベ
ー
ス
で
無
税
で
あ
る
一
方
、

メ
キ
シ
コ
は
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産
地
規
則
を
満
た
す
必
要
が
あ
る

た
め
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
有
利
と

な
り
、
複
雑
な
構
造
と
な
る
。
米
国
輸
入
に
占
め
る
イ
ン
ド
・
東

南
ア
ジ
ア
主
要
国
か
ら
の
同
適
用
除
外
品
目
の
輸
入
比
率
は
、
国

に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
三
～
六
割
程
度
と
な
っ
て
い
る
（
熊
谷
他

2025:
6

（

�））。
ま
た
、
米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
輸
入
に
お
け
る
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ

Ａ
の
平
均
利
用
率
（
二
〇
二
二
～
二
四
年
平
均
）
は
、
五
〇
・
一
％

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
状
で
は
、
メ
キ
シ
コ
が
相
対
的

に
有
利
化
し
た
貿
易
は
米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
輸
入
額
の
半
分
に
留

ま
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産
地
規
則
を
満
た
し
て
い
な
い
品
目
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産
地
規
則
を
満
た
す
コ
ス

ト
と
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
対
米
輸
出
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
る
関
税

率
差
と
の
見
合
い
を
、
企
業
が
検
討
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
ト

ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
の
不
確
実
性
の
も
と
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の

有
利
化
が
ど
こ
ま
で
持
続
す
る
の
か
不
確
実
で
あ
り
、
簡
単
な
こ

と
で
は
な
い
。

な
お
、
カ
ナ
ダ
も
メ
キ
シ
コ
と
同
様
に
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産
地

規
則
を
満
た
す
品
目
は
適
用
除
外
と
な
る
が
、
米
国
の
対
カ
ナ
ダ

輸
入
に
占
め
る
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
同
平
均
利
用
率
は
、
三
六
・
六
％

に
留
ま
っ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
が
各
国
経
済
（
一
七
〇
カ
国
）
に
与
え
る

影
響
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
他
（
2025）

が
試
算
を
行
っ
て
い
る
。

同
試
算
で
は
、
Ｍ
Ｆ
Ｎ
ベ
ー
ス
の
関
税
率
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
二
〇
一
九

年
ま
で
に
発
動
さ
れ
た
対
中
追
加
関
税
を
含
め
た
状
態
を
ベ
ー
ス

ラ
イ
ン
と
し
、
四
月
二
日
に
発
表
さ
れ
た
共
通
・
国
別
相
互
関
税

率
が
課
さ
れ
、
中
国
に
追
加
関
税
二
〇
％
と
共
通
・
国
別
相
互
関

税
率
三
四
％
を
賦
課
、
自
動
車
に
は
一
律
二
五
％
の
追
加
関
税
、

メ
キ
シ
コ
・
カ
ナ
ダ
は
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
一
律
無
税
が
適
用
、

共
通
・
国
別
相
互
関
税
の
適
用
除
外
品
目
に
つ
い
て
は
同
関
税
率

が
課
さ
れ
る
と
の
前
提
で
、
各
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
与
え
る
影
響
が
試

算
さ
れ
て
い
る
。

結
果
は
、
米
国
（
五
・
二
％
減
）
と
中
国
（
一
・
九
％
減
）
が
大
き

く
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
、
相
対
的
に
高
い
国
別
相
互
関
税
率
が
課
さ

れ
る
前
提
の
ベ
ト
ナ
ム
（
一
・
三
％
減
）
や
タ
イ
（
〇
・
五
％
減
）、

カ
ン
ボ
ジ
ア
（
〇
・
二
％
減
）
が
負
と
な
る
一
方
、
国
別
相
互
関
税

率
が
課
さ
れ
て
い
な
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
二
・
六
％
増
）
や
同
関
税

率
が
相
対
的
に
低
い
イ
ン
ド
（
〇
・
四
％
増
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
〇
・
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二
％
増
）
は
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ

Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
全
て
の
産
品
に
追
加
・
相
互
関
税
率
が
か
か
ら
な

い
前
提
で
試
算
さ
れ
た
メ
キ
シ
コ
は
四
・
〇
％
増
と
大
き
く
恩
恵

を
受
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
つ
い
て
は
国
別
相
互
関
税

率
に
よ
っ
て
対
中
関
税
率
と
の
差
分
が
大
き
く
縮
小
す
る
前
提
で

算
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
負
の
経
済
効
果
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
実
際
に
は
一
〇
％
の
共
通
相
互

関
税
率
は
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
国
別
相
互
関
税
率
は
課
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
中
国
に
対
し
て
は
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
を
含

め
、
一
部
例
外
を
除
き
、
二
〇
～
五
五
％
（
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く

追
加
関
税
一
律
二
〇
％
、
共
通
相
互
関
税
一
〇
％
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０

に
よ
る
幅
広
い
品
目
へ
の
七
・
五
～
二
五
％
の
追
加
関
税
）
程
度
の
追
加

的
な
関
税
率
が
課
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
品
目
で
対
中
関
税
率
と

の
差
分
は
二
〇
～
四
五
％
程
度 （

�）と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
熊
谷
他
（
2024
（

�））
と
磯
野
他
（
2024
（

�））
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中

国
に
対
し
て
一
律
六
〇
％
の
関
税
を
賦
課
し
、
か
つ
そ
の
他
の
国

に
一
〇
％
も
し
く
は
現
行
関
税
率
の
い
ず
れ
か
高
い
関
税
を
賦
課
、

二
〇
％
も
し
く
は
現
行
関
税
率
の
い
ず
れ
か
高
い
関
税
を
賦
課
し

た
場
合
の
経
済
効
果
に
つ
い
て
も
試
算
し
て
い
る
。
同
試
算
結
果

で
は
、
前
者
の
場
合
で
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
は
と
も
に
〇
・
三

％
増
、
後
者
の
場
合
で
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
は
そ
れ
ぞ
れ
〇
・

一
％
増
、
〇
・
二
％
増
と
、
い
ず
れ
も
プ
ラ
ス
の
効
果
が
生
じ
る

と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
追

加
的
な
関
税
率
が
一
〇
～
二
〇
％
程
度
に
留
ま
り
、
中
国
と
の
関

税
率
の
差
分
が
四
〇
～
五
〇
％
程
度
あ
る
場
合
に
は
、
イ
ン
ド
・

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
総
じ
て
正
の
貿
易
転
換
効
果
が
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

最
後
に
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
が
貿
易
面
に
与
え
得
る
効
果

に
は
、
中
国
の
対
米
輸
出
減
に
よ
り
、
中
国
製
品
の
輸
出
価
格
が

低
下
し
、
第
三
国
へ
の
輸
出
が
増
加
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

仮
に
、
こ
の
効
果
が
顕
在
化
す
る
場
合
に
は
、
今
後
、
イ
ン
ド
・

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
（
Ａ
Ｄ
）

税
な
ど
の
発
動
が
増
加
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
対
応

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
米
国
に
対
し
て
、
報
復
関
税

を
課
し
て
い
な
い
。
四
月
一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
特

別
経
済
大
臣
会
合
で
は
、
米
国
と
建
設
的
対
話
を
図
る
と
と
も
に
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
共
通
・
国
別
相
互
関
税
に
対
し
て
報
復
措
置
を

講
じ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る （

�）。
さ
ら
に
、
五
月
の
第
四
六
回
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Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
の
議
長
声
明 （

�）に
お
い
て
も
、
一
方
的
な
関

税
措
置
に
深
刻
な
懸
念
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
同
経
済
大
臣
会

合
の
報
復
措
置
を
講
じ
な
い
方
針
に
改
め
て
言
及
し
て
い
る
。

経
済
へ
の
貿
易
依
存
度
が
高
い
国
が
多
い
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い

て
、
報
復
関
税
の
連
鎖
が
も
た
ら
す
経
済
的
損
失
を
懸
念
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
、
更
な
る
米
国
の
報
復
関
税
を
招
く
こ
と
を
警
戒

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ウ

オ
ン
首
相
は
、
四
月
八
日
、
国
会
に
お
い
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と

し
て
報
復
関
税
を
課
さ
な
い
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
報
復
関
税

は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
の
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

た
め
で
あ
る
と
発
言
し
て
い
る （

�）。
ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
通
商
産
業

省
も
四
月
三
日
に
声
明
を
発
表
し
、
報
復
関
税
を
課
す
こ
と
は
検

討
し
て
お
ら
ず
、
米
国
と
解
決
に
向
け
て
関
与
し
て
い
く
方
針
を

示
し
て
い
る （

�）。

イ
ン
ド
も
、
報
復
関
税
を
課
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
五
月
一

二
日
に
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
対
し
て
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
通
報 （

�）を
行
い
、
同
協
定
第
８
条
に
基
づ

き
、
米
国
の
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
対
す
る
同
追
加
関
税
の
影

響
を
受
け
る
イ
ン
ド
製
品
七
六
億
ド
ル
の
輸
入
に
対
す
る
一
九
億

ド
ル
の
関
税
と
等
価
値
の
譲
許
停
止
、
す
な
わ
ち
米
国
へ
の
関
税

引
き
上
げ
を
行
う
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
実
際
に
、
イ
ン
ド

は
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
で
二
〇
一
八
年
三
月
に
鉄
鋼
（
二
五
％
）・

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
一
〇
％
）
に
対
す
る
追
加
関
税
が
課
さ
れ
た
こ

と
に
対
し
て
、
一
九
年
六
月
に
米
国
の
農
産
物
等
の
二
八
品
目
に

対
し
て
五
～
二
〇
％
の
報
復
関
税
を
発
動
し
た
実
績
が
あ
る （

�）。
イ

ン
ド
と
し
て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
手
続
き
に
則
っ
た
形
で
、
対
抗
措
置

の
発
動
を
示
唆
し
な
が
ら
、
米
国
と
の
貿
易
交
渉
に
臨
む
方
針
と

考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・

０
に
対
し
、
対
米
交
渉
を
積
極
化
さ
せ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
モ
デ
ィ

首
相
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
発
足
直
後
の
二
月
一
三
日
に
、
ワ
シ
ン

ト
ン
で
米
印
首
脳
会
談
を
実
現
し
た
。
共
同
声
明 （

�）で
は
、
防
衛
、

貿
易
・
投
資
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
、
技
術
分
野 （

�）等
の
柱
が
立

て
ら
れ
、
米
国
の
イ
ン
ド
へ
の
防
衛
装
備
の
売
却
、
米
国
の
原
油
・

石
油
製
品
・
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
イ
ン
ド
へ
の
供
給
強
化
等
と
と
も
に
、
二

国
間
貿
易
の

拡
大
と
二
国

間
貿
易
協
定
（

Ｂ
Ｔ
Ａ
）
交
渉
を
行
う

こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
原
子
力
分
野
に
お
け

る
米
印
の
協
力
強
化
も
含
ま
れ
て
い
る （

	）。

東
南
ア
ジ
ア
主
要
国
も
、
米
国
と
の
交
渉
を
開
始
し
て
お
り
、

米
国
か
ら
の
輸
入
拡
大
や
貿
易
障
壁
の
削
減
等
に
言
及
し
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
ト
ー
ラ
ム
書
記
長
は
、
四
月
四
日
の
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
と
の
電
話
会
談
で
、
米
国
か
ら
の
輸
入
拡
大
の
方
針
と
と
も
に
、
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米
国
に
対
し
て
関
税
を
撤
廃
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
表
明
、
米

国
に
対
し
て
も
同
様
の
対
応
を
求
め
た （

�）。
し
か
し
、
米
国
は
貿
易

交
渉
で
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
て
、
原
材
料
等
の
中
国
依
存
を
低
下
さ

せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
正
の
貿
易
転
嫁

効
果
を
、
中
国
製
品
の

�回
輸
出
と
し
て
問
題
視
し
て
い
る
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
中
国
か
ら
の
輸
入
比

率
は
二
〇
一
七
年
の
二
七
・
五
％
か
ら
二
三
年
に
は
三
四
・
〇
％

に
増
加
し
て
お
り
、
部
品
・
原
材
料
等
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
、

加
工
さ
れ
て
米
国
に
輸
出
さ
れ
る
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

る
。イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
も
同
様
に
、
米
国
か
ら

の
輸
入
増
加
・
貿
易
赤
字
の
削
減
、
関
税
・
非
関
税
障
壁
の
削
減

な
ど
を
巡
っ
て
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

貿
易
自
由
化
拡
大
余
地
の
大
き
い
Ｅ
Ｕ
・
英
国
・
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と

の
Ｆ
Ｔ
Ａ

ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
に
よ
っ
て
、
関
税
の
大
幅
な
引
き
上
げ

リ
ス
ク
に
直
面
し
た
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
今
後
、
輸

出
先
の
多
元
化
に
向
け
た
通
商
政
策
を
強
化
し
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
既
に
多
く
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
発
効

さ
せ
て
い
る
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
除
け
ば
、
ア
ジ
ア
大
洋
州
地

域
内
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
大
洋
州
域

内
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済

共
同
体
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
）、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
１
と
呼
称
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
と
周
辺
諸
国
・
地
域
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
等
、
数
多
く
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
発

効
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
大
洋
州
地
域
を
、
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、

日
本
、
中
国
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

と
し
た
場
合
、
イ
ン
ド
・
中
国
間
、
イ
ン
ド
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
間
以
外
で
は
何
ら
か
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
発
効
し
て
い
る
。
既
存
の
Ｆ

Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
改
定
交
渉
の
中
で
、
自
由
化
水
準
の
引
き
上

げ
等
が
行
わ
れ
て
い
く
か
が
課
題
と
な
る
。

一
方
、
ア
ジ
ア
大
洋
州
域
外
の
主
要
国
・
地
域
と
の
発
効
済
Ｆ

Ｔ
Ａ
は
限
定
的
で
あ
り
、
域
外
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は

貿
易
自
由
化
の
余
地
が
大
き
い
。
特
に
、
今
後
、
注
目
さ
れ
る
の

が
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）、
英
国
、

欧
州
自
由
貿
易
連
合
（
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
で
あ
る
。

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
、
Ｅ
Ｕ
、
英
国
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
を

発
効
さ
せ
て
い
る
国
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ
ト
ナ
ム
に
留
ま
っ

て
い
る
。
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
が
発
効
、
さ
ら
に
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
イ
ン
ド
は
二
〇
二
四
年
三
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月
に
、
タ
イ
は
二
五
年
一
月
に
そ
れ
ぞ
れ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
署
名
し
て
い

る
。ま
た
、
Ｅ
Ｕ
が
二
〇
一
四
年
に
改
定
し
た
一
般
特
恵
関
税
（
Ｇ

Ｓ
Ｐ
）
で
、
中
高
所
得
国
を
卒
業
対
象
と
し
た
こ
と
で
、
タ
イ
や

マ
レ
ー
シ
ア
は
Ｅ
Ｕ
へ
の
輸
出
で
特
恵
関
税
の
対
象
外
と
な
る
な

ど
、
両
国
に
と
っ
て
Ｅ
Ｕ
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
は
長
年
の
課
題
に
も

な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
中
、
五
月
六
日
に
は
、
二
〇
二
二
年
に
交
渉
が
開
始

さ
れ
た
イ
ン
ド
・
英
国
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
交
渉
妥
結
が
発
表
さ
れ
た （

�）。
今

後
、
最
終
調
整
を
経
て
署
名
に
至
る
予
定
だ
。
同
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
は
、

難
航
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
二
五
年
に
交
渉
が
加
速
し

て
お
り
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
が
両
国
間
の
経
済
連
携
強
化
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両

国
の
発
表 （

�）に
基
づ
く
と
、
同
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
包
括
的
な
章
立
て
と
な
っ

て
お
り
、
物
品
貿
易
分
野
で
は
、
英
国
側
は
九
九
％
の
品
目
で
関

税
を
撤
廃
、
イ
ン
ド
側
は
関
税
撤
廃
品
目
に
加
え
、
関
税
削
減
品

目
も
加
え
た
ベ
ー
ス
で
、
同
比
率
は
九
〇
％
と
な
る （

�）。

Ｅ
Ｕ
と
の
間
で
は
、
イ
ン
ド
が
二
〇
二
二
年
六
月
か
ら
Ｆ
Ｔ
Ａ

交
渉
を
再
開
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
は
一
六
年
か
ら
交
渉
、
タ
イ
と

は
二
三
年
三
月
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
は
二
四
年
三
月
か
ら
、
マ
レ
ー

シ
ア
と
は
二
五
年
一
月
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
交
渉
再
開
し
て
お
り
、
今

後
、
交
渉
が
加
速
す
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
も

マ
レ
ー
シ
ア
と
は
二
五
年
四
月
に
交
渉
妥
結
を
発
表
、
ベ
ト
ナ
ム

と
は
交
渉
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
複
雑
な
体
系
と
な
っ
て
い
る
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・

０
を
整
理
し
た
上
で
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
貿
易
・
通

商
政
策
面
へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
に
と
り
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
２
・
０
で
は
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・

０
と
同
様
に
、
米
国
の
対
中
国
関
税
と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ

と
は
共
通
点
で
あ
る
が
、
共
通
相
互
関
税
が
課
さ
れ
た
こ
と
、
一

部
の
品
目
で
メ
キ
シ
コ
と
比
較
し
て
不
利
化
し
た
こ
と
が
相
違
点

で
あ
る
。
今
後
は
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
り
、
国
別

相
互
関
税
が
発
動
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
輸
出
先
の
多
様
化
を
実
現
す

る
べ
く
、
通
商
交
渉
を
積
極
化
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
特
に
、

イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
り
Ｆ
Ｔ
Ａ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡

大
余
地
が
大
き
い
ア
ジ
ア
大
洋
州
以
外
の
国
・
地
域
、
特
に
Ｅ
Ｕ
、

英
国
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
の
交
渉
の
加
速
化
が
着
目
さ
れ
る
。
ト
ラ
ン
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プ
関
税
２
・
０
は
、
ア
ジ
ア
と
欧
州
の
経
済
連
携
強
化
の
推
進
力

と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

●
注

（

1）本
稿
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）

に
加
盟
す
る
一
〇
カ
国
と
定
義
す
る
。

（

2）二
〇
二
五
年
六
月
二
〇
日
時
点
の
現
状
で
あ
り
、
本
稿
の
出
版
時
点

で
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
ま
た
、
国
別
関
税
に
つ
い
て

は
、
そ
の
他
の
国
間
で
異
な
る
関
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
し
て
整
理
す
る
。

（

3）本
稿
で
年
の
表
示
を
伴
わ
な
い
月
日
は
二
〇
二
五
年
の
月
日
を
意
味

す
る
。

（

4）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・F
a
ct
S
h
eet:P

resid
en
t
D
o
n
a
ld

J.
T
ru
m
p
In
crea
ses
S
ectio

n
232
T
a
riffs

o
n
S
teel

a
n
d
A
lu
m
i-

n
u
m
・,
Ju
n
e

3

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
fa
ct-sh

eets/

2025
/
06
/
fa
ct-sh

eet-p
resid

en
t-d
o
n
a
ld
-j-tru

m
p
-in
crea
ses-sectio

n
-

232-ta
riffs-o

n
-steel-a

n
d
-a
lu
m
in
u
m
/

�.

（

5）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・F
a
ct
S
h
eet:P

resid
en
t
D
o
n
a
ld

J.
T
ru
m
p
A
d
ju
sts
Im
p
o
rts
o
f
A
u
to
m
o
b
iles

a
n
d
A
u
to
m
o
b
ile

P
a
rts

in
to
th
e
U
n
ited

S
ta
tes・,

M
a
rch

26

�http
s:/
/
w
w
w
.

w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
fa
ct-sh

eets/
2025/

03/
fa
ct-sh

eet-p
resid

en
t-d
o
n
a
ld
-

j-tru
m
p
-a
d
ju
sts-im

p
o
rts-o

f-a
u
to
m
o
b
iles-a

n
d
-a
u
to
m
o
b
ile-p

a
rts-

in
to
-th
e-u
n
ited
-sta
tes/

�.

（

6）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・F
a
ct
S
h
eet:

U
.S
.-U
K
R
e
a
ch

H
isto
ric
T
ra
d
e
D
ea
l・,
M
a
y

8

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/

fa
ct-sh

eets/
2025/

05/
fa
ct-sh

eet-u
-s-u
k
-rea
ch
-h
isto
ric-tra

d
e-d
ea
l/

�.

P
rim
e
M
in
ister・s

O
ffice,U

K
（
2025）

・L
a
n
d
m
a
rk
E
co
n
o
m
ic
D
ea
l

w
ith
U
n
ited

S
ta
tes
S
a
v
es
T
h
o
u
sa
n
d
s
o
f
Jo
b
s
fo
r
B
ritish

C
a
r

M
a
k
ers
a
n
d
S
teel

In
d
u
stry
・,
M
a
y

8

�http
s:/
/
w
w
w
.g
o
v
.u
k
/

g
o
v
ern
m
en
t/
n
ew
s/
la
n
d
m
a
rk
-eco
n
o
m
ic-d
ea
l-w
ith
-u
n
ited
-sta
tes-

sav
es-th

o
u
san
d
s-o
f-jo
b
s-fo
r-b
ritish

-car-m
ak
ers-an

d
-steel-in

d
u
stry

�.

（

7）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se
（
2025）

・Im
p
lem
en
tin
g
th
e
G
en
era
l

T
erm
s
o
f
th
e
U
n
ited

S
ta
tes
o
f
A
m
erica

-U
n
ited

K
in
g
d
o
m
E
co
-

n
o
m
ic
P
ro
sp
erity

D
ea
l・,
Ju
n
e
16

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.

g
o
v
/
p
resid

en
tia
l-a
ctio
n
s/

2025/
06/
im
p
lem
en
tin
g
-th
e-g
en
era
l-

term
s-o
f-th
e-u
n
ited
-sta
tes-o

f-a
m
erica

-u
n
ited
-k
in
g
d
o
m
-eco
n
o
m
ic-

p
ro
sp
erity

-d
ea
l/

�.

（

8）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・F
u
rth
er
A
m
en
d
m
en
t
to
D
u
-

ties
A
d
d
ressin

g
th
e
S
y
n
th
etic

O
p
io
id
S
u
p
p
ly
C
h
a
in
in
th
e

P
eo
p
le・s

R
ep
u
b
lic
o
f
C
h
in
a
・,
M
a
rch

3

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
ite

h
o
u
se.g
o
v
/
p
resid

en
tia
l-a
ctio
n
s/

2025
/
03/
fu
rth
er-a
m
en
d
m
en
t-

to
-d
u
ties-a

d
d
ressin

g
-th
e-sy
n
th
etic-o

p
io
id
-su
p
p
ly
-ch
a
in
-in
-th
e-

p
eo
p
les-rep

u
b
lic-o
f-ch
in
a
/

�.

（

9）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・M
o
d
ify
in
g
R
ecip
ro
ca
l
T
a
riff

R
a
tes

to
R
eflect

T
ra
d
in
g
P
a
rtn
er
R
eta
lia
tio
n
・,
A
p
ril

9

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
p
resid

en
tia
l-a
ctio
n
s/
2025/

04/

m
o
d
ify
in
g
-recip

ro
ca
l-ta
riff-ra

tes-to
-reflect-tra

d
in
g
-p
a
rtn
er-reta

lia
tio
n
-a
n
d
-a
lig
n
m
en
t/

�.

四
月
八
日
に
中
国
が
報
復
措
置
を
発
表
し
た
こ
と
を
理
由
に
八
四
％
に
引
き

上
げ
、
さ
ら
に
四
月
一
〇
日
に
一
二
五
％
に
引
き
上
げ
た
。

（

10）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se
（
2025）

・Jo
in
t
S
ta
tem
en
t
o
n
U
.S
.-

C
h
in
a
E
co
n
o
m
ic
a
n
d
T
ra
d
e
M
eetin

g
in
G
en
ev
a
・,
M
a
y

12

�http
s
:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
b
riefin

g
s-sta

tem
en
ts/

2025/
05/

jo
in
t-sta

tem
en
t-o
n
-u
-s-ch

in
a
-eco
n
o
m
ic-a
n
d
-tra
d
e-m
eetin

g
-in
-

g
en
ev
a
/

�.
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（
11）

当
初
、
二
月
四
日
か
ら
両
国
に
対
し
て
追
加
関
税
を
賦
課
す
る
こ
と

を
発
表
し
た
が
、
一
カ
月
延
長
さ
れ
、
三
月
四
日
か
ら
発
動
さ
れ
た
。
カ
ナ

ダ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
品
目
に
つ
い
て
は
当
初
よ
り
一
〇
％
を
適
用
す
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
三
月
七
日
か
ら
両
国
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
原
産
地
規
則

を
満
た
す
品
目
の
適
用
除
外
と
カ
リ
（
肥
料
）
の
追
加
関
税
を
一
〇
％
に
引

き
下
げ
る
こ
と
を
発
表
し
た
。

T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・A
m
en
d
m
en
t
to
D
u
ties

to
A
d
d
ress

th
e
F
lo
w
o
f
Illicit

D
ru
g
s
A
cro
ss
O
u
r
S
o
u
th
ern
B
o
rd
er・,M

a
rch

6

�http
s
:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
p
resid

en
tia
l-a
ctio
n
s/
2025/

03
/
a
m
en
d
m
en
t-to
-d
u
ties-to

-a
d
d
ress-th

e-flo
w
-o
f-illicit-d

ru
g
s-a
c

ro
ss-o
u
r-so
u
th
ern
-b
o
rd
er/

�.

カ
ナ
ダ
に
つ
い
て
も
同
様
の
大
統
領
令
が
発
出
さ
れ
て
い
る
。

（

12）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・R
eg
u
la
tin
g
Im
p
o
rts
w
ith
a

R
ecip
ro
ca
l
T
a
riff
to
R
ectify

T
ra
d
e
P
ra
ctices

th
a
t
C
o
n
trib
u
te

to
L
a
rg
e
a
n
d
P
ersisten

t
A
n
n
u
a
l
U
n
ite
d
S
ta
tes
G
o
o
d
s
T
ra
d
e

D
eficits・,

A
p
ril

2

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
p
resid

en

tia
l-a
ctio
n
s/

2025/
04/
reg
u
la
tin
g
-im
p
o
rts-w

ith
-a
-recip

ro
ca
l-ta
riff-

to
-rectify

-tra
d
e
-p
ra
ctices-th

a
t-co
n
trib
u
te-to

-la
rg
e-a
n
d
-3p
ersis

ten
t-a
n
n
u
a
l-u
n
ited
-sta
tes-g

o
o
d
s-tra

d
e-d
eficits/

�.

な
お
、
脚
注
７
の
大
統
領
令
で
は
、
英
国
の
航
空
宇
宙
関
連
製
品
に
つ
い
て

は
、
共
通
相
互
関
税
等
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（

13）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se:

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
w
p
-

co
n
ten
t/
u
p
lo
a
d
s/
2025/

04/
A
n
n
ex
-II.p
d
f.

�

（

14）Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
R
eg
io
n
a
l
T
ra
d
e
A
g
reem

en
ts
D
a
ta
b
a
se

�http
s:/
/

rta
is.w
to
.o
rg
/
U
I/
P
u
b
licM

a
in
ta
in
R
T
A
H
o
m
e.a
sp
x

�に
基
づ
く
。

Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
他
、
米
国
・
中
米
諸
国
・
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
自
由
貿
易
協
定

（
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
―
Ｄ
Ｒ
）
の
多
国
間
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
チ
リ
、
ペ
ル
ー
、
コ
ロ
ン
ビ

ア
、
パ
ナ
マ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
モ
ロ
ッ
コ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
オ

マ
ー
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
韓
国
と
二
国
間
Ｆ
Ｔ
Ａ
を

発
効
さ
せ
て
い
る
。
日
米
貿
易
協
定
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
同
協
定
を
含

め
る
と
一
五
件
と
な
る
。

（

15）但
し
、
ロ
シ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
キ
ュ
ー
バ
、
北
朝
鮮
に
つ
い
て
は
、

共
通
相
互
関
税
は
適
用
さ
れ
ず
、
異
な
る
関
税
（
米
国
関
税
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・

C
o
lu
m
n
2）
が
課
さ
れ
て
い
る
。

（

16）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se（

2025）
・M
o
d
ify
in
g
R
ecip
ro
ca
l
T
a
riff

R
a
tes

to
R
eflect

T
ra
d
in
g
P
a
rtn
er
R
eta
lia
tio
n
a
n
d
A
lig
n
-

m
en
t・,
A
p
ril

9

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.g
o
v
/
p
resid

en
tia
l-a
c

tio
n
s/

2025
/
04
/
m
o
d
ify
in
g
-recip

ro
ca
l-ta
riff-ra

tes-to
-reflect-tra

d
in
g
-

p
a
rtn
er-reta

lia
tio
n
-a
n
d
-a
lig
n
m
en
t/

�.

（

17）U
S
T
R
,
・R
ecip
ro
ca
l
T
a
riff
C
a
lcu
la
tio
n
s・

�http
s:/
/
u
str.

g
o
v
/
sites/

d
efa
u
lt/
files/

files/
Issu
e_
A
rea
s/
P
resid

en
tia
l%
20T
a
riff

%
20A
ctio
n
/
R
ecip
ro
ca
l%
20T
a
riff%

20C
a
lcu
la
tio
n
s.p
d
f

�.

（

18）輸
入
の
価
格
弾
力
性
を
三
～
四
、
パ
ス
ス
ル
ー
弾
力
性
を
〇
・
二
五

と
し
て
算
出
さ
れ
て
い
る
。
渡
部
（
2024）

は
、
輸
入
の
価
格
弾
力
性
の
妥

当
性
は
認
め
る
一
方
、
パ
ス
ス
ル
ー
弾
力
性
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
一
に
近
く
、

〇
・
二
五
は
大
き
く
外
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
渡
部
雄
太
、
「
ト
ラ

ン
プ
政
権
「
相
互
関
税
」、
そ
の
計
算
式
の

�

根
拠

�

」、『
Ｉ
Ｄ
Ｅ
ス
ク
エ
ア
』、

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
二
五
年
）。

（

19）X
,
T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se:

�http
s:/
/
x
.co
m
/
W
h
iteH

o
u
se/

sta
tu
s/
1907533090559324204

�.

（

20）米
国
の
対
イ
ン
ド
電
気
機
器
輸
入
総
額
に
占
め
る
同
品
目
の
構
成
比

は
、
二
〇
二
二
年
の
一
九
・
四
％
か
ら
二
四
年
に
は
四
八
・
九
％
に
上
昇
し

て
い
る
。

（

21）熊
谷
聡
、
早
川
和
伸
、
磯
野
生
茂
、
後
閑
利
隆
、
ケ
オ
ラ
・
ス
ッ
ク

ニ
ラ
ン
、
坪
田
建
明
、
久
保

裕
也
、
「
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
相
互
関
税
政

策
が

世
界
経
済
に
与
え
る
影
響
（
２
０
２
５
年
４
月
２
日
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
発
表
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対
応
版
）」、『

Ｉ
Ｄ
Ｅ
ス
ク
エ
ア
』、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
二
五
年
。

熊
谷
他
（
2025

�6）
に
よ
る
と
、
同
比
率
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
六
〇
％
、

マ
レ
ー
シ
ア
が
三
九
％
、
イ
ン
ド
が
三
二
％
、
タ
イ
が
二
九
％
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
二
六
％
、
ベ
ト
ナ
ム
が
二
五
％
、
台
湾
が
四
四
％
、
中
国
が
二
六
％
と

な
っ
て
い
る
。

（

22）追
加
関
税
二
〇
％
は
中
国
の
み
に
適
用
、
共
通
相
互
関
税
・
同
適
用

除
外
品
目
は
中
国
、
そ
の
他
の
国
と
も
に
適
用
、
ト
ラ
ン
プ
関
税
１
・
０
の

対
中
国
追
加
関
税
は
適
用
さ
れ
な
い
品
目
が
あ
る
こ
と
、
最
恵
国
待
遇
ベ
ー

ス
の
関
税
率
は
中
国
、
そ
の
他
の
国
と
も
に
共
通
に
課
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

多
く
の
品
目
で

20～

45％
程
度
の
差
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（

23）熊
谷
聡
、
早
川
和
伸
、
磯
野
生
茂
、
後
閑
利
隆
、
ケ
オ
ラ
・
ス
ッ
ク

ニ
ラ
ン
、
坪
田
建
明
、
久
保
裕
也
、「「
も
し
ト
ラ
」
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

分
析

米

60％
関
税
の
世
界
経
済
へ
の
影
響
」、『
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
ポ

リ
シ
ー
・
ブ
リ
ー
フ
』
№
１
８
９
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
二
四
年
。

（

24）磯
野
生
茂
、
熊
谷
聡
、
早
川
和
伸
、
後
閑
利
隆
、
ケ
オ
ラ
・
ス
ッ
ク

ニ
ラ
ン
、
坪
田
建
明
、
久
保
裕
也
、
「
第
２
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
掲
げ
る
関

税
引
き
上
げ
は
世
界
経
済
と
日
本
に
何
を
も
た
ら
す
か
」、『
Ｉ
Ｄ
Ｅ
ス
ク
エ

ア
』、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
二
四
年
。

（

25）A
S
E
A
N
（
2025）

・Jo
in
t
S
ta
tem
en
t
o
f
th
e
A
S
E
A
N
E
co
-

n
o
m
ic
M
in
isters

o
n
th
e
In
tro
d
u
ctio
n
o
f
U
n
ila
tera
l
T
a
riffs

o
f

th
e
U
n
ited

S
ta
tes・,

A
p
ril

10

�http
s:/
/
a
sea
n
.o
rg
/
jo
in
t-sta

te

m
en
t-o
f-th
e-a
sea
n
-eco
n
o
m
ic
-m
in
isters-o

n
-th
e
-in
tro
d
u
ctio
n
-o
f-

u
n
ila
tera
l-ta
riffs-o

f-th
e-u
n
ited
-sta
tes/

�.

（

26）A
S
E
A
N
（
2025）

・C
h
a
irm
a
n
・s
S
ta
tem
en
t
o
f
th
e

46th

A
S
E
A
N
S
u
m
m
it
K
u
a
la
L
u
m
p
u
r,
M
a
la
y
sia
,
26
M
a
y

2025・

�http
s:/
/
a
sea
n
.o
rg
/
ch
a
irm
a
n
s-sta

tem
en
t-o
f-th
e-46th

-a
sea
n
-su
m

m
it/

�

.

（

27）P
rim
e
M
in
ister

O
ffice,

S
in
g
a
p
o
re
（
2025）

・M
in
isteria

l

S
ta
tem
en
t
b
y
P
rim
e
M
in
ister

a
n
d
M
in
ister

fo
r
F
in
a
n
ce
L
a
w
-

ren
ce
W
o
n
g
o
n
th
e
U
S
ta
riffs

a
n
d
T
h
eir
Im
p
lica
tio
n
s
o
n

8

A
p
ril

2025・

�http
s:/
/
w
w
w
.p
m
o
.g
o
v
.sg
/
N
ew
sro
o
m
/
M
in
isteria

l-

S
ta
tem
en
t-b
y
-P
M
-L
a
w
ren
ce
-W
o
n
g
-o
n
-th
e-U
S
-T
a
riffs-a

n
d
-Im

p
lica
tio
n

�.

（

28）M
in
istry

o
f
In
v
estm

en
t,
T
ra
d
e
a
n
d
In
d
u
stry
,
M
a
la
y
sia

（
2025）

・M
a
la
y
sia
E
x
p
lo
rin
g
A
p
p
ro
p
ria
te
M
ea
su
res
to
M
iti-

g
a
te
Im
p
a
ct
o
n
M
a
la
y
sia
n
E
x
p
o
rts;
W
ill
C
o
n
tin
u
e
E
n
g
a
g
in
g

w
ith

U
S
A
u
th
o
rities

o
n
F
a
ir
T
ra
d
e
R
ela
tio
n
s・,
A
p
ril

3

�http
s:/
/
w
w
w
.m
iti.g
o
v
.m
y
/
m
iti/
reso
u
rces/

M
ed
ia
%
20R
elea
se/

%
5b
F
IN
A
L
%
5d
_
M
a
la
y
sia
_
to
_
C
o
n
tin
u
e
_
E
n
g
a
g
in
g
_
w
ith
_
U
S
_

A
u
th
o
rities_

o
n
_
F
a
ir_
T
ra
d
e_
S
o
lu
tio
n
s_

2025-04-03.p
d
f

�.

（

29）W
T
O
（
2025）

・Im
m
ed
ia
te
N
o
tifica

tio
n
u
n
d
er
A
rticle

12.5

o
f
th
e
A
g
reem

en
t
o
n
S
a
feg
u
a
rd
s
to
th
e
C
o
u
n
sil
fo
r
T
ra
d
e
in

G
o
o
d
s
o
f
P
ro
p
o
sed
S
u
sp
en
sio
n
o
f
C
o
n
cessio

n
s
a
n
d
O
th
er
O
b
-

lig
a
tio
n
s
R
eferred

to
in
P
a
ra
g
ra
p
h
2
o
f
A
rticle

8
o
f
th
e
A
g
ree-

m
en
t
o
n
S
a
feg
u
a
rd
s・,
M
a
y

12

�http
s:/
/
d
o
cs.w

to
.o
rg
/
d
o
l2fe/

P
a
g
es/
S
S
/
d
irectd

o
c.a
sp
x
?filen

a
m
e=
Q
:/
G
/
L
/
1571.p

d
f&
O
p
en
=

T
ru
e

�.

（

30）M
in
istry

o
f
C
o
m
m
erce

&
In
d
u
stry
,
In
d
ia（

2019）
・C
u
s-

to
m
s
D
u
ty
o
n
U
S
P
ro
d
u
cts・,

Ju
ly

3

�http
s:/
/
w
w
w
.p
ib
.g
o
v
.in
/

P
ressR

elea
seIfra

m
eP
a
g
e.a
sp
x
?P
R
ID
=
1576941

�.

（

31）T
h
e
W
h
ite
H
o
u
se
（
2025）

・U
n
ited

S
ta
tes-In

d
ia
Jo
in
t

L
ea
d
ers・
S
ta
tem
en
t・,
F
eb
ru
a
ry

13

�http
s:/
/
w
w
w
.w
h
iteh
o
u
se.

g
o
v
/
b
riefin

g
s
-sta
tem
en
ts
/
2025

/
02
/
u
n
ited
-sta
tes-in

d
ia
-jo
in
t-

lea
d
ers-sta

tem
en
t/

�.

（

32）イ
ン
ド
は
、
バ
イ
デ
ン
前
政
権
時
代
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
米
印
重
要

新
興
技
術
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
）
の
も
と
で
、
技
術
分
野
で
の
協
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力
を
推
進
し
て
き
た
が
、
同
共
同
声
明
で
、
Ｔ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
と
呼
称
さ
れ
る
新

た
な
名
称
で
同
様
の
枠
組
み
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

（

33）イ
ン
ド
の
シ
タ
ラ
マ
ン
財
務
大
臣
は
、
二
〇
二
五
年
度
予
算
案
で
、

外
国
企
業
に
よ
る
同
国
の
原
子
力
発
電
分
野
へ
の
投
資
上
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
る
原
子
力
賠
償
法
の
改
訂
に
言
及
し
て
い
る
。

（

34）S
o
cia
list

R
ep
u
b
lic
o
f
V
iet
N
a
m
,
G
o
v
ern
m
en
t
N
ew
s

（
2025）

・G
en
era
l
S
ecreta

ry
T
o
L
a
m
H
o
ld
s
P
h
o
n
e
C
o
n
v
ersa
-

tio
n
w
ith
P
resid

en
t
D
o
n
a
ld
T
ru
m
p
・

�http
s:/
/
en
.b
a
o
ch
in
h
p

h
u
.v
n
/
g
en
era
l-secreta

ry
-to
-la
m
-h
o
ld
s-p
h
o
n
e-co
n
v
ersa
tio
n
-w
ith
-

p
resid

en
t-d
o
n
a
ld
-tru
m
p
-111250405000532405.h

tm

�.

（

35）P
rim
e
M
in
ister・s

O
ffice,

In
d
ia
（
2025）

・P
rim
e
M
in
ister

M
o
d
i
a
n
d
P
rim
e
M
in
ister

S
ta
rm
er
W
elco
m
e
th
e
C
o
n
clu
sio
n
o
f

a
M
u
tu
a
lly
B
en
eficia

l
In
d
ia
-U
K
F
ree
T
ra
d
e
A
g
reem

en
t
a
n
d

th
e
D
o
u
b
le
C
o
n
trib
u
tio
n
C
o
n
v
en
tio
n
・,
M
a
y
6

�http
s:/
/
w
w
w
.

p
ib
.g
o
v
.in
/
P
ressR

elea
seP
a
g
e.a
sp
x
?P
R
ID
=
2127311

�.

（

36）D
ep
a
rtm
en
t
fo
r
B
u
sin
ess

&
T
ra
d
e,
U
K
（
2025）

・U
K
-

In
d
ia
T
ra
d
e
D
ea
l:
C
o
n
clu
sio
n
S
u
m
m
a
ry
・,
M
a
y

15

�http
s:/
/

w
w
w
.g
o
v
.u
k
/
g
o
v
ern
m
en
t/
p
u
b
lica
tio
n
s/
u
k
-in
d
ia
-tra
d
e-d
ea
l-

co
n
clu
sio
n
-su
m
m
a
ry
/
u
k
-in
d
ia
-tra
d
e-d
ea
l-co
n
clu
sio
n
-su
m
m
a
ry

�.

M
in
istry

o
f
C
o
m
m
erce

a
n
d
In
d
u
stry
,
In
d
ia（

2025）
・A
H
isto
ric

a
n
d
A
m
b
itio
u
s
D
ea
l
to
B
o
o
st
Jo
b
s,
E
x
p
o
rts
a
n
d
N
a
tio
n
a
l

G
ro
w
th
・,
M
a
y

6

�http
s:/
/
w
w
w
.p
ib
.g
o
v
.in
/
P
ressR

elea
seP
a
g
e.

a
sp
x
?P
R
ID
=
2127321

�.

（

37）な
お
、
デ
ジ
タ
ル
貿
易
章
で
は
、
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
の
開
示
要
求
禁
止

は
盛
り
込
ま
れ
た
一
方
、
自
由
な
デ
ー
タ
フ
ロ
ー
、
デ
ー
タ
・
ロ
ー
カ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
禁
止
は
今
後
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
約
束
内
容
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
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『
海
外
事
情
』
七
・
八
月
号
の
紹
介

刮
目
レ
ポ
ー
ト
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ジ
レ
ン
マ
に
揺
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
渡
邊
啓
貴

注
目
レ
ポ
ー
ト

�台湾
緊
張

�を
め
ぐ
る
米
・
中
・
台
の
思
惑
と
軍
事
的
特
質

川
中
敬
一

第
一
特
集
＝
大
国
間
で
始
ま
っ
た
月
の
陣
取
り
合
戦

規
範
形
成
能
力
と
し
て
の
月
探
査
競
争

青
木
節
子

嫦
娥
計
画
の
軌
跡
と
中
国
の
宇
宙
開
発

倉
澤
治
雄

米
ソ
冷
戦
時
代
の
月
探
査
と
新
た
な
月
面
大
航
海
時
代
の
幕
開
け

野
村
英
史

研
究
ノ
ー
ト
宇
宙
開
発
競
争
の
行
方
と
日
本
の
強
み

井
上
榛
香

第
二
特
集
＝
難
民
の
破
壊
力
に
怯
え
る
世
界

米
国
の
移
民
政
策
の
課
題

佐
藤
丙
午

日
本
に
お
け
る
難
民
受
入
れ
の
争
点
化

明
石
純
一

欧
州
難
民
問
題
の
現
在

古
川
琢
也

＊
私
の
一
枚
清
廉
と
勇
気
を
引
き
継
ぐ
後
継
者

富
坂
聰

＊
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
所
だ
よ
り
／
イ
ス
ラ
ー
ム
と
Ａ
Ⅰ

四
戸
潤
弥

＊
国
連
に
対
す
る
幻
想
／
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
出
来
事

髙
橋
博
史

Do☆
危
機
管
理
／

総
合
的
危

機
管
理
の
専

門
家
は

政
治
や
社

会
を

理
解
す
る

人
材
で

あ
る
べ
き

遠
藤
哲
也

政
治
家
ム
ハ
ン
マ
ド

�／
ハ
イ

バ
ル
、
そ
し
て
ム

ウ
タ
の
戦
い

野
村
明
史

＊
書
評
／

高
野
秀
行
『
イ
ラ
ク
水
滸
伝
』

門
間
理

良

※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



１
は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
か
ら
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
略
は
、
三
年
が
経
っ
た
現
在
も
続
い
て
い
る
。
そ
の
間

に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
化
し
た
。
と
く

に
二
五
年
一
月
に
発
足
し
た
ト
ラ
ン
プ
第
二
次
政
権
は
、
国
際
社

会
に
お
け
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
立
場
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

前
稿
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
対
ロ
シ
ア
戦
争
を
支
え
る
ゼ
レ
ン

ス
キ
ー
政
権
の
発
足
以
来
の
人
的
背
景
を
分
析
し
た （
１
）。
戦
争
が
三

年
続
く
中
で
、
政
権
内
部
の
力
学
は
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
ま

た
ト
ラ
ン
プ
政
権
へ
の
対
応
に
も
追
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
前
後
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
局
の

変
化
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
戦
争
当
初
か
ら
は
大
き
く
変
化
し

た
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
内
の
力
学
や
顔
ぶ
れ
の
変
化
を
分
析
す
る
。

く
わ
え
て
、
ポ
ス
ト
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
と
目
さ
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政

府
関
係
者
の
経
歴
を
ま
と
め
、
筆
者
が
彼
ら
と
の
交
流
の
中
で
感

じ
た
印
象
も
併
せ
て
記
し
た
い
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
ト
ラ
ン
プ

２
・
０
時
代
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
界
の
今
後
を
展
望
し
た
い
。

２
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
と
の
再
会
と
「
黄
金
の
心
」
受
賞

筆
者
は
二
〇
二
五
年
六
月
六
日
、
キ
ー
ウ
で
開
催
さ
れ
た
「
第

三
回
地
域
・
都
市
間
協
力
国
際
サ
ミ
ッ
ト
」
の
冒
頭
で
、
Ｅ
Ｕ
の

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 106

岡
部
芳
彦

（
神
戸
学
院
大
学
経
済
学
部
教
授
）

ト
ラ
ン
プ
２
・
０
時
代
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
局

特
集
＝
ト
ラ
ン
プ
２
・
０
半
年
間
の
中
間
決
算



自
治
体
首
長
ら
七
名
と
と
も
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
賞
「
黄
金

の
心
」
を
授
与
さ
れ
た
。
私
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
授
与

の
経
緯
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
の
仕
組
み
や
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ー
ミ
ル
・

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
今
の
雰
囲
気
を
知
る
上
で
非
常
に
興
味

深
い
の
で
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
キ
ー
ウ
渡
航
の
経
緯
を
述
べ
る
と
、
筆
者
は
、
日
本
で

最
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
に
熱
心
な
自
治
体
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
兵
庫
県
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
て
い
る
。
同
国
際
サ
ミ
ッ
ト
へ
の
招
待
状

が
斎
藤
元
彦
知
事
に
届
き
、
兵
庫
県
庁
か
ら
要
請
を
受
け
て
代
理

と
し
て
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
。
戦
時
下
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
は

海
外
安
全
情
報
の
「
退
避
勧
告
」
が
出
て
い
る
が
、
二
〇
二
四
年

二
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本
ウ
ク
ラ
イ
ナ
経
済
復
興
推
進

会
議
」
の
結
果
、
同
国
の
復
興
に
携
わ
る
関
係
者
に
は
、
例
外
と

し
て
日
本
の
外
務
省
へ
の
届
け
出
・
了
解
を
得
て
、
キ
ー
ウ
へ
の

渡
航
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
兵
庫
県
の
要
請
に
基
づ
き
、

外
務
省
に
申
請
の
上
、
勤
務
校
の
承
認
も
得
て
の
半
官
半
民
の
公

務
出
張
と
な
っ
た
。

戦
争
が
始
ま
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
渡
航
す
る
の
は
四
回
目
で
あ

る
。
す
べ
て
に
大
型
の
国
際
会
議
へ
の
出
席
が
あ
っ
た
た
め
、
そ

の
席
上
で
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
言

葉
を
交
わ
す
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
大
統
領
就
任
直
後
の
二
〇
一

九
年
に
二
度
ほ
ど
言
葉
を
交
わ
す
機
会
が
あ
っ
た
た
め
か
、
最
初

の
一
言
は
「
お
久
し
ぶ
り
で
す
ね
（
ま
た
は
「
元
気
で
す
か
？
」
）」

だ
っ
た
。
な
ん
と
も
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
ら
し
い
言
葉
と
感
じ
た
。

こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
賞
「
黄
金
の
心
」
で
あ
る
が
、
形
状

に
も
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
ら
し
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
「
ウ
ク
ラ

イ
ナ
大
統
領
賞
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
近
年
授
与
さ
れ
な
く
な
っ

た
も
の
も
含
め
て
一
六
種
類
あ
り
、
そ
の
う
ち
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政

権
発
足
後
に
創
設
さ
れ
た
も
の
は
六
種
類
で
あ
る
。
非
常
に
ユ
ニ
ー

ク
な
名
称
の
も
の
が
多
く
、
二
〇
二
一
年
七
月
に
最
初
に
創
設
さ

れ
た
の
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
伝
説
」
で （
２
）、
最
新
の
も
の
は
二
五
年

五
月
創
設
の
一
八
歳
以
下
の
子
供
に
贈
ら
れ
る
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

未
来
」
で
あ
る （
３
）。
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
始
ま
っ
て
後
の

二
二
年
一
二
月
に
創
設
さ
れ
た
「
黄
金
の
心
」
の
授
与
対
象
は
、

「
特
に
ロ

シ
ア

連
邦
に

よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の

軍
事

侵
略
に
関

連

し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
防
衛
を
保
ち
、
国
民
の
安
全
と
国
家
の
利

益
を
守
り
、
そ
の
結
果
の
た
め
の
措
置
の
実
施
に
お
い
て
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
支
援
の
提
供
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
運
動
の
発
展
へ
の
多
大

な
貢
献
」
に
対
し
て
で
あ
る （
４
）。

形
状
も
そ
れ
ま
で
の
大
統
領
賞
が
勲
章
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
に
贈
ら
れ
た
「
黄
金
の
心
」

トランプ２･０時代のウクライナ政局107



は
そ
れ
が
顕
著
で
、
歪
な
ハ
ー
ト
型
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
旗
色
の
糸

が
通
し
て
あ
り
、
一
見
ブ
ロ
ー
チ
の
よ
う
で
ま
っ
た
く
勲
章
の
よ

う
に
は
見
え
な
い
。
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
は
発
足
当
初
か
ら
そ
れ

ま
で
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
や
政
府
の
権
威
主
義
に
抗
う
傾
向
が

み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
大
統
領
賞
の
名
称
や
デ
ザ
イ
ン
は
そ
れ

を
象
徴
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

な
お
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
令
に
よ
れ
ば
筆
者
へ
の
「
黄
金
の

心
」
授
与
理
由
は
「
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事

侵
略
に
お
い
て
人
道
支
援
の
提
供
、
お
よ
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
家

主
権
と
領
土
保
全
の
支
持
に
対
す
る
多
大
な
個
人
的
貢
献
」
で
あ
っ

た （
５
）。
正
式
に
授
与
さ
れ
る
こ
と
を
聞
い
た
の
は
同
国
際
サ
ミ
ッ
ト

開
始
の
一
〇
分
前
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
間
感
覚
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
ら

し
い
と
感
じ
た
。

３
戦
争
を
契
機
に
劇
的
に
変
わ
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
界
図

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
の
前
後
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
界
図
も
大
き
く
変
化
し
た
。
図

１
は
戦
争
直
前
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
局
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

戦
争
が
始
ま
る
直
前
の
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
安
全
保
障
政
策
上
、
重
要
か
つ
や
や
不
可
解
な
決
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定
や
出
来
事
が
多
々
あ
っ
た
。
一
例
を
取
り
上
げ
る
と
、
二
月
一

日
の
大
統
領
令
で
徴
兵
制
度
の
廃
止
が
宣
言
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る （
６
）。

契
約
軍
人
に
よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
一
〇
万
人
増
員
を
謳
っ
て

い
る
が
、
具
体
的
な
施
策
は
は
っ
き
り
と
し
な
か
っ
た
。

レ
ズ
ニ
コ
フ
国
防
相
（
当
時
）
は
「
我
々
は
、
初
期
段
階
で
は

徴
兵
制
を
維
持
す
る
も
の
の
、
代
替
案
と
し
て
短
期
（
三
～
四
ヶ

月
）
の
集
中
軍
事
訓
練
を
導
入
す
る
モ
デ
ル
の
構
想
を
準
備
し
て

い
る
。
こ
の
訓
練
を
修
了
し
た
若
者
は
徴
兵
の
対
象
と
な
ら
ず
、

代
わ
り
に
基
礎
的
な
軍
事
技
能
を
習
得
す
る
。
二
〇
二
四
年
一
月

一
日
か
ら
は
、
徴
兵
制
を
短
期
集
中
訓
練
に
完
全
に
置
き
換
え
、

参
加
者
数
を
徐
々
に
増
や
し
、
定
期
的
な
訓
練
や
集
会
を
通
じ
て

技
能
を
維
持
し
て
い
く
計
画
だ
。
現
在
、
こ
の
政
令
を
実
施
す
る

た
め
の
様
々
な
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
既
に
計
算
と
根
拠
が
示
さ
れ

て
い
る
。
上
記
の
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
、
政
府
は
ま
も
な
く

必
要
な
法
案
と
規
則
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
提
案
す
る
予
定
だ
」
と
述

べ
た
。
ま
た
、
二
五
年
ま
で
の
期
間
に
、
軍
の
規
模
を
拡
大
し
、

軍
人
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
社
会
保
障
を
強
化
し
て
兵
役
へ
の
意

欲
を
大
幅
に
高
め
、
軍
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
透
明
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
確
保
し
、
財
政
支
援
を
増
や
し
、
住
宅
問
題
を
解
決
す
る
な
ど
、

一
連
の
改
革
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た （
７
）。
一
見
、
前
向
き
な
改

革
に
見
え
る
が
、
ロ
シ
ア
軍
が
今
に
も
攻
撃
を
始
め
よ
う
と
し
て

い
る
時
期
に
徴
兵
制
の
廃
止
を
含
む
大
規
模
な
兵
制
改
革
の
実
施

は
不
可
解
で
、
そ
こ
か
ら
は
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
じ
め
ウ
ク

ラ
イ
ナ
政
府
関
係
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ロ
シ
ア
軍
の
攻
撃
を
ま
っ

た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

も
う
一
つ
は
、
二
〇
一
四
年
以
降
、
最
も
警
戒
し
て
い
た
地
域

で
、
ロ
シ
ア
が
軍
事
占
領
す
る
ク
リ
ミ
ア
半
島
か
ら
開
戦
後
に
ロ

シ
ア
軍
の
侵
攻
を
い
と
も
簡
単
に
許
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理

由
の
一
つ
と
し
て
は
、
ク
リ
ミ
ア
と
ヘ
ル
ソ
ン
州
を
結
ぶ
チ
ョ
ン

ガ
ル
橋
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
爆
破
装
置
や
そ
の
周
辺
に
敷
設
さ
れ

た
地
雷
が
開
戦
当
初
に
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

地
雷
は
い
つ
の
間
に
か
撤
去
さ
れ
て
い
た
と
の
憶
測
も
あ
り
、
二

二
年
八
月
に
は
レ
ズ
ニ
コ
フ
が
、
戦
争
終
結
後
に
捜
査
す
る
と
述

べ
て
い
る
が （
８
）、

戦
争
が
長
引
く
中
で
忘
れ
去
れ
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。

そ
の
不
手
際
の
背
景
の
一
つ
は
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
の
人
事

に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
情
報
機
関
で

あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
保
安
庁
の
長
官
に
は
、
軍
務
の
経
験
す
ら
な
い

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
の
幼
馴
染
で
自
分
の
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
「
ス

タ
ジ
オ
・
ク
ヴ
ァ
ル
タ
ル

95」
の
代
表
で
も
あ
っ
た
イ
ヴ
ァ
ン
・

バ
カ
ノ
フ
を
任
命
し
て
い
た
。
こ
の
人
事
は
反
汚
職
対
策
と
改
革

の
意
図
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
あ
ま
り
に
経
験
不
足
で
、
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
の
情
報
収
集
能
力
の
低
下
を
招
い
た
。
な
お
、

二
〇
二
二
年
七
月
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍

の
懲
戒
規
則
第
四
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
公
務
の
不
履
行
に

よ
り
人
的
被
害
ま
た
は
そ
の
他
の
重
大
な
結
果
が
生
じ
た
」
と
し

て
、
バ
カ
ノ
フ
を
Ｓ
Ｂ
Ｕ
長
官
の
職
か
ら
解
任
し
て
い
る （
９
）。

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
の
「
素
人
閣
僚
」
問
題
は
、
そ
れ
以
前
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
側
近
の
一
人
で
、
政
権
発

足
後
、
最
初
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
最
高
会
議
（
国
会
）
議
長
に
就
任
し

た
ド
ミ
ト
ロ
・
ラ
ズ
ム
コ
フ
は
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
に
議
長
を

解
任
さ
れ
た
の
ち
、
「
政
府
に
は
専
門
家
が
い
な
い
」
と
い
う
言

葉
を
残
し
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
に
反
旗
を
翻
し
て
い
る （

�）。
ラ
ズ
ム
コ
フ

は
二
二
年
一
月
二
四
日
、
の
ち
の
政
党
化
も
に
ら
ん
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ

「
チ
ー
ム
・
ラ
ズ
ム
コ
フ
」
を
設
立
し
た
。
一
部
世
論
調
査
で
は
、

次
期
大
統
領
選
挙
で
決
選
投
票
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
ラ
ズ
ム
コ

フ
が
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
に
勝
利
す
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
た （

�）。

ラ
ズ
ム
コ
フ
の
例
だ
け
で
は
な
く
、
開
戦
直
前
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

政
局
は
か
な
り
混
迷
の
度
合
い
を
深
め
て
い
た
。
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

政
権
は
、
前
大
統
領
で
最
高
会
議
議
員
の
ペ
ト
ロ
・
ポ
ロ
シ
ェ
ン

コ
と
、
共
に
欧
州
統
合
路
線
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
い

対
立
関
係
に
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
に
は
最
高
会
議
議
員
の
不
逮
捕

特
権
を
廃
止
し
た
こ
と
か
ら
、
国
家
反
逆
罪
で
の
訴
追
を
試
み
て

い
た （

�）。
こ
の
不
逮
捕
特
権
の
廃
止
は
、
「
野
党
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
―
生
活
党
」
党
首
（
当
時
）
で
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が

娘
の
名
づ
け
親
と
な
る
ほ
ど
関
係
が
深
い
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
メ
ド
ヴ
ェ

チ
ュ
ー
ク
と
い
っ
た
ロ
シ
ア
寄
り
の
議
員
へ
の
圧
力
も
強
め
て
い

た
。プ
リ
ヴ
ァ
ト
銀
行
（
二
〇
一
六
年
国
有
化
）
を
中
心
と
し
た
ユ
ダ

ヤ
系
金
融
財
閥
で
悪
名
高
い
オ
リ
ガ
ル
ヒ
で
あ
っ
た
イ
ー
ホ
ル
・

コ
ロ
モ
イ
シ
キ
ー
が
事
実
上
の
オ
ー
ナ
ー
と
み
な
さ
れ
て
い
た
テ

レ
ビ
局
で
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
が
大
統
領
役
を
務
め
る
ド
ラ
マ
『
国

民
の
僕
』
が
放
映
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
九
年
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
選
の
時
か
ら
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
の
背
後
に
コ
ロ

モ
イ
シ
キ
ー
が
い
る
説
も
浮
上
し
て
い
た （

�）。

当
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
末
に
は
、
ジ
ョ
ー
・

バ
イ
デ
ン
米
大
統
領
が
、
二
月
に
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻

す
る
可
能
性
を
警
告
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
経
済
を

危
険
に
さ
ら
す
た
め
、
西
側
諸
国
と
報
道
機
関
が
「
パ
ニ
ッ
ク
を

作
り
出
さ
な
い
よ
う
」
に
と
の
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
た （

�）。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
は
ロ
シ
ア
の
侵
攻
目
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内

政
局
は
い
つ
も
ど
お
り
の
大
混
乱
な
上
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
は

そ
の
侵
攻
を
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

図
２
は
、
戦
争
後
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
局
を
図
に
し
た
も
の
で
あ
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る
。
ポ
ロ
シ
ェ
ン
コ
前
大
統
領
と
の
対
立
を
続
け
て
い
る
こ
と
を

除
く
と
、
大
き
な
変
化
が
見
て
取
れ
る
。
最
大
の
変
化
は
、
ゼ
レ

ン
ス
キ
ー
政
権
周
辺
の
変
化
と
戦
争
前
に
は
な
か
っ
た
政
治
勢
力

が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
周
辺
の
変
化
と
し
て
は
、
そ
の
後
ろ
盾
と

�さ
れ
た
コ
ロ
モ
イ
シ
キ
ー
が
二
〇
二
三
年
二
月
に
マ
ネ
ー
リ
ン

ダ
リ
ン
グ
な
ど
の
容
疑
で
捜
査
を
受
け
、
収
監
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
現
時
点
で
も
契
約
殺
人
罪
で
保
釈
さ
れ
る
こ
と
な
く
収
監
中

で
あ
る （

�）。
一
四
年
以
降
、
ロ
シ
ア
に
対
抗
し
て
義
勇
大
隊
の
編
成

に
関
わ
り
、
地
元
の
ド
ニ
プ
ロ
ペ
ト
ロ
フ
ス
ク
州
行
政
長
官
（
知

事
）
を
務
め
る
な
ど
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ダ
ン
政
権
に
積
極
的
に
協
力

し
た
こ
と
も
あ
り
、
「
犯
罪
的
な
オ
リ
ガ
ル
ヒ
で
あ
る
コ
ロ
モ
イ

シ
キ
ー
は
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
の
ス
ポ
ン
サ
ー
だ
」
と
い
っ
た
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
が
ロ
シ
ア
側
に
も
好
ま
れ
て
喧
伝
さ
れ
た
が
、
こ
れ
以
降
は
、

聞
か
れ
な
く
な
っ
た
。

次
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
最
高
会
議
内
に
存
在
し
た
親
ロ
シ
ア
勢
力
が

衰
退
で
あ
る
。
二
〇
二
二
年
四
月
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
保
安
庁
は
、
逃

亡
を
図
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
メ
ド
ヴ
ェ
チ
ュ
ー
ク
を
拘
束
し
、
同

年
九
月
、
マ
リ
ウ
ポ
リ
防
衛
に
参
加
し
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
ウ
ク

ラ
イ
ナ
軍
兵
士
と
ロ
シ
ア
軍
捕
虜
交
換
の
一
環
と
し
て
ロ
シ
ア
側

に
移
送
さ
れ
た
。
ま
た
二
三
年
一
月
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
令
に
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よ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る （

�）。
な
お
、
現
在
で

も
親
ロ
系
野
党
は
存
続
し
て
い
る
。
ま
た
開
戦
当
初
を
除
い
て
各

種
世
論
調
査
で
、
も
っ
と
も
信
頼
感
が
低
い
組
織
は
、
最
高
会
議

と
裁
判
所
で
あ
る （

�）。

前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
と
お
り
、
ア
ン
ド
リ
ー
・
イ
ェ
ル
マ
ー

ク
宇
国
大
統
領
府
長
官
の
存
在
は
さ
ら
に
増
し
て
お
り （

�）、
と
く
に

彼
を
中
心
と
し
た
大
統
領
府
の
外
交
に
お
け
る
役
割
は
、
と
き
に

ウ
ク
ラ
イ
ナ
外
務
省
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
存
在

感
を
増
し
て
き
た
の
は
軍
の
存
在
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
総
司

令
官
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ザ
ル
ジ
ニ
ー
の
軍
事
作
戦
を
め
ぐ

る
対
立
が
表
面
化
し
、
結
果
と
し
て
二
〇
二
四
年
二
月
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
大
統
領
令
に
よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
総
司
令
官
を
解
任
さ
れ

た （

�）。
ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
情
報
総
局
の
キ
リ
ロ
・
ブ
ダ
ー
ノ
フ

将
軍
の
国
民
的
人
気
も
高
く
、
各
種
世
論
調
査
で
は
「
大
統
領
候

補
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

ま
た
戦
争
が
続
く
中
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
の
中
で
大
き
な
存

在
感
を
示
し
て
い
る
の
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

で
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
運
動
」
と
総
称
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
登
場
し
た
の
は
二
〇
一
四
年
の
ロ
シ

ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
開
始
時
で
あ
る
。
そ
の
活
動
分
野
は
、

食
料
、
医
薬
品
、
衣
類
、
弾
薬
、
車
両
、
ド
ロ
ー
ン
な
ど
の
軍
事

装
備
品
な
ど
の
物
品
の
収
集
・
生
産
・
提
供
、
装
備
品
の
修
理
お

よ
び
改
良
に
は
じ
ま
り
、
医
療
支
援
、
戦
地
か
ら
の
避
難
民
支
援
、

行
方
不
明
者
や
ロ
シ
ア
に
連
れ
去
ら
れ
た
子
供
の
捜
索
な
ど
、
非

常
に
幅
が
広
い
。
そ
れ
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
へ
の
市
民
の
信
頼

度
も
高
く
、
最
新
の
世
論
調
査
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
に
続
き
第

二
位
で
あ
る （

�）。
そ
の
中
か
ら
は
、
タ
レ
ン
ト
出
身
の
セ
ル
ヒ
ー
・

プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
の
よ
う
に
ポ
ス
ト
・
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
と
し
て
取
り

ざ
た
さ
れ
る
存
在
も
登
場
し
て
い
る
。

４
ポ
ス
ト
・
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
現
在
、
戒
厳
令
法
と
憲
法
の
規
定
に
よ
り
大

統
領
選
挙
と
最
高
会
議
選
挙
を
延
期
し
て
い
る
。
一
方
、
ロ
シ
ア

の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
任
期
切
れ
を
理
由
に
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

は
不
当
な
大
統
領
と
の
主
張
を
最
近
も
繰
り
返
し
て
い
る （

�）。
選
挙

の
延
期
は
法
律
上
の
理
由
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
最
高
会
議
は
、
選
挙
日
の
一
〇
〇
日
前
ま
で
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大

統
領
の
選
挙
日
程
を
定
め
、
約
九
〇
日
前
か
ら
選
挙
の
手
続
き
が

始
ま
る
。
た
だ
選
挙
を
宣
言
す
る
と
選
挙
運
動
も
始
ま
る
が
、
空

襲
下
で
は
候
補
者
・
有
権
者
双
方
に
命
の
危
険
が
あ
る
。
ま
た
一

時
休
戦
後
と
は
い
う
も
の
の
ロ
シ
ア
が
完
全
に
一
時
休
戦
を
守
る
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か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
大
統
領
選
挙
の
場
合
、
い
ず
れ
の
候
補

も
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合
は
二
回
目
の
投
票
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
選
挙
期
間
が
長
引
き
、
停
戦
リ
ス
ク
は
さ
ら
に
高
ま
る
。
各

種
世
論
調
査
で
も
今
の
と
こ
ろ
選
挙
は
終
戦
後
と
い
う
意
見
が
多

数
を
占
め
る
。
最
も
汚
職
対
策
に
厳
し
い
市
民
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
戦
争

の
影
響
を
懸
念
し
、
戒
厳
令
解
除
後
か
ら
選
挙
ま
で
六
か
月
は
時

間
を
空
け
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る （

�）。

一
方
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
各
種
世
論
調
査
で
は
、
「
明
日
、
大
統

領
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
、
だ
れ
に
投
票
す
る
か
」
と
い
う
設
問

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
本
項
で
は
、
世
論
調
査
で
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

以
外
で
ポ
ス
ト
・
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
と
し
て
上
位
二
位
に
上
が
る
こ

と
が
多
い
ザ
ル
ジ
ニ
ー
、
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
を
、
政
権
か
ら
は
ユ
リ

ヤ
・
ス
ヴ
ィ
リ
デ
ン
コ
を
、
面
会
し
た
印
象
も
含
め
紹
介
し
た
い
。

�

ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ザ
ル
ジ
ニ
ー

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
各
種
世
論
調
査
で
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
を
凌
い
で

一
位
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ザ
ル
ジ
ニ
ー
で
あ

る
。ザ
ル
ジ
ニ
ー
の
経
歴
を
ま
と
め
た
い
。
一
九
七
三
年
七
月
八
日

生
ま
れ
で
現
在
五
一
歳
。
九
三
年
に
オ
デ
ッ
サ
陸
軍
士
官
学
校
に

入
学
、
九
七
年
に
同
校
を
名
誉
学
生
と
し
て
卒
業
し
、
そ
の
後
、

小
隊
長
、
訓
練
小
隊
長
、
戦
闘
小
隊
長
、
訓
練
中
隊
長
、
士
官
候

補
生
中
隊
長
、
大
隊
長
を
歴
任
し
、
二
〇
〇
七
年
に
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
国
防
ア
カ
デ
ミ
ー
、
一
四
年
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防
大
学
を
同

じ
く
名
誉
学
生
と
し
て
修
了
、
〇
七
年
か
ら
〇
九
年
ま
で
は
第
二

四
機
械
化
歩
兵
旅
団
の
副
司
令
官
、
〇
九
年
か
ら
一
二
年
ま
で
は

第
五
一
機
械
化
歩
兵
旅
団
の
司
令
官
、
一
七
年
に
西
部
作
戦
管
区

参
謀
長
兼
副
司
令
官
、
一
八
年
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
統
合
軍
事
作
戦
司

令
部
副
司
令
官
、
一
九
年
に
北
部
作
戦
管
区
司
令
官
を
歴
任
し
た （

�）。

二
一
年
七
月
二
七
日
に
は
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ー
ミ
ル
・
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー

大
統
領
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
総
司
令
官
に （

�）、
同
年
七
月
ウ
ク
ラ
イ

ナ
国
家
安
全
保
障
・
国
防
会
議
メ
ン
バ
ー
に
任
命
さ
れ
た
。
ロ
シ

ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
中
の
二
二
年
三
月
四
日
に
は
大
将
に

昇
任
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
と
は
、
軍
事
作
戦
上

の
方
針
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
が
報
じ
ら
れ
、
二
四
年
二
月
、
彼
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
司
令
官
の
職
を
解
任
さ
れ
た （

�）。
二
四
年
三
月
七
日
、

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
ザ
ル
ジ
ニ
ー
氏
を
駐
英
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ

大
使
に
任
命
し
現
職
で
あ
る （

�）。

ザ
ル
ジ
ニ
ー
の
軍
人
と
し
て
の
経
歴
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
ソ

連
軍
の
教
育
・
勤
務
経
験
の
な
い
初
め
て
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
司
令

官
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る （

�）。
ま
た
研
究
熱
心
な
学
究
肌
な
人
物
と

し
て
も
知
ら
れ
二
〇
二
〇
年
一
二
月
に
東
欧
最
古
の
教
育
機
関
で
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あ
る
国
立
オ
ス
ト
ロ
フ
ア
カ
デ
ミ
ー
大
学
で
国
際
関
係
学
の
修
士

号
を
取
得
し
、
戦
時
下
の
二
三
年
一
二
月
に
は
法
学
分
野
で
の
博

士
論
文
審
査
を
国
立
オ
デ
ー
サ
法
科
ア
カ
デ
ミ
ー
で
受
け
、
博
士

号
（
P
h
.D
）
を
取
得
し
て
い
る （

�）。

本
年
五
月
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
開
催
さ
れ
た
研
究
会

の
た
め
渡
英
す
る
機
会
が
あ
り
、
在
神
戸
ウ
ク
ラ
イ
ナ
名
誉
領
事

と
し
て
、
面
会
申
し
込
み
を
し
た
と
こ
ろ
八
日
に
ロ
ン
ド
ン
の
在

英
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
館
で
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。
筆
者
か
ら
は
拙

著
『
日
本
ウ
ク
ラ
イ
ナ
交
流
史
１
９
１
５
～
１
９
３
７
年
』
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
語
版
書
籍
と
と
も
に
、
日
露
戦
争
時
に
印
刷
さ
れ
た
ロ

シ
ア
帝
国
陸
軍
が
日
本
軍
の
攻
撃
で
敗
退
す
る
版
画
を
贈
呈
し
た
。

拙
著
に
対
す
る
質
問
な
ど
が
あ
っ
た
の
ち
に
、
一
緒
に
動
画
を
撮

ろ
う
と
い
う
話
に
な
り
、
筆
者
が
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
栄
光
あ
れ
」

と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
日
本
に
栄
光
を
、
そ
し
て
と
も
に
勝

利
を
」
と
応
え
て
く
れ
た （

�）。
ま
た
二
〇
二
四
年
一
二
月
に
刊
行
さ

れ
た
ザ
ル
ジ
ニ
ー
の
著
書
『
私
の
戦
争
』
に
サ
イ
ン
を
し
て
手
渡

さ
れ
た
。

�

セ
ル
ヒ
ー
・
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ

各
種
世
論
調
査
で
、
大
統
領
候
補
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
よ
う

に
な
っ
た
セ
ル
ヒ
ー
・
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
い
。
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
は
一
九
八
一
年
六
月
二
二
日
生

ま
れ
、
一
六
歳
の
と
き
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
ジ
ュ
ニ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

の
学
術
論
文
審
査
で
二
位
と
な
り
、
翌
年
に
テ
ル
ノ
ピ
リ
国
立
経

済
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
、
在
学
中
に
、
ラ
ジ
オ
の
司
会
者
の
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
に
合
格
し
、
放
送
に
出
演
。
ロ
ン
ド
ン
で
の
遊
学
・

ア
ル
バ
イ
ト
を
経
験
し
、
二
〇
〇
四
年
に

In
ter

T
V
の
番
組
司

会
者
の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
合
格
し
て
人
気
を
博
し
、
そ

の
後
さ
ま
ざ
ま
な
人
気
番
組
の
司
会
を
務
め
た
ほ
か
俳
優
、
放
送
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作
家
、
共
同
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
も
活
躍
し
た （

�）。

二
〇
一
四
年
以
降
、
市
民
か
ら
物
資
を
集
め
ウ
ク
ラ
イ
ナ
兵
に

届
け
る
な
ど
積
極
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
展
開
し
、
前
線
地

帯
を
何
度
も
訪
れ
た
。
二
二
年
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
後

は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
に
志
願
す
る
一
方
、
セ
ル
ヒ
ー
・
プ
リ
ト
ゥ
ー

ラ
慈
善
財
団
を
通
じ
て
、
そ
の
知
名
度
を
生
か
し
て
、
ド
ロ
ー
ン

が
不
足
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
部
隊
へ
直
接
送
っ
た
り
、
戦
争
犠
牲

者
へ
の
人
道
支
援
の
た
め
の
募
金
活
動
を
行
い
、
巨
額
の
募
金
を

集
め
た
。
ま
た
、
芸
能
人
ら
し
く
見
せ
方
が
巧
み
で
、
例
え
ば
、

西
洋
碁
の
チ
ェ
ッ
カ
ー
の
ジ
ュ
ニ
ア
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
一
〇
歳
の

少
女
が
ひ
た
す
ら
通
行
人
と
対
戦
し
、
そ
れ
で
集
め
た
金
銭
を
寄

付
し
て
、
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
が
泣
く
と
い
っ
た
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

動
画
も
話
題
を
呼
ん
だ （

�）。

一
方
、
政
治
活
動
は
二
〇
一
九
年
六
月
か
ら
行
っ
て
お
り
、
ま

ず
著
名
歌
手
ス
ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
・
ヴ
ァ
カ
ル
チ
ュ
ク
が
党
首
を
務

め
た
「
声
（
ホ
ロ
ス
）」
党
に
入
党
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
最
高
会
議
の

候
補
者
リ
ス
ト
に
名
を
連
ね
た
が
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
二
〇
年

八
月
に
は
、
ホ
ロ
ス
党
大
会
で
キ
ー
ウ
市
長
選
に
立
候
補
す
る
と

発
表
し
た
が
、
二
一
年
六
月
に
は
、
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
は
党
執
行
部

の
決
定
と
党
員
の
投
票
結
果
に
納
得
で
き
な
い
た
め
、
ホ
ロ
ス
党

か
ら
の
離
党
を
発
表
し
た
。
当
時
の
党
代
表
ら
は
、
こ
の
決
定
の

理
由
は
党
首
に
就
任
で
き
な
か
っ
た
セ
ル
ヒ
ー
氏
の
個
人
的
な
野

心
に
よ
る
も
の
だ
と
述
べ
た
。
同
年
九
月
、
プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
は
自

身
の
政
党
を
設
立
し
、
来
た
る
議
会
選
挙
に
参
加
す
る
と
発
表
し

た
。プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
と
は
二
〇
二
三
年
九
月
、
キ
ー
ウ
市
内
の
プ
リ

ト
ゥ
ー
ラ
慈
善
財
団
の
事
務
所
で
面
会
し
た
。
芸
能
人
で
も
あ
る

た
め
か
、
他
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
政
府
関
係
者
や
議
員
と
違
い
、
や

や
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
が
取
り
に
く
か
っ
た
が
、
同
財
団
関
係
者

に
「
ロ
シ
ア
軍
が
打
ち
破
ら
れ
る
日
露
戦
争
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版

画
を
財
団
に
寄
贈
し
た
い
。
用
途
と
し
て
は
寄
付
金
集
め
の
た
め

に
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
け
て
も
ら
っ
て
も
構
わ
な
い
」
と
申
し
出

た
と
こ
ろ
、
首
尾
よ
く
面
会
と
な
っ
た
。
同
財
団
に
事
務
所
に
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
若
者
が
集
ま
っ
て
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
と
面
会
し
た
印
象
と
し
て
は
、
ス
タ
ー
然
と
し

た
印
象
は
な
く
、
非
常
に
気
さ
く
な
雰
囲
気
で
あ
り
、
裏
表
な
く

意
見
交
換
が
で
き
た
。
ま
た
、
話
の
流
れ
か
ら
英
語
で
の
会
話
と

な
っ
た
が
非
常
に
流
暢
で
あ
っ
た
。
一
方
、
や
や
政
治
的
経
験
に

は
欠
け
る
印
象
も
あ
り
、
今
後
、
本
格
的
な
政
治
家
と
な
る
場
合

は
優
秀
な
ブ
レ
イ
ン
が
必
要
と
も
感
じ
た
。
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�
ユ
リ
ヤ
・
ス
ヴ
ィ
リ
デ
ン
コ

さ
て
、
世
論
調
査
で
は
大
統
領
候
補
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
こ

と
は
な
い
が
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
内
か
ら
も
ポ
ス
ト
・
ゼ
レ
ン

ス
キ
ー
と
し
て
一
人
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
前
稿
で
も
紹
介
し
た

と
お
り
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
発
足
当
初
の
四
名
の
副
首
相
の
内

三
名
が
女
性
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
名
は
現
在
で
も
そ
の
任
に
あ

る
。
そ
の
中
で
も
第
一
副
首
相
の
ユ
リ
ヤ
・
ス
ヴ
ィ
リ
デ
ン
コ
は

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
の
信
頼
が
厚
い
と
い
わ
れ
、
最
近
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ

最
高
会
議
で
、
デ
ニ
ス
・
シ
ュ
ミ
ハ
リ
首
相
の
解
任
動
議
の
署
名

集
め
が
行
わ
れ
た
際
に
、
そ
の
後
任
と
し
て
名
前
が
取
り
沙
汰
さ

れ
て
い
る （

�）。
改
め
て
そ
の
経
歴
を
概
観
す
る
と
、
ス
ヴ
ィ
リ
デ
ン

コ
は
一
九
八
五
年
生
ま
れ
で
、
チ
ェ
ル
ニ
ヒ
ウ
州
政
府
で
キ
ャ
リ

ア
を
積
ん
だ
の
ち
、
二
〇
二
〇
年
七
月
に
経
済
開
発
・
貿
易
農
業

副
大
臣
、
一
二
月
末
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
府
副
長
官
、
二
一

年
一
一
月
、
第
一
副
首
相
兼
経
済
大
臣
に
就
任
し
た （

�）。
現
在
の
所

管
事
項
は
非
常
に
広
く
、
ア
メ
リ
カ
政
府
と
の
鉱
物
資
源
交
渉
か

ら
大
阪
関
西
万
博
に
ま
で
及
ぶ
。
本
年
二
月
末
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ

ウ
ス
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
が
口
論
と
な
っ
た
場

面
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
随
員
の
中
で
バ
ン
ス
副
大
統
領
の
前

に
イ
ェ
ル
マ
ー
ク
大
統
領
府
長
官
、
ル
ビ
オ
国
務
長
官
の
前
に
は
、

シ
ビ
ハ
外
相
で
は
な
く
、
ス
ヴ
ィ
リ
デ
ン
コ
第
一
副
首
相
が
座
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
二
人
を
中
心
に
現
在
の
対
米
外
交
が

動
い
て
い
る
の
が
窺
え
る
。

筆
者
は
ス
ヴ
ィ
リ
デ
ン
コ
に
何
度
か
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

昨
年
一
二
月
、
急
遽
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
大
阪
関
西
万
博
へ
の
参
加

が
決
ま
っ
た
後
に
、
大
阪
を
訪
れ
た
際
に
、
筆
者
は
在
神
戸
ウ
ク

ラ
イ
ナ
名
誉
領
事
と
し
て
視
察
に
同
行
し
た （

�）。
わ
ず
か
四
か
月
の

準
備
期
間
で
間
に
合
う
の
か
と
思
っ
た
が
、
そ
の
時
も
同
行
し
て

来
日
し
て
い
た
テ
チ
ャ
ナ
・
ベ
レ
ジ
ナ
経
済
省
次
官
（
副
大
臣
）

を
万
博
の
責
任
者
で
あ
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
抜

�し
、
他
と
は

一
線
を
画
す
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
空
間
全
体
が
作
品
）
形
式

の
パ
ビ
リ
オ
ン
を
作
り
上
げ
た
。
そ
う
い
っ
た
仕
事
の
速
さ
は
、

朝
令
暮
改
は
当
た
り
前
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
対
峙
す
る
と
き
に
必

要
と
さ
れ
る
能
力
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

５
結
語

売
る
こ
と
が
で
き
な
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
価
値
観
と
は

六
月
二
三
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
政
権
高
官
の
汚
職
容
疑
捜
査
に

特
化
し
た
国
家
汚
職
対
策
局
（
Ｎ
Ａ
Ｂ
Ｕ
）
は
オ
レ
ク
シ
ー
・
チ
ェ

ル
ニ
シ
ョ
ウ
副
首
相
・
国
家
団
結
相
に
容
疑
を
伝
達
し
た
。
容
疑

は
職
権
乱
用
と
、
自
身
お
よ
び
第
三
者
の
た
め
に
極
め
て
多
額
の

違
法
な
利
益
を
得
た
こ
と
で
あ
る （

�）。
現
職
閣
僚
の
汚
職
容
疑
は
ゼ
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レ
ン
ス
キ
ー
政
権
に
と
っ
て
打
撃
で
あ
る
一
方
で
、
戦
時
下
で
も

政
府
高
官
へ
の
捜
査
が
行
わ
れ
る
の
は
、
同
政
権
が
進
め
る
汚
職

対
策
が
機
能
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
決
意
の
表
れ
と
も

言
え
る
。

大
阪
関
西
万
博
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
館
は
多
く
の
国
の
パ
ビ
リ
オ
ン

が
入
居
す
る
「
タ
イ
プ
Ｃ
」
と
呼
ば
れ
る
ブ
ー
ス
形
式
で
あ
る
。

と
も
す
れ
ば
そ
の
国
の
物
産
の
展
示
が
中
心
の
国
も
あ
る
中
で
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

パ
ビ
リ
オ
ン
を
コ
ン
ビ
ニ
の
よ
う
な
店
舗
に
見
立
て
て
、
正
面
に

「
N
o
t
fo
r
S
a
le
」
と
の
大
き
な
看
板
が
あ
り
、
金
で
は
買
え
な

い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
価
値
観
と
は
何
な
の
か
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

打
ち
出
し
て
い
る
。
店
舗
内
の
商
品
に
付
け
ら
れ
た
バ
ー
コ
ー
ド

に
商
品
チ
ェ
ッ
カ
ー
を
当
て
る
と
画
面
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現
状

の
映
像
が
映
し
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
は
「
自
由
の
選

択

�未
来
を
形
作
る
権
利
」
「
自
由
の
選
択

�前
線
で
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
技
術
者
」「
利
便
性

�義
肢
装
具
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」「
回
復

力
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

�地
雷
原
で
の
農
業
」
「
連
帯

�人
を
助

け
る
創
造
性
」
「
人
道

�動
物
を
助
け
る
」
「
自
己
表
現
の
自

由

�戦
時
下
で
も
自
由
と
平
等
」「
調
和

�勝
利
へ
と
も
に
」「
人

道

�国
内
避
難
者
の
支
援
」
な
ど
で
あ
る
。

万
博
開
幕
直
後
の
四
月
一
五
日
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
館
初
の
イ
ベ

ン
ト
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
館
と
共
同
で
開
催
さ
れ
た
。
「
瀬
戸
際
に
立

た
さ
れ
た
世
界

�明
日
の
社
会
を
規
定
す
る
経
済
的
・
倫
理
的
羅

針
盤
と
は
？
」
と
題
さ
れ
た
特
別
イ
ベ
ン
ト
の
第
一
パ
ネ
ル
に
、

筆
者
も
テ
チ
ャ
ナ
・
ベ
レ
ジ
ナ
経
済
省
次
官
は
じ
め
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
有
識
者
と
登
壇
し
た
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
「
価
値
観
」
で
あ
っ

た （

�）。本
稿
で
は
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
前
後
で
の
ウ
ク
ラ
イ

ナ
政
界
に
お
け
る
大
き
な
変
化
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
治
を
担
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
略
が
始
ま
っ
て
三
年
が
過
ぎ
た
今
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
は
、
汚
職
を
は
じ
め
、
ま
だ
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
た

だ
一

つ
間

違
い
な
く
言
え
る
の
は
、
「

売
る

こ
と
が
で
き
な
い
価

値
観
」
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
共
有
し
、
そ
れ
を
担
う
次
の
世
代
が

育
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
と
の
鉱
物
資
源
交

渉
で
、

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
が
す
ん
な
り
と
署
名
せ
ず
一
度
は
口
論
と
な
っ
た

背
景
に
は
、

こ
う
い
っ
た
「

N
o
t
fo
r
S
a
le
」
の
価
値
観
と

気
概

が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

●
注

（

1）岡
部

芳
彦
、
「

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
の
人
的

背
景

�歴
代
政
権
と

比

較
し
て
」、「

海
外
事
情
」、

二
〇
二
二
年
五
月
。
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（

7）『
・
・・
・・・・

・』
、
二
〇
二
二
年
二
月
三
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
za
b
o

ro
n
a.co
m
/
sk
asu
v
an
n
y
a-p
ry
zo
v
u
-v
-u
k
ray
in
i-ch
o
g
o
-h
o
ch
e-zelen

sk
y
j-

i-sh
h
o
-cze-o

zn
a
ch
a
y
e-d
ly
a
-u
k
ra
y
in
cziv
/

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年

六
月
二
二
日

（

8）『
ウ
ク
ラ
イ
ン
シ
カ
・
プ
ラ
ウ
ダ
』
、
二
〇
二
二
年
八
月
一
一
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.p
ra
v
d
a
.co
m
.u
a
/
ru
s/
a
rticles/

2022/
08/

11/

7362749/

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
〇
日

（

9）『
ウ
ク
ラ
イ
ン
シ
カ
・
プ
ラ
ウ
ダ
』
、
二
〇
二
五
年
二
月
二
七
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.p
ra
v
d
a
.co
m
.u
a
/
n
ew
s/
2025/

02/
27/

75003

73/

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
五
日

（

10）ド
ミ
ト
ロ
・
ラ
ズ
ム
コ
フ
公
式
F
a
ceb
o
o
k
、
二
〇
二
五
年
四
月
二

七
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.fa
ceb
o
o
k
.co
m
/
w
a
tch
/
?v
=
1238635

887770930

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
五
日

（

11）『
B
B
C
N
ew
s
U
k
ra
in
e
』
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
四
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.b
b
c.co
m
/
u
k
ra
in
ia
n
/
n
ew
s-59406502

�閲
覧
日

�

二
〇
二
五
年
六
月
二
五
日

（

12）「
朝
日
新
聞
」
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
d
i

g
ita
l.a
sa
h
i.co
m
/
a
rticles/

A
S
Q
1K

6F
C
X
Q
1K
U
H
B
I025.h

tm
l

�閲

覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
七
日

（

13）『
B
B
C
N
ew
s
Ja
p
a
n
』
、
二
〇
一
九
年
四
月
二
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.b
b
c.co
m
/
ja
p
a
n
ese/
v
id
eo
-47781964

�閲
覧
日

�

二
〇
二
五
年
六
月
二
七
日

（

14）『
B
B
C
N
e
w
s
U
k
ra
in
e
』
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
九
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.b
b
c.co
m
/
ja
p
a
n
ese/

60179192

�閲
覧
日

�二
〇
二

五
年
六
月
二
九
日

（

15）『
G
a
zeta
.u
a
』
、
二
〇
二
五
年
五
月
七
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
g
a
ze

ta
.u
a
/
a
rticles/

p
o
litics/

_
k
o
lo
m
o
jsk
ij-za
lish
a
y
etsy
a
-p
id
-v
a
rto
y
u
-

o
lig
a
rh
u
-p
ro
d
o
v
zh
ili-za

p
o
b
izh
n
ij-za
h
id
/
1217017

�閲
覧
日

�二

〇
二
五
年
五
月
七
日

（

16）『
ラ
デ
ィ
オ
・
ス
ヴ
ォ
ボ
ー
ダ
』、
二
〇
二
三
年
九
月
二
二
日
U
R
L
:

�http
s://w

w
w
.rad
io
sv
o
b
o
d
a.o
rg
/a/n

ew
s-y
erm
ak
-p
o
lo
n
-u
k
ray
in
tsi-

p
o
v
ern
en
n
ia
/
32045180.h

tm
l

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

17）S
O
C
IS
、
『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
社
会
情
勢
調
査
』
、
二
〇
二
五
年
六
月

U
R
L
:

�http
s:/
/
so
cis.k

iev
.u
a
/
u
a
/
2025-06-25/

�閲
覧
日

�二
〇
二

五
年
六
月
二
九
日

（

18）岡
部
芳
彦
、「
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
の
人
的
背
景
」、
九
三
ペ
ー
ジ
。

（

19）・
・・・
・
・・・・
・
・・
・・
・
・・・・・

・
・・・
8
・・
・・・・

2024
・・・・

・
59/2024

・・
・・
・・・・・・

・・
・
・
・
.・
・・・・

・
・・・

・
・
・・・・
・
・
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・・・・
・・
・
・・・・
・

・
・
・・・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・

・
・.

（

20）S
O
C
IS
、
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
社
会
情
勢
調
査
」
、
二
〇
二
五
年
六
月

U
R
L
:

�http
s:/
/
so
cis.k

iev
.u
a
/
u
a
/
2025-06-25/

�閲
覧
日

�二
〇
二

五
年
六
月
二
九
日
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（
21）「

０
テ
レ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
」
、
二
〇
二
五
年
三
月
二
八
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
n
ew
s.n
tv
.co
.jp
/
ca
teg
o
ry
/
in
tern
a
tio
n
a
l/
4b

53ceb
622b

b
49cfa

3193386a
c424465

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

22）『
K
y
iv
In
d
ep
en
d
en
t
』
、
二
〇
二
五
年
二
月
二
一
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
k
y
iv
in
d
ep
en
d
en
t.co
m
/
w
h
y
-u
k
ra
in
e
-ca
n
t-h
o
ld
-elec

tio
n
s-d
u
rin
g
-w
a
rtim

e/

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

23）経
歴
に
つ
い
て
は
主
に
在
連
合
王
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
館
公
式
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
参
照

U
R
L
:

�http
s:/
/
u
k
.m
fa
.g
o
v
.u
a
/
en
/
g
o
v
er

n
a
n
ce/
za
lu
zh
n
y
i-v
a
lerii

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

24）・
・・・
・
・・・・
・
・・
・・
・
・・・・・

・
・・・
27
・・
・
・
・
・
320/2021・・

・・

・
・・
・・
・・
・・
・
・
・
.・
・・・・

・
・・・

・
・・・・・

・・・・
・・
・
・・・・
・・
・
・
・・・
・
・
・
・
・
・

・
・・・・・

・
・

（

25）・
・・・
・
・・・・
・
・・
・・
・
・・・・・

・
・・・
8
・・
・・・・

2024
・・・・

・
59/2024

・・
・・
・・・・・・

・・
・
・
・
.・
・・・・

・
・・・

・
・
・・・・
・
・
・・・・・

・・・・
・・
・
・・・・
・

・
・
・・・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・

・
・

（

26）・
・・・
・
・・・・
・
・・
・・
・
・・・・・

・
・・・
9
・・・・・

・
2024

・・・・
・
316/

2024
・・
・・
・
・・
・・
・・
・・
・
・
・
.・
・・・・

・
・・・
・
・・
・・・
・
・・
・
・
・
・
・
・・・
・・・-

・
・
・
・
・
・・・・・

・
・・・・・

・
・
・
・
・・・・

・・
・・
・
・
・・・・・・・・・・

・
・・・
・・・

・
・・
・・・
・・
・
・
・・・
・・
・
・・
・・・・・

・
・・・

（

27）『
B
B
C
N
ew
s
U
k
ra
in
e
』
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
七
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.b
b
c.co
m
/
u
k
ra
in
ia
n
/
n
ew
s-57986999

�閲
覧
日

�

二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

28）ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
立
高
等
教
育
質
保
証
機
構
サ
イ
ト
U
R
L
:

�http
s:/
/
sv
r.n
a
q
a
.g
o
v
.u
a
/
#
/
d
efen
se/

2448

�閲
覧
日

�二
〇
二
五

年
六
月
二
九
日

（

29）筆
者
F
A
C
E
B
O
O
K

二
〇
二
五
年
五
月
八
日
参
照

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.fa
ceb
o
o
k
.co
m
/
o
k
a
b
e.y
o
sh
ih
ik
o
/
v
id
eo
s/
944911

160924103/
?lo
ca
le=
ja
_
JP

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

30）プ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
の
経
歴
は
、
『
L
B
.u
a
』
U
R
L
:

�http
s:/
/
lb
.

u
a
/
file/

p
erso
n
/
5039_

p
ritu
la
_
serg
iy
_
d
m
itro
v
ich
.h
tm
l

�閲
覧

日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日
な
ど
を
参
照
。

（

31）『
h
ro
m
a
d
sk
e
』
、
二
〇
二
二
年
七
月
一
二
日

U
R
L
:

�http
s:/
/

h
ro
m
a
d
sk
e.u
a
/
p
o
sts/

10
-rich

n
a
-d
iv
ch
in
k
a
-zib
ra
la
-k
o
sh
ti-d
ly
a
-

fo
n
d
u
-p
ritu
li-g
ra
la
-n
a
-v
u
lici-u

-sh
a
sh
k
i-z-p
ereh

o
zh
im
i

�閲
覧

日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

32）『
L
IG
A
.u
a
』
U
R
L
:

�http
s:/
/
n
ew
s.lig
a
.n
et/
u
a
/
p
o
litics/

n
ew
s/
sh
m
y
h
alia-m

o
zh
e-zam

in
y
ty
-sv
y
ry
d
en
k
o
-n
av
ish
ch
o
-y
erm
ak
u
-

zn
a
d
o
b
y
la
s-sv
o
ia
-
liu
d
y
n
a
-n
a
-ch
o
li-k
a
b
m
in
u

�閲
覧
日

�二
〇

二
五
年
六
月
二
九
日

（

33）岡
部
芳
彦
、
「
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
の
人
的
背
景

�歴
代
政
権
と
比

較
し
て
」、
九
二
ペ
ー
ジ
。

（

34）な
お
、
直
近
に
会
っ
た
の
は
、
六
月
六
日
の
「
第
三
回
地
域
・
都
市

間
国
際
サ
ミ
ッ
ト
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

（

35）『
ウ
ク
ル
イ
ン
フ
ォ
ル
ム
』
、
二
〇
二
五
年
六
月
二
三
日

U
R
L
:

�http
s:/
/
w
w
w
.u
k
rin
fo
rm
.jp
/
ru
b
ric-crim

e
/
4007462-u

k
u
ra
in
a
-

w
u
-zh
i-so
u
-zh
a
-ji-g
u
a
n
ch
eru
n
ish
o
u
-fu
-sh
o
u
-x
ia
n
g
n
i-ro
n
g
-y
i-

ch
u
a
n
-d
a
.h
tm
l

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日

（

36）「
産
経
新
聞
」
、
二
〇
二
五
年
四
月
一
五
日

U
R
L
:

�http
s:/
/

w
w
w
.sa
n
k
ei.co

m
/
a
rticle

/
20250415-O

U
E
7JE
E
K
V
F
K
V
T
A
E
U
4K

C
P
7K
D
7C
Y
/

�閲
覧
日

�二
〇
二
五
年
六
月
二
九
日
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は
じ
め
に

二
〇
二
五
年
六
月
三
日
に
韓
国
で
は
、
第
二
一
代
大
統
領
選
挙

が
実
施
さ
れ
、
李
在
明
共
に
民
主
党
候
補
が
当
選
し
、
当
選
後
、

直
ち
に
韓
国
大
統
領
に
就
任
し
た
。
詳
細
は
、
後
述
す
る
も
の
の
、

本
来
、
第
二
一
代
大
統
領
選
挙
は
二
〇
二
七
年
三
月
に
実
施
さ
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
二
〇
二
五
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た

の
は
、
尹
錫
悦
大
統
領
（
当
時
）
に
よ
る
非
常
戒
厳
令
の
発
出
に

端
を
発
し
た
尹
錫
悦
大
統
領
（
当
時
）
の
弾
劾
・
罷
免
で
あ
る
。

こ
の
弾
劾
・
罷
免
に
よ
っ
て
第
二
一
代
大
統
領
選
挙
が
約
二
年
前

倒
し
さ
れ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

戒
厳
令
政
局
と
尹
錫
悦
大
統
領
の
弾
劾
・
罷
免

非
常
戒
厳
令
の
発
出

尹
錫
悦
前
大
統
領
が
非
常
戒
厳
令
を
発
出
し
た
理
由
と
し
て
は

様
々
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
尹
錫
悦
前
大
統
領
自
身
は
、

非
常
戒
厳
令
発
出
の
理
由
と
し
て
、
当
初
は
、
国
会
で
野
党
が
予

算
を
は
じ
め
と
す
る
法
案
が
国
会
を
通
過
さ
せ
ず
一
方
的
に
修
正

し
た
こ
と
、
二
二
件
の
政
府
閣
僚
に
対
す
る
弾
劾
を
強
行
し
て
行

政
府
を
マ
ヒ
さ
せ
た
こ
と
、
判
事
を
脅
迫
し
、
多
数
の
検
事
を
弾

劾
す
る
な
ど
司
法
業
務
を
マ
ヒ
さ
せ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
を
行
っ
た
野
党
側
を
「
反
国
家
勢
力
」
と
規
定
し

た
上
で
、
「
反
国
家
勢
力
」
か
ら
自
由
民
主
主
義
社
会
を
守
る
た
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め
の
非
常
戒
厳
令
で
あ
る
と
主
張
し
、
正
当
化
し
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
後
の
国
民
向
け
談
話
に
お
い
て
は
、
先
の
総
選
挙
に
お
け
る

不
正
選
挙
疑
惑
も
提
起
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
、
非
常
戒
厳
令
の

正
当
性
に
言
及
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
で
は
、
非
常
戒
厳
令
に
つ
い
て
、
「
大

統
領
は
戦
時
・
事
変
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
国
家
非
常
事
態
に
お
い

て
兵
力
に
よ
り
軍
事
上
の
必
要
に
応
じ
、
又
は
公
共
の
安
寧
秩
序

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
戒
厳
を
宣
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
憲
法
第
七
七
条
一
項
）
と
定

め
ら
れ
て
お
り
、
戦
争
、
あ
る
い
は
内
乱
を
念
頭
に
お
い
た
規
定

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
が
挙
げ
た
事
由
は
国
家

非
常
事
態
を
拡
大
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
非
常
戒
厳
令
を
正
当

化
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

特
に
、
戒
厳
司
令
官
布
告
令
第
一
号
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
た

「
国
会
と
地
方
議
会
、
政
党
の
活
動
と
政
治
的
結
社
、
集
会
、
デ

モ
な
ど
一
切
の
政
治
活
動
を
禁
止
す
る （
１
）」
と
の
規
定
は
、
戒
厳
令

下
に
お
い
て
も
、
活
動
が
保
証
さ
れ
る
国
会
の
権
限
を
侵
害
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
非
常
戒
厳
令
発
出
後
、
戒
厳
軍
が
国
会

に
侵
入
し
よ
う
と
す
る
映
像
が
報
道
さ
れ
、
戒
厳
軍
の
侵
入
を
阻

止
し
よ
う
と
野
党
事
務
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
バ
リ
ケ
ー
ド
を
構
築
す

る
光
景
や
バ
リ
ケ
ー
ド
を
避
け
る
た
め
に
国
会
の
窓
を
破
壊
し
て

侵
入
す
る
戒
厳
軍
の
様
子
も
報
道
さ
れ
た
。

結
果
と
し
て
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
に
よ
る
非
常
戒
厳
令
の
発
出

か
ら
一
五
五
分
後
に
野
党
主
導
に
よ
っ
て
非
常
戒
厳
令
の
解
除
を

求
め
る
決
議
が
可
決
さ
れ
た （
２
）。
尹
錫
悦
前
大
統
領
が
こ
の
国
会
に

よ
る
決
議
を
受
け
て
非
常
戒
厳
令
の
終
結
を
発
表
し
た
こ
と
で
非

常
戒
厳
令
を
め
ぐ
る
問
題
は
一
旦
終
結
し
た
。

一
旦
は
終
結
し
た
非
常
戒
厳
令
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
尹
錫
悦

前
大
統
領
が
非
常
戒
厳
令
を
発
出
し
た
真
の
目
的
で
あ
る
。
尹
錫

悦
前
大
統
領
自
身
に
よ
る
説
明
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
議
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
筆
者
も
取
り
組
ん
で
お
り
、
本
誌
の

「
刮
目
レ
ポ
ー
ト
」
に
お
い
て
議
論
し
て
い
る
た
め
、
詳
細
な
議

論
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い （
３
）。

追
い
詰
め
ら
れ
る
尹
錫
悦
、
追
い
詰
め
る
李
在
明

非
常
戒
厳
令
の
発
出
に
つ
い
て
、
様
々
な
理
由
が
指
摘
さ
れ
る

中
で
共
通
す
る
の
は
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
が
追
い
詰
め
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
尹
錫
悦
前
大
統
領
を
追
い
詰
め
た
の
は

国
会
に
お
け
る
李
在
明
代
表
が
率
い
る
、
最
大
野
党
・
共
に
民
主

党
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
尹
錫
悦
政
権
が
発
足
し
た
際
に
は
、

与
党
・
国
民
の
力
は
少
数
与
党
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
通
常
、
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新
政
権
発
足
直
後
に
行
わ
れ
る
政
府
組
織
法
の
改
正 （
４
）す
ら
尹
錫
悦

政
権
で
は
行
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
大

統
領
の
座
を
争
っ
た
李
在
明
が
大
統
領
選
挙
の
直
後
に
実
施
さ
れ

た
国
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
立
候
補
し
、
当
選
し
た
こ
と
で
国
会

議
員
と
し
て
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
前
に
再
び
現
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
共
に
民
主
党
の
全
党
大
会
で
党
代
表
に
選
出
さ
れ
、
反
尹

錫
悦
政
権
の
動
き
を
加
速
さ
せ
た
。

李
在
明
代
表
率
い
る
共
に
民
主
党
は
、
徹
底
し
た
反
尹
錫
悦
政

権
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
既
述
の
政
府
組
織
法
の
改
正

も
行
え
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
尹
錫
悦
政
権
の
ア
キ
レ
ス
腱

で
も
あ
っ
た
金
建
希
大
統
領
夫
人
の
「
疑
惑
」
を
捜
査
す
る
た
め

の
特
別
検
察
官
を
任
命
す
る
た
め
の
法
案
（
特
検
法
案
）
を
は
じ

め
と
す
る
様
々
な
特
検
法
案
を
国
会
に
提
出
し
、
共
に
民
主
党
を

中
心
と
す
る
野
党
で
可
決
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て
、
尹
錫
悦
前
大

統
領
に
拒
否
権
を
行
使
さ
せ
る
こ
と
で
、
強
硬
な
政
権
運
営
を
す

る
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
印
象
を
世
論
に
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
方

針
を
用
い
た
。
そ
の
た
め
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
政
権
支
持
率
も

低
迷
が
続
い
た
。

ま
た
、
こ
の
少
数
与
党
の
体
制
の
継
続
が
決
定
し
た
の
が
、
第

二
二
代
国
会
議
員
選
挙
（
二
〇
二
四
年
四
月
実
施
）
で
あ
っ
た
。
こ

の
選
挙
に
お
い
て
与
党
・
国
民
の
力
は
一
〇
八
議
席
の
獲
得
に
と
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表１ 尹錫悦前大統領の政権支持率の推移

出典：リアルメーター社HPより筆者作成



ど
ま
り
、
そ
の
一
方
で
、
最
大
野
党
・
共
に
民
主
党
は
過
半
数
を

超
え
る
一
七
五
議
席
を
獲
得
し
た
。
こ
の
国
会
議
員
選
挙
は
、
尹

錫
悦
前
大
統
領
に
対
す
る
中
間
評
価
で
あ
り
、
有
権
者
は
尹
錫
悦

前
大
統
領
に
対
し
て
、
事
実
上
の
Ｎ
Ｏ
を
突
き
つ
け
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
李
在
明
共
に
民
主
党
代
表
は
尹
錫
悦
前

大
統
領
に
対
す
る
攻
勢
を
強
め
た
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
激
し
か
っ

た
の
が
、
長
官
（
閣
僚
）
に
対
す
る
弾
劾
訴
追
決
議
案
の
乱
発
で

あ
っ
た
。
大
統
領
に
対
す
る
弾
劾
訴
追
決
議
案
を
可
決
さ
せ
る
た

め
に
は
、
国
会
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、

長
官
に
対
す
る
弾
劾
訴
追
決
議
案
は
国
会
の
過
半
数
の
賛
成
で
可

決
す
る
。
そ
の
た
め
、
長
官
へ
の
弾
劾
訴
追
決
議
案
は
最
大
野
党
・

共
に
民
主
党
の
み
で
も
可
決
さ
せ
ら
れ
る
上
に
、
祖
国
革
新
党
な

ど
の
他
の
革
新
系
野
党
も
賛
同
す
る
た
め
、
共
に
民
主
党
に
と
っ

て
は
尹
錫
悦
前
大
統
領
を
追
い
詰
め
る
た
め
に
有
効
な
方
法
で
あ
っ

た
。尹
錫
悦
大
統
領
の
弾
劾
・
罷
免

こ
の
李
在
明
代
表
率
い
る
野
党
・
共
に
民
主
党
の
強
硬
姿
勢
に

乗
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
に
よ
る
非
常
戒
厳
令

の
発
出
で
あ
り
、
共
に
民
主
党
に
よ
る
尹
錫
悦
前
大
統
領
に
対
す

る
強
硬
な
対
応
が
非
常
戒
厳
令
を
引
き
出
し
た
と
も
言
え
る
。
こ

の
結
果
が
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
弾
劾
、
及
び
罷
免
で
あ
っ
た
。

尹
錫
悦
前
大
統
領
が
非
常
戒
厳
令
の
終
結
を
発
表
し
た
後
、
問
題

と
な
っ
た
の
が
尹
錫
悦
前
大
統
領
に
対
す
る
弾
劾
訴
追
決
議
案
の

扱
い
で
あ
っ
た
。
最
大
野
党
・
共
に
民
主
党
や
祖
国
革
新
党
な
ど

の
野
党
陣
営
は
前
向
き
な
姿
勢
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
与
党
・

国
民
の
力
で
は
賛
否
が
分
か
れ
た
。
秋
慶
鎬
院
内
代
表
を
中
心
と

す
る
多
数
は
弾
劾
訴
追
決
議
案
に
反
対
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
韓
東
勲
国
民
の
力
代
表
は
当
初
、
賛
成
す
べ
き
と
の

姿
勢
を
示
し
た
。
採
決
を
目
前
に
韓
東
勲
国
民
の
力
代
表
が
反
対

に
転
じ
た
こ
と
で
、
国
民
の
力
は
採
決
に
欠
席
し
、
採
決
を
成
立

さ
せ
な
い
方
針
を
用
い
た
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
採
決
を
不
成
立

に
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
後
、
秋
慶
鎬
院
内
代
表
が
辞
任
し
た
こ

と
で
、
後
任
の
院
内
代
表
に
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
最
側
近
で
あ
る

権
性
東
が
選
出 （
５
）さ
れ
、
国
民
の
力
の
大
勢
は
弾
劾
反
対
と
の
立
場

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
大
勢
に
対
し
て
、
韓
東
勲
国
民

の
力
代
表
の
立
場
は
二
転
三
転
し
た
。
既
述
の
通
り
、
当
初
、
賛

成
で
あ
っ
た
が
弾
劾
訴
追
決
議
案
の
採
決
を
前
に
反
対
に
転
じ
た
。

そ
の
後
、
再
度
、
賛
成
に
転
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
韓
東

勲
国
民
の
党
代
表
が
賛
成
に
転
じ
た
後
、
再
度
、
弾
劾
訴
追
決
議

案
が
提
出
さ
れ
た
。
国
民
の
力
は
党
論
と
し
て
反
対
の
立
場
で
採
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決
に
参
加
し
た
も
の
の
、
国
民
の
力
か
ら
造
反
が
生
じ
、
賛
成
二

〇
四
票
、
反
対
八
五
票
、
棄
権
三
票
、
無
効
八
票
で
可
決
し
、
尹

錫
悦
前
大
統
領
は
大
統
領
職
務
権
停
止
と
な
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
二
〇
二
五
年
四
月
四
日
に
憲
法
裁
判
所
が
尹
錫

悦
前
大
統
領
に
対
し
て
、
大
統
領
職
を
罷
免
す
る
と
の
判
断
を
下

し
た
こ
と
で
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
は
大
統
領
職
を
罷
免
さ
れ
た （
６
）。

こ
の
大
統
領
職
の
罷
免
は
、
二
〇
一
七
年
の
朴
槿
恵
元
大
統
領
の

罷
免
に
続
い
て
二
人
目
で
あ
り
、
保
守
政
党
の
大
統
領
と
し
て
は

二
代
続
け
て
罷
免
さ
れ
た
。

前
倒
し
さ
れ
た
大
統
領
選
挙

共
に
民
主
党
の
動
き

尹
錫
悦
前
大
統
領
の
罷
免
を
受
け
て
、
本
来
、
二
〇
二
七
年
三

月
に
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
第
二
一
代
大
統
領
選
挙
が
前
倒

し
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
共
に
民
主
党
で
は
、
大
統
領

候
補
を
選
出
す
る
た
め
の
予
備
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
李
在
明
が
大

統
領
候
補
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
予
備
選
挙
で
は
、
李
在
明
の
他

に
金
慶
洙
元
慶
尚
南
道
知
事
、
金
東

�京
畿
道
知
事
が
立
候
補
し

た
。
こ
の
予
備
選
挙
は
全
国
を
四
つ
の
地
域
（
忠
清
道
圏
、
慶
尚
道

圏
、
全
羅
道
圏
、
首
都
圏
・
江
原
道
・
済
州
道
）
に
分
け
、
各
地
域
で
の

党
員
投
票
、
及
び
世

論
調
査
の
結
果
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。

表
２
は
、
共
に
民

主
党
の
予
備
選
挙
の

結
果
で
あ
る
。
結
果

は
、
李
在
明
が
九
〇

％
近
い
得
票
に
よ
っ

て
共
に
民
主
党
の
大

統
領
候
補
に
選
出
さ

れ
た
。
こ
の
結
果
は
、

共
に
民
主
党
が
李
在

明
を
中
心
と
し
た
政

党
で
あ
る
こ
と
を
示

す
と
同
時
に
共
に
民

主
党
の
党
員
の
李
在
明
に
対
す
る
期
待
感
が
示
さ
れ
た
も
の
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
上
に
筆
者
が
感
じ
て
い
る
の

は
、
李
在
明
に
対
す
る
「
ご
褒
美
」
で
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
今

回
の
大
統
領
選
挙
は
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
非
常
戒
厳
令
と
い
う

「
暴
挙
」
に
よ
っ
て
前
倒
し
さ
れ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
「
暴
挙
」
を
引
っ
張
り
出
し
た
の
が
、
李
在
明
に
よ
る
国
会
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表２ 共に民主党の予備選挙の結果

李在明 金慶洙 金東�

忠清道圏 88.15％ 4.31％ 7.54％

慶尚道圏 90.81％ 5.93％ 3.26％

全羅道圏 88.69％ 3.90％ 7.41％

首都圏・江原道・済州道 91.54％ 3.01％ 5.46％

在外 98.69％ 0.91％ 0.30％

国民選挙人団 89.21％ 3.03％ 7.77％

合計 89.77％ 3.36％ 6.87％

出典：共に民主党HPより筆者作成



で
の
尹
錫
悦
前
大
統
領
に
対
す
る
強
硬
姿
勢
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
李
在
明
が
後
述
す
る
「
司
法
リ
ス
ク
」
を
抱
え
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
九
〇
％
近
い
投
票
を
得
た
の
で
あ
り
、
い

わ
ば
、
大
統
領
選
挙
の
前
倒
し
を
勝
ち
取
っ
た
李
在
明
に
大
統
領

選
挙
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
機
会
を
「
ご
褒
美
」
と
し
て
共
に
民

主
党
の
党
員
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
李
在
明
は
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ

れ
が
「
司
法
リ
ス
ク
」
で
あ
る
。
李
在
明
は
予
備
選
挙
の
時
点
で

五
つ
の
裁
判
を
抱
え
て
お
り
、
五
つ
の
裁
判
の
中
の
一
つ
で
あ
る

公
職
選
挙
法
違
反
を
め
ぐ
る
裁
判
で
は
一
審
で
懲
役
一
年
、
執
行

猶
予
二
年
の
判
決
が
出
た
。
こ
の
量
刑
が
確
定
す
る
と
李
在
明
は

国
会
議
員
の
当
選
が
無
効
と
な
る
と
と
も
に
、
公
民
権
停
止
と
な

る
。
だ
が
、
二
審
で
は
無
罪
の
判
決
が
出
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
二
〇
二
五
年
五
月
一
日
に
大
法
院
（
日
本
の
最
高
裁
判
所
に
相
当
）

で
二
審
の
判
決
を
破
棄
し
、
高
裁
に
審
理
を
差
し
戻
す
判
断
が
下

さ
れ
た
。
こ
れ
は
事
実
上
の
有
罪
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
高

裁
で
再
度
審
理
し
た
場
合
、
李
在
明
は
有
罪
と
な
り
、
国
会
議
員

の
失
職
の
他
、
公
民
権
も
停
止
し
、
次
期
大
統
領
選
挙
へ
の
立
候

補
が
不
可
能
と
な
る
。

こ
の
有
罪
判
決
の
確
定
に
よ
る
公
民
権
の
停
止
は
、
李
在
明
の

最
大
の
リ
ス
ク
と
さ
れ
、
「
司
法
リ
ス
ク
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
通
り
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
大
統
領
職

の
罷
免
に
よ
っ
て
大
統
領
選
挙
が
前
倒
し
さ
れ
た
た
め
、
有
罪
判

決
が
確
定
す
る
前
に
李
在
明
は
大
統
領
選
挙
に
挑
戦
し
、
大
統
領

と
な
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、

大
統
領
選
挙
が
前
倒
し
さ
れ
た
こ
と
で
、
最
も
利
益
を
得
た
の
が

李
在
明
で
あ
っ
た
と
し
て
も
大
き
な
異
論
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
民
の
力
の
動
き

尹
錫
悦
前
大
統
領
の
大
統
領
職
の
罷
免
を
受
け
て
、
国
民
の
力

に
お
い
て
も
、
候
補
者
選
出
の
た
め
の
予
備
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。

国
民
の
力
の
予
備
選
挙
は
、
二
回
の
カ
ッ
ト
オ
フ
に
よ
っ
て
候
補

者
を
二
人
に
絞
り
込
み
、
最
後
の
二
人
で
党
員
投
票
、
及
び
世
論

調
査
に
よ
っ
て
候
補
者
を
選
出
す
る
方
法
で
実
施
し
た
。
当
初
、

一
一
人
が
立
候
補
し
た
が
、
第
一
次
カ
ッ
ト
オ
フ
で
安
哲
秀
議
員
、

韓
東
勲
前
党
代
表
、
金
文
洙
前
雇
用
労
働
部
長
官
、
洪
準

�前
大

邱
市
長
の
四
名
に
絞
っ
た
。
続
く
第
二
次
カ
ッ
ト
オ
フ
で
韓
東
勲

前
党
代
表
、
金
文
洙
前
雇
用
労
働
部
長
官
の
二
人
に
絞
り
、
決
選

投
票
に
よ
っ
て
金
文
洙
が
候
補
者
に
選
出
さ
れ
た
。

表
３
は
、
国
民
の
力
の
予
備
選
挙
の
結
果
で
あ
る
。
金
文
洙
が

約
五
六
％
の
得
票
で
候
補
者
に
選
出
さ
れ
た
が
、
韓
東
勲
と
の
差

は
大
き
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
内
訳
で
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あ
る
。
国
民
世
論
調
査
で
は
金
文

洙
と
韓
東
勲
と
の
差
は
約
三
％
と

そ
こ
ま
で
大
き
く
な
い
。
他
方
で
、

党
員
選
挙
人
団
の
結
果
に
目
を
向

け
る
と
金
文
洙
は
韓
東
勲
よ
り
も

約
二
三
％
多
く
得
票
し
て
い
る
。

こ
の
結
果
は
、
国
民
の
力
の
党
員

が
韓
東
勲
で
は
な
く
金
文
洙
を
よ

り
好
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
韓
東
勲
と
金
文
洙
の
尹
錫

悦
前
大
統
領
の
弾
劾
・
罷
免
に
対

す
る
立
場
の
違
い
も
関
係
し
て
い

る
。
韓
東
勲
は
既
述
の
通
り
、
二

転
三
転
し
な
が
ら
も
最
後
は
弾
劾
・

罷
免
に
対
し
て
賛
成
の
立
場
を
取
っ

て
い
た
。
他
方
で
、
金
文
洙
は
弾

劾
・
罷
免
に
反
対
の
立
場
で
あ
っ

た
。
こ
の
二
人
の
立
場
の
違
い
に
対
し
て
、
国
民
の
力
の
党
員
は

弾
劾
・
罷
免
に
反
対
で
あ
っ
た
金
文
洙
を
選
択
し
た
。

こ
の
結
果
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
国
民
の
力
の
右
傾
化

（
強
硬
保
守
化
）
で
あ
り
、
国
民
の
力
の
強
硬
保
守
と
呼
ば
れ
る
層

が
団
結
し
た
こ
と
で
あ
る
。
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
弾
劾
・
罷
免
に

賛
成
す
る
立
場
で
あ
っ
た
韓
東
勲
で
は
な
く
、
反
対
す
る
姿
勢
を

示
し
て
い
た
金
文
洙
へ
の
支
持
を
強
硬
保
守
が
明
確
に
し
て
団
結

し
た
こ
と
で
金
文
洙
が
国
民
の
力
の
候
補
に
選
出
さ
れ
た
。

候
補
者
一
本
化
の
不
発

国
民
の
力
で
予
備
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
韓
悳
洙
前
国
務

総
理
が
無
所
属
で
の
立
候
補
を
表
明
し
た
。
こ
の
韓
悳
洙
の
立
候

補
は
、
国
民
の
力
の
予
備
選
挙
で
選
ば
れ
た
候
補
者
と
の
一
本
化

を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
韓
悳
洙
の
立
候
補
表
明
と

一
本
化
の
前
提
に
対
し
て
、
金
文
洙
は
予
備
選
挙
の
際
に
は
、
前

向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
文
洙
が
候
補

者
に
選
ば
れ
た
後
に
は
、
自
身
が
立
候
補
を
辞
退
す
る
形
式
で
の

韓
悳
洙
と
の
一
本
化
に
応
じ
な
い
姿
勢
を
示
し
た
。
前
回
の
大
統

領
選
挙
に
お
け
る
国
民
の
力
の
予
備
選
挙
に

�る
と
、
当
時
、
無

所
属
で
活
動
し
、
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
す
る
意
向
を
示
し
て
い

た
尹
錫
悦
前
大
統
領
で
あ
っ
た
が
、
国
民
の
力
の
予
備
選
挙
を
前

に
国
民
の
力
に
入
党
し
、
予
備
選
挙
で
勝
ち
抜
き
、
国
民
の
力
の

候
補
者
に
選
ば
れ
て
い
た
。
他
方
で
、
今
回
の
韓
悳
洙
の
立
候
補

の
表
明
は
、
国
民
の
力
で
予
備
選
挙
を
経
て
正
式
に
国
民
の
力
の

候
補
者
に
選
ば
れ
た
金
文
洙
と
の
一
般
化
の
提
案
で
あ
り
、
尹
錫
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表３ 国民の力の予備選挙の結果

候補者 投票方法 得票率 合計

金文洙
党員選挙人団 61.25％

56.53％
国民世論調査 51.81％

韓東勲
党員選挙人団 38.75％

43.47％
国民世論調査 48.19％

出典：国民の力HPより筆者作成



悦
前
大
統
領
の
時
と
は
大
き
く
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
。

世
論
調
査
で
は
、
当
初
か
ら
李
在
明
が
優
勢
で
あ
っ
た
た
め
、

国
民
の
力
の
執
行
部
は
、
金
文
洙
と
韓
悳
洙
と
の
一
本
化
に
よ
っ

て
、
李
在
明
に
拒
否
感
を
持
つ
中
間
層
の
取
り
込
み
を
図
り
た
い

と
の
狙
い
が
あ
っ
た
。
各
種
世
論
調
査
に
お
い
て
、
金
文
洙
と
韓

悳
洙
の
一
本
化
を
し
た
場
合
、
金
文
洙
よ
り
も
韓
悳
洙
に
一
本
化

し
た
方
が
支
持
率
が
高
い
傾
向
が
出
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
国
民

の
力
の
執
行
部
は
韓
悳
洙
へ
の
一
本
化
に
動
い
た
。
こ
の
執
行
部

の
動
き
に
対
し
て
金
文
洙
が
応
じ
な
い
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
た

め
、
国
民
の
力
の
執
行
部
は
党
員
投
票
を
実
施
し
、
国
民
の
力
の

候
補
者
を
金
文
洙
か
ら
韓
悳
洙
に
変
更
す
る
動
き
を
見
せ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
実
際
に
党
員
投
票
を
行
っ
た
結
果
、
候
補
者
の
変

更
案
は
反
対
が
多
数
で
あ
っ
た
た
め
に
否
決
さ
れ
た
。
こ
の
結
果

を
受
け
て
、
国
民
の
力
の
執
行
部
は
公
認
候
補
を
金
文
洙
の
ま
ま

に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
、
一
本
化
を
主
導
し
て
い
た

権
寧
世
非
常
対
策
委
員
長
は
辞
任
を
表
明
し
た
。

国
民
の
力
の
決
定
を
受
け
て
韓
悳
洙
は
立
候
補
を
取
り
や
め
、

金
文
洙
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
文
洙
が
韓

悳
洙
に
対
し
て
選
挙
対
策
委
員
長
の
就
任
を
要
請
し
た
の
に
対
し

て
、
韓
悳
洙
は
こ
の
要
請
を
固
辞
し
た
。
こ
の
韓
悳
洙
の
選
挙
対

策
委
員
長
就
任
の
固
辞
は
両
者
の
間
の
し
こ
り
を
示
し
た
も
の
で

あ
り
、
韓
悳
洙
は
形
式
的
に
金
文
洙
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
に
過

ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

第
三
の
候
補
と
し
て
の
李
俊
錫

二
大
政
党
の
共
に
民
主
党
、
国
民
の
力
の
候
補
が
選
ば
れ
る
前

に
既
に
大
統
領
選
挙
へ
の
立
候
補
を
表
明
し
て
い
た
人
物
が
い
た
。

そ
れ
が
李
俊
錫
改
革
新
党
代
表
で
あ
る
。
李
俊
錫
は
尹
錫
悦
前
大

統
領
の
罷
免
が
決
定
す
る
前
に
仮
に
罷
免
さ
れ
て
大
統
領
選
挙
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
す
る
と
の

立
場
を
示
し
た
。
そ
も
そ
も
李
俊
錫
は
前
回
の
大
統
領
選
挙
に
お

い
て
国
民
の
力
の
党
代
表
を
務
め
て
お
り
、
尹
錫
悦
が
若
年
層
の

男
性
票
を
集
め
る
の
に
貢
献
し
、
尹
錫
悦
の
当
選
に
貢
献
し
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
尹
錫
悦
政
権
発
足
後
、
李
俊
錫
に
目
立
っ

て
欲
し
く
な
い
尹
錫
悦
前
大
統
領
と
自
ら
の
政
治
的
地
位
を
高
め

た
い
李
俊
錫
と
の
間
で
対
立
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
李
俊
錫
は
党

代
表
を
事
実
上
、
解
任
さ
れ
、
国
民
の
力
を
離
党
し
た
。
そ
の
後
、

改
革
新
党
を
結
党
し
、
昨
年
の
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
三
議
席

獲
得
し
、
国
会
内
で
は
、
第
四
党
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
、
野

党
で
あ
り
な
が
ら
も
、
保
守
系
政
党
と
し
て
の
動
き
を
し
て
い
た
。

李
俊
錫
は
若
年
層
の
男
性
を
中
心
に
一
定
の
支
持
を
得
て
お
り
、

李
俊
錫
に
と
っ
て
も
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
へ
の
立
候
補
は
、
当
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選
よ
り
も
今
後
の
自
ら
の
政
治
的
な
地
位
を
高
め
る
た
め
の
選
挙

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
他
方
で
、
李
俊
錫
の
立
候
補
は
金
文

洙
に
と
っ
て
は
保
守
票
の
分
裂
で
あ
っ
た
、
そ
の
た
め
、
金
文
洙

陣
営
は
李
俊
錫
陣
営
に
対
す
る
一
本
化
の
呼
び
か
け
を
続
け
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
通
り
、
当
選
の
可
能
性
を
考
え
て
い
な

い
李
俊
錫
は
安
易
な
一
本
化
よ
り
も
、
最
後
ま
で
選
挙
戦
を
戦
い

抜
い
て
一
定
程
度
、
得
票
で
き
る
こ
と
を
示
し
、
今
後
の
自
ら
の

政
治
的
な
地
位
を
高
め
、
将
来
的
に
自
身
に
優
位
な
条
件
で
国
民

の
力
と
改
革
新
党
を
合
併
さ
せ
る
こ
と
が
李
俊
錫
に
と
っ
て
の
重

要
な
こ
と
だ
っ
た
。

大
統
領
選
挙
の
結
果

各
候
補
の
得
票

選
挙
の
結
果
は
、
前
評
判
の
通
り
、
李
在
明
の
勝
利
で
あ
っ
た
。

表
４
は
主
要
三
候
補
の
得
票
数
及
び
、
得
票
率
の
結
果
で
あ
る
。

当
初
、
今
回
の
選
挙
が
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
罷
免
を
受
け
て
実
施

さ
れ
た
選
挙
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
革
新
系
の
候
補
者
が
李
在
明
の

み
で
あ
り
、
他
の
革
新
政
党
で
あ
る
祖
国
革
新
党
や
基
本
所
得
党

な
ど
が
李
在
明
支
持
を
表
明
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
対
立
候
補
が

金
文
洙
、
李
俊
錫
と
い
う
中
間
層
の
票
が
流
れ
づ
ら
い
候
補
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
李
在
明
の
得
票

率
が
五
〇
％
を
超
え
る
の
で
は
な
い

か
と
の
見
方
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
実
際
に
は
李
在
明
の
得
票
率

は
約
四
九
・
四
％
に
と
ど
ま
り
、
五

〇
％
を
超
え
る
こ
と
は
な
く
、
李
在

明
は
選
挙
で
は
勝
利
し
た
も
の
の
、

当
初
、
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
圧
倒
的

な
勝
利
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

李
在
明
の
得
票
率
が
五
〇
％
を
超

え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
李
在
明
が
中

間
層
を
取
り
込
み
き
れ
な
か
っ
た
結

果
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
中
間

層
に
李
在
明
に
拒
否
感
を
持
つ
層
が
一
定
数
い
る
こ
と
が
得
票
率

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
有
権
者
が
李
在

明
を
積
極
的
に
大
統
領
に
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、
李
在
明
は
既
述
の
「
司
法
リ
ス
ク
」
を
抱
え

て
お
り
、
有
権
者
か
ら
の
印
象
は
良
く
は
な
い
。
さ
ら
に
元
々
、

過
激
な
発
言
や
失
言
が
多
い
政
治
家
で
あ
り
、
熱
烈
な
支
持
者
が

い
る
反
面
、
李
在
明
に
拒
否
感
を
持
つ
層
も
一
定
程
度
い
た
。
そ

の
た
め
、
李
在
明
に
投
票
し
た
有
権
者
の
中
で
も
消
極
的
に
投
票
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表４ 各候補の得票数及び得票率

候補者 得票数 得票率

李在明 17,287,513 49.42％

金文洙 14,395,639 41.15％

李俊錫 2,917,523 8.34％

出典：韓国中央選挙管理委員会HPより筆者作成



し
た
層
も
一
定
数
い
る
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
傾
向
は
前
回
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
も
出
て
い
た
。
前

回
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
尹
錫
悦
と
李
在
明
が
互
い
に
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
た
め
に
有
権
者
、
特
に
中
間
層
に

お
い
て
「
ど
ち
ら
が
い
い
か
」
で
は
な
く
、
「
ど
ち
ら
が
よ
り
悪

く
な
い
か
」
が
投
票
の
基
準
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
尹
錫
悦
、

李
在
明
の
両
者
に
お
い
て
消
極
的
投
票
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、

投
票
を
し
た
も
の
の
、
同
時
に
支
持
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な

い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
回
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る

消
極
的
選
択
の
結
果
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
は
政
権
発
足
当
初
か
ら

政
権
支
持
率
が
低
迷
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
李
在
明
に
対
す

る
消
極
的
選
択
も
政
権
発
足
後
、
同
様
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
可

能
性
も
あ
る
。

金
文
洙
の
善
戦

李
在
明
の
得
票
が
前
評
判
ほ
ど
伸
び
な
か
っ
た
反
面
、
事
前
の

予
測
よ
り
も
得
票
を
伸
ば
し
た
の
が
金
文
洙
で
あ
っ
た
。
当
初
、

尹
錫
悦
前
大
統
領
の
罷
免
に
伴
う
大
統
領
選
挙
で
あ
る
こ
と
に
加

え
て
、
尹
錫
悦
政
権
に
お
い
て
雇
用
労
働
部
長
官
を
務
め
て
い
た

金
文
洙
に
と
っ
て
今
回
の
選
挙
は
明
ら
か
に
劣
勢
な
選
挙
で
あ
っ

た
。
事
実
、
事
前
の
世
論
調
査
に
お
い
て
も
金
文
洙
の
支
持
は
三

〇
％
台
の
前
半
程
度
で
あ
っ
た （
７
）。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
約
四
一
％

得
票
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

今
回
、
金
文
洙
が
事
前
の
予
測
よ
り
も
善
戦
し
た
の
は
、
既
述

の
李
在
明
の
様
々
な
問
題
に
対
す
る
不
信
感
が
強
く
、
中
間
層
を

取
り
込
み
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
他
の
保
守
系
の

主
要
候
補
が
尹
錫
悦
前
大
統
領
と
対
立
し
て
国
民
の
力
を
離
党
し

た
李
俊
錫
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
国
民
の
力
の
支
持
基
盤
で
あ

る
保
守
層
が
「
反
李
在
明
」
の
下
、
金
文
洙
支
持
で
結
集
し
た
こ

と
も
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
宗
教
保
守
の

存
在
で
あ
る
。
産
経
新
聞
の
報
道
で
は
、
有
力
な
宗
教
集
団
が
国

民
の
力
の
支
持
に
動
き
、
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る （
８
）。
元
々
、
宗
教
保
守
と
さ
れ
る
宗
教
集
団
は
尹
錫
悦
前
大
統
領

の
罷
免
反
対
を
主
張
す
る
集
会
を
開
く
な
ど
、
尹
錫
悦
前
大
統
領

や
国
民
の
力
を
支
持
す
る
動
き
を
し
て
き
た
。
そ
れ
が
今
回
の
選

挙
に
お
い
て
金
文
洙
へ
の
支
持
に
動
き
、
一
定
程
度
の
動
員
に
成

功
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
現
在
、
保
守
、
革
新
に
よ
り
二
大
政
党
制
が
形

成
さ
れ
て
い
る
韓
国
政
治
に
お
い
て
、
支
持
基
盤
を
固
め
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
「
中
立
地

帯
」
で
あ
る
中
間
層
へ
の
訴
求
を
強
め
る
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
、
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今
回
の
選
挙
に
お
け
る
金
文
洙
の
善
戦
を
見
て
国
民
の
力
が
宗
教

保
守
へ
の
支
持
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
と
、
中
間
層
離
れ
を
招
く

こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
の
国
民
の
力
の
視
線
に
つ

い
て
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

再
び
可
視
化
さ
れ
た
政
治
的
分
断

李
在
明
と
金
文
洙
の
得
票
は
こ
の
よ
う
に
出
た
も
の
の
、
韓
国

の
各
種
選
挙
を
見
る
際
に
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
注
目
さ
れ
る

の
が
、
地
域
な
ど
に
よ
る
票
の
割
れ
方
で
あ
る
。
特
に
地
域
に
よ

る
候
補
者
の
得
票
の
違
い
は
地
域
主
義
な
ど
と
呼
ば
れ
、
韓
国
に

お
い
て
長
期
間
、
政
治
的
な
分
断
と
な
っ
て
き
た
現
象
で
あ
る
。

こ
の
地
域
主
義
は
、
今
回
の
選
挙
に
お
い
て
も
明
確
に
現
れ
た
。

表
５
は
、
李
在
明
、
金
文
洙
、
李
俊
錫
の
各
地
域
お
け
る
得
票
率

で
あ
る
。
李
在
明
が
全
羅
道
地
域
（
光
州
市
、
全
羅
北
道
、
全
羅
南
道
）

に
お
い
て
八
〇
％
を
超
え
る
得
票
率
で
あ
る
の
に
対
し
て
金
文
洙

は
全
羅
北
道
に
お
い
て
一
〇
％
を
超
え
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の

二
つ
の
地
域
で
は
八
％
台
で
あ
り
、
李
在
明
が
圧
倒
的
な
得
票
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
方
で
、
慶
尚
道
地
域
に
お
い
て
は
、
い

ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
金
文
洙
が
最
も
得
票
し
て
い
る
。
特
に

慶
尚
北
道
及
び
大
邱
市
で
は
金
文
洙
が
七
〇
％
近
く
得
票
し
て
い
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る
。
ま
た
、
慶
尚
南
道
、
釜
山
市
、
蔚
山
市
で
は
、
慶
尚
北
道
及

び
大
邱
市
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
金
文
洙
が
李
在
明
よ
り
も
多

く
得
票
し
て
い
る
。

こ
の
全
羅
道
、
慶
尚
道
以
外
の
地
域
で
は
、
首
都
圏
（
ソ
ウ
ル
、

京
畿
道
、
仁
川
市
）、
忠
清
道
（
大
田
市
、
世
宗
市
、
忠
清
北
道
、
忠
清
南

道
）
で
は
、
李
在
明
が
多
く
得
票
し
て
い
る
も
の
の
、
両
者
の
得

票
の
差
は
そ
こ
ま
で
大
き
く
な
い
。
ま
た
、
江
原
道
に
お
い
て
も
、

金
文
洙
が
李
在
明
よ
り
も
多
く
得
票
し
て
い
る
が
、
慶
尚
道
ほ
ど

の
大
き
な
得
票
の
差
は
確
認
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
選
挙
お
い
て
も
、
地
域
主
義
が
顕
在
化

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
こ
で
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
Ｐ
Ｋ
（
釜
山
、
蔚
山
、
慶
尚
南
道
）
の
動
向
で
あ
る
。
こ
の

Ｐ
Ｋ
は
金
文
洙
が
李
在
明
よ
り
も
多
く
得
票
し
て
い
る
、
し
か
し

な
が
ら
、
先
の
Ｔ
Ｋ
（
大
邱
、
慶
尚
北
道
）
と
比
較
す
る
と
そ
の
差

は
大
き
く
な
い
。
事
実
、
李
在
明
は
Ｐ
Ｋ
に
お
い
て
四
〇
％
程
度

の
得
票
で
あ
っ
た
。
首
都
圏
や
忠
清
道
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
中
立

地
帯
」
に
お
い
て
李
在
明
の
得
票
が
金
文
洙
の
得
票
を
上
回
っ
て

お
り
、
選
挙
全
体
に
お
い
て
も
李
在
明
が
勝
利
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
Ｐ
Ｋ
に
お
い
て
金
文
洙
が
李
在
明
よ
り
も
多
く
得
票
し

て
い
る
こ
と
は
地
域
主
義
の
継
続
と
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
Ｐ
Ｋ

に
お
い
て
は
そ
の
影
響
は
減
少
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
得
票
の
変
化
は
注

視
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
地
域
主
義
以
外
で
も
韓
国
に
お
け
る
政
治
的
な
分
断
が

選
挙
を
通
し
て
可
視
化
さ
れ
る
の
が
、
世
代
、
性
別
間
の
分
断
で

あ
る
。
前
者
の
地
域
間
の
分
断
は
主
に
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
生
じ

た
現
象
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
世
代
間
の
分
断
に
つ
い
て

は
一
〇
年
代
後
半
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
象
で
あ
る
。

表
６
は
、
今
回
の
選
挙
に
お
け
る
、
放
送
三
社 （
９
）の
調
査
に
よ
る

世
代
、
性
別
別
の
予
測
得
票
率 （

�）で
あ
る
。
ま
ず
、
世
代
間
の
分
断

に
目
を
向
け
る
と
、
李
在
明
は
四
〇
代
、
五
〇
代
で
多
く
得
票
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
金
文
洙
は
七
〇
代
以
上
で
多
く
得
票
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
六
〇
代
は
、
李
在
明
、
金
文

洙
の
ど
ち
ら
に
も
大
き
く
得
票
が
傾
く
傾
向
は
確
認
で
き
ず
、
世

代
面
で
は
、
六
〇
代
は
「
中
立
地
帯
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

他
方
で
、
性
別
に
よ
る
分
断
に
目
を
向
け
る
と
、
四
〇
代
以
上

の
世
代
に
よ
っ
て
投
票
傾
向
が
異
な
っ
て
い
た
世
代
で
は
、
性
別

に
よ
る
投
票
傾
向
の
違
い
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

三
〇
代
以
下
で
は
、
性
別
に
よ
る
投
票
傾
向
の
違
い
が
生
じ
て
い

る
。
二
〇
代
、
三
〇
代
の
女
性
で
は
李
在
明
が
よ
り
多
く
得
票
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
〇
代
の
男
性
で
は
金
文
洙
、
李
俊
錫
が
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李
在
明
よ
り
も
多
く
得
票
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
〇
代
の
男
性
で

は
李
在
明
が
最
も
得
票
し
て
い
る
も
の
の
、
金
文
洙
、
李
俊
錫
の

得
票
を
合
わ
せ
る
と
李
在
明
よ
り
も
多
く
得
票
し
て
い
る
。
こ
の

結
果
か
ら
、
今
回
の
選
挙
で
も
、
主
に
三
〇
代
以
下
に
お
い
て
性

別
に
よ
る
投
票
傾
向
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。

こ
の
地
域
、
世
代
、
性
別
間
の
分
断
に
つ
い
て
は
、
直
近
の
国

政
選
挙
で
あ
る
第
二
二
代
国
会
議
員
選
挙
（
二
〇
二
四
年
四
月
実
施
）

に
お
い
て
も
同
じ
現
象
が
生
じ
て
い
た （

�）。
ま
た
、
尹
錫
悦
前
大
統

領
が
当
選
し
た
第
二
〇
代
大
統
領
選
挙
（
二
二
年
三
月
実
施
）
に
お

い
て
も
同
様
の
傾
向
が
出
て
い
た （

�）。
地
域
主
義
が
一
九
七
〇
年
代

か
ら
始
ま
り
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
世
代
間
の
分

断
は
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
始
ま
り
、
当
初
は
二
〇
代
、
三
〇
代
が

革
新
系
、
四
〇
代
が
中
立
、
五
〇
代
以
上
が
保
守
系
で
あ
っ
た
も

の
が
、
年
数
が
過
ぎ
る
に
つ
れ
、
四
〇
代
、
五
〇
代
が
革
新
系
、

六
〇
代
が
中
立
、
七
〇
代
以
上
が
保
守
系
と
世
代
も
上
昇
し
た
。

そ
こ
に
新
た
ら
し
く
有
権
者
と
し
て
加
わ
っ
た
三
〇
代
以
下
で
性

別
間
の
分
断
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
今
後
の
選
挙
に
お
け
る
分

断
の
現
れ
方
と
の
視
点
か
ら
見
る
と
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
ま
ま
、
年
数
を
重
ね
る
こ
と
で
世
代
間
の
分
断
が
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
世
代
が
上
昇
し
た
ま
ま
現
れ
、
新
し
く
有
権
者
と

「海外事情」令和7（2025）年7・8月号 132

表６ 各候補の世代別、性別別の予測得票率

出典：放送三社の出口調査の結果より筆者作成



し
て
加
わ
る
層
に
お
い
て
性
別
間
の
分
断
が
生
じ
続
け
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
今
後
、
新
し
い
別
の
分
断
が
生
じ
る
の
か
な
ど
、
様
々

な
可
能
性
が
あ
る
。

李
在
明
政
権
下
の
韓
国
政
治

李
在
明
を
取
り
巻
く
政
治
環
境

今
回
の
選
挙
に
お
い
て
李
在
明
が
当
選
し
た
こ
と
で
、
韓
国
で

は
、
直
ち
に
李
在
明
政
権
が
誕
生
し
た （

�）。
李
在
明
大
統
領
に
と
っ

て
、
現
在
の
政
治
環
境
は
極
め
て
好
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。
最

も
李
在
明
大
統
領
に
と
っ
て
好
条
件
な
こ
と
は
、
国
会
、
及
び
与

党
・
共
に
民
主
党
と
の
関
係
で
あ
る
。
前
回
の
国
会
議
員
選
挙
に

お
い
て
共
に
民
主
党
が
過
半
数
を
超
え
る
議
席
を
獲
得
し
て
お
り
、

そ
の
状
況
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
李
在
明

大
統
領
は
基
本
的
に
国
会
運
営
に
苦
心
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

与
党
・
共
に
民
主
党
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
李
在
明
大
統
領
が

党
代
表
に
就
任
し
て
以
降
、
共
に
民
主
党
内
に
お
け
る
親
李
在
明

派
を
拡
大
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て
、
前
回
の
国
会
議
員
選
挙
に
お

け
る
公
認
を
通
じ
て
、
自
ら
の
政
敵
に
な
り
そ
う
な
人
物
の
影
響

力
を
排
除
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
親
李
在
明
派
の
人
物
を
よ
り
多

く
、
優
位
な
選
挙
区
で
立
候
補
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
共
に
民
主

党
内
に
お
い
て
親
李
在
明
派
が
主
流
と
な
る
状
況
を
作
り
出
し
た
。

こ
の
国
会
に
お
け
る
与
党
・
共
に
民
主
党
の
過
半
数
と
共
に
民

主
党
内
に
お
い
て
親
李
在
明
派
が
多
数
を
占
め
る
構
造
は
、
李
在

明
大
統
領
が
最
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
い
状
況
と
言

え
る
。
他
方
で
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
が
国
会
運
営
に
苦
慮
し
た
の

は
、
与
党
に
は
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
も
の
の
、
国
会
に
お
け

る
与
党
が
過
半
数
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
か
ら
も
、
李
在
明
大
統
領
に
と
っ
て
は
、
自
ら
が
行
お
う
と

す
る
こ
と
を
進
め
ら
れ
る
政
治
環
境
が
あ
り
、
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
で
き
る
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
第
三
党
で
革
新
系
の
祖
国
革
新
党
で
は
、
党
の
創
設
者

で
あ
る
曺
国
前
代
表
の
有
罪
が
確
定
し
、
国
会
議
員
を
失
職
し
た

上
に
現
在
、
服
役
中
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
反
李
在
明
の
行
動
を

取
る
ほ
ど
の
動
き
を
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
た
め
、
祖
国
革
新
党

も
緩
や
か
な
与
党
と
し
て
の
立
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
李
在
明
大
統
領
に
と
っ
て
は
よ
り
政
権
運

営
が
容
易
に
な
る （

�）。

李
在
明
の
不
安
要
素

他
方
で
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
た
通
り
、
李
在
明
大
統
領

に
は
多
く
の
不
安
要
素
も
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
既
述
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の
「
司
法
リ
ス
ク
」
で
あ
る
。
「
司
法
リ
ス
ク
」
に
つ
い
て
は
、

憲
法
八
四
条
で
「
大
統
領
は
内
乱
又
は
外
患
の
罪
を
犯
し
た
場
合

を
除
い
て
は
在
職
中
刑
事
上
の
訴
追
を
受
け
な
い
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
扱
い
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
さ
れ
て

き
た （

�）。
そ
の
中
で
、
与
党
・
共
に
民
主
党
が
刑
事
訴
訟
法
の
改
正

案
を
ま
と
め
た
。
こ
の
改
正
案
は
、
裁
判
中
の
被
告
人
が
大
統
領

に
当
選
し
た
場
合
、
進
行
中
の
刑
事
裁
判
を
在
任
期
間
中
は
中
断

す
る
条
項
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
実
上
、
李

在
明
大
統
領
を
守
る
た
め
の
法
改
正
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
法
改
正
は
、
李
在
明
大
統
領
を
守
る
と
の
意
味
に
お
い
て

は
問
題
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
論
か
ら
の
見
え
方
に
つ
い
て

は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
李
在
明
大
統
領
は
事
前

の
予
測
よ
り
も
得
票
が
伸
び
ず
、
そ
の
原
因
は
中
間
層
の
取
り
こ

ぼ
し
で
あ
っ
た
。
取
り
こ
ぼ
し
た
中
間
層
や
消
極
的
に
李
在
明
大

統
領
に
投
票
し
た
中
間
層
が
李
在
明
大
統
領
を
守
る
た
め
の
法
改

正
を
前
向
き
に
捉
え
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
そ
の
た
め
、
任
期
当

初
か
ら
世
論
離
れ
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。
実
際
に
リ
ア
ル
メ
ー
タ
ー

社
に
よ
る
初
め
の
政
権
支
持
率
の
調
査
で
は
、
肯
定
的
評
価
が
五

八
・
二
％
、
否
定
的
評
価
が
三
五
・
五
％
と
出
て
お
り
、
こ
の
肯

定
的
評
価
は
尹
錫
悦
前
大
統
領
に
次
ぐ
低
さ （

�）で
あ
り
、
ご
祝
儀
相

場
で
あ
る
は
ず
の
政
権
発
足
時
の
支
持
率
で
す
ら
低
く
出
て
い
る
。

「
実
用
主
義
」
の
李
在
明
大
統
領

こ
の
よ
う
な
中
で
、
李
在
明
大
統
領
の
政
治
ス
タ
イ
ル
に
目
を

向
け
る
と
、
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
変
節
で
あ
る
。
特
に

今
回
の
選
挙
で
見
ら
れ
た
の
が
、
対
日
関
係
に
お
け
る
変
節
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
、
李
在
明
大
統
領
は
日
本
に
厳
し
い
発
言
を
す
る

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
選
挙
で
は
、

時
に
厳
し
い
発
言
も
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
日
本
に
対
し
て
友
好

的
な
発
言
が
見
受
け
ら
れ
た
。
李
在
明
大
統
領
に
と
っ
て
は
、
自

身
の
強
い
左
派
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
中
間
層
を
取
り
こ
ぼ
す
た
め
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
消
し
た
い
と
の
狙
い
か
ら
特
に
対
日
関
係

で
の
発
言
で
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
、
対

日
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
政
策
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の

分
配
中
心
で
は
な
く
、
Ａ
Ｉ
や
半
導
体
分
野
な
ど
へ
の
投
資
に
よ

る
経
済
成
長
に
も
言
及
す
る
公
約
を
出
し
た
。
自
身
の
政
治
家
と

し
て
の
実
績
で
あ
る
分
配
を
弱
め
た
こ
と
も
中
間
層
を
意
識
し
た

こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
選
挙
に
お
け
る
一
連
の
動
き
や
、
李
在
明
大
統
領
が
掲
げ

る
「
実
用
主
義
」
を
見
た
際
、
当
面
の
李
在
明
大
統
領
の
政
権
運

営
の
温
度
感
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
面
、
李
在
明
大
統
領
に

と
っ
て

重
要
な
こ
と
は
、
一

年
後
の

第
九
回
統
一

地
方
選
挙
（
二

〇
二

六
年

六
月
実

施
予
定
）
に
お
い
て
与
党
・
共
に
民
主
党
を

勝
利
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さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
政
権
運
営
の
基

盤
を
安
定
さ
せ
た
い
と
の
思
惑
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
初
の
一

年
間
は
必
要
以
上
に
激
し
い
政
策
を
行
わ
ず
に
安
全
運
転
で
政
権

運
営
を
行
う
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
日
韓
関
係
に
お
い
て
も
直
ち
に
関
係
が
悪
化
す
る

と
は
考
え
づ
ら
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
統
一
地
方
選
挙
の
後
、
旧

朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
問
題
（
徴
用
工
問
題
）
な
ど
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
本
来
の
李
在
明
大
統
領
の
姿
が
現
れ
る
こ
と
は
十
分
に
あ

り
得
る
こ
と
は
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
「
実
用
主
義
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
の
問
題
も

あ
る
。
一
般
的
に
実
用
、
あ
る
い
は
、
実
益
と
は
国
益
や
国
民
生

活
に
と
っ
て
の
利
益
を
指
す
が
、
李
在
明
大
統
領
の
場
合
、
こ
れ

ま
で
の
発
言
、
政
治
家
と
し
て
の
行
動
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
国

益
や
国
民
生
活
に
と
っ
て
の
利
益
よ
り
も
、
自
ら
の
政
治
的
な
立

場
に
と
っ
て
の
利
益
を
重
視
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
は
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
尹
錫
悦
前
大
統
領
が
罷
免
さ
れ
る
き
っ
か
け
で
あ
っ

た
非
常
戒
厳
令
の
発
出
か
ら
第
二
一
代
大
統
領
選
挙
の
検
討
、
そ

し
て
、
李
在
明
政
権
の
行
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
に
お
い

て
指
摘
し
た
通
り
、
現
状
は
李
在
明
大
統
領
に
と
っ
て
良
い
条
件

が
整
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
条
件
を
生
か
せ
る
か
は

李
在
明
大
統
領
の
今
後
の
政
権
運
営
に
か
か
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
、
積
極
的
に
議
論
し
な
か
っ
た
が
、
今
後
の

保
守
性
勢
力
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
注
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
非
常
戒
厳
令
の
発
出
か
ら
大
統
領
選
挙
ま

で
個
別
の
議
員
の
離
党
は

�か
に
は
あ
っ
た
も
の
の
、
集
団
で
分

裂
す
る
こ
と
な
く
き
た
。
こ
れ
は
朴
槿
恵
前
大
統
領
の
罷
免
の
際

と
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
り
、
保
守
勢
力
が
さ
ら
に
割
れ
る
こ

と
を
防
い
だ
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
今
後
、
国

民
の
力
が
誰
を
中
心
と
し
た
政
党
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
改

革
新
党
の
李
俊
錫
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
保
守
勢
力
が
分
裂
し

た
ま
ま
で
は
、
革
新
勢
力
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
い
ず
れ

両
党
の
合
併
の
話
も
出
て
く
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
際
に

は
、
両
党
の
間
で
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ

の
二
つ
の
政
党
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
注
視
す
る
必
要
が

あ
る
。

●
注

（

1）こ
れ
以
外
に
、「
自
由
民
主
主
義
体
制
を
否
定
し
た
り
、
転
覆
を
図
っ
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た
り
す
る
一
切
の
行
為
を
禁
じ
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
、
世
論
操
作
、
虚
偽

扇
動
を
禁
じ
る
。
す
べ
て
の
言
論
と
出
版
は
戒
厳
社
の
統
制
を
受
け
る
。
社

会
混
乱
を
助
長
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
、
怠
業
、
集
会
行
為
を
禁
止
す
る
。
研
修

医
な
ど
ス
ト
ラ
イ
キ
中
ま
た
は
医
療
現
場
を
離
脱
し
た
す
べ
て
の
医
療
従
事

者
は
四
八
時
間
以
内
に
本
業
に
復
帰
し
て
忠
実
に
勤
務
し
、
違
反
時
は
戒
厳

法
に
よ
っ
て
処
断
す
る
。
反
国
家
勢
力
な
ど
体
制
転
覆
勢
力
を
除
い
た
善
良

な
一
般
国
民
に
つ
い
て
は
日
常
生
活
の
不
便
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
措
置
す

る
」
の
全
六
つ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
聯
合
通
信
「

�全
文

�戒
厳
司
令
部
布

告
令
（
第
一
号
）
」

�http
s:/
/
jp
.y
n
a
.co
.k
r/
v
iew
/
A
JP

202412040002

00882

�二
〇
二
五
年
六
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
。

（

2）こ
の
決
議
は
賛
成
一
九
〇
票
で
可
決
さ
れ
た
が
、
決
議
は
最
大
野
党
・

共
に
民
主
党
が
主
導
し
た
も
の
で
あ
り
、
祖
国
革
新
党
、
改
革
新
党
な
ど
は

決
議
に
加
わ
り
、
さ
ら
に
、
与
党
・
国
民
の
力
は
一
部
議
員
が
採
決
に
参
加

し
た
も
の
の
、
執
行
部
を
中
心
と
す
る
多
数
の
議
員
は
、
採
決
に
参
加
せ
ず

に
院
内
の
控
室
で
待
機
し
て
い
た
。

（

3）梅
田
皓
士
「
戒
厳
令
で
混
乱
に
陥
っ
た
韓
国
」
『
海
外
事
情
』
第
七

三
巻
二
号
、
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
、
二
〇
二
五
年
、
二
―
一
二
頁
。

（

4）通
常
、
新
政
権
が
発
足
し
た
際
に
、
新
政
権
の
新
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
各
省
庁
の
改
編
を
す
る
た
め
に
政
府
組
織
法
の
改
正
は
行
わ
れ
る
。

（

5）院
内
代
表
選
挙
の
結
果
は
、
権
性
東
七
二
票
、
金
台
鎬
三
四
票
で
あ
っ

た
。（

6）憲
法
裁
判
所
に
よ
る
尹
錫
悦
前
大
統
領
の
罷
免
に
つ
い
て
は
、
賛
成

八
名
（
定
員
は
九
名
で
あ
る
が
一
名
は
欠
員
）
の
全
員
一
致
に
よ
る
決
定
で

あ
っ
た
。

（

7）リ
ア
ル
メ
ー
タ
ー
社
が
二
〇
二
五
年
五
月
一
一
日
に
公
表
し
た
主
要

三
候
補
の
支
持
率
で
は
、
李
在
明
が
五
二
・
一
％
、
金
文
洙
が
三
一
・
一
％
、

李
俊
錫
が
六
・
三

％
で
あ
っ
た
。

�http
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w
w
w
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a
c-%
ec%
a
3%
b
c%
ea
%
b
0%

84-%
eb
%
8f%

99/

�二
〇
二
五
年
六
月
一

〇
日
ア
ク
セ
ス
。

（

8）産
経
新
聞
ウ
ェ
ブ
版
「
韓
国
保
守
、
強
ま
る
宗
教
色
キ
リ
ス
ト
教

右
派
が
「
陰
の
支
配
者
」
に
与
党
取
り
込
み
拡
大
」
二
〇
二
五
年
五
月
二
五

日
配
信

�http
s:/
/
w
w
w
.sa
n
k
ei.co

m
/
a
rticle/

20250525-S
G
U
W
H
7

G
D
Q
N
L
K
Z
G
2S
O
O
IQ
F
R
IH

3I/

�二
〇
二
五
年
六
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
。

（

9）放
送
三
社
と
は
、
Ｋ
Ｂ
Ｓ
、
Ｍ
Ｂ
Ｃ
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
の
地
上
波
放
送
を
行
っ

て
い
る
三
つ
の
テ
レ
ビ
放
送
局
を
示
す
。

（

10）各
候
補
の
地
域
に
お
け
る
得
票
は
、
地
域
ご
と
に
開
票
が
行
わ
れ
る

た
め
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
公
表
す
る
も
の
の
、
世
代
、
性
別
は
選
挙
管
理

委
員
会
な
ど
の
公
式
な
デ
ー
タ
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
韓
国
の
選
挙
で
は
一

般
的
に
放
送
三
社
の
調
査
に
よ
る
予
測
得
票
率
が
用
い
ら
れ
る
た
め
、
本
稿

に
お
い
て
も
放
送
三
社
に
よ
る
デ
ー
タ
を
用
い
る
。

（

11）第
二
二
代
国
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
三
つ
の
分
裂
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
に
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
詳
細
に
つ
い
て
議
論
を
行
わ

な
い
。
（
梅
田
皓
士
「
第
二
二
代
韓
国
国
会
議
員
選
挙
と

今
後
の
尹
錫
悦
政

権
」、「
海
外
事
情
」
第
七
二
巻
三
号
、
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
、
二
〇

二
四
年
、
九
八
―
一
一
四
頁
）。

（

12）第
二
〇
代
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
三
つ
の
分
裂
に
つ
い
て
も
既
に
議

論
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
本

稿
に

お
い
て
は
議
論
を
行
わ
な
い
。
（
梅
田
皓

士
・
荒
木
和
博
「
韓
国
新
政
権
の
行
方

大
統
領
選
挙
結
果
の
分
析
と
韓

国
政

治
史
全
体
の

視
点

か
ら

」
、
「
海
外
事
情
」
第
七
〇
巻
三
号
、
拓
殖

大
学
海
外
事
情
研
究
所
、
二
〇
二
二
年
、
四
八
―
六
一
頁
）。

（

13）通
常
、
大
統
領
選
挙
で
当
選
し
た
場
合
、
当
選
者
は
大
統
領
職
引
継

委
員
会
を
構
成
し
、
各
種
、
引
継
作
業
を
経
て
政
権
が
発
足
す
る
も
の
の
、

今
回
の
よ
う
に
大
統
領
の
罷
免
に
よ
る
大
統
領
選
挙
を
実
施
し
た
場
合
、
当
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選
者
は
直
ち
に
大
統
領
に
就
任
す
る
。
な
お
、
朴
槿
恵
元
大
統
領
が
罷
免
さ

れ
た
際
の
文
在
寅
元
大
統
領
も
同
様
に
引
継
委
員
会
を
経
ず
に
直
ち
に
大
統

領
に
就
任
し
た
。

（

14）曺
国
前
代
表
が
服
役
し
て
い
る
た
め
、
祖
国
革
新
党
は
今
回
の
選
挙

に
お
い
て
独
自
の
候
補
者
を
擁
立
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
祖

国
革
新
党
に
お
け
る
曺
国
の
重
要
性
を
理
解
で
き
る
。
他
方
で
、
敢
え
て
言

及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
曺
国
が
服
役
を
終
え
、
さ
ら
に
公
民
権
停

止
の
期
間
が
終
わ
っ
た
後
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
旧
親
文
在
寅
系
が
革
新
勢

力
の
主
流
奪
還
の
た
め
に
反
李
在
明
の
下
、
曺
国
、
金
慶
洙
、
尹
建
永
な
ど

を
中
心
に
ま
と
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

（

15）議
論
中
心
は
「
訴
追
」
の
解
釈
で
あ
り
、
新
し
く
訴
追
さ
れ
な
い
、

あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
も
含
め
て
訴
追
さ
れ
な
い
と
の
二
つ
の
解
釈

が
成
り
立
つ
た
め
で
あ
る
。

（

16）各
政
権
の
政
権
発
足
時
の
肯
定
的
評
価
は
、
李
明
博
が
七
九
・
三
％
、

朴
槿
恵
が
六
四
・
四
％
、
文
在
寅
が
七
四
・
八
％
、
尹
錫
悦
が
五
二
・
七
％

で
あ
っ
た
。
リ
ア
ル
メ
ー
タ
ー
社
Ｈ
Ｐ
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二
五
年
六
月
一
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日
ア
ク
セ
ス
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『
海
外
事
情
』
五
・
六
月
号
の
紹
介

刮
目
レ
ポ
ー
ト
内
憂
外
患
、台
湾
・
頼
政
権
の
行
方

羽
田
野
主

特
集
＝「
も
し
ト
ラ
」
に
振
り
回
さ
れ
る
世
界
と
民
主
主
義

注
目
レ
ポ
ー
ト
二
〇
二
四
年
四
月
国
会
議
員
選
挙
後
の
韓
国

木
村
幹

民
主
主
義
と
い
う
幻
想

的
場
昭
弘

苦
境
に
立
た
さ
れ
る
バ
イ
デ
ン

三
牧
聖
子

欧
州
極
右
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
波
と
Ｅ
Ｕ
と
い
う
「
縛
り
」

渡
邊
啓
貴

習
近
平
は
ト
ラ
ン
プ
再
登
板
を
望
ん
で
い
る
と
い
う

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
は
程
遠
い
米
中
関
係
の
現
実

富
坂
聰

＊
総
統
選
挙
と
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

門
間
理
良

＊
第
二
二
代
韓
国
国
会
議
員
選
挙
と
今
後
の
尹
錫
悦
政
権

梅
田
皓
士

＊
私
の
一
枚

預
言
者
の
終 つ
いの

住
処
マ
デ
ィ
ー
ナ

野
村
明
史

＊
台
湾
研
究
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
／
海

巡
署
と
台
湾
海
軍
の
関
係
門
間
理
良

＊
国
連
に
対
す
る
幻
想
／

ド
ゥ
ー
シ
ャ
ン
ベ
で
の
出

来
事

そ
の
１

髙
橋
博
史

Do☆
危
機
管
理
／

人
へ
の

落
雷

確
率
は

高
く
な
い
が
…
遠
藤
哲
也

国
際
安
全
保
障
協
力
の
現
場
か
ら
／

エ
ス
ト
ニ
ア
で
思
っ
た
こ
と

番
匠
幸
一
郎

政
治
家
ム
ハ
ン
マ
ド

�／
使
節
団
の
派
遣

野
村
明
史

＊
※
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
注
文
は
、
拓
殖
大
学
研
究
支
援
課

（
〇
三
―
三
九
四
七
―
七
五
九
七
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



観
光
で
あ
れ
出
張
で
あ
れ
、
海
外
渡
航
に

必
携
の
書
類
と
言
え
ば
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）

で
あ
る
。
普
通
の
会
社
に
就
職
し
て
九
時
五

時
の
仕
事
を
し
た
く
な
い
一
心
で
研
究
者
の

道
を
志
し
た
私
だ
が
、
現
職
に
就
任
す
る
ま

で
に
、
外
務
省
（
台
北
と
北
京
で
計
三
年
半
、
財

団
法
人
交
流
協
会
台
北
事
務
所
と
在
中
華
人
民
共
和

国
日
本
国
大
使
館
で
勤
務
）、
文
部
科
学
省
（
一

一
年
、
霞
が
関
で
勤
務
）、
防
衛
省
（
一
一
年
、
恵

比
寿
と
市
ヶ
谷
で
勤
務
）
で
仕
事
を
し
て
き
た
。

結
局
、
公
僕
と
し
て
四
半
世
紀
を
過
ご
し
て

き
た
わ
け
で
あ
る
（
正
規
の
国
家
公
務
員
生
活
は

二
二
年
間
）。
だ
が
、
そ
れ
を
後
悔
は
し
て
い

な
い
。
民
間
の
職
に
あ
る
人
に
は
手
に
す
る

機
会
が
滅
多
に
な
い
外
交
旅
券
や
公
用
旅
券

を
使
用
し
て
、
日
本
の
国
益
に
資
す
る
業
務

を
仲
間
と
と
も
に
遂
行
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
か
ら
で
あ
る
。

交
流
協
会
台
北
事
務
所
で
専
門
調
査
員
と

し
て
勤
務
し
た
時
は
、
一
般
旅
券
で
の
赴
任

だ
っ
た
。
国
交
の
な
い
日
本
と
台
湾
が
実
務

関
係
を
維
持
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
外

務
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け

て
成
立
し
た
財
団
法
人
交
流
協
会
が
「
民
間

外
交
」
の
体
裁
を
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
台

北
事
務
所
に
駐
在
す
る
職
員
の
ほ
と
ん
ど
は

中
央
省
庁
を
三
年
間
休
職
出
向
し
て
き
た

「
民
間
人
」
と
い
う
整
理
だ
っ
た
。
台
北
事

務
所
職
員
は
赴
任
に
あ
た
り
、
一
年
間
有
効

の
数
次
査
証
（
有
効
期
間
内
は
何
度
で
も
出
入
境

が
可
能
な
査
証
）
が
発
給
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は

「
交
流
協
会
台
北
事
務
所
人
員
」
と
明
記
さ

れ
て
い
て
、
桃
園
国
際
空
港
の
出
入
国
審
査

で
は
、
一
般
旅
券
保
持
者
に
も
関
わ
ら
ず
外
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交
官
ゲ
ー
ト
が
利
用
で
き
た
。

北
京
で
も
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
し
た

が
、
そ
の
時
は
表
紙
が
茶
色
の
外
交
旅
券
が

発
給
さ
れ
た
。
一
般
旅
券
と
外
交
旅
券
の
表

紙
以
外
の
相
違
点
は
、
後
者
に
は
官
職
名
を

英
語
で
記
す
ペ
ー
ジ
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
現
在

北
京
に
赴
任
す
る
専
門
調
査
員
は
、
公
用
旅

券
が
発
給
さ
れ
る
由
。
外
交
旅
券
を
保
持
し
、

不
逮
捕
特
権
の
あ
る
日
本
外
交
官
で
も
、
一

時
的
と
は
い
え
警
察
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た

事
態
も
発
生
し
た
目
下
の
中
国
情
勢
を
考
え

る
と
、
専
門
調
査
員
に
も
外
交
旅
券
を
発
給

し
た
方
が
安
全
で
は
な
い
か
。

続
く
文
部
科
学
省
で
は
社
会
科
の
教
科
書

検
定
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
入

省
し
て
実
感
し
た
こ
と
は
、
文
部
科
学
省
が

行
政
的
に
完
全
に
内
向
き
の
組
織
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
出
張
も
小
学
校
で
開
か
れ
る

教
員
研
修
大
会
の
視
察
に
行
っ
た
だ
け
で
強

い
印
象
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
旅
券
を
使
う
出

張
は
、
一
一
年
間
の
勤
務
で
一
度
も
め
ぐ
っ

て
来
な
か
っ
た
。
周
辺
を
見
渡
し
て
も
、
先

輩
の
教
科
書
調
査
官
が
小
中
高
教
員
か
ら
な

る
国
外
研
修
団
の
団
長
に
任
命
さ
れ
た
際
に
、

公
用
旅
券
が
発
給
さ
れ
た
と
聞
い
た
程
度
だ
。

旅
券
と
の
関
わ
り
が
一
変
し
た
の
は
、
文

部
科
学
省
か
ら
防
衛
省
に
転
職
し
て
か
ら
で

あ
る
。
防
衛
研
究
所
で
は
、
年
に
二
、
三
回

は
所
属
機
関
の
業
務
と
し
て
の
国
外
出
張
や
、

外
部
経
費
の
依
頼
国
外
出
張
が
あ
り
、
そ
の

た
び
に
表
紙
が
緑
色
の
「
公
用
旅
券
」
を
使

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
分
か
っ
た
の
は
、

台
湾
と
そ
れ
以
外
の
国
に
出
張
す
る
場
合
は
、

同
時
に
二
冊
の
有
効
な
公
用
旅
券
を
取
得
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
的
に
所
持
す
る
一
般

旅
券
を
含
め
て
有
効
な
旅
券
を
同
時
に
三
冊

保
持
し
て
い
る
と
い
う
経
験
は
、
普
通
な
ら

考
え
ら
れ
な
い
が
、
公
用
旅
券
の
中
に
中
華

人
民
共
和
国
と
中
華
民
国
（
台
湾
）
の
ス
タ

ン
プ
が
並
ん
で
押
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
国
政

府
に
と
っ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

写
真
で
は
、
表
紙
が
同
じ
公
用
旅
券
が
六

冊
並
ん
で
い
る
が
、
中
を
開
く
と
細
部
が
異

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
防
衛
研
究
所
の
研
究

者
に
発
給
さ
れ
る
公
用
旅
券
は
、
有
効
期
限

が
当
初
は
一
年
間
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
年

間
に
四
回
以
上
海
外
出
張
に
行
く
可
能
性
の

あ
る
者
に
は
有
効
期
限
三
年
の
公
用
旅
券
が

発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
台
湾

渡
航
用
の
公
用
旅
券
は
、
当
初
一
次
旅
券

（
一
回
有
効
）
の
み
だ
っ
た
が
、
有
効
期
限
内

（
三
年
）
な
ら
何
度
も
使
え
る
数
次
旅
券
が
発

給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
利
便
性
が
増
し
た
。

こ
れ
は
河
野
太
郎
外
務
大
臣
の
決
断
に
よ
る

と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
後
運
用
に
変
化
が

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

今
後
公
用
旅
券
で
出
張
に
で
る
機
会
が
あ

る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
国
や
台

湾
の
軍
事
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
私
に
は
、

今
の
と
こ
ろ
一
般
旅
券
で
中
国
に
行
く
勇
気

が
な
い
。
い
つ
か
一
般
旅
券
で
も
安
心
し
て

中
国
に
行
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
心
か
ら

切
望
し
て
い
る
。
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外
務
省
や
防
衛
省
な
ど
と
比
較
し
て
文
部

科
学
省
は
地
味
な
官
庁
で
、
普
段
は
ほ
と
ん

ど
報
じ
ら
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
も
な
い
が
、
毎
年

三
月
に
発
表
さ
れ
る
教
科
書
検
定
結
果
は
例

外
的
に
耳
目
を
集
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

中
国
・
韓
国
か
ら
の
歴
史
教
科
書
の
記
述
に

対
す
る
批
判
や
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
の

検
定
申
請
等
で
教
科
書
検
定
が
注
目
さ
れ
た

こ
と
は
あ
っ
た
が
、
教
科
書
検
定
制
度
の
内

実
ま
で
踏
み
込
ん
だ
研
究
書
・
概
説
書
は
な

か
っ
た
。
教
科
書
検
定
に
関
し
て
は
、
左
で

あ
れ
右
で
あ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
教
科
書
の
著
者
・

発
行
者
で
あ
る
外
部
か
ら
の
批
判
的
言
辞
し

か
な
い
。
彼
ら
は
文
部
科
学
省
の
教
科
書
調

査
官
が
積
み
上
げ
て
き
た
作
業
を
知
る
由
も

な
い
が
、
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
教
科
書
調

査
官
も
検
定
作
業
の
実
態
を
こ
れ
ま
で
語
っ

て
こ
な
か
っ
た
。
要
は
教
科
書
検
定
制
度
に

学
術
的
分
析
を
加
え
る
た
め
の
資
料
不
足
が
、

研
究
書
・
概
説
書
を
執
筆
で
き
な
い
一
因
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

日
本
史
の
教
科
書
調
査
官
を
三
五
年
務
め
た

著
者
が
、
教
科
書
検
定
に
関
わ
る
業
務
内
容

や
、
審
議
の
内
情
な
ど
を
対
外
的
に
初
め
て

明
ら
か
に
し
た
本
書
は
、
非
常
に
貴
重
な
回

顧
録
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
教
科
書
検
定
基
準
に
「
近
隣
の
ア

ジ
ア
諸
国
と
の
間
の
近
現
代
の
歴
史
的
事
象

の
扱
い
に
国
際
理
解
と
国
際
協
調
の
見
地
か

ら
必
要
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の

一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
隣
諸
国
条
項
と

呼
ば
れ
る
。
一
九
八
一
年
度
の
教
科
書
検
定

で
、
日
本
軍
の
中
国
で
の
行
動
が
「
侵
略
」

か
ら
「
進
出
」
に
書
き
換
え
さ
せ
ら
れ
た
と

八
二
年
六
月
に
日
本
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
が
報

じ
、
中
国
や
韓
国
か
ら
抗
議
を
受
け
た
こ
と

が
、
同
条
項
成
立
の
発
端
で
あ
る
。
要
は

「
検
定
に
よ
る
書
き
換
え
」
は
誤
報
だ
っ
た

が
、
日
本
政
府
は
こ
の
文
言
を
検
定
基
準
に

加
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
項
に
基
づ

い
た
検
定
意
見
は
現
在
に
至
る
ま
で
付
さ
れ

た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
脚
注
（
担
当
は
元
日
本

史
担
当
教
科
書
調
査
官
の
高
橋
秀
樹
國
學
院
大
學
教

授
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
伝
家
の
宝
刀
は
抜

か
れ
ず
仕
舞
い
と
い
う
指
摘
は
貴
重
で
あ
る

一
方
で
、
従
来
認
め
ら
れ
て
き
た
記
述
を
変

更
し
た
場
合
、
国
際
問
題
に
な
る
と
の
危
惧

が
あ
っ
た
と
も
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
別
の

形
で
近
隣
諸
国
条
項
が
効
い
て
い
る
と
窺
わ

せ
て
い
る
描
写
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
誤
報
事
件
以
後
、
中
国
や
韓
国
が
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日
本
の
社
会
科
教
科
書
の
記
述
に
よ
り
注
意

を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
、
日
中

戦
争
や
南
京
事
件
、
古
代
の
日
朝
関
係
、
朝

鮮
植
民
地
支
配
の
評
価
等
が
注
目
さ
れ
た
。

近
年
で
は
、
尖
閣
諸
島
や
竹
島
の
記
述
に
対

す
る
中
韓
の
反
発
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

著
者
が
教
科
書
検
定
に
携
わ
っ
て
き
た
中

で
蓄
積
し
た
「
私
的
メ
モ
」
を
保
管
し
て
い

る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

全
社
会
科
担
当
教
科
書
調
査
官
が
目
を
通
し

た
結
果
、
要
検
討
か
所
と
し
て
メ
モ
が
大
量

に
貼
り
付
け
ら
れ
た
申
請
図
書
は
、
後
年
に

研
究
者
が
検
定
意
見
の
形
成
過
程
を
分
析
す

る
際
に
第
一
級
の
歴
史
史
料
と
な
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
そ
の
史
料
の

重
要
性
を
理
解
で
き
な
い
で
お
り
、
保
存
す

る
意
思
も
な
い
。
こ
れ
は
国
家
が
歴
史
を
ど

う
取
り
扱
う
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題
で
も

あ
る
。

各
教
科
書
調
査
官
の
教
科
書
検
定
に
対
す

る
取
り
組
み
方
や
、
教
科
書
調
査
官
の
採
用

を
巡
る
裏
話
な
ど
に
、
実
名
を
挙
げ
て
踏
み

込
ん
で
い
る
の
も
、
本
書
の
持
つ
特
徴
で
あ

る
。
誤
報
事
件
が
、
日
本
近
現
代
史
を
専
門

と
す
る
教
科
書
調
査
官
（
著
者
）
が
採
用
さ

れ
る
契
機
だ
っ
た
こ
と
、
著
者
と
そ
の
後
輩

の
教
科
書
調
査
官
就
任
は
、
沖
縄
戦
集
団
自

決
に
関
す
る
記
述
を
改
め
さ
せ
る
た
め
の
、

彼
ら
の
恩
師
で
あ
っ
た
『
新
し
い
歴
史
教
科

書
』
執
筆
者
側
の
布
石
だ
っ
た
と
の
批
判
が
、

陰
謀
史
観
的
発
想
に
基
づ
く
虚
構
で
あ
っ
た

こ
と
を
本
書
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
公
的
資
料
に
は
出
て
こ
な
い
情
報

が
非
常
に
多
い
の
も
本
書
の
魅
力
で
あ
る
が
、

回
顧
録
特
有
の
正
確
性
の
限
界
も
あ
る
こ
と

は
、
歴
史
研
究
者
で
あ
る
著
者
自
身
が
本
書

で
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
時
に
お
け

る
教
科
書
調
査
官
の
関
わ
り
、
検
定
調
査
審

議
会
の
内
幕
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
対
外
的
に

文
部
科
学
省
関
係
者
が
明
ら
か
に
し
て
こ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。

前
述
の
高
橋
が
著
述
し
た
「
教
科
書
と
教
科

書
検
定
制
度
に
つ
い
て
」
も
、
内
部
事
情
を

知
る
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
わ
か

り
や
す
く
充
実
し
て
い
る
。

今
後
の
教
科
書
検
定
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

の
採
用
等
、
時
代
の
趨
勢
と
と
も
に
変
化
す

る
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
研
鑽
に
裏
打
ち
さ
れ
た
学
識
を
武
器
に
、

学
会
の
主
流
学
説
を
押
さ
え
た
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
調
査
意
見
書
の
作
成
等
の
教
科
書
調

査
官
の
任
務
の
根
幹
が
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
国
家
に
よ
る
検
閲
と
批
判
さ

れ
て
い
た
教
科
書
検
定
が
、
今
や
左
右
の
極

端
な
記
述
を
防
ぐ
防
波
堤
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。
教
科
書
調
査
官
は
そ
れ
を
誇
っ
て
よ

い
し
、
そ
こ
に
至
る
緩
や
か
だ
が
確
か
な
歴

史
の
流
れ
も
本
書
は
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
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ハ
ッ
ジ
と
平
和
構
築
の
可
能
性

二
〇
二
五
年
の
ハ
ッ
ジ
（
マ
ッ
カ
巡
礼
）
は

六
月
四
日
か
ら
で
あ
っ
た
。
毎
年
ハ
ッ
ジ
時

期
、
世
界
中
か
ら
二
〇
〇
万
人
以
上
の
ム
ス

リ
ム
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
地
マ
ッ
カ
に
集
い
、

数
日
間
に
わ
た
り
厳
格
な
宗
教
儀
礼
を
共
に

す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
ハ
ッ
ジ
は
五

行
の
一
つ
で
あ
り
、
経
済
的
・
身
体
的
に
可

能
な
者
に
は
一
生
に
一
度
の
履
行
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
大
規
模
な
集
団
的
実
践
は
、

宗
教
行
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
的
な
対

話
と
共
存
の
場
と
も
な
り
得
る
。

近
年
、
日
本
で
も
ム
ス
リ
ム
人
口
の
増
加

と
と
も
に
、
ハ
ッ
ジ
を
実
践
す
る
人
々
が
増

え
て
き
た
。
日
本
人
改
宗
者
に
加
え
、
在
日

ム
ス
リ
ム
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
か
ら
も
毎
年

多
く
の
人
々
が
ハ
ッ
ジ
に
参
加
し
て
い
る
。

現
在
で
は
、
日
本
か
ら
の
巡
礼
団
も
徐
々
に

組
織
化
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
の
交
流

の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。
私
が
ハ
ッ
ジ
を
経

験
し
た
の
は
四
〇
年
も
昔
で
あ
る
が
、
そ
の

記
憶
は
い
ま
な
お
鮮
明
で
あ
る
。

ハ
ッ
ジ
の
一
番
の
特
色
は
、
そ
の
徹
底
し

た
平
等
性
に
あ
る
。
全
て
の
巡
礼
者
は
イ
フ

ラ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
白
衣
だ
け
を
身
に
ま
と

い
、
出
身
地
や
地
位
に
関
係
な
く
同
一
の
儀

式
を
行
う
。
肌
の
色
も
言
語
も
異
な
る
二
百

万
人
が
同
じ
空
間
に
集
ま
り
、
同
じ
方
向
を

向
き
、
同
じ
祈
り
を
捧
げ
る
。
こ
の
身
体
的
・

精
神
的
同
期
は
、
他
者
へ
の
共
感
と
相
互
理

解
を
よ
り
強
く
促
進
さ
せ
る
。
加
え
て
、
ハ
ッ

ジ
期
間
中
見
知
ら
ぬ
者
同
士
が
寝
食
を
共
に

し
、
儀
式
を
進
め
て
い
く
こ
と
か
ら
、
個
々

人
の
間
に
自
然
な
連
帯
感
が
生
ま
れ
る
。

特
筆
す
べ
き
は
、
紛
争
や
分
断
の
影
響
を

受
け
る
地
域
か
ら
の
巡
礼
者
も
参
加
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
シ
リ
ア
、
イ
エ
メ
ン
、
イ
ラ

ン
と
い
っ
た
宗
派
的
・
政
治
的
対
立
に
さ
ら

さ
れ
る
地
域
の
参
加
者
に
加
え
、
パ
レ
ス
チ

ナ
の
よ
う
に
外
的
抑
圧
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ

た
地
域
か
ら
の
巡
礼
者
も
加
わ
る
こ
と
で
、

ハ
ッ
ジ
は
多
層
的
な
苦
難
を
抱
え
る
ム
ス
リ

ム
が
一
堂
に
会
し
、
宗
教
を
媒
介
と
し
て
共

感
と
連
帯
を
育
む
「
草
の
根
の
外
交
空
間
」

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
的

接
触
を
通
じ
て
、
国
家
間
の
緊
張
や
宗
派
的

分
断
と
は
異
な
る
水
準
で
の
相
互
理
解
や
共

感
が
芽
生
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ハ
ッ
ジ
が
た
だ
ち
に
地
政
学

的
問
題
を
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
信
仰
を
軸
と
し
た
「
共
に
祈
る
経
験
」

に
は
、
相
手
を
「
同
じ
信
仰
を
持
つ
人
間
」

と
し
て
認
識
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

宗
教
が
暴
力
で
は
な
く
平
和
の
媒
体
た
り
う

る
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

ハ
ッ
ジ
と
い
う
経
験
を
通
じ
て
育
ま
れ
る

人
間
同
士
の
連
帯
感
と
相
互
理
解
が
、
長
期

的
な
平
和
構
築
に
向
け
た
小
さ
な
礎
と
な
る

こ
と
を
願
う
。

（
有
見
次
郎
）



『 海　外　事　情 』 令和 7 年 7・8 月号（第73巻 4 号）

令和 7年 7月15日　発行

 頒　価　 ￥ 700 
送料別

 １　年　 ￥ 4，200

編　　集　　人　　　富 　 坂 　 　 　 聰

発　　行　　人　　　佐 　 藤 　 丙 　 午

印　　　　　刷　　　㈱　外　為　印　刷

発　行　所　　拓殖大学海外事情研究所 文京区小日向 3 丁目 4 番14号
 郵便番号 1 1 2 － 8 5 8 5
 電　　話 03（3947）7595

編
集
後
記

●
こ
う
な
る
と
分
か
っ
て
い
た
ら
…
。

●
後
記
を
書
く
段
に
な
っ
て
時
々
思

う
こ
と
で
す
。今
回
の
ケ
ー
ス
で
は
、

や
は
り
米
軍
に
よ
る
イ
ラ
ン
の
核
施

設
空
爆
で
す
。「
刮
目
レ
ポ
ー
ト
」

で
扱
い
た
か
っ
た
と
考
え
ま
し
た
。

●
な
ぜ
、
中
東
の
緊
張
が
載
っ
て
な

い
の
か
、
そ
ん
な
読
者
の
声
が
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
で
す
。

●
し
か
し
、
現
実
的
に
は
入
稿
は
難

し
か
っ
た
は
ず
で
す
。

●
言
い
訳
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
原
稿
の
締
め
切
り

時
点
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ラ
イ
ジ
ン

グ
・
ラ
イ
オ
ン
作
戦
が
発
動
さ
れ
た

だ
け
で
し
た
。
イ
ラ
ン
が
こ
れ
に
ど

う
反
応
す
る
の
か
。
さ
ら
に
ト
ラ
ン

プ
政
権
が
ど
う
い
っ
た
動
き
に
出
る

の
か
。
時
々
刻
々
と
状
況
が
変
化
し

て
い
っ
た
か
ら
で
す
。

●
米
軍
に
よ
る
空
爆
も
驚
き
で
し
た
。

●
Ｂ
２
爆
撃
機
を
出
動
さ
せ
、
バ
ン

カ
ー
バ
ス
タ
ー
で
地
中
に
あ
る
核
施

設
を
実
戦
で
破
壊
す
る
。
す
べ
て
が

初
物
づ
く
し
で
危
険
な
行
為
。
速
報

メ
デ
ィ
ア
が
高
揚
し
て
い
た
の
が
手

に
取
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

●
バ
ン
カ
ー
バ
ス
タ
ー
の
効
果
に
つ

い
て
米
国
防
情
報
局
（
Ｄ
Ｉ
Ａ
）
は

限
定
的
と
し
、
政
権
は
そ
れ
を
批

判
。
こ
の
点
で
も
ひ
と
悶
着
あ
り
ま

し
た
。

●
そ
れ
に
し
て
も
関
税
か
ら
空
爆
ま

で
日
替
わ
り
で
出
て
く
る
ト
ラ
ン
プ
・

シ
ョ
ッ
ク
に
そ
ろ
そ
ろ
世
界
が
麻
痺

し
始
め
た
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

●
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
た
ロ
シ
ア

に
対
し
西
側
先
進
国
が
足
並
み
そ
ろ

え
て
威
勢
よ
く
非
難
。
一
斉
に
制
裁

に
踏
み
切
っ
た
こ
ろ
を
思
え
ば
隔
世

の
感
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

●
何
か
が
崩
れ
始
め
た
こ
と
は
、
誰

の
目
に
も
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

�

（
富
坂
　
聰
）
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